
平成21年２月宮崎県定例県議会（当初）

厚生常任委員会会議録

平成21年３月10日～13日

場 所 第１委員会室



- 1 -

平成21年３月10日（火曜日）

午前９時58分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成21年度宮崎県一般会計予算

○議案第３号 平成21年度宮崎県母子寡婦福祉

資金特別会計予算

○議案第18号 平成21年度宮崎県立病院事業会

計予算

○議案第19号 宮崎県立病院事業の設置等に関

する条例の一部を改正する条例

○議案第22号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第30号 宮崎県認定こども園の認定基準

に関する条例の一部を改正する

条例

○議案第39号 宮崎県高齢者保健福祉計画の変

更について

○議案第72号 平成21年度宮崎県一般会計補正

予算（第１号）

○福祉保健行政の推進並びに県立病院事業に関

する調査

○その他報告事項

・平成20年度県立病院事業会計決算見込みにつ

いて

・県立富養園閉鎖後の財産貸付について

・宮崎県立病院の県立病院改革プランについて

出席委員（９人）

委 員 長 権 藤 梅 義

副 委 員 長 山 下 博 三

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 横 田 照 夫

委 員 髙 橋 透

委 員 西 村 賢

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

病院局

病 院 局 長 甲 斐 景早文

病 院 局 次 長 梅 原 誠 史兼 経 営 管 理 課 長

県 立 宮 崎 病 院 長 豊 田 清 一

県 立 日 南 病 院 長 長 田 幸 夫

県 立 延 岡 病 院 長 楠 元 志都生

県立富養園長代理 河 野 次 郎

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 宮 本 尊

福 祉 保 健 部 次 長 野 田 俊 雄（ 福 祉 担 当 ）

福 祉 保 健 部 次 長 宮 脇 和 寛（保健・医療担当）

こ ど も 政 策 局 長 山 田 敏 代

部参事兼福祉保健課長 畝 原 光 男

国 保 ・ 援 護 課 長 江 口 勝一郎

長 寿 介 護 課 長 大 重 裕 美

障 害 福 祉 課 長 村 岡 精 二

障害福祉課部副参事 杉 本 隆 史

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 壱 岐 哲 也

総 務 課 主 任 主 事 児 玉 直 樹

○権藤委員長 ただいまから厚生常任委員会を

開会いたします。
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まず、委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付をいたしました日程案のとおりで

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○権藤委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、審査の方法についてであります。お手

元に配付しております委員会審査の進め方

（案）をごらんください。

今回の委員会は、新年度の当初予算の審査が

中心となり、審査の時間が長くなることが予想

されます。このため、福祉保健部については、

委員会審査の進め方（案）のとおり、各課を３

グループに分けて議案に対する説明及び質疑を

行い、最後に総括質疑の場を設けたいと考えて

おります。審査方法については以上であります

が、御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○権藤委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前９時59分休憩

午前10時１分再開

○権藤委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました当初予算関連議案

の説明を求めます。なお、委員の質疑は、執行

部の説明がすべて終了した後にお願いいたしま

す。

○甲斐病院局長 おはようございます。それで

は、当委員会に御審議をお願いいたしておりま

す議案につきまして、その概要を御説明申し上

げます。

お手元の平成21年２月定例県議会提出議案(平

成21年度当初分）をごらんいただきたいと思い

ます。

表紙をめくっていただきまして目次をごらん

いただきますと、病院局関係の議案は下のほう

でございますが、議案第18号「平成21年度宮崎

県立病院事業会計予算」、その下の議案第19号

「宮崎県立病院事業の設置等に関する条例の一

部を改正する条例」、この２つの議案でござい

ます。

まず、議案第18号でございますが、ページで

申しますと55ページからになります。ごらんい

ただきたいと存じます。

平成21年度宮崎県立病院事業会計予算につい

てでございます。

御承知のとおり、県立病院におきましては、

平成18年８月に策定いたしました中期経営計画

に基づきまして、病院局職員が一丸となりまし

て、全力を挙げて収支の改善や医療サービスの

向上に取り組んでいるところでございます。ま

た、現在、県立病院が、高度で良質な医療を提

供していくためには、医師の確保が喫緊かつ最

重要の課題となっております。医師確保対策に

つきましては、これまで各大学医局への派遣要

請はもとより、県出身医師や臨床研修医への個

別の働きかけを行いますとともに、いわゆるコ

ンビニ受診の自粛に向けたキャンペーンを実施

するなど、勤務環境の改善を含めさまざまな取

り組みを行ってきたところでございます。

平成21年度当初予算につきましては、医師確

保を最優先に各種の取り組みを実施するための

予算編成を行ったところでございます。引き続

き、これまでの医師確保の取り組みを推進する

ことに加えまして、平成21年度から医師確保の

ための新たな対策を実施することとしたところ

でございます。

なお、県立延岡病院におきます医師につきま
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しては、宮崎大学医局に対しまして強く派遣を

要請しておりまして、現在その回答を待ってい

る状況にございます。

次に、議案第19号でございます。ページで申

しますと59ページになります。宮崎県立病院事

業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

についてでございます。

これは、県立宮崎病院に新たに県立宮崎病院

精神医療センターを設置することに伴いまし

て、県立富養園を廃止するための条例改正をお

願いするものでございます。

議案の概要の説明は以上でございます。

その他の報告事項といたしまして４件を予定

いたしております。

まず、１つ目が、結核の集団感染発生事例に

ついてでございます。２つ目に、平成20年度県

立病院事業会計決算見込みについて、３つ目が

県立富養園閉鎖後の財産貸し付けについて、４

点目が宮崎県立病院の県立病院改革プランにつ

いてでございます。詳細につきましては、後ほ

ど県立日南病院の長田院長及び病院局の梅原次

長に説明をいたさせますので、よろしくお願い

を申し上げます。

県立病院における院内感染対策につきまして

は、各県立病院におきまして、日ごろから職員

への研修等行い、感染防止の徹底に努めている

ところであります。そのような中で、今回、県

立日南病院におきまして結核の集団感染が発生

しましたことは、極めて残念であります。今後

とも、各県立病院におきまして、危機管理意識

をさらに高め、感染防止対策の徹底について万

全を期してまいりたいと考えております。

私からは以上でございます。

○長田日南病院長 日南病院の長田でございま

す。結核の院内感染について私から御説明申し

上げます。

このたび発生しました県立日南病院における

結核の院内感染について、委員の皆様、県民の

皆様に御心配をおかけしましたことをまずもっ

ておわびいたします。

それでは、今回の経緯等について御説明させ

ていただきます。

初発患者は、70歳代の男性で、昨年11月18日

に難治性の気胸、肺に穴があいて萎縮する、そ

れと膿胸、うみのたまった胸ということで、串

間市民病院から紹介入院されております。その

後、12月２日になって、串間市民病院から、喀

たんの培養検査で結核の陽性が出たという連絡

があり、直ちに個室隔離するとともに、胸水の

抗酸菌塗抹検査で陽性になったことから、日南

保健所に結核患者の発生を届け出るとともに、

専門病院である宮崎東病院に転院を依頼し、翌

３日、東病院に転院となっております。

その後、日南保健所による接触者調査が行わ

れ、このうち濃厚に接触した者に対し、本年２

月９日から16日にかけて接触者健診が行われ、

血液検査で結核に感染したかどうかという検査

があるんですが、８名の陽性者と９名の擬陽性

者が出ております。

このため、８名の陽性者に対して、胸のレン

トゲン、喀たん検査を実施した結果、２名の発

病者と６名の感染者が確認されたことから、発

病者２名については直ちに勤務から外したとこ

ろであります。なお、喀たんの塗抹検査、喀た

んを顕微鏡で見るわけですが、結核菌を染めて

見るわけですが、これでは全員が陰性でござい

ます。要するに排菌はないという状態でござい

ます。この発病者からの二次感染のおそれはま

ずないと考えております。

また、接触者健診陽性者から発病者が出たこ
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とから、現在、接触者の健診、接触程度によっ

てＡ、Ｂ、Ｃの３段階がありまして、Ａランク

を調べたんですが、あと、Ｂ、Ｃ、その他の接

触者について今、接触者健診を行っておるとこ

ろであります。

日ごろから、院内での感染防止対策について

は全力で取り組んでいるところでありますが、

今回このような事態が発生したことは極めて残

念で、大変申しわけなく思っているところであ

ります。今後、今回の事案を検証する中で、地

域の方々に安心と安全の医療を提供していくた

めにも、事案の検討を十分に行い、二度とこの

ようなことが起こらないよう、組織を挙げて院

内での感染防止対策に取り組んでまいりたいと

考えております。

また、発病した職員は、患者の看護に献身的

に取り組んでおり、今後、職員が安心して治療

に専念できるよう、全面的にバックアップして

いきたいと考えております。

私の説明は以上でございます。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 それでは、

私から、議案２件、その他報告事項３件につい

て御説明を申し上げます。

まず、議案第18号「平成21年度宮崎県立病院

事業会計予算」についてでございます。

議案書は55ページ、事項別明細書は661ページ

からとなっておりますが、説明につきまして

は、お手元の厚生常任委員会資料（当初）の資

料に基づいて行わせていただきます。

それでは、委員会資料の１ページをごらんく

ださい。

当初予算の概要についてでございます。

まず、１の基本方針でございますが、平成21

年度の当初予算編成に当たりましては、当初に

おいて見込まれますすべての収益及び費用を計

上する通年予算とすること。２点目に、中期経

営計画の達成を目指す予算とすること。３点目

に、現在、最重要課題となっております医師確

保に要する経費については最優先でこれを措置

すること。以上の３点を編成の基本的な考え方

としたところでございます。

次に、重点項目でございます。医師確保対策

についてでありますが、下のほうに○新 とありま

すけれども、医師確保対策費として総額で３

億7,000万円余を計上いたしております。その主

な内容でございますが、まず、その下の①のア

にありますように、医師確保として、給与等の

改善、これは具体的には、国家公務員に準じま

して、原則として医師免許取得後35年間にわ

たって支給をされます初任給調整手当の改正・

増額を行うものでございます。この手当は、医

師確保を目的としておりまして、その給与水準

を引き上げるための手当でありますが、勤務年

数により逓減をしていくものでございます。そ

の改定状況につきましては、資料の７ページを

ごらんいただきたいと存じます。

こちらに初任給調整手当の改定についてとい

う表を掲示しておりますけれども、この表の一

番左側の欄、ここが免許取得後の年数でござい

ます。また、一番右側に現行の金額をお示しし

ておりますが、これはすべての病院に共通と

なっておりました。全病院と書いてございま

す。現行の金額でございます。今回は、真ん中

にあります改定後の欄を見ていただきますと、

例えば延岡病院に勤務する医師につきまして

は、宮崎、日南病院と同様の二種から一種に引

き上げまして、延岡病院については増額を図っ

ておるということでございます。また、宮崎、

日南病院についても、現行と比べますと大幅な

増額ということになっております。延岡病院に
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ついては、医師確保の困難性にかんがみまして

こういった適用区分の引き上げを図ったという

ことでございます。以上が初任給調整手当につ

いてでございます。

資料の１ページにお戻りをいただきたいと思

います。先ほどの①のところですが、その下の

イでございます。延岡病院の宿日直応援医師の

確保につきましては、時間外診療の多さが医師

確保の弊害となっておりますことから、医師の

宿日直の負担軽減を図るため、応援の非常勤医

師を確保するための経費といたしまして3,200万

円余を計上いたしております。

また、労働環境の整備につきましては、②の

アにありますように、診断書作成等の医師の事

務作業を補助する医療秘書を３病院で17名導入

いたしますとともに、その下のイにありますよ

うに、学会出席あるいは研究資料の購入等に充

てる研究研修費の充実を図ることといたしてお

ります。

次に、２ページをごらんください。収益的収

支についてでございます。

まず、１の収益につきましては、枠囲みの下

にありますように、総額で283億2,030万8,000円

で、入院収益の増加等によりまして前年度比1.3

％の増となっております。

入院収益につきましては、延べ入院患者数

は、今年度の患者の動向、推移等から見まし

て、若干の減少が見込まれるところですが、急

性期医療等の高度医療に重点を置いた取り組み

を行うことによりまして、診療単価が４万6,301

円と、前年度に比べまして1,426円、3.2％の増

が見込まれるということでございます。また、

外来につきましても、患者数が8.1％と大幅に減

少する一方で、診療単価の増によりまして、収

益は前年度比で0.7％の減となっております。

一般会計からの繰入金につきましては、43

億8,855万1,000円となっておりまして、前年度

比で300万円余､0.1％の減でほぼ横ばいとなって

おります。これは先ほど御説明を申し上げまし

た医師確保対策事業の実施につきまして、知事

部局一般会計においても支援するために、後ほ

ど御説明申し上げますが、繰入金の見直しに当

たりまして削減額を圧縮するという形で、ほぼ

前年度同額が確保されたところでございます。

なお、病院事業全体での一般会計の繰入金と

いうことになりますと、収益的収支の43億円余

に、さらに資本的収支における繰入金12億2,600

万円余がございます。これを合計した数字の56

億1,400万円余が病院事業全体としての一般会計

からの繰入金ということになります。

この繰り入れにつきましては、中期経営計画

では、平成18年度から20年度まで繰入金を総額

で57億5,000万円程度で固定をいたしまして、以

降、平成22年度までに８億円を削減することと

されておりました。このため、21年度予算編成

に当たりましても、段階的な見直しを行ったと

ころでございますが、新たに医師確保対策に要

する経費の相当額につきまして一般会計から支

援を受けました結果、収益的収支ではほぼ横ば

いの繰り入れとなりまして、病院事業全体での

繰入金は、前年度比で１億5,300万円余、2.7％

の減となったところでございます。したがいま

して、資本的収支の当然減、建設改良等の終了

等に伴う当然減分が１億5,000万円余ということ

で、減額の大半を占めているところでございま

す。

次に、３ページをごらんください。費用でご

ざいます。２の費用につきましては、枠の下で

ございますが、総額で287億913万3,000円、前年

度に比べまして2,100万円余、0.1％の増となっ
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ております。

まず、給与費でございますが、先ほどの初任

給調整手当のほか、人事委員会勧告に基づく医

師の地域手当の増、その他職員数の変動等に伴

いまして、前年度比で１億5,700万円余、1.2％

の増となっております。

次に、材料費でございますが、患者数の減少

が見込まれますほか、診療材料の調達業務の委

託化あるいは薬剤等の共同購入等の取り組みに

よりまして、前年度比で３億3,000万円余、4.4

％の減となっております。

また、経費につきましても、先ほどの延岡病

院の宿日直応援医師の報償費あるいは診療材料

の調達業務委託経費の増等によりまして、前年

度比で２億5,700万円余、6.9％の増となってお

ります。

また、支払い利息につきましては、平成19年

度に実施いたしました企業債の繰り上げ償還に

よりまして、支払い利息が前年度に比べます

と7,200万円余、7.4％の減となっております。

以上の収益及び費用の結果、３番の収支でご

ざいますが、３億8,882万5,000円の赤字となっ

ております。これは、中期経営計画の３億9,400

万円余に比べますと約500万円余、また、20年度

の当初予算に比べますと３億4,300万円余の改善

を見込んだところでございます。なお、21年度

当初予算の見込みでは、減価償却前収支で23

億6,900万円余の黒字を見込んだところでござい

ます。

次に、４ページをごらんください。資本的収

支でございます。

資本的収支につきましては、精神医療センタ

ーの建設工事の終了に伴いまして、企業債等の

収入、建設改良費等の支出、ともに前年度に比

べまして大きく減少しております。また、企業

債償還金は、繰り上げ償還に係る元金の減等が

ございまして、前年度比で２億3,8 0 0万円

余、7.5％の減となっております。以上の結果、

資本的収支につきましては、21億4,000万円余の

収支不足となりますけれども、この不足額につ

いては内部留保資金で補てんをすることといた

しております。

次に、５ページをごらんください。これは先

ほど御説明を申し上げました収益的収支につき

まして、各病院ごとにお示しをしたものでござ

います。

表の下から３段目、収支差をごらんくださ

い。宮崎病院が全体で1,244万8,000円の赤字で

ございます。うち、精神医療センターの分

が8,821万2,000円の赤字となっております。ま

た、延岡病院が２億2,000万円余の赤字、これは

患者数の減少等から、中期経営計画に比べます

と１億2,000万円余の悪化ということで見込んで

いるところでございます。また、日南病院につ

きましては、中期経営計画をやや下回る１

億5,600万円余の赤字を見込んでおります。

次に、６ページは資本的収支の病院別内訳で

ございます。これにつきましては、後ほど御参

照いただきたいと存じます。

以上、議案第18号の21年度当初予算関係の御

説明でございます。

次に、議案第19号「宮崎県立病院事業の設置

等に関する条例の一部を改正する条例」につい

てでございます。

同じく委員会資料の８ページをごらんくださ

い。

まず、改正の理由でございますが、県立宮崎

病院に新たに精神医療施設として精神医療セン

ターを設置することに伴いまして、県立富養園

を廃止するものでございます。
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改正案の概要ですが、設置等に関する条例第

１条第２項の別表第１で定められております県

立富養園の名称及び位置を削除するものでござ

います。

なお、この精神医療センターにつきまして

は、これまで、こころの医療センターという仮

称でおりましたけれども、この名称が心療内科

を受診する患者層も対象とするような印象を与

えまして、今回、新たな施設で対象といたしま

す急性期等の重症患者への対応に支障を生ずる

懸念があるのではないかとの意見が、医療ス

タッフ等を中心とした協議の中で出されました

ことを踏まえまして、正式名称を「精神医療セ

ンター」としたものでございます。

このセンターは、宮崎病院の内部組織となり

ますので、設置につきましては、条例ではなく

病院局の組織規程の改正により設置をすること

となります。

なお、この改正する条例の施行期日は、本年

の４月１日でございます。

次に、その他の報告事項でございます。

委員会資料の10ページをごらんください。平

成20年度決算見込みについてでございます。こ

のことにつきましては、事項別明細書の685ペー

ジから、平成20年度予定損益計算書及び予定貸

借対照表を記載しておりますが、説明はこの資

料の10ページで行わせていただきます。

まず、見ていただきますと、１番、患者の利

用状況でございます。20年度の決算見込みでは

入院・外来ともに患者数が減少しておりまし

て、入院が約２万5,000人、6.1％、外来が約５

万7,000人、13.8％それぞれ減となっておりま

す。このうち延岡病院につきましては、年度途

中の退職等によりまして医師数が大きく減少い

たしましたこと、それから、いわゆるコンビニ

受診の自粛等によりまして患者数が大きく減少

したところでございます。また、日南病院につ

きましては、皮膚科が常勤医師が不在となった

ことから、週２回の診療となりましたこと、そ

れから、整形外科の理学療法士の産休等がござ

いまして、リハビリ実施数が大幅に減少した

と、こういった理由によるものでございます。

次に、11ページをごらんください。収益的収

支の決算見込みの状況でございます。

病院事業収益が一番上の欄にございますが、

一番右端の事業合計の欄を見ていただきます

と、260億3,500万円余となっておりまして、一

方、費用が269億8,900万円余となっておりま

す。この結果、当期純損益が９億5,400万円余の

赤字となっております。これは、その下の欄に

あります前年度との対比で見ますと、２億8,700

万円余、さらにその下にあります中期経営計画

との比で見ますと6,600万円余の赤字の拡大と

なっております。なお、償却前の利益につきま

しては、20年度は18億6,300万円余の黒字となっ

ております。

これを病院ごとに見ますと、単年度黒字は宮

崎病院のみとなっておりますが、日南病院、富

養園につきましては、中期経営計画を上回る見

込みとなっております。また、延岡病院につき

ましては、先ほど申し上げましたような理由か

ら患者数の減が大きく影響しているものと考え

ております。

12ページから15ページにかけましては、ただ

いまの病院別の状況を詳細にお示しいたしてお

りますので、後ほど御参照いただきたいと存じ

ます。

20年度決算につきましては、このように、中

期経営計画を下回る見込みとなっております。

これは医師の退職という計画で想定しておらな
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い状況が発生したことによるものが大きな原因

でございますけれども、一方で、これまで取り

組んでまいりました収益確保あるいは経費削減

の取り組みにつきましては、一定の成果が得ら

れているものと考えております。今後とも、医

師確保を最優先としながら、経営の健全化と安

全・安心な医療の提供の両立を図ってまいりた

いというふうに考えております。

次に、委員会資料の16ページをごらんくださ

い。その他の報告事項といたしまして、県立富

養園閉鎖後の財産貸し付けについてでございま

す。

富養園の跡地につきましては、県立宮崎病院

こころの医療センター施設整備基本計画におき

まして、西都・児湯地域の精神医療等の充実を

図るため、活用を図るということにされており

まして、これに基づきまして、民間事業者への

財産貸し付けを行うものでございます。

貸付対象となります財産は、富養園の管理

棟、デイケア棟、小児病棟のうち必要な範囲と

いうことで考えております。

応募資格は、県内で５年以上の精神医療施設

の経営実績がある法人または個人等で、貸し付

け条件といたしましては、通院医療及びデイケ

アを実施すること、それから、既存の民間医療

機関等への圧迫とならないよう入院機能を含ま

ないこと、さらに、社会復帰のための事業を実

施すること、以上の要件を満たすことといたし

ております。

募集期間は、２月20日から３月18日までで、

３月下旬に、病院局の局長、院長で構成いたし

ます最高経営会議で、事業者からの企画・提案

について審査をいたしまして、決定したいと考

えております。

次に、資料の17ページでございます。同じく

その他報告事項で、宮崎県立病院の公立病院改

革プランについてでございます。

平成19年度に定められました国の公立病院改

革ガイドラインにおきましては、社会保障改革

の一環といたしまして、公立病院改革に取り組

むこと、また、各自治体は、平成20年度中に経

営指標に係る数値目標等設定した改革プランを

策定することとされております。また、このプ

ランは、経営の効率化、再編・ネットワーク

化、経営形態の見直し、以上の３つの視点から

策定をすることとされたところでございます。

２の本県の対応にありますように、本県では

既に、宮崎県立病院の今後のあり方あるいは中

期経営計画を策定いたしまして、これらに基づ

き経営改善に取り組んでおりますことから、こ

れらの計画をもって、今回国が示した病院の改

革プランとすることとしたところでございま

す。

なお、再編・ネットワーク化につきまして

は、主として市町村病院等を念頭に置いたもの

でございますので、県立病院では、各地域にお

いて必要があれば協議検討をすることとしてい

るところでございます。

私からの説明は以上でございます。よろしく

お願いいたします。

○権藤委員長 それでは、以上で執行部の説明

が終了いたしましたので、まず、議案について

の質疑を委員の皆さんからお受けいたします。

○丸山委員 医師確保について、新たに３

億7,000万の対策事業を打とうとしているんです

が、これをやることによって医師確保ができや

すくなるという見込みが、医局ともいろいろ話

をされていると思うんですが、その辺の具体的

な見方といいますか、方向性があるのか、ま

ず、その辺をお伺いしたいと思います。



- 9 -

○梅原病院局次長兼経営管理課長 先ほど御説

明申し上げましたように、医師確保の対策とい

たしましては、今回、金額的に一番大きなもの

は初任給調整手当の増額でございますが、これ

につきましては、３病院引き上げる中で、特に

延岡病院について医師の過重な負担といったも

のを配慮しまして、医師確保のために延岡病院

をさらに適用部分を上げたということから、そ

の効果については期待をしているところでござ

います。

また、そのほかに医療秘書の導入ですとか、

あるいは研究研修制度、特に研修制度の充実に

ついては、これまでも大学等への御説明の中で

大変高い評価もいただいておりますので、今後

の医師確保については大きな力となるのではな

いかというふうに期待をしております。

○丸山委員 イに書いてある延岡病院の当直医

の対応ですが、これも対応できるというふうに

考えてよろしいんでしょうか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 やはり延岡

病院におきましては、救急患者が非常に多いと

いうことで、時間外患者の軽減を図っているわ

けですけれども、そのために大学のほうから宿

日直の応援医師の派遣を要請いたしておりま

す。現在までに月２回程度ということで、まだ

大きな広がりがございませんけれども、今後と

も大学の各医局に要望しまして、できるだけ多

くの応援医師を派遣していただくように努めて

いきたいというふうに考えております。

○丸山委員 ちなみに、他県ではどのような形

で、プラス初任給手当を増額しているとか、ま

た、応援の医師の確保のためにこれだけ予算を

用意しているとか、他県の状況がわかればお伺

いしたいと思うんです。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 初任給調整

手当につきましては、まず、人事院勧告がござ

いましたので、国の国家公務員に準じた形で各

県対応されているというふうに考えておりま

す。ただ、本県の場合には、延岡については先

ほどのような形で一つ特例を設けたということ

でございます。

それから、宿日直の応援医師につきまして

は、全国の状況というのは、病院の形態が違い

ますので、一概にどういう形でやっているかと

いうのは把握をしていないところですけれど

も、少なくとも本県においてこういう形で大学

のほうからの派遣要請をしたことは初めてでご

ざいます。

○丸山委員 医師確保というのは大きな問題だ

というふうに思っておりますので、努力してい

ただきたいと思っているんですが、その中で、

３ページの給与費のことについてお伺いしたい

んですが、全体で見るときに１億5,000万の伸び

というふうに書いてあるんですが、医師確保で

３億幾ら使うということで、人件費にぽっと上

がるのかなと思ったんですが、その辺の差がど

うなっているのか。経費の中に応援医師の報償

費というのが下のほうにあるものですから、こ

れは違うんじゃないかと思ったんですから、そ

こを教えていただきたいと思っているんです。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 まず、費用

の中の給与費でございますけれども、給与費に

つきましては、県の職員の給料、手当、これに

関するものが計上されております。これにつき

ましては、先ほどの医師の初任給調整手当の増

額等はございますが、そのほかの職員、例えば

事務職員の知事部局への異動等による人数の減

ですとか、そういったことによりまして増減が

出ますので、トータルとしては必ずしも初任給

調整手当が丸々上乗せになるものでないという



- 10 -

ことでございます。

それから、応援医師につきましては、非常勤

職員の採用ということになりますので、これは

給料ではなくて報償費で措置をされるというこ

とから、経費で計上しているところでございま

す。

○丸山委員 病院事業収入とか見込みなんです

けれども、後から報告の中にあった実績と20年

度の目標の数字はかなり差異があるんですね。

今回の医師の確保によってこれも大きく変わる

んじゃないかというふうに思っているんです

が、これはたしか満額の医者がいたときの数字

じゃないかと思っているんです。実際はもう

ちょっと厳しく見らなくちゃいけないというふ

うに思っているんですが、この見込みである程

度正しいというふうに思ってよろしいのか、具

体的にお伺いしたいと思います。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 委員御指摘

のとおり、本来、例えば決算の見込みがこうい

う厳しい数字で上がっておりますと、当初予算

についてもそれなりに厳しく見る必要があると

考えております。しかしながら、企業会計の予

算につきましては、行政の予算と異なりまし

て、収益、費用ともに予定される最大のところ

で見ると。いわゆる予定として定めるというこ

とでございますので、その年度中で執行する支

出につきましては、見込まれる最大限の数字を

計上するということにいたしております。これ

が企業会計としての考え方の独自なところかと

思っております。

○丸山委員 ３億7,000万今度入れるということ

で、経営も厳しくなるというふうに思っている

んですが、その後、できればこの中に、研修医

制度を、国として、できるだけ地方に多く行こ

うと、都市部を減らして地方にやろうというこ

とになると、行きたい指導医の方がいらっしゃ

らないと研修医も来ないというふうに思ってい

るんですが、その辺の対策というのは21年度の

中には何らかのことが盛り込まれているのか、

お伺いしたいと思うんです。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 実を申し上

げますと、研究研修費を21年度ではかなりの増

額をいたしまして、１億1,000万程度の研究研修

費全体の枠ということで今回措置をいたしまし

た。その中で、今おっしゃいましたように、例

えば指導医が身近にいない場合に、大学の医局

のほうに定期的に帰る、あるいは指導医の方が

病院に行っていただくということで指導を受け

るという形も、この研究研修費で対応できるよ

うな形を考えたところでございます。したがい

まして、今後、臨床研修医がふえるけれども、

指導医がいないという状況に対応するために

は、研究研修費等活用しまして、指導医が身近

にいなくても派遣をいただけるような形で考え

ていきたいというふうに考えております。

○丸山委員 それで研修医のほうが十分納得さ

れると。今度来られる予定になっている人たち

にも意見とか聞いていらっしゃる。そういうこ

とをやるということでよろしいでしょうか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 研修医の方

のお考えというのは個人によってさまざまです

けれども、少なくとも、指導医がその病院にい

ないので行けないという最悪の状況は避けられ

るのではないかと思っております。

○丸山委員 それぞれの研修医の割り当て、国

から来るのはこれだけなんですよと。実際に今

年度は何人来るというのは多分決まっていると

思っているんですが、具体的な研修医の数字を

教えていただきたいんです。

○豊田宮崎病院長 まず、今おっしゃった指導
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医の件ですけれども、指導医育成ということで

国から、研修医を研修させるには、各診療科に

指導医が１人以上という指導がありまして、今

年度も各病院でかなりの医師会主催の指導医講

習会、２泊３日とか缶詰になるんですけれど

も、70何時間ぐらいやると思います。それと

か、全国自治体病院協議会の指導医講習会と

か、詳しいのはわかりませんけれども、それに

かなりの人数を派遣して、ほぼ指導医の資格を

取っております。ですから、３県立病院で指導

医のいない診療科は恐らくなくなってくるだろ

うと思っております。ですから、受け入れ側と

しましては、指導医は十分育成できていると。

まだ資格を取っていない方々が21年度に行って

いただくというふうなことにしておりますの

で、受け入れる我々病院としましては、十分対

応できているし、できるのではないかと思って

おります。

○丸山委員 何名研修医が来る予定ですか。

○豊田宮崎病院長 研修医の数は、106名ぐら

い22年度から県内の研修医の枠が広がりまし

た。今、宮崎病院は９名の定員で募集をしてお

ります。22年度からはいろんなシステムが変わ

ります。内科６カ月とか、救急が３カ月とか、

いろんなシステムが変わってきますので、それ

に対応して人数を決定したいと思っています。

可能なら９名以上の定数枠を病院で検討して募

集をしたいと思っております。ですから、まだ

明らかな定数は決まっておりませんが、現時点

では、自治医大生を除いた数の９名でございま

す。以上でございます。

○丸山委員 宮崎病院だけでなく、延岡とか日

南とかそれぞれ研修医が来る予定になっている

のか。なっているんだったら、実際平成21年度

にはどれだけ来るというふうになっているの

か。もしわかっていれば教えていただきたいん

です。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 21年度の臨

床研修医の受け入れ予定についてでございます

が、宮崎病院が６名、日南病院が１名、延岡病

院が１名となっています。

○丸山委員 定員的には何名になりますか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 宮崎病院が

定員９名、日南、延岡病院がそれぞれ２名とい

うことで、合計13名になるようでございます。

○丸山委員 13分の８名ということで、これは

できればもうちょっと多くなってほしいし、宮

崎なりほかの病院がもうちょっと研修医を受け

入れるような形にしていかないと、全体枠を国

のほうが広げていただこうとしているけれど

も、実際受け入れるところがあるのかという心

配もあるものですから、それをしっかりやって

いただきたいというふうに思っております。先

ほど宮崎病院の院長のほうから、研修医になる

システムの研修をどんどんやっていただいてい

るのはありがたいことでありますので、さらに

各病院とももうちょっと伸ばして、これを９名

じゃなくて10名、20名と大きくしていくことに

よって、県立病院の中で医師を養成していくよ

うな形にしていかないと、これまでのように医

局に全部お願いしていくような医師派遣ではな

くて、自前でつくるような形に、どんどん伸び

るような形にしていただきたいということをお

願いしておきます。

○徳重委員 同じく医師確保なんですが、延岡

病院のことが話題になっておりますし、また、

皆さんも大変心配されておりますが、宮大を中

心にいろいろ交渉もされておるような感じがす

るわけです。延岡の場合は熊大ですね。熊本も

非常に近いと思うんです。時間的にはそんなに
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変わらないんじゃないかと思いますが、時間的

にはどうですか。

○甲斐病院局長 大きくは、宮崎大学と九州大

学と熊本大学が中心になっております。特に、

今、日南病院にあっては、医局から見ますと、

宮崎大学が100％ということになっております。

宮崎病院におきましては、約半数が宮崎大学、

そして残りの約３割ぐらいが九州大学、残りが

その他と。延岡病院にあっても、約半数は宮崎

大学、約３割近くが熊本大学、残りがその他

と、そんな形になっておりまして、それぞれ基

本的に各診療科ごとに大学との関係になってい

るものですから、でき得れば、やはり中核病院

としての技能といいますか、それから、当然チ

ーム医療ですから、チーム医療として、人間性

といいますか、そういう両面からのすばらしい

医師を確保したいということもあるものですか

ら、これまでどおり、医局でそういう医師の確

保ができるところにありましては、できるだけ

医局にお願いしながら確実な人材を確保したい

ということで進めております。

しかしながら、医局においてそういう医師の

派遣が無理だと。そういった場合にあっては、

それぞれほかの大学とか、あるいは本県出身の

県外の医師の皆さんとか、そういった形で対応

させてもらっているというような状況にござい

ます。

○徳重委員 延岡病院の場合は熊本大学も非常

に多いと、約３割ぐらいとおっしゃいました

か、それだけいらっしゃるということと、人間

関係というか、県との関係も非常に濃厚だと思

うんですね。ならば、宿日直応援医師の確保等

々もやはり両方かけなければいけないかなとい

う気がするんです。それと、熊大が応援をいた

だけるということになると、あそこの場合は医

大生も多いんじゃないかという気がするんです

が、学生の数ですよ、熊大と宮大と。どうなっ

ているんですか。わかりませんか。

○甲斐病院局長 両大学の学生の状況について

は、手持ちがございませんので、後ほどお答え

させていただきたいと思っています。

○徳重委員 かなり多いんじゃないかと私は想

定しているわけですが、そういったことがあり

ますれば、さらに医師確保に、宿直に応援いた

だいて、その中でいろんな話をしながら定着し

ていただけるような、採用していただくような

体制ができるんじゃないか、こうも思ったとこ

ろです。

もう一つは、医療秘書についてですが、これ

は医療事務の資格があればできるということで

すか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 今回導入を

予定しております医療秘書につきましては、医

療事務を行うのではなくて、いわゆる秘書的な

業務、事務作業を行う方ですので、特別な資格

等は必要といたしません。

○徳重委員 そうしたら、この方は正規採用と

いうか、臨時採用あるいは非正規採用、どうい

う形で採用の予定ですか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 県の場合の

非常勤職員あるいは臨時職員としての採用にな

ります。

○徳重委員 やはりある程度専門性も必要かな

という気がするんです。医療の中身を熟知して

いないとできないということにもなろうかと思

うんです。非常に大事なことだと思いますの

で、これは正規採用をしていくべきじゃないか

と思いますが、考え方としてはどうですか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 あくまでも

医師の事務作業を補助するという職員でござい
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ますので、こういった業務について正職員を充

てるというのはなかなか難しかろうと存じま

す。

○徳重委員 それから、もう一つ、最後です

が、医師の研修制度の充実ということですが、

今、丸山委員からもるる質問があったところで

すけど、これは予算的にはどれぐらい考えてい

らっしゃるんですか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 今回の研究

研修制度の充実によります増額分といたしまし

て、3,000万円でございます。従来の既定分の研

究研修経費と合わせますと、全体では約１

億1,000万ということになります。

○西村委員 先ほど初任給調整手当の改定のお

話をいただいて、延岡だけ厚く配分するという

話が出たんですが、お医者さんの手当というの

はほかにどういう手当があるんですか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 医師だけの

独特の手当といいますのは、この初任給調整手

当と地域手当というのがあるようでございま

す。そのほかの手当につきましては、国家公務

員あるいは地方公務員の手当として、他の職員

に支給されるものと同じ手当が支給されるとい

うことになっております。

○西村委員 民間病院よりも手厚い部分という

のはどうしても仕方ないのかなと思うんです

が、初任給でどのぐらいのお給料が、１年働い

た場合いただけるんですか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 ただいまの

は給料と手当合わせてということでしょうか。

○西村委員 実態で教えてください。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 これは新採

用になったときのということですね。免許取得

後の採用された年齢にもよりますけれども、一

番若い方ですと1,100万円から1,200万円の間と

いうことでございます。

○西村委員 県北の普通の民間病院の他の病院

と比べたら、ちょっと又聞きで申しわけないん

ですが、非常に優遇されているというような話

も聞くんです。だから、県病院が余り医師集

め、どうしても必要な科もあるでしょうけれど

も、地域的なお金の格差みたいなのが広がって

いったら大変だという話も聞くんです。そこら

辺はどうなんでしょうか。背に腹は変えられな

い状態というのはわかるんですけれども。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 ただいま御

指摘いただきましたように、医師の確保につい

ては、やはり県病院の医師の確保もさることな

がら、県内の医療全体における医師確保を念頭

に置いて、そういった給与水準というのも考え

ていく必要があろうかと思っております。この

ため、今御指摘いただきました民間の医療機

関、それから市町村立の国保病院等の医師確

保、こういったところでの給与が県立病院と比

較してどうかといったような観点で考えますと

きに、やはり県立病院だけが突出した金額で医

師を雇用するというのは、余り望ましくないと

いう形で考えておりまして、従来、本県の県立

病院の医師の給与水準については、同等の規模

を持っております全国の自治体の病院の平均的

なところ、あるいは県内における同等の大規模

病院等々との比較、これはなかなか民間の数字

というのはわかりにくいわけですけれども、そ

ういったものを総合的に勘案して定めていると

ころでございます。

○西村委員 実際、宮大医師の方と話すと、あ

くまで自分たちは給与じゃないと。さっき丸山

委員のほうからありましたけれども、給与じゃ

ないという話。給与が上がることで、逆に自分

たちが白い目で見られることに対してのことも
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あるんですが、今回いろんな事業を打たれます

ね。この予算成立後、同時にスタートされるん

ですか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 実を申し上

げますと、企業会計につきましては非常に弾力

的な運用が行えるということから、既に、先ほ

どの延岡病院におきます宿日直の応援医師、医

療秘書、こういったものについては、準備がで

きたものから今年度中に実施をするということ

で、一部取り組んでいる分もございます。

○西村委員 今年度中というか、今月内にでも

始まると。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 宿日直の応

援医師については２月から既に入っていただい

ているところでございます。また、医療秘書に

ついても現在準備中でございます。

○西村委員 最後にしますが、こういうことは

何が効果があるかわからないし、複合的に打つ

ことによって効果があるということは非常にあ

るんですが、きのうも話を聞いたところ、医師

確保のめどはまだ今のところ立っていないとい

うことで、また、県北あわせて非常に大きな問

題に時間がたてばたつほどなってきています。

最悪の事態を想定して次のアクションというこ

とは、内々に動かれていると思うんですが、そ

のあたりがあれば最後に聞かせていただきたい

と思います。

○甲斐病院局長 最悪の事態というもの、私ど

もも病院を預かる者ととしては想定したくない

ということもあるものですから、年度中から全

力を尽くしてやっているところです。そう申し

ながらも、やはり万一医師の確保ができない場

合、そのときに、私たちとしても患者さん中

心、患者さんの視点で対応していく必要があり

ますから、そのときに混乱しない形で、今、延

岡病院において、万一医師の確保ができなかっ

た場合の対応については、延岡保健所あたりに

も相談をしながら、連携をとってやっていると

いうような状況にございます。

○髙橋委員 待遇か労働条件を含む環境かとい

うところが非常に悩ましいと思うんです。待遇

の面、いろいろと改善するにも財源が必要に

なってきますから、非常に厳しい面もあると思

います。これはいろいろと議論があるところで

しょうけど、私、ちょっと基本的なことを聞き

ますけど、給与決定はだれがするんですか、医

師の給与決定は。

○甲斐病院局長 地方公営企業法全適になりま

したけれども、18年度以降、病院局長の権限と

いうことになっております。

○髙橋委員 何でこんなことを聞くかといいま

すと、さっき人事院の給料表ということをおっ

しゃいましたね。あくまでも人事院の、いわゆ

る医療職一表ですか、医師は。ここが基本にな

る。準じているわけで、自治体で決められるん

ですね。ただ、高過ぎても指導が来るだろう

し、むしろ、過去の話でいくと手当を余りつけ

過ぎてもいけないというのもあって、いろいろ

あるんでしょうが、退職金は出るんですか。出

していらっしゃるんですか。医師の方がやめら

れますね。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 退職金につ

いてはもちろん支給いたしております。それか

ら、先ほどお尋ねのありました人事院関係でご

ざいますけれども、先ほどのお答えの中で、初

任給調整手当の引き上げについて、その根拠と

なるものとして昨年人事院勧告が出されたとい

うことでお答え申し上げました。

それから、医師の給料等の決定については、

地公法の中で、国、自治体との均衡を図りなが



- 15 -

ら定めるということになっておりますので、そ

ういったことを勘案して局長で決定をしている

ということでございます。

○髙橋委員 よくわかります。退職金が支払わ

れますから、基本給をさわるよりも地域手当の

ほうがいいのかなと思ったりしたところでし

た。

一般会計繰入金のことでお尋ねしていくわけ

ですが、21年の繰入金については若干の減で、

余り減額されていなかったということですけ

ど、当初の予定でどのくらい減額される予定

だったという数字はあるんでしょうか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 当初要求時

点では、約４億円。これは現在まで、18年度以

降３年間、繰入金を58億円弱で固定をしており

ました関係で、22年度の中期経営計画終了時点

までに50億に落とすと。８億円を削減するとい

うことから、その中間点になります21年度予算

については、約半分の４億円削減が適当ではな

いかという考え方によるものでございます。

○髙橋委員 17年でしたか、中期経営計画を打

ち出されたのが。このときから状況の変化がす

ごくありましたね。特に医師確保の関係で、今

提案がありますように、手当の増額でかなり持

ち出しもあって、予想外といいますか、想定外

の分もあっていると思うんです。今説明を聞き

ますと、本来であれば、21年の当初予算では、

一般会計繰入金は、実際４億少なく計上せざる

を得なかったのを、わずかの額で決定させてい

ただいたわけですが、単純にいくと、22年度８

億減額になるわけですね。これはとてもじゃな

いができないと思うので、後ほどの20年度の決

算見込みの中でも出るかもしれませんが、これ

は軌道修正せざるを得ない判断が迫られている

んじゃないかと私は思うんです。５カ年計画を

立てられて、22年度で黒字化ということなんで

しょうけど、今このような医師不足の中で非常

に厳しいというふうに思いますが、ある程度そ

こら辺の議論をもう始めないと、とてもじゃな

いがますます厳しくなると思うんです。先送り

してしまうと。その辺の見解とかそういうのが

出ているんでしょうか。見通しというか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 まず、中期

経営計画との関係で申し上げますと、平成21年

度から20年度決算までの状況を踏まえまして、

病院ごとの経営形態の見直しを行うことになっ

ております。したがいまして、現在の状況等含

めまして、そういった今後の計画については、

この見直しの中で検討してまいりたいというふ

うに考えているところでございます。

それから、いろいろ策定時点と状況が変わっ

ているのではないかというお話でございますけ

れども、もちろん、医師の不足を初め、病院を

取り巻く環境というのは大きく変化をしてきて

おりますが、こういった変化の要因というのは

常にある程度のものであると思いますけれど

も、常に変化する要因というのはございますの

で、患者数の動向等も含めまして。ですから、

そういった中で、やはりこれは全体として受け

とめて見通しを立てていかざるを得ないだろう

というふうに考えておるところでございます。

○髙橋委員 少しわからない部分もあってまた

聞くんですけど、もう目の前に迫っています

ね、中期計画の終期が。その中で結果が出ない

可能性が非常に見えてくるものですから、あえ

て申し上げているわけです。一般会計の繰入金

に頼るところが大きいですね、そこのところは

しっかり担保されずに病院経営をやれるのかと

いうところが非常に疑問なものですから、今後

全体の中で見直しをやられると思いますけれど
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も、この後の計画ですね、この５カ年計画の後

の計画のところが大変大事になってくると思い

ますから、そこをしっかり踏まえた上で知恵を

出してもらって練っていただきたいと思ってい

ます。また後ほど質疑したいと思います。

○前屋敷委員 今、話も出てまいりましたが、

医療秘書の件なんですけど、３病院で17名とい

うことですが、押しなべて５名、６名というこ

との配置になるんですけど、このぐらいの人数

で足りるのかなというふうに。診療科も多いわ

けですから、いいのか、その辺のところの判断

はどうですか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 医療秘書の

導入に当たりましては、もちろんその目的から

しますと、すべての医師の負担の軽減に寄与す

ることが必要だと考えておりますので、そのた

めには、できるだけ多くの医療秘書を導入する

ことが必要になろうかと思います。しかしなが

ら、一方で、マンツーマンという形での配置と

いうのは、やはり財源的にも非常に厳しいとこ

ろがありますので、診療報酬の中で認められて

おりますような比率の中で適用できる最大限の

ところを目指して、まずは初年度こういう形で

導入を図りたいと。試行的な形からこの人数で

やってみたいということで設定をしたところで

ございます。

○前屋敷委員 初めての試みなので、まずスタ

ートして、どういう状況かというのも勘案しな

がら、やはり軌道修正があればぜひ対応がすぐ

できるような、そういうふうな方向で持って

いっていただきたいというふうに思います。

それとあわせて、医師確保も非常に大事な喫

緊の課題ですが、看護師確保の点については今

どうなのか、その辺の状況がわかれば教えてく

ださい。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 看護師につ

きましては、幸い、県立病院の看護師採用試験

においてその志願状況を見ますと、１倍を超え

ておりまして、まだ定員を確保できないという

状況には至っておりません。しかしながら、年

々やはり応募状況、数が減って、志願者数が

減っている状況にございますので、各看護学校

等、就職前のガイダンスとか、現場実習、そう

いったことでの現場体験等で、先輩との意見交

換等を含めまして県病院に関心を持っていただ

くといいますか、そういう機会をふやすような

ことで今取り組んでいるところでございます。

○前屋敷委員 看護師さんたちが働く環境の改

善もあわせて図っていくような状況でないと、

やはりなかなか難しくなる状況もありますの

で、その辺もあわせて十分に考慮していただき

たいというふうに思います。

○緒嶋委員 診療単価ですけど、前年比で3.2

％、病院の入院の場合は1,426円増。急性期医療

に重点を置いた取り組みということになってい

るが、これは大丈夫なんですか。医療単価の引

き上げというのも見込んでおるのかどうか。そ

こあたりはどうですか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 これは診療

報酬の引き上げ等見込んだものではなくて、昨

年度上半期までの診療実績等もとに診療単価と

いうのを算定しておりますが、その中で、近

年、高度な医療ということで、より質のいい投

薬、そういったものもありまして、やはり高い

薬を使う傾向が高度な手術の場合にふえておる

ということから、診療単価が近年上がってきて

いるというふうに考えております。

○緒嶋委員 経費を減らす分では、後発医療を

使えとかいろいろあるわけです。高い医療を使

えば国も高くつくというようなことにもなると
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思うんですが、そのあたりはいい医療を使った

ほうが、収入の差し引きの軽費等も医薬品との

関係からすればいいということですか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 ただいまお

話にございました後発医薬品の採用につきまし

ては、各病院の中で委員会を設けまして、こう

いった種類の薬を採用することについてどうか

という協議を定期的に行っていただいておりま

す。その結果、ジェネリック医薬品と申します

が、後発医薬品の採用についても、徐々にでは

ありますが、進められてきている状況でありま

す。

ただ、一方で、どうしてもそういった高度な

医療を行うためには、高額な薬品等についても

使用せざるを得ないという部分もありますの

で、そういった後発医薬品についてはまだ供給

体制が十分でないとか、あるいは効果が副作用

を含めまして完全に立証されていないとか、薬

によりましてはいろいろな課題もあるようです

ので、そういったのを１つずつ各病院で検討い

ただいているという状況でございます。

○緒嶋委員 私がちょっと意地悪なことを言う

と、入院患者が減る分は、診療単価を上げてお

けば収支残の赤字の分が減るからこうしている

んじゃないかというような気もしたので。そう

いうことじゃなく、実態がこういうことになる

ということでいいわけですか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 これまでの

実態、状況、それから、患者の動向等、それか

ら、医療の中身ですね、そういったさまざまな

状況を踏まえて設定している単価だと御理解い

ただければと思います。

○緒嶋委員 それと、先ほど出ましたが、臨床

研修医の問題で、研修医がふえることは病院と

しては、指導医は大変かと思いますけれども、

常勤の医師の負担は軽減されると。どういうこ

とになるわけですか。そこ辺の絡みは。

○豊田宮崎病院長 まずは、指導医の負担は１

年目ぐらいはちょっとふえます。ただし、２年

目になりますと、自分も経験あるんですけれど

も、半年ぐらいしっかり鍛えられますと、夏休

み過ぎぐらいから何となく個人的にも自信が出

てきて、後ろに指導医がいれば一人でも何とか

やれるのかなと、そういう感じがいたします。

ですから、最初のほうは負担が多いんですが、

その後はかなり指導医の負担も軽くなってくる

ということになります。

それから、救急医療の当直も当院は３人体制

でやっているんですが、それのマンパワーに十

分なってくれます。それから、もう一つは、大

きいのは、研修医が多いと病院に活気が出てき

ます。看護師さんたちも若い先生がたくさんい

るほうが何となく仕事もしやすいですし、いろ

いろ物も言いやすくなりますので、物すごく活

性化にも役に立つ。ふえればふえるほどまた研

修医もふえてきますので、その中から３年目、

４年目のレジデントが１人でも２人でも残って

来てくれる。５年たつと、もうちょっといて、

スタッフ枠でも残せるのではないかという感じ

がしております。そういう現状でございます。

○緒嶋委員 今、院長先生が言われたように、

ずっとそのまま定着していただくような形で実

績を積んで技術を上げていただくというのが一

番理想だと思うんです。そういう意味では、で

きるだけ多くの研修医がそれぞれの期待する病

院に喜んで来ていただくような、そういうよう

な充実した指導医とともに、そういう体制とい

うのがやはり理想だろうというふうに思いま

す。

その中で、熊本大学からおいでになった人
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は、派遣切りというと言葉は悪いですが、派遣

を切るという動きが宮大のようにないというの

は、人間関係が病院内でしっかりしているから

なのか、そのあたりは我々はどういうふうに理

解すればいいんですか。

○甲斐病院局長 今、委員御指摘のとおり、確

かに熊本大学にありましてはそういう状況にな

いといいますか、具体的に、今、特に延岡病院

の内科が問題になっておりますけれども、内科

の中でも呼吸器系が２人来ていらっしゃいま

す。派遣していただいております。それから循

環器関係３名ということですが、さらに、宮崎

大学のほうからも内科医をふやしてほしいとい

うのがありますから、今の腎臓とか消化器のよ

うな事態はないんですけれども、さらに厳しい

中でふやしていだたけないかと、逆にそういう

話もしているところです。これまでの長いおつ

き合いといいますか、派遣の状況もございまし

て、延岡の中核病院としての役割といいます

か、位置づけというのを非常に重要視していた

だいておりまして、大変御協力いただいている

ということで本当に感謝しているところなんで

す。でき得れば、今回も、内科医師を１人でも

ふやしたいという意識もあるものですから、そ

ういうお願いも逆にしているところです。これ

も近々そういうことがわかってくるんじゃない

かと思うんですけれども、期待しているところ

です。

○権藤委員長 延岡病院長、ありますか。

○楠元延岡病院長 先ほどから、研修医のこと

は、管理型の研修という形で数字が発表といい

ましょうか、論議されていたと思います。管理

型と、もう一つは協力型というのがございま

す。協力型というのは、ずっとその施設にいる

んじゃなくて、熊本に限れば熊本、あるときは

またうちの病院にということで、これに関しま

しては、来年度もたしか６人か７人研修に来て

くれるようになっています。熊本の場合は１年

単位で、単位といいましょうか、いろいろある

んですけれども、ある程度長期間で来てくれて

います。だから、うちの研修を楽しく有意義に

感じてくれれば、その後、来てくれる可能性も

あるというところで、そういう研修医指導とい

うのは当院職員みんな一生懸命頑張ってくれて

いるので、今後そういうのが出てくる可能性は

あると。だから、今、熊本からは全然研修医が

来ていないという意味ではないと思います。

○緒嶋委員 恐らく内科の先生は、指導医とい

うかそういうことになるわけですね。恐らくす

ばらしい先生だと思うんですが、熊本県も医師

不足なわけですね、その中で何で延岡まで、県

外までやらにゃいかんのかというのが、熊本県

内ではあるというふうに私は聞いております。

しかし、延岡に対する愛着というか、中核病院

としての位置づけを尊重というか、重視して来

ていただいておるというのは、大変ありがたい

というふうに思っているんです。だから、そう

いう人間関係含めて延岡病院の充実は、宮大と

もに熊大のそういう体制を大切にしながら進め

ていくということが一番重要じゃないかという

気がするわけです。今後ともそういう人間関係

を大切にしながら努力していただきたいという

ふうに思います。

それと、宮崎病院は宮大が中心的と言われま

したが、それ以外ではいろいろとあると聞きま

したが、本当は宮崎大学が県下のすべての病院

を網羅できるような体制が理想であると思うん

です。しかし、今そこが大学は病院との関係で

なかなか難しいのかなと思うんですけど、宮崎

病院は研修医もある程度充実しておるので、今
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後においても、医師不足というか、延岡病院の

ようになることはあり得んというふうに理解し

ていいですか。

○豊田宮崎病院長 医師不足の件に関しまして

は、全くないとは言えないと思います。まだ状

況を見ていかなくちゃいけないと。ただ、今ま

で歴史的にずっと見ていますと、ほとんど医局

派遣で継続的に派遣していただいておりますの

で、恐らくそういうことは、極端な医師不足と

いいますか、派遣中止になることはないんじゃ

ないかと思っております。

今御指摘の宮崎大学が、先ほど局長がおっ

しゃいましたように、スタッフ枠がおよそ半

分。これが以前に比べますと倍ぐらいになって

おります。20年ぐらい前に比べますと。あと

は、鹿児島大学から心臓血管外科が来ておりま

す。これも30数年間継続的に来ております。そ

れから、九大から幾つかの教室が来ておりま

す。ですから、そういう歴史を考えますと、極

端な、心配するようなところまではいかないの

ではないか。ただ、今、定数から８名枠がまだ

埋まっておりません。そのあたりを今から、極

端に言うと救急部あたりを今後充実していくの

が私どもの仕事かなと思っております。以上で

ございます。

○緒嶋委員 それと、この前、延岡の人たちが

要望活動に見えましたね。その人たちは、延岡

病院のために３億7,000万円予算を組んでいただ

いたというような認識を持っている人もおるん

です。知事が言葉上手だから、延岡のために３

億7,000万円予算を組みましたと言われたんじゃ

ないかと。内容は言わんけど。だから、そこ辺

の誤解も解いておかないと、延岡だけじゃなく

てほかの病院枠も含めてのことですから。重点

的に延岡を取り組んでやるというのはわかりま

すが、そういう誤解を与えているということは

ちょっといかがなものかというふうに思いま

す。発言は真実を伝えるというのが重要であり

ますので、説明責任を果たすという意味では。

そういうことを考えて。

それと、関連で、例の延岡の夜間診療体制と

の予算的なものを含めて、やはり予算を組んで

も、延岡の夜間診療体制、11時まではやってお

るとかいろいろ言われますが、そのあたりもこ

ういうものを含めて、延岡の地域医療というよ

うな面での整合性というか、延岡市の体制も、

市の予算も、ほかの市から見たら地域医療に対

する予算が少ないんじゃないかという気もしな

いでもないんですけど、そのあたりは延岡市と

の連携はいろいろ考えておられるわけです

か。21年度で。

○甲斐病院局長 特に延岡病院におきます医師

の疲弊というのは、今、委員御指摘のとおり、

特に初期救急医療体制の整備といいますか、こ

れが十分でないというのが最大の懸案であると

いうふうに思っております。そういう意味で

は、既にそういう意見を申し上げまして、現に

延岡市におかれましても、市の医師会あたりの

協力を得ながら取り組みが始まっております。

そういう意味では、これまで以上の体制の整備

がしていただけるというふうに期待をしている

ところでございまして、現にそういう取り組み

をしておられるような状況にあるというふうに

伺っております。

○緒嶋委員 そのことがうまくいかなければ、

逆に言えば、医者が定住しなけりゃ、３億7,000

万の予算の増額も必要ないような、そういう意

味もするわけですが、そのあたりも十分やって

できるだけ早く、一日でも早く医師の拡充とい

うのか、定着医がふえるように努力するのが、
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地域の医療に対する県民の期待だというふうに

思いますので、ぜひそのあたり頑張っていただ

きたいというふうにお願いします。

○横田委員 私、以前、医師不足とか医師の疲

弊が、病院改革による医師の負担増にもあるん

じゃないかということを言わせていただいたこ

とがあるんですけど、今回、新たな事業という

ことで給与の改善とか事務作業補助員の導入と

か、そういう新たな事業を導入していただくと

いうことで、本当にうれしく思います。でも、

こういうことで病院改革のスピードダウンとい

いますか、することは考えられますけど、こう

いう緊急事態ですので、やむを得ないんじゃな

いかなというふうに思っております。

医師不足の原因が、いろんな複雑な要因が絡

み合っているんだろうと思いますが、この新た

な事業でもしかすると改善できないかもしれな

い、そういうことも十分考えられると思うんで

す。そういう場合、例えば年度途中でもまた新

たに見直しをしていくということでよろしいん

でしょうか。そういうような考えで。

○甲斐病院局長 これまでの医師確保対策につ

きまして、それぞれ医局のほうとも、具体的に

派遣していただくための条件といいますか、い

ろいろやりとりをしております。そういう中

で、今年度もかなり、先ほどから出ております

宿日直の対応ですとか、その他もろもろありま

すけど、そういったものも織り込みながら、こ

ういうことになれば派遣していただけるんです

かと、そういう形でずっとやってきておりまし

て、特に疲弊対策が今浮き彫りになってきてお

りまして、特に深夜といいますか、夜の11時か

ら朝にかけての対応が、不安感といいますか、

そういう話も聞いております。こういったとこ

ろを解決しながらやっていければ、何とかこう

いう形で派遣していただけるんじゃないかとい

う期待を込めて、今いろいろ協議を重ねている

ところでございます。

○横田委員 医師不足の問題を解決するのは非

常に難しいと思うんですね。次々に新たな原因

といいますか、それが見つかったりするかもし

れませんので、常に必要なときには見直しをし

ていくというような思いでやっていただきたい

と思います。

○丸山委員 医療秘書のことについてですが、

これは恐らくすべて県費で出していると思って

いるんですが、できれば、活用ができるかどう

か協議してほしいんですけれども、ことしの補

正で国から来ましたふるさと再生雇用基金とい

うのがあるんですけれども、これは新たな事業

を起こして人件費が８割ぐらい出るという事業

と私は認識しているんですが、実際こうやって

新しく雇用をするのであれば、そういった国の

支援事業を、緊急雇用対策事業の中の一環とし

て使えるんじゃないかと思っているんですが、

その辺はどのような感触をお持ちでしょうか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 こういった

新たな事業を実施する場合に、その財源の確保

については、利用できるものはすべて利用する

という姿勢で取り組みたいと考えております。

ただ、この医療秘書につきましては、診療報酬

加算の中で請求ができるというふうにも聞いて

おりますので、恒常的な制度として導入するの

であれば、一時的な国庫補助ではなくて、そう

いった制度的な診療報酬の中での加算として

とっていくということもいいのかなということ

で考えております。いずれにしましても有利な

方法をとっていきたいと。

○丸山委員 加算でできてどれだけ補助が来る

のかわかりませんけれども、そういったことも
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あるんじゃないかという発想で、緊急経済・雇

用対策ということも考えていただけば、そうい

う方向を見出せるんじゃないかと思いますの

で、その辺は検討を十二分にしていただいて、

もっとふやせることであればふやせる可能性も

あるんじゃないかと。この基金というのは使い

切り予算ですから、余ればすべて返さなくちゃ

いけないという予算になっているものですか

ら、うまくこれは活用していただければありが

たいというふうに思います。

もう一点、富養園関係の19号についてです

が、ここに設置するということで、これも以前

から言われていることでいいんですけれども、

前の委員会のときに、１月で富養園を閉めてい

るんですけど、まだ入院患者が22名いらっしゃ

るということだったんですけれども、その方が

本当にうまく移行できたのかというのと、４月

に設置される予定の精神医療センターには、児

童のほうが10床、成人のほうが32床、計合わせ

て42床あるんですが、医師の確保はどうなって

いるのかをお伺いしたいと思っているんです。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 まず、現在

の富養園の入院・外来患者さんについてでござ

いますが、こちらにつきましては、すべて転院

等の手続等が終わりまして、すべての患者さん

が転院できる見通しが立っております。したが

いまして、３月31日で閉園する際には、現在の

富養園で入院・通院しておられる患者さんにつ

いては、すべてほかの民間医療機関に引き受け

ていただくというような形になろうかと存じま

す。

それから、医師につきましては、精神医療セ

ンターの医師の定数は、県立富養園と同じく７

名ということで設定をいたしました。これは、

病床数等の規模から考えますと非常に手厚い措

置だと、対応だと考えておりますけれども、こ

の７名の医師につきましては、現在、大学の医

局と協議をさせていただいておりますが、何と

かそれに近い、現在の富養園の人員を上回る形

での体制の整備ができるのではないかというふ

うに考えているところでございます。現在協議

中でございます。

○河野富養園長代理 入院患者の件で補足いた

します。

現在、富養園の入院患者さん、２月27日にす

べて退院または転院されました。外来患者さ

ん、医療観察を含めた若干名が残っておりま

す。これは精神医療センターで引き継ぐ予定で

す。その他につきましては、すべて紹介いたし

まして転院していただきました。以上です。

○丸山委員 医師確保で、ひょっとしてうまく

いけるというような感触ということで、本当に

ありがたいことなんですが、オープンして、例

えば10床と32床、医師の確保によってうまく回

らなかったとなると、せっかく新たに医療セン

ターをつくるのに何の意味があったのかという

ふうになってしまうものですから、この辺は全

力を挙げてしっかりとした体制を、宮崎病院と

うまく連携しながらなっていくと思っているん

ですが、十二分に設置したときの目的等達成で

きるように、オープンが６月、いつでしたか、

６月でしたか。オープンは基本的にいつになる

んですか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 これにつき

ましては、年度のできるだけ早い時期にという

ことで考えておりますけれども、現在の見込み

ですと４月の上中旬には開設をしたいというふ

うに考えております。

○前屋敷委員 先ほどちょっと聞き漏らしまし

たので、研修医の件ですけれども、先ほど、自
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治医大生を除くということで、宮崎が６名、あ

と１名、１名だったんですが、このほかに自治

医大から研修医が見えるというふうに理解して

いいんでしょうか。

○豊田宮崎病院長 例年２名卒業して来ますの

で、２名枠で、それにプラス２名になります。

ですから、最高で11名。それから、先ほど延岡

病院長が申し上げましたように、協力型になっ

ていますので、大学からも診療科によっては、

例えば小児科３カ月とか、外科に３カ月とか、

そういう形で何人か回ってきております。それ

から、九大からも協力型ということで１年間、

カリキュラム２年のうちの１年間来てくれたり

しておりますので、トータルしますと、最高で

いけば12～13名から14名ぐらいになる。一番多

い時期にしますとそういうふうな数になる可能

性はあります。

○前屋敷委員 富養園に関してですけれども、

今、御説明いただいてわかったんですが、今、

財産貸し付けについて御報告いただいたんです

けど、この跡地利用に、建物も含めて、公募が

３月18日までということになっていますが、今

現状としては……、（発言する者あり）じゃ、

後ほど。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 先ほど徳重

委員から御質問いただいておりました大学の医

学部の入学定員についてでございます。宮崎大

学、熊本大学ともに平成20年度までは入学定員

は100名でございます。ただし、21年度からは地

域特別枠等によりまして宮崎大学が105名、熊本

大学が110名となる予定だそうでございます。

○緒嶋委員 医療施設整備で医療機器ですね、

医療機器は日進月歩というか、同じ機械でも相

当進歩するわけですね。そうなった場合、それ

ぞれお医者さんのニーズと予算的な制約もあっ

て、そこに相当乖離というか、何とかしてほし

いといってもその希望がどの程度かなえられて

おるのか。医療の中では、人間の経験だけじゃ

なく、やはり医療機器の更新の中ですばらしい

機械というのは当然出てくるわけで、そういう

ものの更新はうまくいっているのかどうか。こ

れは大変重要だと思うんですけれども、そのあ

たりどうですか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 医療機械の

整備に関する基本的な考え方でございますが、

これにつきましては、各病院からの要望のほ

か、これまで備えております機械等の老朽化の

状況、こういった更新計画、それから、減価償

却費や企業債の償還、さらに金利の負担、こう

いったものを考慮しながら機械の導入を決めて

おるというところでございます。特に、近年、

医師確保の中で、医師が要望される医療機械に

ついては、やはり労働環境の整備という観点か

ら、最優先で取り組むこととしておりまして、

各病院の中でまず優先順位をつけていただいた

ものを病院局のほうに予算要求で上げていただ

くということで、医者のニーズの高いものから

導入を図っていくということでやっていただい

ております。

○緒嶋委員 病院の院長先生方にお聞きします

が、病院局のほうが、ことしはこれぐらいの機

器の予算でということである意味枠をはめて病

院のほうにお願いするのかもしれませんが、先

生方のニーズと予算要求との絡みは、大体期待

どおりの機器の更新ができておるのか、そのあ

たりはどうですか。病院局は別にして率直な意

見をお願いします。

○豊田宮崎病院長 非常に難しいあれですが、

まず一つは、もちろん多ければ多いという、こ

れは当たり前のことでございます。希望ですか
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ら。ただ、病院としてもいろんな運営、経営に

かかわっておりますので、あるところでは辛抱

しなくちゃいけない部分がございます。私ども

が病院から上げる場合は、まず、更新を主体に

させていただいています。その次は、高度医療

で新しい医療をしたいというところの医師の希

望が新規になります。更新の場合も、まずは生

命に直結する器材の更新から始めていく。例え

ば超音波検査というのは生命に直接かかわりあ

りませんので、それ以外に、手術場で使ういろ

んな器具器材、呼吸器とかですね、そういうの

をまず優先で出させていただいております。そ

れから、診療科でいろいろ出てきますので、そ

れに関しましては、やはり全部希望はかなえら

れませんので、年次計画で出してくれというこ

とで、２～３年計画で出してもらって、それは

将来的には買えるんじゃないかと、優先順位に

上げるという感じでしております。

それから、もう一つは、これは医師ばかりで

はございませんので、看護師、それから技術さ

んたち、コメティカルの希望ももちろん十分入

れてあげないといけませんので、そのあたりも

十分加味しながらやっておるところでございま

す。以上でございます。

○長田日南病院長 病院が建ちかわって10年

で、今、機械が全部更新の時期に来ているんで

す。それで、新規に買ってもらうという発想が

なかなかできない。そして、いろいろお願いし

てもどうしても３番目になるんですね、病院と

しては、回ってくるのは。そして、クラウン頼

んだら、来るなら来るぐらいのそんな感じのも

ので、先ほど豊田院長言われたように、命に直

結するような機械を早く更新して、それ以外の

ものはどうしても遅目遅目に。そして、修繕期

間や部品がないというのはどうしようもないの

で、それは買っていただく。そういう感じに

なっております。

○楠元延岡病院長 高度医療というのは、私ど

ももぜひやりたい部分ですが、私たちはやっぱ

り病院という現場の施設だということで、大学

みたいな高度医療とはちょっと意味が違ってく

るということで、いろんな機械を欲しいと。大

学なんか、自分の派遣したい医師にこういうの

をさせたいということがありましても、それが

すべてかなえられるわけではないと。やっぱり

現場としてそれぞれに対応していくと。そうい

う意味で、今、２人の院長先生が言われました

ように、まず、更新というのが主体になってい

くと。それと、各科に関係するような中央的な

のがどうしても優先されると。なお余裕があれ

ば各科でどういうものがほしいかというのを希

望を出して、あと、ヒアリングをして、その中

から新しい機械等を入れていくというようなの

が現状でございます。

○緒嶋委員 機械の更新は、資本的収支の中だ

けでやるわけですか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 支出として

はそうなります。

○緒嶋委員 一般会計からの購入についての負

担区分はどうなっているんですか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 こういった

医療機械の購入に当たりましても、繰り入れを

行っていただいております。

○緒嶋委員 私は、研修医も含めて、こういう

医療機器の充実した病院というのは、研修医の

立場から言えば期待感が強いと思うんです。280

億余りの収入の中で６億5,400万の機器の購入費

というのが、これは精神医療センターの建設絡

みの機械購入費もかなりあるんじゃないかと思

うんですが、そうなるともうちょっと医療機器
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の購入というのは、更新はかなり、逆に言え

ば、新しいものは毎日老朽化するわけですね、

機械は。そういうことを含めて、経営的なスタ

ンスも病院は必要だけど、命を預かるという立

場からすれば、やはり適切なというか、正確な

診断をするためには、器材・器具で診断しなけ

ればならない面が多いと思うんです。勘だけ

じゃいかん。そうなりますと、こういう更新と

いうのは、ある意味では経営的な面もあるけ

ど、資本的収支の中で一般会計からでも出して

やるというシステムの中では、この充実は図っ

ていかなければ、すべてじゃないから収益的収

支の中から負担しなきゃいかんとか、内部留保

金から負担しなきゃいかんとか、いろいろ考え

過ぎるといかんのじゃないか。できるだけ病院

の要求は、期待にこたえるという中で病院の充

実、県病院は機器が充実しているからというふ

うにみんなが思えるような形の中で診療もして

いただくというのが理想ではないかと思うんで

すけど、このあたりは局長どうですか。本当に

病院の期待にこたえるようにやっておりますと

言い切るかどうかです。

○甲斐病院局長 21年度の予算につきまして

は、たまたま20年度がＭＲＩの更新が２台あり

ました。この関係でこういった大きな機械の購

入がないということもありますので、21年度は

このような形になったところです。先ほどから

出ておりますように、特に高度医療を担ってお

りますし、診療に支障がない形で適切に対応し

ていかなければならないということで、こうい

う大きな医療機械の購入に当たりましては、先

ほどから申しておりますように、各病院の意見

を十分吸い上げながら、私どもも耳を傾けなが

らやっておりまして、その必要性、老朽度とか

診療の状況とかそういったものを総合的に考慮

しながらやっておりまして、決して各病院間で

位置づけを変えるとかそういうのはないんです

が、そういう面で全体的に客観的に眺めながら

やっておりますので、御理解を賜りたいと思っ

ております。今後ともそういう形で努めていき

たいと思っております。

○緒嶋委員 後ろで病院長がにやにやしている

から、その意味がどういう意味かよくわかりま

せんけれども、できるだけ病院局も、経営的な

面も必要だと思いますけれども、病院の期待に

は沿うように努力するのが病院局の使命ではな

いかと思いますので、頑張っていただきたいと

いうふうに思います。

○丸山委員 ７ページの表を教えていただきた

いんですが、15年から16年の後、少なくなって

いるんです。これは、例えば30歳でなって15

年、45歳ぐらいだと思いますが、一番脂が乗っ

て、今から頑張るぞという年代に当たるんじゃ

ないかと思うんですが、ここから少なくなって

いるように見えるんですが、この辺の表の見方

を、どういうふうに思えばいいのかを教えてい

ただきたいんです。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 この初任給

調整手当のまず目的でありますが、これはあく

までも医師確保のために給与水準を引き上げる

ことを目的として設定された手当であります。

したがいまして、医師として採用される年代に

ついては、若いほうが確率が高いということに

なりますので、若い人ほど手厚くなっておりま

す。したがいまして、この手当については、年

齢がいくほど逓減をしていくということになっ

ております。

○丸山委員 水準的には45歳になってから給与

がずっと上がってきているわけですね。この見

方がちょっとわからなくて。
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○梅原病院局次長兼経営管理課長 給与につい

ては、年齢、勤務年数によって上がってまいり

ます。若手のほうは、年収ベースでいきます

と、年齢の高い方に比べて収入が落ちますの

で、その分を補てんするためにこういった手当

というのが準備をされたところです。したがい

まして、年収の給料が低い若手の方ほどこう

いった手当が多くなるという形になっておりま

す。

○丸山委員 15年というと、例えば30歳で入っ

た場合、45歳前後。一番働き盛りになるんじゃ

ないかと想定するところが、十二分に給与がな

いからそこでやめてしまうというか、大学に

帰った場合は、そこで一回リセットがかかって

という形になるのか。もしくは、次に来たとき

には16年からまた始まるという形になるんで

しょうか。その辺をお伺いしたいんです。

○甲斐病院局長 この初任給調整手当というの

は先ほど次長が申したとおりなんですけど、医

学的な専門的な知識を有する医師の採用に当た

りまして、なかなか採用ができないと。そのた

めに最初から給料を高くしましょうということ

になっております。通常、免許取得時に約28万

ぐらいの給料になっております。それに１年目

の40万を加える形が毎月の給料になります。そ

ういう形で、医師の免許を取りまして15年間は

同じこの額でずっといきますと。16年目から漸

減していきます。逆に言えば、15年間毎年給料

のほうは本俸は昇給していきますから、その分

で高くなってくる。逆に本俸が高くなれば、15

年超えますとだんだん漸減していきますという

制度になっているということでございますの

で、これが仮に県病院からほかの自治体の病院

に行った場合は、多分こういう仕組みというの

は国のほうも共通だろうと思いますから、こう

いった仕組みがどこに行っても調整されると。

こういったものが手当として出されるんじゃな

いかというふうに思っております。

○髙橋委員 先ほどの機材の関係で、局長のほ

うからおっしゃいましたように、決して日南は

３番目じゃないということでしょうから、安心

したんですが、ただ、2,000ccなのか1,800ccな

のか、台数とかそんなものは、私も医療機材は

詳しくありませんから、軽々に言えないんで

しょうけど、ただ、検査のスピードとか、ある

いは精密・正確性、ここのところに差があっ

ちゃいけませんね。そして、どこも順番は一緒

で、命の問題は一緒ですから、延岡も日南も宮

崎も一緒だと思うので、そこら辺の的確な判断

ですね、機材の導入の。そこはしっかりしてい

ただきたいということをあえて申し上げます。

○徳重委員 医療機器のことですけど、研修医

がそれぞれ自分でも勉強もされて医者になろう

としている。専門医として、この機械が、この

医療機器が欲しいんだと。あってくれたらいい

なというようなことでの申し出というのは、各

病院の院長先生方に申し出があって、いや、今

は予算がないからというようなことでだめに

なっていく。その先生は、１年は勤めたとして

も、この県病院は余り要求も聞いてくれないと

いうようなケースがあったものかどうか。

○豊田宮崎病院長 それに関しましては、最近

はといいますか、ございません。逆に、古い話

になりますが、これが欲しいといって買います

と、２年ぐらいしたら異動してしまうんです

ね、そうなると、次に来た方が、これは自分に

合わないということで、倉庫に眠っていたケー

スが10年、20年前はございました。ところが最

近はそういうことはなくて、必要性と医療の

質、それから、例えば本人が１年でかわるよう
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な状況が見込まれる場合は、購入しても同じよ

うなことが起きますので、まず、今ある機械で

医療をできるかできないか考えていただくとい

うことです。それでもどうしても欲しいと。自

分は何年もこれから頑張るからというふうなこ

とがありましたら、前向きに検討していくとい

うことで、今、委員御指摘の、買ってくれな

かったらやめるといったようなケースは全くご

ざいません。

○徳重委員 そういう機器の要求なり何なり

あったときは、スタッフで検討を十分されると

いうことで理解していいですね。

○豊田宮崎病院長 そのとおりでございます。

十分ヒアリングをしながらやっております。

○緒嶋委員 購入の方法ですけど、一般競争入

札とかそこまでくると、250万が土木関係はあれ

ですが、物品とか機材の場合の購入方法はどう

なっているんですか。指名、一般競争。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 基本的には

すべて競争入札で行っております。またさら

に、複数の病院で同じような機械の購入要望が

上がりました場合には、共同購入という形での

入札をかけております。

○緒嶋委員 そうすると、一般競争といったら

幾らからとか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 今おっしゃ

いました医療機械で250万とか、知事部局に準じ

た形での競争入札ということになろうかと思い

ます。

○緒嶋委員 そうすると、一般競争入札の場合

は、それぞれ機種によって違うと思うんです

が、大体どの程度競争性があるのかどうか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 こういった

医療機械の入札というのは、メーカーに対して

の入札というよりも、機種を特定した上でそれ

と同等の機械を販売する代理店といいますか、

販売店ベースでの入札という形になるケースが

多いようです。

○権藤委員長 今年度の予算が提示されるわけ

ですが、そういう中で、延岡病院の６名の医師

の退職、延岡病院は退職と、あるいはどこかほ

かの病院に行かれるということについての予算

ベースでの数値ですね。これは、言われるとこ

ろによると、透析ができないんじゃないかとか

いろいろあるわけだけれども、どういう前提で

予算は組んであるんでしょうか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 21年度当初

予算の編成の考え方でございますけれども、そ

ういった各病院あるいは診療科ごとに患者数の

減が見込まれたりする状況はございますが、一

つには、公営企業会計の予算というものが、ま

ず、支出面において最大を予定して、その中で

執行するという前提がありますので、考えられ

る最大を計上しておるということ。最大という

ことは、通常の形で医師数が確保されて、それ

に対応した患者数が見込まれてそれに要する経

費がかかると。（「簡単でいいですよ」と呼ぶ

者あり）といったものを想定した上で計上して

おりますので、そういった休診の影響について

は当初予算では反映されておりません。

○権藤委員長 ということは、現状で予算は組

んでいますよということですね。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 そういうこ

とです。

○権藤委員長 それで、一つには、延岡病院長

もおられますが、責任的に言うと、まとまっ

て、延岡の病院の責任が果たせないというよう

なこと等について一番考えなきゃいかんのは、

本人だと思うんです。もちろん延岡病院もあり

ます。あるいは大学からの派遣もあります。三
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者、あるいは病院局含めれば四者がみんな同じ

ように、どんなことになるのかという、地域住

民からの批判あるいは地域住民の皆さんへの責

任という意味では、それぞれ同じように四者が

痛みを感じながら今回のようなことがないよう

にしなきゃいかんというふうに思っておるんで

すが、そういう意味で、一つには、私はやめた

いということについての意思表示がどういう形

で受理されるのか。例えば教育委員会だったら

８月ごろに教頭先生のところに、なるかならん

かわからんけど、そういう意思表示をしなさい

よとか、そういうルールがあると思うんです

が、それが今どんなふうになっているんでしょ

うか。

○楠元延岡病院長 今回、辞意が発表といいま

しょうか、公表された部分については、いろん

なケースがあると思います。個人的にやめたい

と言われたドクターもおられます。また、大学

に引き揚げるという方もおられます。大学とい

うのは１つの科ではございませんので、いろい

ろな時期もございます。そういう意味でばらば

らでございまして、いつの時期までにとかそう

いう約束事は特にないかと思っています。ま

ず、個人的に来られた部分は、昨年もドクター

が少なくなったわけで、引きとめ工作は一応そ

れぞれやっています。大学に関しましても、電

話等が入った場合には、大学にお話に行くとい

うか、思い直してほしい、続けての派遣を依頼

とか、そういういろいろな形をとっておりま

す。ケース・バイ・ケースといいましょうか、

いろいろな形で対応をしてきたというところで

ございます。

それと住民に対する責任というのも、本当に

私ども感じております。その辺、こういう問題

が住民の方に及ばないようにといいましょう

か、もし及ぶとしても最小限の形でいきますよ

うに、地元医師会、市、保健所、そういうとこ

ろと協議といいましょうか、どうすればそうい

う影響が一番少なくなるか、どこに協力をお願

いしなければならないか、そういう対応を現在

やっているところです。

○権藤委員長 ４月での退職願があるんだった

ら、今はもうできてないといかんのじゃないか

という個人的な考えもあります。それはいいで

すが、そういう中で、さっき例で言いました退

職者、大学もあるでしょうけど、退職者につい

ては、少なくとも半年前ぐらいに、書類の扱い

は別として、病院長とかあるいは診療科の責任

者に内々でもいいから言ってほしいとか、そう

いう内規みたいなのはないんでしょうか。

○甲斐病院局長 退職時期につきまして、いつ

までに申し出るとかそういう具体的なものは内

規としてはございませんけれども、特に、開業

したいとか、あるいはほかの病院に勤務がえを

したいといった場合に、突然の退職ということ

では診療にも影響してまいりますから、そう

いったときは時期を少し延ばしていただくと

か、臨機応変の対応をいたしております。た

だ、これにつきまして、具体的にいつまでにと

いうのが、退職の形態というものもまちまちと

いいますか、一概に特定できませんし、なかな

か厳しい部分はございます。ただ、いずれにし

ましても、診療には影響しない形でやってほし

いということで取り組んでいるところです。た

だ、診療に影響しないというのはどのくらいか

というと、診療科によっても違いまして、これ

も画一的な取り扱いはできないというところが

ございますので、臨機に対応していく必要があ

るのかなと思っているところでございます。

○権藤委員長 私は、この点については、社会
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への影響とかそういうものを考えた場合には、

少なくとも半年ぐらい前に言ってくださいよと

か、仮に３つの県病院で内規として、絶対その

前はやめられんということじゃないんですが、

そういうもの等はあっても、本人たちもそうい

うものに準じて意思表示、あるいは開業するに

しても、そんなにぽっとできるわけじゃないと

思いますので、そういうものを前倒しで言わな

いと、一人の影響というのは大きいんだという

のはわかっていると思うんです。そこらあたり

が今の場合には、私は、第一義的には本人がど

うなのかという、事情がわかりませんから、こ

ういうことが言えるのかもしれませんけど、影

響についての自覚というのがもうちょっととい

う感じがします。

それはそれで印象ですからいいですが、次に

進みますと、熊大と宮大の場合に、現状でどう

いう形で100名の、臨床検査とか大学に残る人と

かそういうものがなされているのかと。非難す

るわけではありませんけれども、責任という意

味では、我々としては宮大の医学部にすがる以

外にないわけです。熊大がある、九大があると

は言いながらも、絶対的にはやっぱり宮大なん

ですね。そういう中で、仮に、私もわからずに

言うんですが、都市の、研修したいという意欲

のところにかなりの数が出ているとか、そうい

うことであれば、既に厚労省で検討されている

ように、ここは宮大の、昔、医大という医学部

なんだから、そういうものを踏まえた形で、行

きたいというのはあるでしょうが、そういう兆

しが、厚労省においても指針的に検討されて法

の改正等も言われているわけですから、そう

いったこと等を、大学の先生等も、これではい

かんという御認識は十分あると思いますが、そ

ういうもの等も我々としては知って医大と議論

をしていくということも必要じゃないかと。仮

に宮大から流出の研修生が多過ぎるということ

がデータ的に出た場合には、そういうこと等も

議論を、大学自治を超えて議論するということ

じゃなくて、要望になるのかもしらんけど、そ

ういう指摘はやっぱりしていいのではないかと

いうふうに思うわけなんです。これは要望にと

どめますので、そういったことで次に進みま

す。

それから、話が飛ぶんですけど、宮崎のエコ

プラザの問題等において、施設の管理責任とい

うことが公社だけに振られたような形で今議論

されていると、私は個人的に思っています。

もっと厳しいのは県だと。県の責任がもっと厳

しいんだと私は認識しています。そういう中

で、問題があるということじゃないんですが、

精神医療センターについては、我々も１回視察

で現場は見せていただきましたが、そういった

ものの監査とか、現場の検査とか、そういった

もの等はどんなふうになっているのか。その点

についてお伺いします。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 精神医療セ

ンターについてでございますが、ここの工事の

進捗状況あるいは完了検査につきましては、私

どものほうで発注手続等行っておりますけれど

も、検査等については知事部局の応援をいただ

きながら、そちらのほうの検査員での対応とい

う形で進めてまいったところでございます。

○権藤委員長 冒頭申し上げましたように、エ

コプラザと同じように、特別会計だという認識

で申し上げれば、知事部局は応援ですよ、後、

責任か何か問題が起きたら、宮崎病院ですよ、

病院局ですよと、そういうことでは県の対応と

しても困ると思うんですね。管理責任というの

はやっぱり県も同等かもっと重いんだと。そう
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いう基本原則を持っておりますので、そういう

手続に照らして慎重な竣工あるいは検査をお願

いしたいということを要望しておきたいと思い

ます。

もう５分経過をいたしております。私の気持

ちとしては、できれば延岡、日南、宮崎がおい

でですから、午前中にという気もありますが、

これにその他を加えると時間がかなり延長する

のかなという気がいたしますので、どうでしょ

うか、その他はそんなにないよということなら

……。（発言する者あり）ありますね。

それでは、各病院の院長先生には大変申しわ

けないんですが、午後に向けて、皆さんの関係

もありますから、１時10分再開ということでよ

ろしいでしょうか。

暫時休憩いたします。

午後０時５分休憩

午後１時７分再開

○権藤委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。その他の報告事項についての質疑があり

ましたら、お出しをいただきたいと思います。

○髙橋委員 最初に報告があった結核感染のこ

とでちょっといいですか。きのうも説明はいた

だいていますので、状況はわかるんですが、１

つ確認したいのは、新聞にもありましたけど、

その患者が結核であるということが串間市民病

院でわかっていて、そのことをわかっていて県

立日南病院は受け入れたかどうかなんです。新

聞によると、紹介状に書いてなくていろいろと

あるみたいですが。

○長田日南病院長 結核の検査というのは、た

んを染めてみて直接見る方法と、あと、一般的

にやられているのは培養する方法がございま

す。直接見る方法では、10月17日の串間の時点

でマイナスだったんです。後は培養結果を待つ

ということですが、培養は４週・８週の判断に

なります。だから、４週でマイナスでも８週ま

で待たなきゃいけない。そのころがちょうど12

月２日ぐらいに当たるということで、培養がわ

かっていなかったということで、そういう結核

の検査をしたというのが手紙ではなかったとい

うことでございます。

○髙橋委員 結核感染者という診断というか、

そういうのはまだ下っていなかったということ

ですね。日南病院に入院した当時は、おそれが

あるということで。

○長田日南病院長 多分疑ってやったけれど

も、マイナスだったので、あちらも安心してい

たという、こちらの想像ですけど、そういう感

じですね。

○髙橋委員 私たち素人で見ると、他の一般の

患者と同室だったというところが一つ問題だと

思うので、疑いがあるのであれば、そこは単独

の個室に入るのかなという思いがあったもので

すから、あえて確認をしているんですけどね。

○長田日南病院長 基本的には、排菌がないと

感染しませんので、喀たんで塗抹マイナスとい

うことは、感染の可能性がないという判断にな

ります。

○髙橋委員 細かなところは私もよくわからな

いから、質問になっていないかもしれません

が、結核の疑いがあるということは明らかだっ

たわけですね。

○長田日南病院長 来た時点では、主治医は全

く結核を考えておりません。

○髙橋委員 わかりました。こちらが予期して

いなかったことが起きたということで、ああい

う感染者が出たということだと思います。この

点についてはいいでしょう。
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次に、日南病院の関係でまたお尋ねしていく

んですが、報告事項の１番の20年度の会計決算

見込みのところで、日南病院は整形外科が落ち

込んでいるということで報告があったわけです

が、理学療法士の方の代替がないということ

で、理学療法士の状況ですね、ここまで不足し

ていて、理学療法士の方がいらっしゃれば収益

が見込めたのが見込めなかったということで

しょうから、どういった理由で理学療法士が補

充できないのか。代替がいらっしゃらないの

か。

○長田日南病院長 理学療法士１人について扱

う患者さんというのは数が決まっています。３

人が２人になると当然数が少なくなるわけで

す。代替を探したときに、これも売り手市場

で、こちらで雇いたくても相手がいなかった、

もしくはもうちょっと好条件のところに引き抜

かれたということです。

○髙橋委員 実態でいらっしゃらなければしよ

うがない部分があるかもしれませんが、ただ、

心配するのは、整形の入院の部分ですね、ここ

にも連動してきていませんか、収益減に。

○長田日南病院長 うちは急性期病院で、急性

期の範囲内でのリハビリ、今やっているのは急

性期の範囲内での入院患者だけのリハビリを

やっているので、慢性期になると他の病院に出

しています。いわゆるクリニカルパスというも

のができて、ほとんどは中部病院に出している

ということになります。

○髙橋委員 理学療法士さんが活躍する場とい

うのは、入院患者のリハビリでも当然仕事とし

てあるわけですね。ただ、実態として３人が２

人になった今の現状で、入院患者に対する支障

はないという理解をしていいんでしょうか。

○長田日南病院長 入院患者だけしかできない

と。結局、仕事量が決まっていますから。

○髙橋委員 わかりました。現在３名必要なと

ころを、２人だから外来まで手が回らないとい

う実態ですね。

聞くところによると、代替の方の身分が、賃

金も低いし、手当関係も保障されていないか

ら、そういうところも来手がない理由と聞いた

りしていますので、その辺いろいろと検討課題

だと思っています。

決算見込みの関係で、各病院１ベッド当たり

の収益というのはわからんものですか。出てい

れば教えていただきたいんです。１病床当たり

の収益です。一千何百万とか出るじゃないです

か。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 病床当たり

の単価については、今手持ちの数字を持ってお

りませんので、調べて御報告したいと思いま

す。

○緒嶋委員 今、内部留保で資金運用されるわ

けですが、内部留保資金というのは、20年度末

でどのぐらい残があるわけですか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 約25億円と

見込んでおります。

○緒嶋委員 25億というのは、ある意味で力を

入れて運用しないとどうかなと思うんですが、

資金運用的には25億あれば何とかなるような感

覚でいいんですか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 もちろん収

益の状況にもよりますが、一時借り入れをせず

に維持していけるのではないかと思っておりま

す。

○緒嶋委員 それと、今後の県立病院の公立病

院改革絡みについて、23年度をめどに経営形態

を選択するということになっております。20年

度末で約260億の累積欠損があるわけですね。こ
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れが22年度に３病院すべて単年度で黒字化を目

指すというのは、これはいいんですけれども、

先ほども出ましたように、目標に向かっての努

力は認めますけれども、このあたりは現実のと

ころどういうふうに予想されておりますか。21

年度決算、22年度決算を見なきゃわからんわけ

ですけど、毎年今のところ不足金が出ている中

で、22年度の中期経営計画で経営の黒字化が達

成できるものかどうかというその見通し。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 特に、計画

の中で想定しておりませんでした現在のような

医師不足の状況等がございますので、目標の達

成というのは、現状で推移すれば大変厳しい状

況にあると思いますが、ただ、これまでの７対

１看護を初めとする収益確保の取り組み、それ

から費用削減についてはあらゆる分野で削減を

進めてきておりますので、これで医師の数が充

足されまして通常の診療体制というのが維持で

きるようになれば、目標達成は十分可能である

というふうに考えております。

○緒嶋委員 そのためにも、どの時点で医師の

充足を達成するかというのが一つのポイントに

なるのかなと思うんですけど、そういう目標を

持ってやっていただく上においては、それこそ

目標にも掲げておられますように、医師の確保

を大優先ということで、そのめどを早くつける

時期的なものというのは、今のところ全然見通

しは立っていないわけですか。

○甲斐病院局長 平成17年度に、医師の総数を

ふやすということで取り組んでいたんですが、

こういう全国的な医師不足になっております。

今回、国挙げて臨床研修制度の見直しもあって

おりますから、そういったところに期待を込め

ているんですが、具体的にどういう形で展開し

ていくかがまだ読めない部分でございます。し

かしながら、今、次長が申し上げましたよう

に、歳出部分というのは、赤字体質を脱却でき

るようにあらゆる分野で取り組みましたので、

あとは医師がこれだけ充足できれば成るという

思いでおりますので、何としてもやはり県民の

皆さんの不安感を払拭するためにも、医師確保

にとにかく全力で取り組んでいきたいと思って

いるところでございます。

○緒嶋委員 医師の確保もですが、問題は、看

護師、そのほかの臨床検査とか、全体がこの病

院の状態をいかに理解して一人一人が努力する

かということも重要だと思うんです。一体的な

といいましょうか、そういう体制というのはう

まく機能しておるのかなという気もするんです

が、そのあたりはどうですか。

○甲斐病院局長 18年に中期経営計画を定めた

ときに、一体となって具体的なコンセンサスを

得ながら進めております。そういう意味で、職

員一人一人の意識というものが非常に高くなっ

ておりまして、一人一人の行動の中においてコ

スト意識が高まっております。実は、今年度か

ら一人一改善運動を進めておりますけれども、

一改善運動の中にもそういうところが非常によ

くあらわれているのではないかと思っておりま

す。そういう面で、高めている意識というのを

常に継続しながら取り組めればと思っておりま

す。それと、今、御指摘のとおり、看護師を含

め関係者の皆さんは、宮崎県の医療を支えるん

だという意識が非常に高うございまして、そう

いう面においても非常に心強い限りなんです。

そういう面で、病院局もそれぞれ現場感覚で一

体となってやっているつもりですから、そうい

う意気込みをますます前面に出しながら、私も

これから一層現場に出ていきながら、一体と

なって取り組んでいきたいというふうに思って
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おります。

○緒嶋委員 今、局長が言われたとおり、そう

いう意識改革をしながら、全体の改革を前に進

めるということが絶対必要だと思いますので、

努力をしていただきたいと思います。

それとともに、23年度をめどに経営形態を選

択するということになっておるんですけれど

も、私は、選択の余地が考えられるのかなとい

う気もするんですけど、選択という意味はどう

いうふうに理解すればいいんですか。

○甲斐病院局長 中期経営計画の前提となりま

したあり方についての検討も中期経営計画のほ

うでされておりますし、今の全部適用での経営

も一つの選択肢なんです。中期経営計画の中に

４つの手法が示されておりますから、そこで

もって長期的な展望といいますか、そういうと

きに、医師の確保の問題ですとか、地域の医療

情勢ですとか、いろいろな面を広範囲に検討し

ながら、それぞれの病院ごとに検討していくと

いうことでございまして、どういう形態が一番

いいかというのはこれからの議論になってくる

かと思っております。

○緒嶋委員 これは慎重にやらなけりゃ、県民

の安心・安全、それは医療の充実を含めてです

が、県病院としての位置づけというのを大きく

動かすことはどうかなと。独立行政法人とかい

ろいろありますね。いろいろな視点で検討され

るのはいいけど、やっぱり基本は、県民の医療

の安心・安全がどう確保されるかということで

ないといけないし、収益に余り走ってもいかん

というような面もあると思いますので、形態を

選択するというような断定的な形が本当に可能

かなというような気もしますので、県民に不安

を与えないような形で議論を深めていただかん

といかんのじゃないかというふうに思いますの

で、慎重に対応していただきたいということを

要望しておきます。

○徳重委員 富養園のことについてお尋ねしま

す。富養園の土地の面積というのはどれだけ

あったんですか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 富養園の敷

地全体としては5.6ヘクタールございます。建物

面積が約１万平米ございます。そのうち、今回

の貸付対象としております面積が約１万平米。

○徳重委員 建物は全部ですか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 建物が３棟

に分かれておりますが、３つ合わせて約3,000平

米弱でございます。

○徳重委員 これは残りのほうが何倍と多いわ

けですが、どういう計画が基本的にあるんです

か。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 まず、隣接

をいたします特別支援学校が、これまで運動場

等を中心に利用していたという経緯もございま

すので、その部分については、引き続き特別支

援学校で活用していただこうと考えておりま

す。また、残りの建物、大きな運動場の部分に

ついては、今後、町のほうと協議をしながらそ

の活用について検討を進めてまいりたいという

ふうに考えております。

○徳重委員 貸し付けということですが、有償

ですか、無償ですか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 有償を予定

しております。

○徳重委員 どれぐらいの金額で。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 今回は、建

物の貸付料といたしまして年間で110万程度にな

ります。これは土地の鑑定評価を行いまして土

地の時価というものを算出いたしましたが、そ

れだけでは、今回活用いただく目的の中での収
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支が民間事業者ではなかなか厳しいということ

もありまして、公有財産取扱規則にのっとって

最大限の減免といいますか、そういった形で算

定した金額でございます。

○徳重委員 せっかくこういう有効な施設、広

い面積ですから、有効活用していただかなきゃ

ならないんだけど、当然、医者がいなきゃいけ

ませんね、この施設そのものを生かすために

も。引き受けようとされている医療機関が幾つ

かあるものですか。今予定されているのがあれ

ば教えてください。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 ３月18日ま

でに応募いただくように募集をしております

が、現時点ではまだ正式な応募はいただいてお

りません。

○徳重委員 可能性があるかどうかということ

ですが、そういう予定というか、可能性は何％

ぐらいあるんですか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 あそこの跡

地の内容について関心を持って御質問等いただ

いたところはございます。

○横田委員 富養園ですけど、今現在まで応募

はないということですが、応募資格とか貸し付

け条件とか見ると非常に厳しいような気がする

んです。例えば入院機能を含まないことという

のは何か理由があるんですか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 精神科につ

きましては、今回の精神医療センターそのもの

が、急性期、重症患者に特化するということに

しておりますけれども、その背景といたしまし

て、本県の民間の精神科病院というのが非常に

充実をしているという背景がございます。した

がいまして、県と民間医療機関との役割分担と

いう形で精神科医療というのは進められており

ますので、入院の医療施設につきましても、県

営ではなくて民間で行っていただく部分が中心

であろうかと思っております。そういうことで

考えましたときに、既に西都・児湯地域におい

て入院施設を持った精神科病院というのもあり

ますので、さらに病床数がふえるというのは余

り好ましいことではないだろうということか

ら、こういった要件を定めていったところで

す。

○横田委員 現在まで応募がないということで

すが、条件が合わないということでもし応募が

ないとしたら、申込期限が過ぎてもないという

場合には条件の見直しもあるんでしょうか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 できるだけ

そういう事態にならないように考えたところで

ございますが、ただ、こういった要件でも厳し

いということであれば、また再度、例えば精神

病院の協会といったところの御意見等もこれま

で参考にさせていただいておりましたので、そ

ういった御意見も踏まえながら条件を見直すと

いうことはできると思います。今回応募がもし

ありませんでしても、継続をして、こういった

施設が活用していただけるような形で、引き続

き募集をしてまいりたいというふうに考えてお

ります。

○横田委員 決まらなかったら、維持経費もか

かるわけですので、スムーズに契約できるよう

にお願いいたします。

○前屋敷委員 今、御説明もあったんですが、

この貸付条件が私も非常にネックかなというふ

うに思います。入院機能を含まないということ

と、国の施策の中で、社会復帰を図って地域で

生活できるという方向に進んでいるんですけれ

ども、それを反映した上での条件提示になって

いるんですか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 基本的に



- 34 -

は、通院患者さんの在宅の方が対象となります

ので、社会復帰に向けてのその前の段階で通院

治療なりデイケアとして対処いただくというの

が、最近の精神科医療の流れにも沿った施設で

はないかというふうに考えておるところです。

○前屋敷委員 そういう施策、方向性は示され

てきたところなんですけど、もととも富養園そ

のものが地域医療の重要な担い手として活動し

てきたわけで、入院機能が移るということもあ

りますけど、地域のニーズにこたえるという点

では、今後やはり考えていくべきものもあるん

じゃないかというふうに思います。地域でこれ

まで果たしてきた機能をさらに引き継ぐという

点では、ぜひ活用をしていただいて、ここで病

院経営なり医療活動をしていただけるように県

も努力をするといいますか、これを見ますと、

申込期間そのものも非常に短いと。その前から

活動されておられたんでしょうけれども、今お

話もありましたが、見直しも図りながら、ぜひ

計画が実行できるように、そういう努力もして

いただきたいというふうに思います。

それと、ここの支援学校が跡地の利用もでき

るということでしたが、ルピナス学園ですか、

ここと富養園との関係も、今まで学園の皆さん

方もしっかり支えておられた医療機関ですの

で、そういうことも踏まえますと、どうしても

ここで必要になってくるんじゃないかというふ

うに思うんです。ですから、ぜひ引き続いて、

今、応募がないということですけれども、努力

もしていただきながら方向を見つけてほしいと

いうふうに思います。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 先ほど髙橋

委員から御質問いただきました１ベッド当たり

の決算における入院収入でございます。宮崎病

院でございますが、509床ございまして、単純計

算ですけれども、1,475万円。延岡病院456床

で1,433万8,000円。日南病院281床で1,190万

円。富養園が59床で207万7,000円。４病院平均

では、全体のベッド数が1,305床、平均単価

が1,341万9,000円となっております。

○髙橋委員 日南だけ飛び抜けてといいます

か、1,190万という単価ですね。宮崎と延岡は

私、びっくりしました、この数字がはじき出さ

れて。鹿屋の先生と話す機会があって、あの鹿

屋でさえたしか1,400万ぐらいだったと思うんで

す。鹿児島県内に県立病院が４つか５つあった

と思うんですけど、大体1,100万から1,200万で

鹿屋だけ飛び抜けているんですね。1,400万ぐら

いだったと思うんです。宮崎と延岡が1,500万近

いわけでびっくりしました。入院は加算がかな

りつくらしいですね。特にここ近年、入院に特

化していて診療報酬を厚くしているみたいです

から、外来を少なくしても入院でカバーできる

というお話を聞きました。だから、宮崎と延岡

はすごく頑張っているなという印象を受けたん

ですが、日南の1,190万はどう受けとめたらいい

んでしょうか。

○長田日南病院長 詳しくは分析していないん

ですけど、多分手術内容がかなり違うと思いま

す。心臓血管外科をやるかやらんか、その辺で

随分変わってくると思います。

○髙橋委員 わかりました。さっき整形の話が

出たんですけど、１対５ぐらいになるらしいで

すね。外来で１診たときに入院のときには５倍

の収益が上がるというような話もこの前聞いた

ものですから、手術内容とかそういう体系でこ

ういう差も出てきているんでしょうが、よくわ

かりました。今後も努力していただきたいと思

います。

○丸山委員 その他の報告事項の１の見込みに
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ついてですが、平成20年度の当初の延べ入院患

者数は42万7,000ぐらいだったのが、実際は38

万1,000人ということになってしまったんです

が、これは医者の確保の問題が非常に大きいの

ではないかと思っているですが、入院のベッド

の稼働率といいますか、稼働率という表現はな

いんですか、それぞれの病院がどのような稼働

率だったかというのを教えていただきたいんで

すが。わかっていれば。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 稼働率の月

ごとですか、そういった推移について手持ちが

ありませんので、資料をそろえまして御報告さ

せていただきます。

○丸山委員 特に決算見込みを見たときに、延

岡病院が、２億7,000万ぐらいの赤字の予定だっ

たのが、６億3,000万と非常に大きくなってきて

いる。21年度の見込みも、最大限見るんですよ

というふうに言っているんですけれども、本当

に経営改善がうまくいくんだろうかと。特に延

岡病院に関しては、医者の確保が厳しくなれば

もっと経営内容も悪くなると見込まれるんじゃ

ないかと思っているんですが、この差をどう考

えていらっしゃるのかというのをお伺いしたい

と思っているんです。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 まず、20年

度の決算の中身を見ますと、例えば延岡病院が

大きく入院収益が減少になっておりますが、そ

の内訳といたしまして、やはり消化器内科の休

診、循環器科の医師の減、こういったことによ

る患者数の減少というのが非常に大きいと思っ

ております。したがいまして、先ほども申し上

げましたが、21年度の当初予算の中でこういっ

た状況が続けば、そういう減収というのも当然

出てくるというふうに考えておりますけれど

も、病院経営を行う中で、どうしても支出とい

うのは最大限で予定をしておりませんと、その

中で動きがとれませんので、それはやはり病院

事業の予算の性質上、やむを得ない形だろうか

というふうに考えているところです。

○丸山委員 全適用ということで人事も動かし

やすいと思っているんですが、最悪のことを考

えて、延岡病院の場合、休診科目がふえてしま

うと。看護婦さんとか、回すというのはおかし

いですが、異動せざるを得なくなるというふう

に考えざるを得ないということでしょうか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 当然病棟に

よって看護師が配属されておりますので、休診

になりました場合には、人員の配置というのは

その時々の状況にあわせて行うことになりま

す。

○丸山委員 決算に関しては、次の新たなとき

にやろうと思っています。

先ほどの日南病院の結核についてですが、発

病した看護師さんがいらっしゃるということ

だったんですが、どのようなケアを実際やって

いらっしゃるのか。また、手続上からすると病

欠という、今どういう待遇になっているのかと

いうのをお伺いしたいと思っているんです。

○長田日南病院長 まず、手続上、公務員で何

と言うかわかりませんけれども、民間では労災

というんですが、それに当たります。それと、

レントゲンで小さな影があって、これはＣＴで

確認して、喀たんで排菌がないということか

ら、今は通院で４剤の内服をしてもらっていま

す。これは副作用が怖いものですから、週２回

ずつ来ていただいて副作用を見ていって、なけ

れば１週、２週に延ばしていく予定でございま

す。その都度、主治医というか、感染専門の医

者が２人おりますのでその人たち、もしくは心

理的な不安があれば看護部が対応するという形
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になっております。

○丸山委員 少しでも、看護師の不足といいま

すか、なりたくないとかそういう雰囲気になら

ないように、ケアは十分にしていただきたいと

思っています。

もう一つ、一緒じゃないのかもしれません

が、今後、国が言うインフルエンザといいます

か、新型のインフルエンザが起こる可能性があ

るということを考えたときに、今回、院内感染

が起きたということを十二分に検証していただ

いて、今後のインフルエンザ対策の検証をして

ほしいと思っているんですが、今回、院内感染

が起きてしまったというのは、仕事をちゃんと

やっていたからなったかもしれませんけれど

も、ひょっとしたら、手洗いとか不十分だった

というようなことはなかったのか。もしあれ

ば、十二分にチェックしていただいて、それを

各病院に、院内感染はしないということを徹底

していただきたいというふうに思っているんで

すが、どういう考えでしょうか。

○長田日南病院長 院内感染対策というのは、

どの病院も一緒ですけど、対策委員会があって

活発に活動しています。そして、スタンダード

・プリコーションといって、いわゆる標準的予

防。感染がありそうな人、なくても怪しい人

は、全部こちらがガウンを着て、手袋をして、

マスクをして、これは標準的予防といいます

が、これをきちんとやっているわけで、しかも

感染が起こったということなんですね。だか

ら、これが防げれば標準的予防がうまくいって

いるわけなんですが、不幸にして防げなかった

ということで、何が足りなかったのかこれから

検証したいと思います。文献によると、看護職

員の結核感染をゼロにすることはできないと出

ているんです。患者を早く見つけて広がらない

ようにするということが一番大事。そこは、ゼ

ロにはできない、あきらめてはいけないんです

けれども、まずそういう考え方で、広げないと

いう対策も必要で、昔あった結核予防法、今は

感染症新法となっていますから、その中で対応

していくことになると思います。

○丸山委員 いずれにせよ検証していただい

て、できるだけ院内感染を、ゼロは難しいとい

う話ですけれども、ゼロに近づけるように、改

めて今回の体験、体験といいますか、生かして

いただきたいと思います。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 先ほど丸山

委員からお尋ねのありました病床稼働率でござ

いますが、年平均の数字でよろしければ、お手

元の委員会資料の12ページ以降、各病院ごとの

決算見込みの状況の中で、入院の一番下の欄に

稼働病床利用率ということで、20年度、19年度

の状況を上げておりますので、御参照いただき

たいと存じます。

○丸山委員 この見込みをもとにして21年度の

を上げるんじゃなくて、あくまでマックスのあ

れを見て予算は組むという仕組みしかできない

ということなんでしょうか。

○梅原病院局次長兼経営管理課長 予算全体と

しては最大限をとっておりますけれども、積算

の根拠となる単価あるいは稼働率、こういった

ものについては、前年度の上半期の状況等をも

とにしまして推計するという形ではじいており

ます。

○権藤委員長 ほかの委員の皆さん、その他の

項目でございませんか。

ないようですので、病院局の皆さんには大変

御苦労さまでございました。

○甲斐病院局長 大変恐縮でございますが、時

間をおかりしまして、今年度の常任委員会とし
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ては本日が最後のようでございますので、一言

お礼を申し上げさせていただきたいと存じま

す。

委員の皆様には、この１年間、県立病院事業

全般にわたりまして、御指導、御支援を賜りま

してまことにありがとうございました。この場

をおかりいたしまして心からお礼を申し上げま

すとともに、今後ともなお一層の御指導をいた

だきますようにお願いを申し上げまして、お礼

の言葉とさせていただきたいと思います。

まことにありがとうございました。

○権藤委員長 大変御苦労さまでした。暫時休

憩いたします。

午後１時45分休憩

午後１時53分再開

○権藤委員長 それでは、委員会を再開させて

いただきます。

当委員会に付託されました当初予算関連議案

について部長の説明を求めます。

○宮本福祉保健部長 福祉保健部でございま

す。よろしくお願いいたします。では、座って

説明させていただきます。

まず、議案等の御説明に入ります前に、幹部

職員の不在について御報告をいたします。

健康増進課の古家隆副参事につきましては、

引き続き病気療養中のため、本日からの当委員

会を欠席させていただきたいと存じます。御了

解をお願いいたします。

それでは、当委員会に御審議をお願いいたし

ております議案について、概要を御説明申し上

げます。

まず、お手元の「平成21年２月定例県議会提

出議案（平成21年度当初分）」の表紙をめくっ

ていただきまして、目次をごらんください。

福祉保健部関係の議案は、一番上の議案第１

号「平成21年度宮崎県一般会計予算」、その２

つ下の議案第３号「平成21年度宮崎県母子寡婦

福祉資金特別会計予算」、それから、下から４

番目ですが、議案第22号「使用料及び手数料徴

収条例の一部を改正する条例」、それから、次

のページ、２ページを開いていただきまして、

上から５番目の議案第30号「宮崎県認定こども

園の認定基準に関する条例の一部を改正する条

例」、それから、下から３番目の議案第39号

「宮崎県高齢者保健福祉計画の変更について」

の５件、それと、今回追加提案させていただい

ております議案については、別冊の「平成21年

２月定例県議会提出議案（議案第72号）」に掲

載しております議案第72号「平成21年度宮崎県

一般会計補正予算（第１号）」の１件、合わせ

て６件でございます。

それでは、まず、当初予算について御説明を

いたします。

厚生常任委員会資料をごらんいただきたいと

思います。めくっていただいて１ページでござ

います。21年度の福祉保健部の予算についてで

ありますが、まず、１の「県及び福祉保健部の

予算」につきましては、来年度の県の一般会計

の予算規模が5,625億3,800万円で、前年度の当

初予算額に対して0.6％の増となっております。

その下の福祉保健部の予算は、811億1,020

万1,000円で、同じく前年度の当初予算額に対し

て約18億円、2.3％の増となっております。厳し

い財政状況が続く中、県の平成21年度当初予算

編成方針は、財政改革の着実な実行、新みやざ

き創造戦略に基づく重点施策の推進、役割分担

等踏まえた見直し・県民総力戦による実行とい

う３つの基本方針を掲げたところであります

が、これに沿ってすべての事務事業について徹
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底した見直しを行ったところであります。しか

しながら、後期高齢者医療費や介護保険財政支

援、障がい者の自立支援医療費に対する負担を

初め、義務的な経費が増大していること、ま

た、県の重点施策に位置づけられている「子育

て・医療対策」関連予算を中心に、福祉保健部

の抱える政策課題に対応するための予算の充実

を図ったことなどから、前年度に比べて予算の

増額をお願いするものであります。

なお、平成21年度当初予算における福祉保健

部の新規・改善事業は16事業であり、関連の予

算額として約３億9,000万円をお願いしておりま

す。

各課別の予算につきましては、２の表のとお

りでありますが、下から２番目の特別会計の母

子寡婦福祉資金特別会計につきましては、対前

年度で3,035万円、5.0％の増となっており、一

般会計と特別会計を合わせた福祉保健部の予算

の合計額は､817億4,298万3,000円で、対前年

度2.3％の増となっております。

次に、２ページをお開きください。平成21年

度当初予算における県の重点施策と福祉保健部

の重点事業についてお示しをしております。

福祉保健部は、県の重点施策のうち、「雇用

創出・就業支援対策」と、特に、「子育て・医

療対策」について、中心となって推進する役割

を担っており、資料に記載しておりますよう

に、20事業に重点的に取り組むこととしており

ます。

３ページをごらんください。ここには、新み

やざき創造戦略と福祉保健部の重点事業につい

てお示しをしております。

福祉保健部は、新みやざき創造戦略との関連

におきましては、戦略１の「郷土の宝『宮崎

人』づくり」戦略に係るすべての枝戦略に位置

づけられる14事業と、戦略２の「成熟社会にお

ける豊かな暮らし」戦略に係る医療提供体制の

充実、地域福祉・自立支援の充実、防災対策の

推進の３つの枝戦略に位置づけられる27事業

で、合わせて41の事業を推進することとしてお

ります。

４ページをお開きください。４ページから６

ページにかけましては、新みやざき創造計画に

基づく分野別施策の体系をお示ししております

が、基本目標と施策の基本方向の中で、福祉保

健部の施策関連項目については太線で囲んでお

りますので、後ほど御確認いただきたいと存じ

ます。

次に、７ページをお開きください。７ページ

から19ページにかけましては、平成21年度当初

予算における福祉保健部の重点事業を、新みや

ざき創造計画に基づく分野別施策の体系に沿っ

て掲載しておりますが、私のほうからは、この

うち黒丸で表示している新規・改善事業につい

て、簡単に御説明させていただきたいと存じま

す。

まず、８ページの上から２番目ですが、子育

て応援のみやざきづくり事業、これは社会全体

で子育てを応援する機運の醸成を図るため、子

育てにすぐれた技能等を有する人材を募集・登

録し、子育て応援人材バンクを構築するほか、

民間企業との協働による「みんなで子育て応援

運動」の推進や、子育て支援に意欲的に取り組

んでいる団体や企業等の表彰を行う「夢ふくら

む子育て顕彰」などに取り組むものでありま

す。

その３つ下の次世代育成支援宮崎県行動計画

策定事業は、次世代育成支援対策推進法に基づ

き、本県の次世代育成支援対策の実施に関して

定めている現計画の計画期間が、平成17年か
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ら21年度までとなっていることから、来年度必

要な見直しを行い、平成22年度からの新たな行

動計画を策定するものであります。

その１つ下の幼稚園・保育所耐震対策緊急支

援事業は、就学前児童の災害時の安全・安心の

確保を図ることを目的に、県内の私立幼稚園と

保育所のうち、現行の耐震基準より前の昭和56

年以前に建築された園舎を対象に、耐震診断に

要する経費の一部を補助するものであります。

次に、９ページの一番上でありますが、児童

養護施設「青島学園」機能強化整備事業は、小

規模グループケアのための居室や心理療法室、

親子生活訓練室を整備し、虐待を受けたことの

ある児童等に対するきめ細かなケアを行うな

ど、青島学園における要保護児童の処遇向上の

ための機能の充実強化を図るものであります。

次に、11ページをお開きください。上から６

つ目の新型インフルエンザ対策事業は、感染症

指定医療機関などを対象に、感染防護具を整備

するとともに、国が抗インフルエンザウイルス

薬の備蓄目標量を、人口の約23％相当から45％

相当に引き上げたことに伴い、抗インフルエン

ザウイルス薬の追加備蓄を行い、新型インフル

エンザに対する医療提供体制の確保を図るもの

であります。

12ページをお開きください。下から３つ目の

救急医療利用適正化推進事業は、医師不足の中

で、いわゆるコンビニ受診など不要不急の受診

等が医療現場に与える影響が極めて大きく、救

急医療体制の維持に大きな影響を及ぼすことか

ら、住民の不要不急の受診の抑制などを図るた

め、広報の強化等に取り組むものであります。

13ページをごらんください。上から３つ目の

女性医師等の離職防止・復職支援事業は、増加

傾向にあります女性医師や看護師等の離職を防

止し、女性医療従事者が出産・育児と勤務との

両立を安心して行うことができる環境の整備を

図るため、医療機関が実施する短時間正規雇用

の支援や、病院内保育所の運営費、施設整備費

への補助等を行うものであります。

14ページをごらんください。下から４つ目の

「いきいきはつらつ介護予防」普及・定着事業

は、平成19年度から20年度にかけて開発した

「いきいきはつらつ介護予防」プログラムにつ

いて、高齢者が家庭や地域で気軽に取り組める

よう、県内各地への定着を図るため、プログラ

ムの実践指導に当たる市町村等の職員研修会の

開催、効果的な実践のための専門家派遣等を行

うものであります。

15ページの中ほどでございます。精神科救急

医療システム整備事業は、緊急の医療を必要と

する精神障がい者等に対し、適切な医療の提供

及び保護を図るため、現在、日曜祝日と年末年

始のみに実施している精神科病院の24時間体制

を、平日に拡充するとともに、相談機能と受け

入れ病院等の情報提供機能をあわせ持つ情報セ

ンターを整備するものであります。

16ページをお開きください。上から２つ目の

障がい者就業・生活支援センター事業でござい

ます。これは、障がい者一人一人のニーズに応

じた雇用に関する相談、求職、職場定着等のき

め細やかな支援により、障がい者の雇用促進と

職場定着を図るため、県内各障害福祉圏域に、

障がい者就業・生活支援センターまたは障がい

者雇用コーディネーターを設置するもので、こ

れにより、平成21年度は、障がい者就業・生活

支援センターを、現在の３センターから２カ所

増設して５センターにする計画であります。

下から２つ目の発達障がい者就労支援モデル

事業は、発達障がい者のうち、特に高機能自閉
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症やアスペルガー症候群などの知的障がいを伴

わない発達障がい者の求職活動や職場定着は、

現行制度の支援対象となっておりますが、就職

のための訓練については支援機関等がほとんど

ないことから、障害者職業総合センターの研究

結果を応用しながら、モデル事業を通じて発達

障がい者の特性に応じた訓練手法の確立を図る

ものであります。

17ページをごらんください。上から４番目の

発達障がい児社会適応訓練事業であります。こ

れは、家庭や学校で不登校や暴力等の不適応行

動を起こした知的障がいを伴わない発達障がい

児を入所させて、生活指導や適応訓練等を行う

施設を確保することにより、退所後の学校や家

庭生活における適応能力の向上を図るものであ

ります。

その下の重症心身障がい児療育研究支援事業

は、重症心身障がい児施設における医療技術と

療育の高度化、専門性が求められていることか

ら、日南市と川南町にある重心児施設におい

て、重心児医療・療育サービスの向上のための

専門研究や医師・看護師等の人材育成等を行う

場合に助成するものであります。

一番下の共に支え助け合うみやざきの地域福

祉推進事業は、市町村地域福祉計画に基づいて

市町村が取り組む地域福祉事業に補助を行うと

ともに、平成19年度から養成している地域福祉

コーディネーターを活用したモデル事業等を実

施することにより、本県の地域福祉の推進を図

るものであります。

18ページでございます。上から４つ目の「自

殺ゼロ」プロジェクト推進事業は、今年度策定

した宮崎県自殺対策行動計画に基づき、特に地

域レベルでの自殺対策を進めていくため、保健

所を単位とした推進体制を整えるなど、現在実

施している自殺対策関連事業に新たな視点を加

え、自殺対策の充実を図るものであります。

最後に、19ページをごらんください。一番上

のいのちの絆動物愛護推進事業は、昨年４月に

策定した「宮崎県動物愛護管理推進計画」の取

り組みの一環として、10年後の犬・猫の引き取

り頭数の半減を目指して、ＮＰＯ法人等との協

働により、県民への動物愛護意識の普及啓発等

に取り組むものであります。

なお、ただいま御説明いたしました事業の概

要につきましては、20ページから35ページにか

けてそれぞれお示ししておりますので、後ほど

ごらんいただきたいと存じます。

以上が、平成21年度当初予算の概要でありま

す。

続いて、特別議案について御説明をいたしま

す。

議案書のほうにお戻りいただきまして、議案

第22号のインデックスのところ、ページでいい

ますと65ページでありますが、「使用料及び手

数料徴収条例の一部を改正する条例」でありま

す。福祉保健部の関連は、79ページの一番上の

項目になりますが、動物の愛護及び管理に関す

る法律の規定に基づく犬の引き取りに対する手

数料を新たに設けるものであります。

次に、同じ議案書の議案第30号、ページでい

いますと125ページであります。「宮崎県認定こ

ども園の認定基準に関する条例の一部を改正す

る条例」であります。これは、国の保育所保育

指針が改訂されたことに伴いまして、同指針を

引用している本条例の関係規定について所要の

改正を行うものであります。

次に、議案第39号、ページでいいますと145ペ

ージでありますが、「宮崎県高齢者保健福祉計

画の変更について」であります。
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本計画は、老人福祉法に基づく高齢者保健福

祉計画と介護保険法に基づく介護保険事業支援

計画の２つの計画を一体のものとして作成する

もので、本県の高齢者施策の基本方針に位置づ

けられる計画であります。現計画の計画期間が

平成18年度から20年度までの３カ年となってい

ることから、変更を行うものでありますが、本

計画が、「宮崎県行政に係る基本的な計画の議

決等に関する条例」における「基本的な計画」

に位置づけられていることから、同条例に基づ

き御提案をさせていただくものであります。な

お、計画案本体につきましては、別冊でお配り

しておりますので、御確認をお願いいたしま

す。

最後に、補正予算（第１号）について御説明

をいたします。

先ほどの厚生常任委員会資料にお戻りいただ

き、45ページをお開きください。この補正予算

は、国の第２次補正予算の成立を受け、追加提

案させていただくものであります。

福祉保健部では、本議会に、平成20年度の補

正予算（第５号）議案として提案し、可決をい

ただいて設置した宮崎県緊急雇用創出事業臨時

特例基金を財源に、県民の食生活の改善や私立

幼稚園における子育て支援機能の充実に資する

２つの雇用創出事業の実施に必要な予算とし

て、合わせて3,649万6,000円をお願いしており

ます。

この資料は、先ほど当初予算の御説明で御参

照いただいた１ページの資料と同じ形式で作成

しており、補正予算による変更箇所については

網かけで表示をしております。

また、２つの事業の概要につきましては、46

ページから47ページに掲載しておりますので、

御確認をお願いいたします。

補正後の予算でありますが、45ページの１の

「県及び福祉保健部の予算」をごらんくださ

い。県の一般会計の予算規模は、5,649億3,728

万1,000円となり、前年度の当初予算額に対し

て1.0％の増、その下の福祉保健部の予算は、一

般会計で811億4,669万7,000円で、同じく前年度

当初予算額に対して2.3％の増となっておりま

す。

また、２の表の一番下の欄ですが、一般会計

と特別会計を合わせた福祉保健部の予算の合計

額は、817億7,947万9,000円で、対前年度で2.3

％の増となっております。

以上、今回提案いたしております議案の概要

を御説明申し上げました。詳細につきまして

は、それぞれ担当課長から御説明させていただ

きますので、よろしく御審議いただきますよう

お願い申し上げます。

私からは以上でございます。

○権藤委員長 ありがとうございました。次

に、福祉保健課、国保援護課、長寿介護課、障

害福祉課の４課の審査に入らせていただきま

す。それでは、福祉保健課長から順次お願いし

ます。

○畝原部参事兼福祉保健課長 それでは、福祉

保健課から御説明をいたします。

福祉保健課といたしましては、議案第１号

「平成21年度宮崎県一般会計予算」の１件でご

ざいます。

お手元の冊子、平成21年度歳出予算説明資料

の青いインデックスで、ページでいいますと109

ページでございます。

福祉保健課は、平成21年度当初予算としまし

て、一般会計の左から２つ目の欄ですが、総額

で112億7,804万6,000円をお願いしております。

昨年度との比較でございますが、右から２つ目
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の平成20年度当初予算額と比較しますと、２

億3,022万4,000円、率にして約２％の減となっ

ています。

それでは、以下、主なものについて御説明を

いたします。

111ページをお願いいたします。一番下の（事

項）社会福祉事業指導費12億4,903万7,000円で

ございます。その主なものは、１の社会福祉施

設対策事業の（１）社会福祉施設職員等退職手

当共済事業給付費補助金４億4,438万4,000円で

ありますが、これは社会福祉施設等の職員を対

象に退職手当共済事業を行っております独立行

政法人福祉医療機構に対しまして、経費の一部

を補助するものでございます。

次に、３の社会福祉事業団自立化事業８億円

でありますが、これは宮崎県社会福祉事業団の

経営改善を支援し、平成22年度からの自立した

運営体制の確立を図るもので、平成21年度が最

後となります。

112ページをお願いいたします。一番上の（事

項）地域福祉対策事業費１億5,775万4,000円で

ございます。これは民間社会福祉活動の促進に

要する経費でございますが、その主なものは、

１の地域福祉活動推進事業の（２）新規事業、

共に支え助け合うみやざきの地域福祉推進事業

の1,769万円であります。これは市町村地域福祉

計画に基づき、各地域における福祉課題に対し

て、地域住民が主体となって取り組む事業や、

地域福祉コーディネーターを活用したモデル事

業等に助成することにより、地域に密着した、

ともに支え助け合う地域福祉の推進を図るもの

であります。

次に、３の福祉サービス利用支援推進事業の

（１）日常生活自立支援事業5,954万1,000円で

ありますが、これは認知症高齢者などに金銭管

理サービスなどを行うことにより、県民が安心

して福祉サービスを利用できるよう支援するた

めの事業であります。

１つ飛んで、（事項）民生委員費の１、民生

委員活動費等負担金１億3,026万円であります

が、これは民生委員の活動に要する経費等を補

助することにより、民生委員による地域福祉活

動の促進を図るものであります。

次に、一番下の（事項）福祉総合センター費

１億2,523万1,000円でございます。その主なも

のは、113ページでございますが、１の福祉総合

センター管理運営費の（１）センター管理運営

委託費5,171万2,000円であります。これは福祉

総合センターの管理を指定管理者に委託するも

ので、平成21年度から23年度までの３カ年が第

２期の指定期間になります。

２の社会福祉研修センター事業の3,7 0 0

万7,000円でありますが、これは社会福祉事業に

従事している職員等を対象に、初任者研修から

専門研修までの68コースの研修を実施し、福祉

人材の資質の向上を図るものであります。

３の福祉人材センター事業の3,371万2,000円

でありますが、これは質の高い福祉従事者を安

定的に確保するために、福祉人材無料職業紹介

事業や各種の広報等を行うものであります。

次に、114ページをお願いいたします。一番上

の段の（事項）災害救助事業費１億8,4 6 4

万8,000円でございます。１の災害救助法に伴う

救助費5,596万6,000円でありますが、これは災

害救助法が適用された場合に、食料などの給付

や避難場所の設置など、被災者の救助に要する

経費であります。

３の災害時安心基金設置事業１億円でありま

すが、これは被災者の生活支援のために設置し

た宮崎県・市町村災害時安心基金に対しまし
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て、平成19年度から県と市町村が毎年１億円ず

つ拠出を行うもので、平成21年度が最終年度で

あります。

次に、117ページをお願いいたします。上のほ

うの（事項）県立病院管理費51億6,995万6,000

円でございます。これは県立病院事業中期経営

計画に基づきまして、県立病院の運営費などに

要する経費を一般会計において負担するもので

ございます。

最後に、（事項）県立看護大学運営費10

億4,905万3,000円でありますが、これは資質の

高い看護職者を育成するとともに、看護教育・

研究等を行う県立看護大学の円滑な運営を行う

ための経費でございます。

福祉保健課からは以上でございます。

○江口国保・援護課長 国保・援護課分を御説

明いたします。

国保・援護課関係分は、議案第１号「平成21

年度宮崎県一般会計予算」の１件でございま

す。

お手元の冊子、平成21年度歳出予算説明資料

の国保・援護課の青のインデックスのところ、

ページでいいますと125ページをお開きくださ

い。

国保・援護課の平成21年度当初予算は、一般

会計の左から２つ目の欄ですが、総額で277

億1,928万9,000円をお願いしております。右か

ら２番目の欄の平成20年度当初予算額と比べ、

額にして11億2,420万7,000円の増、率にして4.2

％の増となっております。

それでは、以下、主なものについて御説明い

たします。

127ページをお開きください。一番下の（事

項）老人保健医療対策費132億658万1,000円でご

ざいます。これは後期高齢者医療の実施に要す

る経費であります。

128ページをお開きください。一番上、説明の

欄２の後期高齢者医療費負担金の126億7,592

万9,000円でありますが、これは昨年の４月から

スタートしました後期高齢者医療制度につい

て、運営主体である宮崎県後期高齢者医療広域

連合の適正・円滑な運営が行われるよう必要な

財政措置を行うものであります。

次に、その下の３の後期高齢者医療制度財政

安定化基金事業の５億2,019万7,000円でありま

すが、これは今申し上げました後期高齢者医療

費負担金とともに、広域連合の財政リスクの軽

減措置として、保険料の未納や医療給付の見込

み違い等が発生した場合に、必要な資金の貸し

付けや交付を行うために基金を設置し、基金に

よる支援を行う事業であります。事業内容とし

ましては、基金の造成事業と基金による支援事

業の２事業から成っております。平成21年度

は、基金の造成費用として２億7,000万円、基金

による支援事業として広域連合への貸し付け事

業分として２億2,665万9,000円、交付事業分と

して2,353万8,000円の、合計５億2,019万7,000

円をお願いしております。

次に、その下の（事項）遺家族援護費1,089

万7,000円でございます。これは戦没者遺家族等

の援護事業に要する経費であります。

説明の欄の６の戦没者遺族等の記録・資料の

保存・展示事業の313万7,000円でありますが、

これは戦争記録や資料に県民の方が触れる機会

として、宮崎県平和祈念資料展示室やホームペ

ージ等の運営を行うものであります。

次に、一番下の（事項）戦傷病者・引揚者及

び遺族等援護費1,358万9,000円であります。こ

れは戦傷病者及び中国帰国者等に対する援護事

業を行うための経費であります。
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129ページをごらんください。説明の欄７の特

別給付金等支援裁定事務費の992万8,000円であ

りますが、これは戦傷病者の妻に対する特別給

付金や、戦没者の遺族に対する特別弔慰金等の

裁定事務に要する経費であります。

次に、その下の（事項）国民健康保険指導

費1,753万2,000円でございます。これは国民健

康保険事業に関する指導等に要する経費であり

ます。

説明の欄３の医療給付専門員等設置事業

の1,046万3,000円でありますが、これは保険医

療機関等への指導監査を行う医療給付専門指導

員や指導監査専門員に係る経費であります。

次に、その下の（事項）国民健康保険助成

費106億2,451万3,000円でございます。これは国

民健康保険事業運営の充実強化に要する経費で

あります。説明の欄１の保険基盤安定事業の39

億6,685万8,000円でありますが、これは市町村

保険者が低所得者に対して行う保険税の軽減に

要する経費を県が負担することにより、市町村

国保財政の安定化と被保険者の保険税負担の軽

減を図るものであります。

同じく、２の高額医療費共同事業の７億1,923

万7,000円でありますが、これは国保連合会が

行っております高額医療費共同事業への市町村

の拠出金につきまして、県が４分の１を負担

し、市町村国保財政の影響への緩和を図るもの

であります。

同じく、４の広域化等支援事業の１億22

万5,000円でありますが、これは国民健康保険事

業の運営の広域化及び財政の安定化に資するた

めに、国民健康保険広域化等支援基金から、市

町村に対して無利子で貸し付けまたは交付を行

うものであります。

同じく、５の都道府県財政調整交付金の56

億5,495万円でありますが、これは県が国民健康

保険運営の安定化のために、市町村に対し財政

調整交付金を交付し、財政調整機能の一部を担

うものであります。

同じく、６の特定健診・保健指導費負担金の

１億8,027万1,000円でありますが、これは平

成20年度からすべての医療保険者に特定健康診

査・特定保健指導が義務づけられたことに伴

い、国民健康保険の保険者である市町村の実施

に要する経費について、県が３分の１を負担す

るものであります。

130ページをお開きください。上から３番目の

（事項）福祉事務所活動費3,917万3,000円であ

ります。これは福祉事務所の生活保護の活動に

要する経費であります。

説明の欄１の被保護世帯調査費の2,4 6 7

万8,000円でありますが、これは生活保護の適正

な実施を図るために、福祉事務所のケースワー

カー等が行う生活保護受給世帯への訪問活動や

関係機関等への各種調査及び医療扶助の要否を

判断する嘱託医に要する経費等であります。

次に、一番下の（事項）扶助費36億4,148

万7,000円でございます。これは生活保護法に基

づく扶助に要する経費であります。

説明の欄１の生活保護扶助費の32億5,106

万7,000円でありますが、これは生活保護法に基

づく生活費や医療費、教育費などの８種類の扶

助に要する経費であります。

同じく、２の生活保護扶助費県民負担金３

億8,412万円でありますが、これは中核市を除く

８市が、長期入院や施設入所などにより住居を

失った被保護者に対して支弁した保護費を、県

が負担する経費であります。

国保・援護課の説明は以上でございます。

○大重長寿介護課長 それでは、長寿介護課分
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を御説明いたします。

長寿介護課関係は、議案第１号「平成21年度

宮崎県一般会計予算」及び議案第39号「宮崎県

高齢者保健福祉計画の変更について」の２件で

ございます。

まず、議案第１号「平成21年度宮崎県一般会

計予算」についてであります。お手元の平成21

年度歳出予算説明資料の青いインデックス、長

寿介護課のところ、131ページをお開きくださ

い。

長寿介護課の平成21年度当初予算は、左から

２つ目の欄、130億4,426万5,000円をお願いして

おります。右から２番目の平成20年度の当初予

算額に比較しまして、２億6,686万3,000円、率

にして2.1％の増となっております。これは高齢

化の進展に伴う介護保険給付費等の増加が主な

要因となっておりますが、以下、主なものにつ

いて御説明いたします。

133ページをお開きください。まず、中ほどに

あります（事項）生きがい対策費１億1,151万円

であります。これは高齢者の生きがいを高め、

その生活を健康で豊かなものとするために要す

る経費でありますが、主な事業は、説明の１、

老人クラブ支援4,434万8,000円及び５の明るい

長寿社会づくり推進事業3,258万5,000円等でご

ざいます。

次に、一番下の（事項）在宅老人介護等対策

費8,747万9,000円についてであります。これは

在宅の介護が必要な高齢者等の生活を支援する

もので、その主なものは、134ページをお開きく

ださい。１の高齢者住宅改造助成事業2,666

万9,000円でありますが、これはトイレや段差解

消のための住宅改造に要する工事費の一部を助

成することによりまして、住みなれた在宅での

介護環境を整え、介護者の負担軽減を図るもの

であります。

また、新規事業として、７の「いきいきはつ

らつ介護予防」普及・定着事業344万8,000円を

お願いしております。

次に、（事項）認知症高齢者対策費2,581

万4,000円であります。これは認知症高齢者やそ

の家族を支援するための事業等に要する経費で

あります。

次の（事項）超高齢社会対策費2,128万円は、

２の高齢者総合相談センター運営費1,5 9 2

万3,000円などであります。

次に、一番下の（事項）介護保険対策費119

億1,137万7,000円であります。主なものは、１

の介護保険財政支援事業118億4,582万円であり

ますが、これは市町村が実施する介護保険事業

に要する経費に対しまして、県が定率の負担を

行うことにより、各市町村の介護保険財政の安

定化を図るものでございます。

次に、135ページをごらんください。最後に、

（事項）老人福祉施設整備等事業費７億1,480

万8,000円についてであります。主なものは、１

の老人福祉施設整備等事業５億3,916万8,000円

でありますが、これは高齢者保健福祉計画に基

づき、高齢者福祉施設の計画的な整備等を図る

ために要する経費でございます。

当初予算については以上でございます。

次に、議案第39号「宮崎県高齢者保健福祉計

画の変更について」であります。こちらは、お

手元の厚生常任委員会資料に抜き出しておりま

すので、こちらをごらんいただきたいと思いま

す。

委員会資料の41ページをお願いいたします。

まず、１の計画の根拠ですが、本計画は、老

人福祉法に基づきます高齢者保健福祉計画と介

護保険法に基づく介護保険事業支援計画の２つ
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の計画を、法の定めによりまして一体のものと

して策定するものであります。本県の高齢者施

策の基本方針に位置づけられるものでございま

す。

２のこれまでの取り組みでございます。庁内

各部、県警察本部、教育庁の関係25課による素

案の作成、関係機関ヒアリング、専門家による

策定委員会での論議等経まして、今議会に議案

として提出いたしました。なお、パブリックコ

メントにつきましては、残念ながら御意見があ

りませんでした。

次に、資料の42ページをごらんください。３

の人口と高齢化の将来推計でございます。平

成20年10月に高齢化率は25％を超え、４人に１

人が高齢者という時代に突入いたしました。高

齢者総数は平成37年がピークとの推計ですが、

現在の75歳を境にした要介護認定率を使って計

算しますと、認定率の高い75歳以上人口が増加

する関係で、星印で記載しておりますけれど

も、平成42年６万5,000人、平成47年６万5,000

人と、要介護認定者数のピークはかなりの年数

に渡るのではないかと思われます。

次に、４の要支援者等の状況について23年度

見込みを挙げておりますが、いずれも現況値か

らかなりの増を見込んでおります。結果とし

て、（４）の事業費総額も19年度比144億円の増

を見込んでおります。なお、（２）の要支援・

要介護者認定数の20年度の現況値が、計画値

を2,241人下回っておりますが、これは現計画策

定時に軽度の部分が１段階ふえたために増加を

見込んだところですが、その見込みほどには伸

びなかったということで、これは全国的にも同

じ傾向でございます。

次に、43ページでございます。県として目指

すべき政策の方向として設定した６つの柱のう

ち、主なものを御説明いたします。

まず、１の介護サービス基盤の整備ですが、

（１）の療養病床再編成に対応して、療養病床

の受け皿となります介護老人保健施設等の整備

充実を図ることとしております。

次に、２の（１）の人材の確保等について、

介護支援専門員等の質的向上に取り組むことと

しております。

次に、３の介護予防ですが、介護給付費の抑

制には介護予防が決め手でありますので、今年

度開発しましたいきいきはつらつ介護予防プロ

グラムの全市町村への普及・定着を図ることと

しております。お手元に普及用の説明書と健康

カレンダーを中に織り込んでお届けをしており

ます。これを使いまして少し内容を御説明した

いと思います。

まず、いきいきはつらつ介護予防ということ

で、「お口の体操」というところをごらんいた

だきたいと思います。これは、口の周りの筋肉

を動かしますことで舌の動きがよくなり、唾液

分泌が促進され、そしゃく、嚥下、発音などの

機能の衰えの防止、脳への適度な刺激によって

豊かな表情をつくるといったような効果をもた

らすものでございます。

めくっていただきまして、「からだの体操」

というのが両面で印刷してございます。これは

筋力、持久力といった体力を維持向上させて、

転倒や失禁を予防するために、集団でも一人で

も気軽にできるものでございます。毎日あるい

は少なくとも週２回実践するように指導してい

くこととしております。

次に、その裏でございます。「栄養の改

善」、カラーで印刷しております。別紙の健康

カレンダーですけれども、その日にとった食品

に丸をつけていただくということで、市町村が
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実施する介護予防事業の中の食生活の改善指導

につなごうというものでございます。現在、指

導者用のマニュアル及びＤＶＤを作成している

ところですが、年度内に市町村等関係機関に配

布することとしております。なお、特に、関係

機関の中でも老人クラブ連合会には、会員のこ

のプログラムの指導者養成研修へ御参加いただ

くように、あるいは老人クラブの研修会、行事

の中にこのプログラムの普及啓発の時間をとっ

ていただくということをお願いしております。

こうしたプログラムの普及事業を通じまして、

老人クラブ加入者の拡大にもつないでいければ

というふうに考えております。

次に、４の認知症高齢者支援対策ですが、県

内３地区で専門医療機関等のネットワークの強

化など、認知症高齢者等を地域で支える体制づ

くりを進めたいと考えております。

次に、５の地域生活支援体制の整備でござい

ますが、（１）のとおり、医療・介護・福祉等

関係者等のネットワークの構築を促進すること

としております。

次に、44ページをごらんください。計画策定

委員会における主な御意見等の反映としまし

て、介護職の専門性の確保等につきましては、

国が提唱した介護の日を中心に、広報等を通じ

まして、介護に対する県民の理解と関心の醸成

を図ることといたしました。また、御意見の２

番目の療養病床の再編成への対応でございます

が、下の表の真ん中の介護療養型医療施設が23

年度末には全廃されますことから、23年度の右

下に1,648という数字を出しておりますが、ここ

への転換と、23年度真ん中に636という介護療養

の残り分がございますけれども、この646も24年

度にはいずれかの施設に転換を図るということ

で、いわゆる介護難民を出さないということに

しております。

また、介護療養型医療施設の下の介護専用型

特定施設入居者生活介護でございますが、これ

はいわゆる介護つきの有料老人ホームです。20

年度計画値990床に対しまして20年実績30床

で、960床は混合型へと記載しております。これ

は、要介護者に加えまして要支援者も利用でき

る混合型の施設のほうが、利用者ニーズにこた

えやすいということで、実態的に混合型の整備

が進んだことによりまして、介護専用型30床と

混合型の中の介護部分を合わせまして、20年度

計画値の990床が確保されたという意味でござい

ます。

この結果、介護専用型につきましては、今回

計画では、現在ある30に加えまして、療養病床

からの転換見込み100を見込みまして、23年

度130という見込み値を計上しております。

しかし、今回の整備計画が予定どおりに進行

いたしましても、特養の待機者解消には結びつ

かない状況がございます。国は、サービス供給

量の平準化の観点から、施設利用定員の総量を

規制しておりまして、本県は既に基準となる総

量を超えていることがその要因でございます。

そうした現状を踏まえまして、上の表の２番

目の委員意見への対応に記載しておりますよう

に、医療法人等の先駆的な取り組み、これは単

に療養病床の受け皿となる介護保険施設を整備

するだけではなくて、その施設に加えて、地域

の中で医療系、福祉系の居宅サービスを有機的

に提供する取り組みなどを想定しております

が、そうした取り組みをモデル事例として設定

し、在宅療養支援の展開を図ることとしたとこ

ろでございます。

長寿介護課につきましては以上でございま

す。
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○村岡障害福祉課長 それでは、障害福祉課分

を御説明いたします。

障害福祉課としましては、議案第１号「平

成21年度宮崎県一般会計予算」の１件でござい

ます。

お手元の冊子、平成21年度歳出予算説明資料

の障害福祉課のところ、ページでいいますと137

ページをお願いいたします。

左から２つ目の欄ですが、障害福祉課の平

成21年度当初予算は、総額で104億1,225万2,000

円をお願いしております。右から２番目の欄、

平成20年度当初予算額と比較して5,437万、率に

して0.5％の減額となっております。

それでは、主な事業について御説明いたしま

すが、新規・改善事業は、「自殺ゼロ」プロ

ジェクト推進事業を除き、後ほど委員会資料の

ほうで説明いたします。

139ページをお開きください。まず、上から２

番目の（事項）福祉のまちづくり推進費の2,988

万4,000円であります。これは福祉のまちづくり

のための広報啓発、ホームページの運営等に要

する経費であります。

説明欄３の障がい者住宅改造等助成事業

の2,102万1,000円は、障がい者の住宅のバリア

フリー化に要する費用を市町村が助成する経費

を補助するものであります。

その下の（事項）障がい者スポーツ振興対策

費の3,263万円であります。これは説明欄２にあ

りますように、県障がい者スポーツ大会の開催

や全国障がい者スポーツ大会への派遣等の経費

でございます。

その下の（事項）障がい者社会参加促進事業

費の4,119万6,000円であります。140ページをお

開きください。これは説明欄２にありますよう

に、障がい者社会参加促進費のとおり、障がい

者の芸術文化活動にかかわる事業を初め、障が

い者の社会参加を促進するための経費でありま

す。

その下の（事項）特別障害者手当等給付費

の8,854万3,000円であります。これは常時介護

を要する在宅障がい者等に対し、手当を給付す

るものであります。

141ページをお開きください。２番目の（事

項）精神保健費の7,748万2,000円であります。

これは精神障がい者に対する医療扶助、保護、

発生予防対策に要する経費であります。説明欄

３の改善事業、精神科救急医療システム整備事

業は後ほど説明いたします。

１つ飛びまして、一番下の（事項）精神障が

い者社会復帰促進事業費の２億5,931万7,000円

でありますが、これは精神障がい者の社会復

帰、自立促進に要する経費であります。

説明欄１の精神障がい者社会復帰施設運営事

業の２億5,166万1,000円は、門川町にある鳴子

川荘など生活訓練施設や、日南市にあるみのり

の里などの授産施設に対する運営費補助及び精

神障がい者の地域移行支援に要する経費であり

ます。

142ページをごらんください。１番目の（事

項）自殺対策費の2,636万8,000円であります。

説明欄１の改善事業、「自殺ゼロ」プロジェ

クト推進事業でありますが、本年度策定しまし

た宮崎県自殺対策行動計画に基づき、自殺対策

に係る普及啓発、人材育成、相談窓口の設置等

の経費であります。特に、21年度は、地域展開

を強化すべく、保健所を単位とした推進体制を

整えるなど、現在の取り組みに新しい視点を加

えながら自殺対策の充実を図りたいと考えてお

ります。

２番目の（事項）障がい者自立推進費50
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億5,977万5,000円であります。これは障害者自

立支援法に基づく公費負担など、障がい者の自

立支援に要する経費であります。

説明欄１の介護給付・訓練等給付費の24

億9,743万8,000円は、在宅の障がい者に対する

介護や家事援助、施設等を利用しての自立や就

労に関する訓練等の経費であります。

次の説明欄２の自立支援医療費の21億6,258

万1,000円です。これは身体障がい者の更生医

療、精神障がい者の通院医療に関する経費であ

ります。

その下の（事項）障がい者就労支援費の１

億8,072万7,000円であります。これは障がい者

の就労支援に要する経費であります。

説明欄１の改善事業、障がい者就業・生活支

援センター事業は、後ほど説明いたします。

143ページをお願いします。説明欄15の新規事

業、発達障がい者就労支援モデル事業も、後ほ

ど説明いたします。

次の（事項）障がい児支援費の20億1,769

万8,000円であります。これは障がい児の福祉に

要する経費であります。説明欄１の障がい児施

設給付費等の18億3,326万5,000円は、障がい児

が施設に入所または通所する際に要する費用を

負担するものであります。説明欄13の新規事

業、発達障がい児社会適応訓練事業と、その下

の説明欄14の新規事業、重症心身障がい児療育

研究支援事業は、後ほど説明いたします。

次の（事項）心身障害者扶養共済事業費の２

億733万円であります。これは障がい者を扶養し

ている保護者が亡くなった場合において、障が

い者本人に年金を支給し、生活の安定を図るも

のであります。

144ページをお開きください。１番目の（事

項）重度身体障がい者（児）医療費公費負担事

業費の11億2,606万9,000円であります。これは

重度障がい者の医療費の一部を助成するもので

あります。

最後に、新規・改善事業の５つの事業を説明

いたします。別冊の厚生常任委員会資料（当

初）をごらんください。28ページになります。

まず、改善事業の精神科救急医療システム整

備事業であります。

１の事業の目的でありますが、緊急な医療を

必要とする精神障がい者等に対し、適切な医療

の提供及び保護を図るため、現在、日曜祝日、

年末年始のみ実施している24時間体制を平日に

も拡大するとともに、相談機能とあわせて、受

け入れ病院の情報を集約する情報センターを整

備するものであります。

２の事業概要の（２）の改善分であります

が、アのとおり、現在、救急体制が整備されて

いない平日夜間及び土曜日の昼間においても、

輪番制により当番医を決め、医師、看護師及び

空床を確保します。また、イのとおり、精神障

がい者や保護者からの相談窓口や患者移送を適

切かつ円滑に実施するため、各病院との連絡調

整を行う精神科救急情報センターを整備いたし

ます。事業費は3,645万2,000円をお願いしてい

ます。

29ページをお願いいたします。改善事業の障

がい者就業・生活支援センター事業でありま

す。

１の事業目的でありますが、一人でも多くの

障がい者の方が就職し、職場定着できるように

するため、県内各障害福祉圏域において、障が

い者就業・生活支援センターまたは障がい者雇

用コーディネーターを配置し、障がい者一人一

人のニーズに応じた雇用に関する相談、求職、

職場定着等のきめ細やかな支援を行うことによ
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り、障がい者の雇用促進を図るものでありま

す。

２の事業概要でありますが、１の役割のとお

り、障がい者雇用に係る総合相談窓口であり、

雇用、保健、福祉、教育等関係機関の連携の拠

点として、障がい者の身近な地域で就業面、生

活面の一体的な支援を図るものであります。

４の設置計画ですが、現在、県内３障害福祉

圏域においてセンターを設置しておりますが、

新たに２障害福祉圏域にセンターを増設いたし

ます。なお、センターが未設置の日南串間、西

都児湯の２圏域及び宮崎東諸県圏域において

は、求人開拓や職場定着支援を行う障がい者雇

用コーディネーターを配置いたします。事業費

は4,287万2,000円をお願いしております。

30ページをお願いいたします。新規事業の発

達障がい者就労支援モデル事業であります。

１の事業目的でありますが、発達障がい者に

ついては、求職活動、職場定着は現行制度の支

援対象になっていますが、就職のための訓練に

ついては、支援機関はほとんどない現状である

ことから、訓練を通じて、発達障がい者に対す

る就労支援方法を確立し、雇用促進を図ろうと

するものであります。

２の事業概要でありますが、（１）のとお

り、県内の就労移行支援事業所のうち、発達障

がい者支援に関する知識やスキルを有する事業

所をモデル事業所として１カ所選定し、（３）

のとおり、支援対象者のアセスメントを行い、

一人一人のニーズに応じた支援計画を作成する

ほか、一定の訓練期間で就労訓練等を行いま

す。事業費は204万9,000円をお願いしていま

す。

31ページをお願いいたします。新規事業の発

達障がい児社会適応訓練事業であります。

１の事業目的ですが、学校や家庭で不適応行

動を起こした発達障がい児に対しては、専門的

な療育・指導が十分に行われていないのが現状

であります。そのような子供たちを入所させ、

生活指導や適応訓練等を行う施設を確保するこ

とにより、退所後の学校や家庭生活における適

応能力の向上を図るものであります。

２の事業概要ですが、（１）のとおり、18歳

未満の発達障がい児を対象に、（２）のとお

り、県内３カ所の知的障がい児入所施設に委託

し、実施します。

（３）の運営方法としましては、①のとお

り、児童相談所が、不適応行動等に関する保護

者や学校からの相談に応じ、対象児の状況を勘

案しながら、入所による社会適応訓練の要否及

び期間等を決定します。また、②のとおり、受

け入れ施設は、空室を活用して発達障がい児の

療育・指導を行う居室を確保するとともに、専

門性の高い支援員を配置します。また、③のと

おり、受け入れ施設は、児童相談所や発達障害

者支援センターと連携して個別支援計画を作成

し、必要な療育・指導を行います。事業費は662

万4,000円をお願いしております。

32ページをお願いいたします。最後に、新規

事業の重症心身障がい児療育研究支援事業であ

ります。

１の事業の目的でありますが、重症心身障が

い児医療・療育サービスの向上のための専門研

究や医師・看護師等の人材育成等を行う重症心

身障がい児施設に対し、助成を行うことによ

り、県内の医療、療育サービスの充実を図るも

のであります。

２の事業概要でありますが、県内２カ所の施

設に対し、重症心身障がい児に対する医療や療

育サービスの向上のため、大学病院との連携等
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による新たな医療技術や訓練等の研究などを助

成するものであります。事業費は400万をお願い

しております。

障害福祉課分については以上であります。

○権藤委員長 ありがとうございました。超特

急の説明をいただきましたので、５分ぐらい休

憩して３時過ぎから始めたいと思います。

休憩します。

午後２時57分休憩

午後３時１分再開

○権藤委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

○髙橋委員 ちょっと気がついたところから。

委員会資料29ページの障害福祉課、今説明が

あった事業です。（４）のセンターの設置計画

のところで、県内３障害福祉圏域、宮崎東諸も

設置しているんですけれども、センターが未設

置のところでまた宮崎東諸が出ているんです。

設置していないから障がい者雇用コーディネー

ターを配置するということの意味にとれるんで

す。これはどう整理したらいいんでしょうか。

○村岡障害福祉課長 このセンター事業につい

ては国庫補助事業で、雇用コーディネーター事

業については県単事業になります。宮崎の場合

は、雇用コーディネーターが最初スタートしま

して、順次、就業・生活支援センターを整備し

ますけど、宮崎地区においてはニーズが高いと

いうことで、センター以外にもコーディネータ

ーの活躍する場面があるということで、両方や

るという形を考えています。

○髙橋委員 手厚くされるんですね、了解しま

した。

22ページのこども政策課、幼稚園・保育所耐

震対策緊急支援事業ですが……（発言する者あ

り）失礼しました。

28ページの精神科救急医療システム整備事業

です。改善分で、空床を確保するということで

すけど、空きベッドを置いておきなさいという

ことで、強制じゃないんですけど、そういう相

談ができる病院を置くということですね。

○村岡障害福祉課長 そのとおりであります。

確保するための予算を計上しまして、緊急に対

応するために必ず１床はあけておくという体制

をとっております。

○髙橋委員 １床ですか。

○村岡障害福祉課長 圏域が３つありますの

で、３床になります。

○髙橋委員 その圏域をもう少し具体的に教え

てください。

○村岡障害福祉課長 圏域という言い方は申し

わけありません。救急体制については３つに分

けております。北部と中部と南部ということで

分けていますので、３つの部分について１床ず

つ空床を利用するという形をとります。

○髙橋委員 ３つの圏域で改善をするというこ

とで理解をすべきなんでしょうが、これでどう

なんでしょうか、県北、中部、南部ということ

でそれぞれ１床ずつですね。

○村岡障害福祉課長 今回新しく加える平日の

部分と土曜日の昼間については、今のところ１

圏域だけを対象にする考えをしています。ほか

のところは現行どおりの形で一応考えていま

す。

○髙橋委員 現行はどうだったんですか。

○村岡障害福祉課長 ３つのブロックで、日祭

日と年末年始の部分については今体制をとって

います。今回、新たに１カ所について平日部分

と土曜日の昼間を新たに加えるということで、

それを１ブロックでやるということになりま
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す。今後様子を見ながらそれを拡大していこう

という考え方を持っています。

○髙橋委員 自殺ゼロですね、これ、また言わ

せてくださいね。課長から説明はなかったんで

すけど、部長のところで説明がありましたが、

また数字が出ているものですから、しようがな

いんですけど、平成17年次の25％減が24年の目

標だったわけです。それを数字に並べられたん

でしょうけど、300人という数字がこうして文字

に出るとやっぱり気になるものですから、部

長、何人だったらいいんでしょうか。

○宮本福祉保健部長 理想はゼロ人であります

が、現実的な目標としては、300人以下にすると

いうことも非常にハードルの高い目標であると

思っております。髙橋委員が言われるように、

自殺といいますのに数値目標を掲げるというの

は、非常に微妙な感じがしますので、おっしゃ

ることも確かにわかるんですが、具体的に数値

目標を出してということで300を掲げたところで

あります。理想といいますか、自殺者がいない

宮崎県というのが一番の理想ではあります。

○髙橋委員 私は本会議では遠慮して言わな

かったんですけれども、議会サイドも、数値目

標を示せというのが最近はやっていますから、

しかし、この分については無理して数値目標を

具体的にする必要はなかったと思うんです。冒

頭部長がおっしゃったですね、一人でも減ら

す、限りなくゼロを目指すと、そういった素直

な気持ちで書いてくださると一番よかったん

じゃないかと思うんですが、あえて数値目標を

示せということであれば、パーセント程度でと

どめていただくといいのかなと思いますので、

今後参考にしていただければいいかなと思いま

す。

次に行きたいと思います。介護予防の関係

で、いい資料をつくっていただいていると思う

んです。先ほど課長のほうからも説明がありま

した。お金をかけてつくるわけですから、県民

の方に、マニュアルといいますか、介護予防の

パンフレットを活用していただかないといけな

いわけですが、市町村は健康カレンダーとかよ

くつくりますね。部屋に飾っているというか、

掲げるところはまだいいほうなんです。カレン

ダーはいっぱいもらいますから、各家庭に３つ

も４つも要らんですね。そういう意味で眠って

いるところもあって、ほかの市町村はわかりま

せんが、日南市は健康カレンダーというのをた

しか全戸配布していました。すべての家で健康

カレンダーを見やすいところにつけているかと

いうと、そうなっていないのが現実なんです。

先ほど老人クラブ連合会を出されましたけど、

組織拡大の戦略を描きながら介護予防のパンフ

レットを活用していきたいということでしたけ

れども、とにかく、そういったあらゆる組織の

中に入り込んでいく仕掛けをする必要があると

思うんです。この介護予防がいかに広まるかに

よって介護の財政負担というのが減額されてい

けばいいわけで、その辺の老人クラブ連合会を

超えた戦略はあるんでしょうか。

○大重長寿介護課長 先ほど老人クラブという

ことで強調いたしましたが、あくまでも推進し

ていくのは市町村ということになろうかと思い

ます。地域包括支援センター、もろもろの関係

機関。私どもが考えておりますのは、市町村に

まず指導者を養成していこうということでござ

います。その場にも専門家を派遣していく。そ

の指導者たちが実際の指導をする場面でも、要

請があれば指導者を派遣していこうというので

この予算をお願いしておるところでございま

す。おっしゃったように、介護予防を進めてい
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かないことには、介護保険制度の根幹にかかわ

るような要介護認定者数の増数につながります

ので、この事業については力を入れて進めてい

きたいというふうに考えております。

○髙橋委員 老人クラブ連合会は加入率が減少

しているような話も聞きますし、ほかに組織が

いっぱいあります。例えば昔からある地域婦人

会とかもありますね。今あそこの団体は高齢者

になっています。そういう社会教育関係の団体

とかあるわけで、もちろん考えていらっしゃる

んでしょうけど、市町村がしっかりそういうと

ころと連携できるようにいろんな指導なりをお

願いしたいと思います。

続けていきますが、委員会資料で、高齢者保

健福祉計画の中身になりますね、先ほど介護療

養型医療施設とかるる説明があったわけですけ

ど、本県は総量を超えているということで説明

がありました。正直言って、本来必要であるか

ら、今、療養型の施設あるいは特養に入ってい

らっしゃるわけですね。そういう方々があふれ

出す、さっき介護難民とおっしゃいましたけ

ど、そういうところが出ないようにということ

でしたけれども、いま一度説明いただけません

か、そういう心配がないという。

○大重長寿介護課長 44ページの下のほうをご

らんいただきたいと思います。介護療養型医療

施設を先ほど御説明しましたが、平成20年度の

計画値2,357という数字がございます。その右側

に平成20年度1,711と。私どもはこの2,357とい

うのを母数に置いております。この差はどこに

行っているのかということなんですが、医療療

養病床あるいは一般病床のほうに、病床数は変

わりませんので、そういう形になっておりま

す。結果として、この600分については、どちら

かといえば介護を必要とする方々に準備されて

いた介護療養病床についても、特養あるいは老

健施設のほうでの整備を今からやっていきます

という計画になっておりますので、今、委員御

指摘のところの軽減に少しはなるのではないか

というふうに考えておるところです。

○髙橋委員 私ののみ込みが悪いのかもしれま

せんが、簡単に言うと入所者を半分にする計画

ですね。違いましたか。

○大重長寿介護課長 介護療養病床はなくして

いきます。医療療養病床は半分に減らしますと

いうのが国の姿勢でございます。

○髙橋委員 私が心配するのは、実際必要な方

々が、さっきから出る介護難民、いわゆる、在

宅というのがもちろんねらい目であるから、在

宅でお願いするんですよと簡単におっしゃって

も、現実はそれはできないんです。その辺の整

合していない部分が私はあるんですね。その辺

の心配は解消できるんでしょうか。

○大重長寿介護課長 この療養病床再編の計画

といいますのが、なくなる介護療養については

必ず受け皿を整備いたしますという内容でござ

います。現在、在宅で療養、介護を受けておら

れる方について、新たなベッドを用意するもの

ではございませんけれども、極力、今、介護療

養病床に入っておられる方については受け皿を

整備していきますという形の計画でございま

す。

○髙橋委員 ようやくわかりだしました。た

だ、今、在宅でいらっしゃる方は、新たな受け

皿はないというふうに理解せにゃいかんでしょ

う。そういう方々の介護が今のままでとまって

いるとは限らんと思うんです。そういう人たち

の受け皿が将来保証されていないと理解しなく

ちゃいけない。今、入っていらっしゃる方々が

もちろん亡くなりはするんでしょうけれども、
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そのスピードは私は遅いと思うんです。その辺

のギャップがどうしてもひもとけんものだか

ら、質問しています。

○大重長寿介護課長 先ほど少し申し上げまし

たけれども、44ページの委員意見等への対応の

２番目の右のほうに書いておりますけれども、

確かに、介護療養病床の受け皿整備だけでは地

域のケア体制は整備されていきませんので、今

回の療養病床の再編を機に、在宅での療養介護

を支援する体制を構築していこうと。そういう

取り組みをするモデル例を設定してそれを県下

に広げていこうというビジョンを持っておると

ころでございます。在宅への支援を強化してい

こうということは考えております。

○髙橋委員 おっしゃることはよくわかるんで

す。在宅への支援の強化、在宅サービスをもっ

とよくしたいと、当然そのことは目標としてい

いと思うんです。ただ、現実、介護を必要とす

る家族の方々は、将来家で見られなくなる、今

見ている方々もまだ元気だからいいんですね、

老老介護とよく言いますけれども、そういう不

安は結構あるはずです。これ以上言いません

が、県民もそうですけど、介護の仕事に携わっ

ている方も、将来どうなるかということの心配

がすごくあるものですから、非常に難しい課題

が結構あるから、なかなか一概に説得力のある

説明が、どういう表現ができるかわかりません

が、県民が本当に安心して介護を在宅ででき

る、そういうものが心配ないものを説明いただ

けるように今後努力していただきたいと思って

います。

○横田委員 30ページの発達障がい者就労支援

モデル事業についてお伺いします。発達障がい

については、就学時の問題がよく話題になるん

ですけど、卒業してから社会人になるときの悩

みというか、それも本当に大きなものを持って

おられると思います。そういった意味で、確か

にここに書いてありますように、就職のための

訓練について支援機関等ほとんどないというの

が現状だと思います。そういった意味で、今回

この支援モデル事業を立ち上げていただいたと

いうのは本当にありがたいことだと思います。

今現在、発達障がいによって就職ができなくて

悩んでおられる方の数はどれぐらいで見込んで

おられるんでしょうか。

○村岡障害福祉課長 実数はつかんでおりませ

ん。ただ、発達障がいについては、一般的に、

学齢児の場合に大体６％前後いるだろうと言わ

れていますので、宮崎の場合、１年で約１万人

生まれますから、その中で600人ぐらいはいろん

な問題を持っているだろうと。その中からこの

関係になってくるいろいろな問題を持つ方がや

はり出てくるだろうということで、よく先生た

ちから聞かれるのは、クラスに１人か２人はそ

ういう方がいらっしゃるということです。そう

いう方は、日ごろは普通ですけど、いろんなと

きの場面で問題行動とか違う行動をとりますの

で、そういった部分についてやはり小さいとき

から支援しないといけないということは言われ

ています。そのことによって集団生活とかコ

ミュニケーション能力がついてきますので、そ

この支援が非常に大事になってきます。それを

放置していますと、社会人になってからコミュ

ニケーションできないとか、ひきこもりにつな

がるとか、そういうふうになりますので、こう

いった事業を通じて、ライフステージに応じて

そういったところを支援していきたいと考えて

います。

○横田委員 この事業は、とりあえず１カ所を

選定してモデル事業とするということですが、
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モデル事業所で年間何人ぐらいが対象になるん

でしょうか。

○村岡障害福祉課長 知的障がいを伴わないア

スペルガーとか高機能の方ですので、年齢区分

等を考えて今のところ３名程度を考えていま

す。

○横田委員 かなりいい効果があらわれてくる

んじゃないかと思って楽しみにしているんです

けど、将来的にはそういう事業所をどんどんふ

やしていくという方向でよろしいんでしょう

か。

○村岡障害福祉課長 そのとおりであります。

ここでモデル的にやりまして、それを検証しな

がら広げていきたいと考えています。

○横田委員 教育委員会の中にも特別支援教育

室ができていますね。その部署でも一生懸命そ

の取り組みをしていただいておりますので、ひ

とつ連携をとりながら、発達障がい者のために

頑張っていただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。

○西村委員 先ほど髙橋委員からありました28

ページ、障害福祉課の精神科救急医療システム

整備事業なんですが、先ほど髙橋委員はアのほ

うを聞いたんですけど、私はイのほうで、情報

センターの整備というのは、いわゆる新設とい

うことですか。

○村岡障害福祉課長 そのとおりです。新設に

なります。

○西村委員 では、対応される受け手の電話を

とられる方は何人体制で、また、年間どのぐら

いの本数を考えていらっしゃるんですか。

○村岡障害福祉課長 この内容については今検

討中であります。基本的には、専門職員の方が

配置されて、電話と机がありまして、そこで対

応する形になりますが、内容については、どう

いう形でするかというのを今検討しているとこ

ろです。例えば、広くオープンした場合に、電

話が集中する形になった場合には、本当に必要

な緊急性の方の情報を得てそれを処理すること

ができなくなります。そういったところもあり

ますし、一方では、必要なサービスについてど

うやって提供するかということもありますの

で、そのあたりの仕組みを今検討しているとこ

ろです。

○西村委員 これは設置場所は。

○村岡障害福祉課長 これも検討中で、例えば

精神保健福祉センターとか精神科病院協会と

か、そういうところも候補に上がってくると思

います。

○西村委員 実は、会派で千葉県にあります精

神科医療センターに行ったところ、あそこも50

床ぐらいの、病院自体非常に小さいんですが、

約600万人と言われる千葉県民、人口は宮崎の５

倍もありますけれども、年間３万本電話がか

かってくるんです。ただ、年間３万本をうまく

処理したり、ほかの病院に回したり、救急度合

いを電話のオペレーターがすぐさまはかるとい

うか、電話の感じでさばいて、効率的に病院も

回しながら、患者も回しながらさばくというこ

とができたんですが、オペレーターというか、

その人たちはスキルは問題ないんでしょうか。

○村岡障害福祉課長 スキルの問題ですけれど

も、やはり訓練を受けたＰＳＷの方、精神保健

福祉士あたりが該当してくると思います。

○西村委員 過去のノウハウをよそで勉強して

きたりというのはあるんですか。

○村岡障害福祉課長 当然そういった面の訓

練、研修等をやってもらうということになると

思います。

○西村委員 大体わかりました。とりあえずこ
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れで。

○徳重委員 福祉保健課長にお尋ねします。111

ページですけど、社会福祉施設職員等の退職手

当共済事業の補助金ということで４億4,438

万4,000円、これは何人を対象にされているんで

すか。

○畝原部参事兼福祉保健課長 21年度は9,258人

を予定しております。

○徳重委員 その経営というか、運営が非常に

厳しいという話をずっと聞いてきたんですが、

支払いというんですか、金額が毎年下がってい

るというような話ですが、そういうことになっ

ているんですか。

○畝原部参事兼福祉保健課長 これは独立行政

法人の福祉医療機構が運営しているんですが、

御案内のように金利が今非常に低いということ

もあります。従前はその金利でうまく回ってい

たんですが、金利がきついということもありま

して、なかなか支払いが大変だというお話は聞

いております。ただ、今のところ、金額、それ

から支払いも、19年度を平均してみますと159万

ぐらい、20年度が120、若干減ってきておりま

す。運営は厳しいとは聞いておりますが、当面

はまだ国、県が補助しますので、大丈夫だとい

うふうに聞いております。

○徳重委員 それから、民生委員のことですけ

ど、現在、県内の民生委員の数は何人で、男女

の割合がどういう状況になっているか、わかれ

ば教えてください。

○畝原部参事兼福祉保健課長 まず、県内全体

の民生委員が※2,580人です。これは主任児童委

員も含みますが、2,580人います。男が52％、若

干男性が多い状態です。

○徳重委員 2,580というのは定数ですか、それ

とも不足しているんですか。

○畝原部参事兼福祉保健課長 どうしても転勤

されたり、いろいろな都合で、必ずしも充足は

しておりません。随時、市町村のほうから推薦

が上がってまいりますので、随時、大臣が委嘱

をするという形で補充をしていっております。

○徳重委員 定数はあるんですか。

○畝原部参事兼福祉保健課長 定数はございま

す。

○徳重委員 定数を教えてください。

○畝原部参事兼福祉保健課長 ちょっとお待ち

ください。ちょっと時間をいただけましょう

か。確認いたします。

○徳重委員 それから、長寿介護課にお尋ねし

ます。134ページですが、高齢者住宅改造助成事

業2,666万9,000円、これは前からある事業かと

思うんですが、例えば19年度は何戸数か。ま

ず、年齢制限は何歳からになっていますか。

○大重長寿介護課長 65歳以上ということで考

えておりますけれども……、失礼しました。所

得制限がございまして、生計中心者の所得税の

年額が14万円以下で、かつ65歳以上の要介護者

または要支援者のいる世帯というのが条件に

なっております。

○徳重委員 その補助率というんですか、助成

率というか、金額ですか、それとも事業費の何

％ということでしょうか。

○大重長寿介護課長 補助基準額は70万円でご

ざいます。70万円までの事業に対して補助をし

ます。生活保護、所得税非課税世帯が助成額

が63万円、自己負担が７万円、１割負担になり

ます。生活保護、所得税非課税世帯以外は、助

成額が42万円、自己負担額が28万円ということ

になります。例えば50万、40万の事業費であれ

ば、その割合で負担をしていただくことになっ

※57ページに訂正発言あり
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ております。

○徳重委員 この事業は毎年行われているんで

すか。

○大重長寿介護課長 毎年行っております。

○畝原部参事兼福祉保健課長 先ほどの民生委

員の数ですが、先ほど私が申し上げました2,580

人が定数で、実際今、委嘱されている方が2,535

人になっております。ですから、45名ほどが県

全体で欠員状態になっております。男女比は同

じように52％でございます。

○徳重委員 45名の不足しているところの補充

というんですか、これはだれが面倒を見ている

んですか。

○畝原部参事兼福祉保健課長 確認はしており

ませんが、恐らく近隣の民生委員さんか、ある

いは市町村の福祉所管課で対応していると思い

ます。先ほど申し上げましたように、突発的に

不在になったり、御病気で勤務ができないとい

う方がふえるものですから、そういう方々は、

市町村で推薦会というのを開きまして、推薦会

から上がってきた方が来るということで、どう

しても不在の状態が若干は出てまいります。

○徳重委員 それから、特養関係のことでお尋

ねしますが、現在、待機者というのが何人だっ

たですか。

○大重長寿介護課長 20年の３月の時点で3,276

名でございます。

○徳重委員 これは、恐らく重複申請とかいろ

いろあるからこんなに膨れているかなという感

じがするんですが、ことしの予算で５億3,916万

という補助額が決定しているんですかね、内定

しているような形ですが、これは何カ園の補助

になるんですか。

○大重長寿介護課長 積算といたしましては、

養護老人ホームの改築、120床分を予定しており

ます。

○徳重委員 それはどこですか。

○大重長寿介護課長 養護老人ホームにつきま

しては、市町村が設置主体でございますけれど

も、市町村も財政厳しい折、現在のところ、養

護老人ホームの設置主体、市町村としては手を

挙げているのを確認しておりません。

○徳重委員 その５億3,000万の予算は、まだ確

定もないのに予算が上げられるわけですか。

○大重長寿介護課長 この補助金につきまして

は、第一義的には養護老人ホーム、その該当が

なければ、特別養護老人ホームの改築・増築と

いったような形での補助金の構成をしておりま

すので、今申し上げましたのはあくまでも第一

義的な積算ということで申し上げたところでご

ざいます。

○徳重委員 ちょっと私も理解がしにくいんで

すけど、国の定額、県単ということ、これはど

ういう意味ですか。

○大重長寿介護課長 財源の裏づけという形で

国定額、県単というような言い方をしておりま

す。具体的に申し上げますと、経費の３分の２

を充当率100％の起債を国が認めてくれます。償

還は交付税で100％見てくれるということになり

ます。それから、３分の１につきましては、充

当率75％の起債を認めるということになりまし

て、起債だけからいいますと12分の11は起債が

可能ということで、逆に交付税で裏担保がある

ということになりますと、12分の８は交付税で

面倒見ますよという形になります。ですから、

起債ができない単費といいますのが12分の１と

いうことになろうかと思います。これは計算が

難しゅうございまして説明しづらいところもあ

るんですけれども、そういったところでござい

ます。
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○徳重委員 この予算を計上するということ

は、目的がないと予算を計上できないと私は理

解しているんですね。養護老人ホームであろう

と特老であろうと、申請がされているという前

提でないと予算は組めないんじゃないですか。

できるんですか。

○大重長寿介護課長 現在、特養、それから養

護老人ホームにつきまして調査をかけておると

ころでございます。１つには、新たな要素が出

てきておりまして、消防法の改正によりまし

て、スプリンクラーが平屋であっても義務設置

になったということになりました。私どもとい

たしましても、この補助金につきまして、現

在、先ほど申し上げましたように、養護老人ホ

ームを第一に考えておるんですけれども、そこ

の手が上がらない場合におきましては、特養の

改築、スプリンクラーの設置、特にスプリンク

ラーの設置につきましては、生命にかかわる問

題ということもございますので、そういった形

での予算計上をさせていただいておるところで

ございます。

○徳重委員 そのことについては最後にしたい

と思いますが、まだ決まってはいないけど、そ

ういう施設整備をちゃんとしていくんだという

ことで理解しておっていいですね。わかりまし

た。

それから、障がい者の住宅改造事業も2,102万

という数字が出ております。これもやはり所得

制限といったものがあるのか、あるいは障がい

者の方は皆さん受けられるのか、ちょっと教え

てください。

○村岡障害福祉課長 対象者は、所得税年間14

万以下で、県の実施要綱に定める障がい者がい

る世帯ということで、基本的には生活保護世帯

及び非課税世帯、さっき言いました所得税が14

万以下の世帯が対象になります。

○徳重委員 昨年とことしだけで、予定されて

いる改修というんですか、改造計画予定者は何

人ぐらいの予定なんですか。

○村岡障害福祉課長 19年が69、20年が89を予

定しています。

○緒嶋委員 社会福祉事業団の自立化事業、今

年で40億でしたか、終わるということですが、

実態として、事業団の経営状況というのは、健

全というか、自立できる方向に進んでいるわけ

ですか。

○畝原部参事兼福祉保健課長 収支計画を見ま

すと、22年度で単年度で黒字になるだろうとい

う今予定が出てきております。ただ、私ども

も、21年が最後ですので、今、書類等精査とい

いますか、一緒になって検討させていただいて

いるところですが、当初の計画どおりには進ん

できております。

○緒嶋委員 それであれば、今後においては、

まさかと言っちゃいかんのですけど、県のほう

に支援を要請するということはないということ

ですね。

○畝原部参事兼福祉保健課長 一民間法人にな

りますので、例えば施設整備等する場合は、ほ

かの法人と同じような形での横並びの検討はす

る必要があるかもしれませんが、当面のとこ

ろ、今のような特別な支援というのは必要ない

というふうに考えております。

○緒嶋委員 次に、災害救助法に伴う救助費、

このことをちょっと伺いますが、災害救助法が

適用されなければ支援物資が発送できないとい

うのが現実として17年にあったから、私も異議

を言ったんですけれども、災害救助法になると

時間がかかるわけです。現地は、実際、水が欲

しいとか、食料が欲しいとか、日之影の見立の
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場合あったんです。孤立して。ところが、救助

法が適用されていないから支援ができませんと

いうわけです。こういう場合は、首長さんから

要請があれば、今いろいろな防災協定とか何と

か出ておるので、救助法が発動されなければ支

援物資が送れませんというのは、行政的な建前

論であって、その前に心の通う支援というのは

当然私はやるべきだと思うんです。そういうこ

とで私は、西臼杵支庁の福祉のほうが、本課が

救助物資をやれんというからと言う。今はＡコ

ープでもどこでもあるから、水でも何でも送っ

て、負担はどこがするかは後から考えればいい

じゃないかと言って送ってもらったんです。

それで、県のほうできめ細かい配慮というの

は、基本は災害救助法が適用されなきゃ支援で

きんというのは建前論としてはわかるけど、そ

の前に配慮して、困った人は一人でも救助する

と、それが本旨だと思うんです。そういうあた

りの事務的なものを含めての体制というのは今

どうなっておるわけですか。

○畝原部参事兼福祉保健課長 今、委員がおっ

しゃるとおりで、原理原則からいいますと、災

害救助法を適用された場合に出る物資を備蓄し

ているということで、通常は市町村の備蓄な

り、あるいは個々人の方が自浄といいますか、

そういうことをしていただくということになろ

うかと思います。ただ、その災害にもよると思

うんですが、局地的に災害が起こっているとい

うような場合は、場合によっては、今、委員が

おっしゃるようなことも考える必要があるかも

しれませんが、例えば県内各地で起こっている

ときに、本来救助法で適用すべきところになく

なっていると、適用されないところに出てし

まっているというようなこともあるかもしれま

せんので、今、委員が心の通ったとおっしゃい

ましたけれども、個々のケースによって判断し

ていくことになろうかと思います。原則はやっ

ぱり救助法適用という前提があると思います。

○緒嶋委員 救助法が適用されるまでの手順を

教えてください。

○畝原部参事兼福祉保健課長 被災世帯がどれ

ぐらいあるとかとか、刻々私どもも危機管理局

と連携しながら情報を取ります。恐らくもっと

被害が出るだろうなというときには、国のほう

と随時協議をしながら、最終的には国のゴーサ

インが出るまで待たざるを得ませんので、被害

状況をできるだけ速やかに把握すると。被害状

況がわかったら、それをできるだけ早く国と協

議をして、規模によりますけれども、例えば市

町村で何戸以上浸水した場合は適用するとか、

そういう細かな基準がございますが、その基準

に照らして、恐らくこれは基準に達するだろう

と思われるときは、早々と市町村と連携をとり

ながら対応していくということになろうと思い

ます。

○緒嶋委員 地方分権の時代に、国と相談する

んじゃなくて、知事職権で適用するかせんか決

めるぐらいないと、国まで相談せにゃいかんと

いうのは、地方分権の本旨から言っても、まだ

そういうことを国は要望しているわけですか。

○畝原部参事兼福祉保健課長 災害救助法で費

用を出した場合には、国のほうからまた出てく

るものですから、最終的に費用が返ってくると

いいますか、規模に応じて。ですから、国との

協議というのは必要になりますが、ただ、おっ

しゃいますように、地元が一番状況をわかって

いるわけですから、市町村とその辺が傾向がつ

けば、これは適用は大丈夫と思いますというこ

とで協議していくことになると思います。

○緒嶋委員 国がそういうことを言うのはどう



- 60 -

か釈然としないところがあるので、厚労大臣の

認可が要るということですか。

○畝原部参事兼福祉保健課長 失礼しました。

私の言い方がちょっと。事前に調整して、適用

させますということで調整した上で基準法を適

用していくということになります。

○緒嶋委員 どういう意味ですか。

○畝原部参事兼福祉保健課長 失礼しました。

国と協議をしながら知事が決定をしていくとい

うことです。

○緒嶋委員 あくまでも知事だと思うんです。

その辺はもうちょっと簡便にというか、そうい

う方向は当然考えなきゃおかしいんじゃないか

というふうに思います。

それから、災害時安心基金の設置事業、これ

はことしで積み立てが終わるということです

が、基金は今どれだけ残っているんですか。

○畝原部参事兼福祉保健課長 ４億円積み立て

まして、支払いが2,200万ほどですので、３

億7,700万ほど残っております。

○緒嶋委員 ことし１億またそれに積み足すと

いうことになるわけですか。

○畝原部参事兼福祉保健課長 県の分が１億と

市町村が１億で２億積み立てをしますので、最

終的には今年度中に５億8,000万程度になりま

す。

○権藤委員長 委員の皆さんにお諮りをしたい

と思いますが、本日の朝確認の日程では４時ま

でということでございましたが、これは私のほ

うの考えですが、いかがしましょうか。４時ま

でという考えと４時を……。この説明について

は４時を若干過ぎても終わらせるということで

いいですか。

それでは、委員の皆さんもお急ぎの向きはわ

かりますが、引き続き審議を継続したいと思い

ます。

○緒嶋委員 130ページ、生活保護ですけれど

も、扶助費なんかかなりな金額になって、今、

景気が悪くて失業者がふえておることが現実の

問題でありますが、これはそういうことも見込

んだ予算なのかどうか、そのあたりはどういう

ふうに。

○江口国保・援護課長 扶助費の予算額につい

てでございます。これにつきましては、８種類

の扶助があるわけでございますが、３月の末に

南那珂の北郷町と南郷町が日南市のほうに合併

されます。合併された結果、日南市のほうで措

置をいただくということになってまいりますの

で、そのあたりを見込みつつ、他法令の活用等

も若干動きがあるかなというふうなこともやっ

た結果、前年度と一応同じ額で、ただ、私ども

心配していますのは、昨年末からのいろんな動

きを考えますと、そんなに減額するというわけ

にはいかない。やはりちゃんと措置ができるよ

うな扶助費は必要でございますので、そういう

措置を前年度と同じということでお願いしたと

いうことがございます。

○緒嶋委員 それと、129ページ、国民健康保険

の助成費、市町村の国民健康保険事業は、こと

しは伸びというのはどのように市町村は県のほ

うに知らせてきておるわけですか。全体的に。

○江口国保・援護課長 国保の負担金の額に

なってこようと思いますが、医療費自体が非常

に伸びておりますので、例えば、軽減費につき

ましても0.7％あたりの伸びとか、支援分、いわ

ゆる低所得者等ふえますので、そのあたりにお

いても2.7％の伸びとか、そういうふうなものを

見込んで今回の予算措置をさせていただいたと

いうことでございます。

○緒嶋委員 全体的に各市町村の国保状況とい
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うか、予算状況がわかれば、お知らせ願うとい

いんじゃないかと思いますので、そのほうをお

願いしておきたいと思います。

○江口国保・援護課長 また確認をして。

○前屋敷委員 127ページ、国保・援護課でお願

いします。生活福祉資金貸付事業です。これは

ほぼ昨年と同額の予算が組まれて、若干少なく

なっているんですが、20年度の実績を教えてく

ださい。

○江口国保・援護課長 20年度の１月末現在の

実績でございます。45件の3,091万5,000円とい

う額でございます。

○前屋敷委員 45件で3,091万5,000円です

ね。19年度と比較してもかなり件数が少なく

なっているんです。条件とかは従来と変わらな

いわけですね。

○江口国保・援護課長 条件等は変わっており

ません。ちょっとお待ちいただけますか。

いわゆる修学資金関係が今から上がってきま

すので、昨年度も委員会のほうで御報告した数

字よりは最終的には伸びております。そういう

意味では、今から額的にはふえてくるという状

況にございます。

○前屋敷委員 今こういう時期なので、もっと

スムーズに借りられるようなといいますか、

ちょっと時間が長くいったり、査定に時間か

かったり、すぐ使えるという状況がなくて、そ

ういう状況ですから、この辺の改善ができる部

分は大いに使いやすい方向に持っていってほし

いなと思うんです。

○江口国保・援護課長 速やかに私どもも手続

はしたいと思うわけですが、御存じのとおり、

一つは民生委員さんの意見書、それから保証人

等が必要になってまいります。そのあたりの準

備とか若干時間かかるところもございまして、

上がってくれば速やかに審査をして、必要なも

のはできるだけ早く出すというふうに市町村の

社協のほうを指導していきたいと考えておりま

す。

○前屋敷委員 先ほど出ました生活保護の実態

を、20年度で、一番直近で数がわかればお願い

します。

○江口国保・援護課長 本県の生活保護の状況

でございます。一番直近といいますか、私ども

のほうが今持っておりますのが、20年の11月現

在の数字でございまして、保護世帯数が１万105

世帯、被保護者数が１万3,3 5 2人。保護率

は、1,000人に何人という率でパーミルといいま

すが、11.79パーミルでございます。参考のため

に申し上げますと、ことしの夏、７月ぐらいか

ら結構ふえております。0.24パーミルほど上

がってきております。

○前屋敷委員 長寿介護課でお願いしたいんで

すが、超高齢社会対策費というので、補正のと

きも出てきたんですが、この事業費が減額され

ているんですが、特に、百歳以上長寿者訪問事

業というのは終息する方向なんでしょうか。

○大重長寿介護課長 百歳以上長寿者訪問事業

につきましては、国のほうも、100歳到達者につ

いては、内閣総理大臣の祝い状と銀杯を支給し

ております。市町村におきましても、祝い状と

記念品あるいは祝い金と。今回、私どものほう

としましては、祝い状だけに整理をさせていた

だいたというところでございます。

○前屋敷委員 補正との関連でかなりまた減額

になっていたものですから、事業そのものが終

息する方向なのか。やはり長寿を敬うというこ

とを何らかの形で、そういう方々に合った喜ば

れるものを何か考えるべきかなというふうに

思っているところです。
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障害福祉課でお願いしたいんですけど、先ほ

ど私が聞き漏らしたかもしれないんですが、139

ページの福祉のまちづくり推進費で、３番の住

宅改造の事業費が、昨年とすると700万ほど減額

になっているんですが、所得制限があるという

ものですか。もう一度御説明ください。

○村岡障害福祉課長 所得制限がありまして、

一般世帯の場合は、所得税が年額14万以下の世

帯ということであります。それと、対象になる

のは生活保護世帯及び非課税世帯になります。

減った理由は、もともと住んでいる家を改造す

るということになりますので、需要が少し減っ

てきています。一番直近では15年が188件ありま

したので、その当時からすると減ってきていま

すけど、障がい者を家の中で介護したいとか見

守りたい場合には必要だということで、必要最

小限度、市町村のヒアリングを受けてやってお

ります。

○前屋敷委員 これは一改造当たり上限がある

わけですか。

○村岡障害福祉課長 はい、あります。

○前屋敷委員 単純に件数だけで見ることはで

きないわけですね。

○村岡障害福祉課長 そのとおりです。

○前屋敷委員 同じく障害福祉課でお願いした

いんですが、141ページです。精神保健費で措置

入院の公費負担事業、これも減額になっている

んですが、この理由を。

○村岡障害福祉課長 これは措置人員が今減っ

てきているという状態です。前は10名とか20名

というときもあったんですけど、現在は大体５

名前後で推移していますので、その分が減って

きたということを考えています。

○前屋敷委員 続いて、その下ですが、精神障

がい者社会復帰促進事業で、昨年は社会適応訓

練事業というのがあったんですが、これは単年

度の事業だったんですか。社会適応訓練事業

で1,400万、単年度の事業だったのかなと思った

んです。

○村岡障害福祉課長 これは143ページの13に移

行しています。

○丸山委員 116ページの調整事務費100万円と

あるんですけど、平成20年度にはどれだけの調

整事務費を使われて、ことしも100万円というふ

うにしたのかというのを教えていただきたい。

特にこれは不適正な事務処理の関係ででき上

がったと思っているんですが、実際どれぐら

い20年度やられて、21年度は100万でいいという

ふうにしたのかをお伺いしたいんです。

○畝原部参事兼福祉保健課長 これは緊急に備

品とか消耗品が必要になったときに、連絡調整

課に配置されているものでして、具体的にどれ

に幾らというのは今手元に持っておりません。

○丸山委員 この調整事務費というのは、不適

正な事務処理にかかわってできた案件だと思っ

ていますので、まず、20年度がどれだけ使われ

て、100万で足りるのかどうか。

○畝原部参事兼福祉保健課長 失礼しまし

た。20年度は使用しておりません。緊急用に予

算化はしておりますが、執行残で残っておりま

す。

○丸山委員 そうなってくると、基本的に必要

なものは各部署がちゃんと予算要求を上げてき

ているということでいいでしょうか。

○畝原部参事兼福祉保健課長 そのとおりでご

ざいます。

○丸山委員 次に、病院費なんですけど、県立

病院の負担金並びに補助金です。福祉保健部が

持っているんですけれども、ここは病院局が要

求するだけであって素通りじゃないかと思って
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いるんです。予算要求はこういう形でしかでき

ないのか。実際はやりとりをやっているはずな

んですが、３年間固定の金額だと思っているん

ですけれども、今後変わってきたときに福祉保

健部が予算要求していかれるのか、その辺の説

明をお伺いしたいと思うんです。

○畝原部参事兼福祉保健課長 これは病院局の

ほうが診療報酬で支払うべきが相当でないも

の、例えば政策費的なものとか人材育成とか、

そういうふうなものは一般会計で負担をすると

いうことになっておりまして、結局どこかの部

署で予算化せざるを得ないということでござい

ます。そうなってくると、福祉保健部が一番医

療には関係ございますので、福祉保健課以外に

も医療薬務とか健康増進課、それぞれ分担して

負担はしております。

○丸山委員 そうなってくると責任のほうがあ

いまいになってくるから、病院局直接が予算で

出すという手法はできないんでしょうか。

○畝原部参事兼福祉保健課長 これは一般会計

の負担分を出しているということですので、特

別会計じゃなくて一般会計はどこかで歳出予算

を組まざるを得ないということです。

○丸山委員 わかりました。この辺があいまい

になりそうな気がしたものですから、お伺いし

ました。

もう一つ、毎年言っているんですが、看護大

のお金ですね、21年度に向けては新たな改善を

やられたのかどうか。改善した点があればお伺

いしたいと思います。

○畝原部参事兼福祉保健課長 大きいのでは、

施設が老朽化しているということもございまし

て、中央監視システムの改修として4,600万を計

上させていただいております。

○丸山委員 何のシステムですか。

○畝原部参事兼福祉保健課長 空調とか電気関

係を中央監視システムで制御しているんです

が、それが老朽化してきたということで全面的

にやりかえる必要がある。その経費を4,600万と

して計上しております。

○丸山委員 県内の学生を多くするための措置

というのは、引き続き努力していただいている

と思っているんですが、ことし改善したいとい

うことがあればお伺いしたいと思っているんで

す。

○畝原部参事兼福祉保健課長 今回の入試から

宮崎県枠を25名までふやしたんですが、さらに

今、看護大と話をしていますのは、県内の民間

の医療機関の方々にもぜひ採用していただきた

いということで、就職ガイダンス、今もやって

いるんですが、もう少し活発にやっていきたい

というふうなことで考えております。

○丸山委員 ぜひ看護大に関してはしっかりと

した取り組みを。最初の目的は県内の看護師の

スキルアップにあったのに、ちょっと違う方向

に入っていたんですが、就職のほうも県内就職

がふえてきたということがわかっているんです

けど、さらに、何のためにつくったのかという

のを理解しながら進めていただきたいというふ

うに思います。

国保・援護課にお伺いしたいんですが、この

前の補正でも聞いたんですが、129ページの特定

健診・保健指導負担金についてですが、21年度

の受診率の目標はどれぐらいだというふうに

思ってよいでしょうか。21年度は45％だったと

思うんですが、どうでしょうか。

○江口国保・援護課長 特定健診・保健指導の

負担金でございますが、予算をごらんいただき

ましておわかりになりますように、前年比7.1％

の増ということで、これは直接には補助金の単
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価アップなんですが、私ども、ことしの状況、

この前、補正のときにも、なかなか伸びないと

いうことでいろいろ御意見をいただいているわ

けですが、この前のときにも申し上げましたけ

れども、11月の段階で、目標でございました45

％を超えている市町村は５町村でございます。

あとのところはまだそこまでいっていないと。

確かに健診が進んでいない。まだ後までやって

いるところもございますので、確かにそうなん

ですが、３月を含めましてこの４カ月で45％と

いうのはやはり困難かなと考えております。

そういう状況の中で、私どもといたしまして

は、ことしの目標も、再度、45％というものを

特定健診の受診率は見込んで予算措置をさせて

いただいております。啓発等を進めていきまし

て、市町村保険者の御努力を、いろんな問題も

ありますので、ぜひ喚起しまして、より45％と

いう目標に向かって動いていきたいと。最終的

には24年度までに65％でございますので、努力

していきたいというふうに考えております。

○丸山委員 ぜひ市町村と連携しながら、受診

率が上がって、最終的には医療費等の伸びの抑

制にもつながらないと、財政が逼迫していて、

国保関係、老人医療費関係、介護を足すと357億

なんですね。めちゃくちゃ伸びているものです

から、さらに伸びていくと大変なことになって

いくんじゃないか。１％下がれば５億とか簡単

に出るので、それを本当のものに使えるように

なるのは、この特定健診をうまく生かすかどう

かだろうというふうに思っていますので、ぜひ

頑張っていただきたいと思います。

続けて、資料の27ページのいきいきはつらつ

介護予防、これも伸びの抑制に同じような意味

合いがあるんじゃないかと思っているんです

が、直接チームを各市町村とつくるということ

ですが、つくっても絵にかいたもちにならなけ

ればいいと思っているんです。具体的には、長

野県で保健指導員制度という形でつくっている

と聞いたものですから、このようなパンフレッ

トとか根づかせるためには、もう少しマンパワ

ーをしっかりつくっていかないと難しいんじゃ

ないかというふうに私は思っているんです。そ

の中に、できるかどうかまだわかりませんが、

前回の補正の中にふるさと再生雇用基金という

のができたと思っているんですが、あれをうま

く使って、新規事業をＮＰＯさんとかに立ち上

げていただければ、８割程度人件費を見てもい

いですよという事業にたしかなっていたと思い

ますので、各市町村にそういったＮＰＯ法人を

立ち上げて、マンパワーを立ち上げて、介護予

防なり、先ほど言った特定健診に行きましょう

よというような、市町村ごとにそういった立ち

上げをしないと、絵にかいたもちになるんじゃ

ないかと思っているんですが、具体的には、こ

れを広めようというのは、ただ会議をやって何

人か集めるんじゃなくて、マンパワーをつくる

ための対策は何か考えていらっしゃるんでしょ

うか。

○大重長寿介護課長 今おっしゃったようなこ

とも参考にさせていただきながら、先ほど申し

上げましたように、これは本当に介護予防が決

め手というふうに考えておりますので、いろん

な団体、いろんな手法を使って広めていきたい

というふうに考えております。早速検討を始め

たいと思います。

○丸山委員 前回の委員会でも言いましたけれ

ども、あれは国から100％来て使い切り予算です

から、２年間か３年間で使い切りですので、こ

れをうまく使って足がかりをつくって、その後

の継続をどうやるのか、それぞれ市町村の中で
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独自にしていけばでき上がっていくんじゃない

かと。長野県が保健指導員制度とかつくってい

ますので、そういうのを見習いながら、どう

いった形で根づかせるのか、特定健診とあわせ

ながらやっていただければありがたいと思って

おります。

あと、もう一つですが、高齢者保健福祉計画

というのが、イメージが違ったんですが、今後

高齢化に従ってサービスのものは必要ですねと

いうことを言っていながら、施設なり在宅のほ

うに移行する。本当にできるのかと。地域ケア

も、本当にこれで介護難民が出ないのかという

のが理解しがたいんです。これは県の施策とし

て３年間動いていくというふうに思っているん

ですが、その辺をもう少し説明していただけれ

ばありがたいんですが。

○大重長寿介護課長 この計画は、高齢者保健

福祉計画と介護保険事業支援計画を合体したも

のという最初のお断りがございます。基本的に

は、高齢者保健福祉に関するまさにその分野と

介護保険の分野、この中の多くの事例は、介護

保険の見込みを立てて、しかもこれは措置の時

代と違いまして、サービス提供者は事業者でご

ざいます。県がそちらのほうに誘導するといっ

たようなものではございません。多分このくら

いの需要が起こるであろうという各市町村の見

込みをとりまして、県で積み上げた上でこの計

画をつくっておるところでございます。ですか

ら、必要かつ適切なサービスの提供に努めます

というような言葉でまとめているところが、委

員御指摘のところじゃないかなと思いますけれ

ども、ここはこういう言い方しかできないとい

いますのは、今申し上げたように、事業主が整

備していくところで、県がやっていきますよ、

市町村がやりますよというところでないところ

がこういう言い回しになっておるところでござ

います。市町村ともヒアリングを通してこの計

画をつくったわけでございますので、いわゆる

介護難民等が発生しないような形での取り組み

につきましては、市町村ともその都度話し合い

をしながら進めていきたいというふうに考えて

おります。

○丸山委員 パブリックコメントが１件も上

がってこなかったのは、３年間の計画のはずな

のに、県がどうしたいという将来的なものが見

えづらいというのがあるんじゃないかというよ

うな気がしたものですから。一番気になってい

るのは、地域ケアの中で本当に介護難民が出な

いんだろうかというのが、想定で書いてあるぐ

らいであって、本当に大丈夫なのかというのが

裏づけられて、これは大丈夫ですよ、100％大丈

夫ですよというのが何か心配というか、あるも

のですから、とにかく介護難民が出ないという

ことをしっかり頑張っていただければありがた

いと思っています。

○権藤委員長 ほか、よろしいですか。

それでは、そのほか何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○権藤委員長 それでは、以上をもちまして、

福祉保健課、国保・援護課、長寿介護課、障害

福祉課の審査を終了いたします。

きょうは散会します。

午後４時17分散会
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平成21年３月11日（水曜日）

午前９時59分再開

出席委員（９人）

委 員 長 権 藤 梅 義

副 委 員 長 山 下 博 三

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 横 田 照 夫

委 員 髙 橋 透

委 員 西 村 賢

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 宮 本 尊

福 祉 保 健 部 次 長 野 田 俊 雄（ 福 祉 担 当 ）

福 祉 保 健 部 次 長 宮 脇 和 寛（保健・医療担当）

こ ど も 政 策 局 長 山 田 敏 代

部参事兼福祉保健課長 畝 原 光 男

医 療 薬 務 課 長 高 屋 道 博

薬 務 対 策 監 串 間 奉 文

国 保 ・ 援 護 課 長 江 口 勝一郎

長 寿 介 護 課 長 大 重 裕 美

障 害 福 祉 課 長 村 岡 精 二

障害福祉課部副参事 杉 本 隆 史

健 康 増 進 課 長 相 馬 宏 敏

こ ど も 政 策 課 長 佐 藤 健 司

こ ど も 家 庭 課 長 舟 田 美揮子

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 壱 岐 哲 也

総 務 課 主 任 主 事 児 玉 直 樹

○権藤委員長 おはようございます。委員会を

再開いたします。

本日は、医療薬務課、衛生管理課、健康増進

課の審査を行います。

なお、お手元に資料が配付されておると思い

ますが、これは執行部のほうから、その他のと

ころで説明をしますので、そのように御理解く

ださい。

それでは、順次説明をお願いいたします。

○高屋医療薬務課長 それでは、医療薬務課分

を御説明いたします。

医療薬務課の関係分は、議案第１号「平成21

年度宮崎県一般会計予算」の１件でございま

す。

お手元の冊子、平成21年度歳出予算説明資料

の青いインデックスで医療薬務課のところ、ペ

ージでいいますと119ページをお開きください。

医療薬務課の平成21年度予算は、一般会計の

左から２つ目の欄ですが、総額で12億7,223

万4,000円をお願いしておりまして、右端の平

成20年度の当初予算額と比べ、額にして1,516

万4,000円の減、率にして約1.2％の減となって

おります。

それでは、以下、新規・重点事業などの主な

ものについて御説明いたします。

121ページをお開きください。

まず、一番下の（事項）看護師等確保対策費

２億4,667万2,000円であります。これは看護職

員等の確保と資質の向上に要する経費でありま

す。

次の122ページをお開きください。主な事業と
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しては、２の看護師等確保対策事業の（１）看

護師等養成所運営費補助金１億9,441万1,000円

でありますが、これは看護教育の充実を図るた

め、看護師等養成所に対し、運営費を補助する

ものであります。

次に、同じページの一番下の（事項）へき地

医療対策費１億8,259万1,000円であります。こ

れは僻地医療従事者の確保及び無医地区巡回診

療、僻地出張診療の実施など、僻地医療の確保

に要する経費であります。主な事業としては、

１の自治医科大学運営費負担金等１億3,037

万8,000円でありますが、これは全国の都道府県

が共同で設立している自治医科大学に対する運

営費の負担金でありまして、将来、僻地医療を

担う医師の養成に要する経費などであります。

なお、平成21年度の自治医科大学への本県出身

入学者は３名となりましたことを御報告いたし

ます。

次に、123ページをごらんください。一番上の

（事項）救急医療対策費５億4,023万7,000円で

あります。これは救急医療体制の整備・充実等

に要する経費であります。

このうち、１の第２次救急医療体制整備１

億5,667万1,000円でありますが、これは休日ま

たは夜間における入院治療を必要とする重症救

急患者の医療を確保するため、当該施設に対

し、運営費や設備整備費を補助するものであり

ます。

次に、新規事業７の救急医療利用適正化推進

事業1,836万円につきましては、後ほど別冊の厚

生常任委員会資料（当初）で御説明いたしま

す。

中ほどの（事項）地域医療推進費7,3 5 9

万1,000円であります。これは地域医療の推進に

要する経費であります。

このうち、３の医師修学資金貸与事業3,505

万6,000円でありますが、医師不足に対するた

め、県内への定着が期待できる医学生に対し、

修学資金を貸与し、その貸与した期間、県の指

定する公立病院等で勤務していただくものであ

ります。

次に、新規事業６の女性医師等の離職防止・

復職支援事業の2,832万6,000円でありますが、

これにつきましては、後ほど別冊の厚生常任委

員会資料（当初）で御説明いたします。

124ページをお開きください。一番上の（事

項）薬事費914万円であります。これは医薬品等

の製造から流通段階における監視指導及び医薬

分業の推進に要する経費であります。

次の（事項）血液対策費379万8,000円であり

ます。これは組織献血の推進を通じた血液の安

定確保に要する経費であります。

このうち、４の「がんばる献血応援団」172

万5,000円でありますが、これは少子高齢化の一

層の進行に伴いまして、献血を支える献血人口

が減少していくことが予想されることから、が

んばる献血応援団として、複数回献血クラブ登

録者や献血サポーター事業所を育成し、献血協

力者の確保を図るための経費であります。

最後の（事項）毒劇物及び麻薬等指導取締

費701万9,000円であります。これは毒劇物、麻

薬等の監視指導及び覚せい剤等の薬物乱用防止

に要する経費であります。

このうち、２の薬物乱用防止推進事業342

万9,000円でありますが、これは県民に対しまし

て薬物乱用防止の啓発を図るため、「ダメ。

ゼッタイ。」普及運動の街頭キャンペーン等を

行うための経費であります。

平成21年度歳出予算説明資料の説明につきま

しては、以上でございます。



- 68 -

続きまして、先ほどの新規事業について御説

明いたします。

別冊の厚生常任委員会資料（当初）の25ペー

ジをお開きください。

新規事業の救急医療利用適正化推進事業であ

ります。

まず、１の事業目的でありますが、医師不足

が深刻化する中、いわゆるコンビニ受診と言わ

れる安易な時間外受診により、医師の負担が増

加し、これが医師が医療現場を去る大きな要因

の一つとされております。このような不要不急

の受診の増加が医療現場に与える影響は極めて

大きいことから、救急医療体制を守るため、Ｐ

Ｒ強化を初め、各種事業を行うことにより、不

要不急の受診等の抑制を図るものであります。

２の事業概要でありますが、まず、情報発信

力強化対策であります。これは知事出演のテレ

ビＣＭを制作・放映し、県民に直接働きかける

ことにより、安易な時間外受診者数の減少等に

つなげたり、②にありますように、医師や看護

師等が幼稚園等に出向き、保護者に対し、医療

の基礎知識、受診のあり方等について講習する

訪問救急教室を実施することとしております。

次に、（２）のオピニオンリーダー育成・強

化対策であります。これからは地域医療の問題

をみずからの問題として自覚し、行動する姿勢

を持った住民の育成が不可欠であり、そのため

には、ＮＰＯなどの地域住民団体等を育成・強

化することが必要であります。このため、市町

村やＮＰＯ団体等が行います、医療機関を受診

したほうがよいか判別するための受診判別チャ

ート等の作成配布や、勉強会等の開催等につい

て補助することによりまして、住民による自発

的・主体的行動を促すきっかけづくりを行いた

いと考えております。

次に、事業の３つ目、小児救急医療電話相談

事業であります。これは平成17年から実施して

おりますが、相談件数が年々増加しており、ま

た、利用者のほとんどが納得したという結果が

得られていることから、引き続き継続して事業

を行い、相談者の不安軽減と小児科救急医の負

担軽減を図ってまいりたいと考えております。

事業費は1,836万円をお願いしております。

次のページをお開きください。

新規事業の女性医師等の離職防止・復職支援

事業であります。

１の事業目的でありますが、この事業は、増

加傾向にある女性医師や看護師等の離職を防止

し、女性医療従事者が出産・育児と勤務との両

立を安心して行える環境の整備を図ることを目

的としております。

２の事業内容でありますが、まず、短時間正

規雇用支援モデル事業であります。この事業

は、女性医師の短時間正規雇用を行っている病

院に対して、代替医師の雇い上げに必要な経費

の補助を行うものであります。

育児中の女性医師が短時間勤務する場合、身

分の不安定な非常勤職員として雇用される場合

が多いわけでありますが、これを安定した正規

職員として雇用できるようモデル的に事業を行

うものであります。

また、２つ目の対策としまして、育児に対す

る支援として、まず、保育等支援事業でありま

す。この事業は、女性医師が勤務を継続する上

で生じるさまざまな問題について相談に応じる

ための相談窓口を設置するものであります。そ

れから、院内保育所の整備充実でありますが、

これは、これまで行ってきた病院内保育所に対

する運営費補助に加え、新たに保育所を設置す

るものに対する施設整備費の補助を行うことと
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しております。

また、３つ目の対策としまして、女性医師支

援検討事業を上げております。女性医師対策は

緒についたばかりであることから、この事業を

通し、今後の女性医師に対する各種支援策を検

討することとしております。

事業費は2,832万6,000円をお願いしておりま

す。

医療薬務課分については以上でございます。

○宮脇福祉保健部次長 衛生管理課分を説明い

たします。

衛生管理課は、議案第１号「平成21年度宮崎

県一般会計予算」と議案第22号「使用料及び手

数料徴収条例の一部を改正する条例」の２件で

あります。

まず、お手元の平成21年度歳出予算説明資料

の青いインデックスで衛生管理課のところ、145

ページをお開きください。

衛生管理課の平成21年度当初予算は、一般会

計の左から２つ目の欄ですが、総額で14億3,619

万6,000円をお願いいたしております。平成20年

度当初予算額との比較では、額にして3,727

万4,000円の減、率にして約2.5％の減となって

おります。

それでは、新規・重点事業等の主なものにつ

きまして説明いたします。

147ページをお開きください。まず最初の（事

項）動物管理費１億7,380万3,000円でございま

す。これは狂犬病予防並びに野犬などによる危

害発生防止と動物愛護に要する経費でありま

す。

説明欄２の犬の捕獲抑留及び処分業務委託費

１億2,890万4,000円でありますが、これは財団

法人宮崎県公衆衛生センターへの委託料であり

ます。

４の「命の架け橋」犬ねこの譲渡推進サポー

ト事業829万円でありますが、これは保健所等で

引き取り・捕獲した犬・猫のうち、譲渡可能な

ものを専用施設で一定期間飼養、飼い養うこと

でありますが、飼養するとともに、動物愛護活

動を行うＮＰＯ団体に施設の管理運営及び譲渡

業務を委託することにより、譲渡の推進と適正

飼養の普及を図るものであります。

次に、５の新規事業、いのちの絆動物愛護推

進事業291万1,000円でありますが、この事業に

つきましては、後ほど厚生常任委員会資料で説

明させていただきます。

148ページをお開きください。（事項）食肉衛

生検査所費３億2,251万9,000円でございます。

これは食肉の安全確保を図るための食肉衛生検

査事業に要する経費であります。

説明欄１のと畜検査業務運営費１億85 9

万8,000円でありますが、これは食肉衛生検査所

に勤務する嘱託屠畜検査員等の人件費及び検査

に要する活動費、医薬材料費等であります。

次に、７のＢＳＥ検査業務運営費１億6,263

万7,000円でありますが、これは食肉衛生検査所

において実施するＢＳＥ検査に必要な検査キッ

トや検査消耗品などの購入経費等であります。

次に、その下の（事項）食品衛生監視費6,805

万7,000円でございます。これは食品に起因する

衛生上の危害発生の未然防止に要する経費であ

ります。

説明欄２の食品衛生推進事業委託費4,104

万8,000円でありますが、これは食品の細菌及び

理化学検査や食品衛生行政の補助業務等の委託

経費であります。

次に、その下の（事項）食鳥検査費9,036

万9,000円でございます。これは安全で衛生的な

食鳥肉を確保するために実施する食鳥検査に要



- 70 -

する経費であります。

説明欄２の食鳥検査業務運営費8,556万5,000

円でありますが、これは食肉衛生検査所に勤務

する嘱託食鳥検査員の人件費及び活動費並びに

検査備品の更新等に要する経費であります。

149ページをお願いいたします。１番目の（事

項）生活衛生指導助成費4,477万4,000円でござ

います。これは生活衛生関係営業の健全な経営

の育成指導に要する経費であります。

説明欄１の生活衛生営業指導センター運営補

助等4,334万4,000円でありますが、これは理容

・美容・クリーニングなど13業種の生活衛生関

係営業施設の指導のために設置されております

財団法人宮崎県生活衛生営業指導センターに対

する運営補助等であります。

次の（事項）生活環境対策費1,207万円でござ

います。これは水道施設の普及促進、水質検査

体制の整備並びに建築物等の衛生対策の推進に

要する経費であります。

説明欄１の水道維持管理指導費512万1,000円

でありますが、これは上水道や簡易水道施設の

維持管理指導に要する経費及び飲用井戸等の水

質検査に要する医薬材料費等であります。

次の（事項）生活衛生監視試験費527万8,000

円でございます。これは生活衛生関係営業の監

視指導及び衛生水準の向上並びにクリーニング

師試験に要する経費であります。

説明欄４のレジオネラ症発生防止対策強化事

業270万1,000円でありますが、これは公衆浴場

や旅館等の入浴施設の監視指導、及びレジオネ

ラ症発生防止対策の普及啓発に要する経費等で

あります。

続きまして、厚生常任委員会資料をお願いい

たします。35ページをお開きください。

新規事業、いのちの絆動物愛護推進事業であ

ります。下段のフロー図に基づき説明いたしま

す。

この事業は、真ん中の最上段のとおり、人と

動物が真に共生する地域社会の実現を目指して

策定しました宮崎県動物愛護管理推進計画の取

り組みの２本の柱の一つとなっております。右

側は、先ほど説明いたしました「命の架け橋」

犬ねこの譲渡推進サポート事業でございます。

いのちの絆動物愛護推進事業は、左側の囲みに

なります。県民への動物愛護意識の普及啓発の

ため、主に丸囲みの上から順に、ＮＰＯ法人等

とも協働した動物愛護行事の開催による終生飼

養の啓発、小学生等への適正飼養講習会におけ

る正しい飼い方の周知、しつけ方教室や動物愛

護に関する研修会の開催による犬の問題行動の

矯正等を実施することにより、10年後の犬・猫

の引き取り頭数の半減を目指すものでございま

す。

続きまして、37ページをお開きください。

議案第22号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例について」であります。

これは、「動物の愛護及び管理に関する法

律」の規定に基づく犬の引き取りについて、所

有者責任の明確化と安易な引き取りの防止のた

め、犬引き取り手数料を新設するものでありま

す。下の新旧対照表の右側に示しておりますよ

うに、生後91日以上、これは成犬ですが、１頭

につき2,000円、生後91日未満、これは子犬です

が、１頭につき740円であります。施行期日は平

成21年７月１日としております。

衛生管理課は以上でございます。

○相馬健康増進課長 健康増進課分を御説明い

たします。

健康増進課分といたしましては、議案第１号

「平成21年度宮崎県一般会計予算」、議案第72
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号「平成21年度宮崎県一般会計補正予算」の２

件であります。

まず、議案第１号「平成21年度宮崎県一般会

計予算」であります。お手元の冊子、平成21年

度歳出予算説明資料の青いインデックスで健康

増進課のところ、ページでいいますと151ページ

をお開きください。

健康増進課の平成21年度当初予算は、一般会

計の左から２つ目の欄ですが、総額で28億3,874

万円をお願いしております。右端の平成20年度

の当初予算額と比べまして、額にして１億9,809

万9,000円の増、率にして約7.5％の増となって

おります。

それでは、以下、新規・重点事業の主なもの

について御説明いたします。

153ページをお開きください。中ほどの（事

項）母子保健対策費7,516万2,000円でございま

す。これは母子保健の推進や、子供の障がいや

疾病の早期発見、予防などに要する経費であり

ます。

説明欄３の新生児等スクリーニング検査事

業2,486万2,000円でありますが、これは先天性

代謝異常などを早期に発見及び治療するため、

生後間もない新生児の血液検査によるスクリー

ニングを行うものであります。

また、５の不妊治療費助成事業3,155万7,000

円でありますが、これは保険適用とならない不

妊治療を受ける夫婦に対しまして、経済的支援

を行うものであります。

一番下の（事項）未熟児養育医療費5,340

万4,000円であります。これは身体の発育が未熟

なまま出生した乳児に対し、その養育に必要な

医療の給付を行うための経費でございます。

154ページをお開きください。一番上の（事

項）身体障がい児育成医療費3,181万8,000円で

あります。これは身体に障がいのある児童に対

して行う医療の給付、療育相談などに要する経

費であります。

次の（事項）小児慢性特定疾患対策費１

億9,048万4,000円であります。これは悪性新生

物など小児の慢性疾患は、治療が長期にわた

り、医療費が高額になることから、医療費など

の負担軽減を図るために要する経費でありま

す。

155ページをごらんください。上段の（事項）

老人保健事業費3,083万9,000円であります。こ

れはがん対策や寝たきり予防の推進に要する経

費であります。

この中で、説明欄１の予防から終末期までの

がん対策体制整備事業2,254万5,000円でありま

すが、これは宮崎県がん対策推進計画に沿っ

て、がんの予防と早期発見の推進や緩和ケアの

実施体制の整備など、総合的ながん対策を実施

するものであります。

次の（事項）健康増進対策費２億3,6 9 3

万6,000円であります。これは健康づくり推進セ

ンターの管理運営及び健康増進事業に要する経

費であります。

この中の説明の欄３の市町村健康増進事業費

県費補助事業6,444万4,000円でありますが、こ

れは健康増進法に基づき、市町村において実施

されます保健事業に要する費用の３分の２につ

いて補助を行うものであります。

下から２番目の（事項）ハンセン病入所者援

護費384万6,000円でありますが、これはハンセ

ン病についての普及啓発や療養所入所者の社会

復帰などの支援に要する経費でございます。

次に、一番下の（事項）難病等対策費11億545

万9,000円であります。次の156ページをお開き

ください。これはパーキンソン病や潰瘍性大腸
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炎など45の特定疾患に対する医療費の助成や難

病対策の推進に要する経費でございます。

中ほどの（事項）原爆被爆者医療事業費３

億6,492万8,000円であります。これは原爆被爆

者への健康診断の実施や各種手当の支給などに

要する経費でございます。

次の（事項）感染症予防対策費５億7,435

万2,000円であります。これは感染症発生の未然

防止や蔓延防止を図るための対策の推進に要す

る経費であります。

説明の欄４の結核医療療養費3,018万8,000円

でありますが、これは結核患者への適正医療の

提供と結核の根絶を図るため、医療費を公費負

担するものであります。

また、説明の欄の12の新規事業、新型インフ

ルエンザ対策事業でございますが、後ほど厚生

常任委員会資料で御説明させていただきます。

157ページをごらんください。説明の欄15の肝

炎治療費助成事業２億6,841万1,000円でありま

すが、これはＢ型肝炎及びＣ型肝炎ウイルスに

よる慢性肝炎に対して、インターフェロン治療

を行った患者さんに対しまして医療費を助成す

るものでございます。

それでは、次に、厚生常任委員会資料の24ペ

ージをお開きください。

新規事業の新型インフルエンザ対策事業であ

ります。

まず、１の事業目的でありますが、新型イン

フルエンザが発生した場合には、被害を最小限

に抑え、社会的・経済的機能の破綻を防ぐた

め、初期の封じ込めなどの早期対応及び医療従

事者の確保、医療機関の体制整備などが極めて

重要となっております。今回、感染防護具や抗

インフルエンザウイルス薬などの備蓄により、

医療従事者への感染防止を図るとともに、県民

などへの医療提供体制の整備を図ることとして

おります。

次に、２の事業概要でありますが、まず、

（１）の医療機関設備確保事業であります。こ

れは県内の７つの感染症指定医療機関と新型イ

ンフルエンザ患者の入院に協力してくださる感

染症・結核指定医療機関及び入院協力医療機関

に感染防護具を配備するものであります。平

成21年度は、感染症結核指定医療機関に5,790

セットを配備することとしております。

（２）の抗インフルエンザウイルス薬購入備

蓄事業でありますが、下の参考の表にございま

すように、平成19年度末の国全体では、抗イン

フルエンザウイルス薬の備蓄量は2,935万人分と

なっております。これは全人口の23％に相当す

るものです。今年度国は、タミフル1,330万人

分、リレンザ133万人分を備蓄し、この備蓄目標

量を、人口の45％に当たります5,861万人分に引

き上げることとしております。また、都道府県

に対しましても、タミフル1,330万人分、リレン

ザ133万分の追加備蓄の要請がありましたことか

ら、宮崎県におきましても、今後３年間で12

万6,700人分の抗インフルエンザウイルス薬を追

加備蓄するものであります。

そのうち、平成21年度は、一番下の表にござ

いますように、タミフル５万3,000人分、リレン

ザ6,000人分の５万9,000人分を備蓄することと

しております。また、平成22年度と23年度で残

りの６万7,700人分を備蓄し、最終的には22

万2,700人分の備蓄となる予定です。

事業費は、総額で１億6,693万1,000円でござ

います。

これらの事業を推進することによりまして、

医療従事者への感染を防ぎ、医療提供体制の確

保が図られますとともに、県民などに対し、必
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要な医薬品の提供が可能になると考えていると

ころでございます。

議案第１号につきましては以上でございま

す。

次に、議案第72号「平成21年度宮崎県一般会

計補正予算」であります。

お手元の冊子、平成21年度歳出予算説明資料

（議案第72号）をごらんください。青いイン

デックスで健康増進課のところ、ページでいい

ますと９ページをお開きください。

健康増進課の平成21年度当初予算補正は、一

般会計の左から２つ目の欄ですが、270万1,000

円をお願いしておりまして、この結果、補正後

の当初予算額は、右から３つ目の欄にございま

す28億4,144万1,000円となります。

11ページをお開きください。（事項）栄養改

善対策費でありますが、国の２次補正予算成立

に伴うものでございまして、説明の欄１の新規

事業、宮崎県健康づくり応援事業で270万1,000

円をお願いしております。

恐れ入ります。厚生常任委員会資料のほうで

御説明したいと思います。厚生常任委員会資料

の46ページをお開きください。

これは、「健康みやざき行動計画21」の目標

項目となっております、食事バランスガイドを

知っている人の割合をふやすとか、野菜などの

摂取が少ない人の割合を減らすなどの数値目標

を実現するために、県民みずからが実践的に取

り組むための環境づくりをさらに整備すること

と、緊急雇用の場を創出することを目的として

実施するものであります。

２の事業概要ですが、食生活改善推進員が推

奨します地産地消料理などの野菜たっぷり料理

を広く県民に紹介するため、料理情報の集約や

レシピ作成など、県食生活改善推進協議会に委

託して実施することとしております。

この事業は、緊急雇用創出事業臨時特例基金

事業を活用し、21年度から23年度までの３カ年

で協議会の１名の雇用を図るものでございま

す。

健康増進課は以上でございます。

○権藤委員長 以上で３課の執行部の説明が終

了しました。説明のありました議案についての

質疑をお願いいたします。

○丸山委員 まず、医療薬務課の121ページの看

護師対策費のことですけれども、全体からいっ

て、昨年度からしても4,000万余り減額になって

いるんですけれども、それぞれの事業の中でど

れが減ったのかわからないものですから、減っ

て看護師確保が大丈夫なのかをお伺いしたいと

思います。

○高屋医療薬務課長 看護師確保対策費が大幅

に4,100万ほど減額しておりますけれども、この

大きなものは、１つは、院内保育所運営費補助

を、地域医療推進費の女性医師等の離職防止・

復職支援事業のほうに移したということがあり

ます。もう一つは、看護師等養成所の施設整備

等補助金が1,800万ほど落ちておりますけれど

も、これは20年度に都城の洋香看護専門学校が

助産師学科を設けまして、それに対する施設補

助を20年度は出しております。それがなくなっ

たということ。その２つが大きな要因になって

おります。

○丸山委員 そうなると、いずれにせよ、この

金額である程度十分に対応できるということ

と、よく言われているのが、各医師会が設置し

ている准看にかなり赤字が多いものですから、

それに負担をしてほしいということなんですけ

れども、人員配置を除いて定員しかやれないと

いうことでいつも終わっているんですが、それ
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に対する新たな助成をするような考え方はでき

なかったわけでしょうか。

○高屋医療薬務課長 看護師養成所に対する運

営費補助金につきましては、毎年度医師会から

も要請があっているわけですけれども、それに

つきましては、なかなか厳しい財政状況の中

で、前年度並みを確保するということでこれま

で努力をしてきております。そういうことで今

年度も前年度並みの予算を計上させていただい

たというところでございます。

○丸山委員 できる限り看護師に関しても、看

護大にかなりいっているのに、よくこの辺議論

がされるものですから、配慮を今後お願いした

いと思います。

へき地医療対策事業の中の自治医科大学のこ

とですけれども、普通だと毎年２名なのが３名

になったということなんですが、これは大学の

定員が広まった分、できたということなのか。

もしくは、自治医大の全体の枠が広がったのか

どうか。何で宮崎が２から３になれたのかとい

うのをお伺いしたいと思います。

○高屋医療薬務課長 自治医科大学の入学者に

つきましては、毎年大学のほうにも１名増とい

うことをお願いしてまいりました。１つは、委

員おっしゃいましたように、国の打ち出した緊

急医師確保対策で全体的に大学の定員増という

のが行われました。その一環でもあると思いま

すけれども、今、定員が113名になっておりま

す。そういうことで枠が広がったということも

一つあろうかと思いますが、ただそれだけでは

なくて、受験者の成績がよくないとなかなか増

には結びつかないということで、入学者の成績

がよかったということも一つあると思います

し、枠が広がったということもあると思いま

す。

○丸山委員 ちなみに、113名の定員の前は何名

だったんでしょうか。

○高屋医療薬務課長 定員は100名でありました

が、20年度から10名、そして３名ということ

で、これまでは100名でございました。

○丸山委員 新しく生徒になられた方にもしっ

かり勉強してもらって、今の説明では、いい成

績になると枠が広まる可能性もあるということ

でありますので、ぜひフォローアップもしっか

りしていただければというふうに思っていま

す。

地域医療推進費の中の３番に書いてある医師

修学資金のことなんですが、昨年度までが14名

だったと思っているんですが、１年生から６年

生まで入れて。ことしはトータル何名になるの

か。ことし３月卒業する予定の２名はどういう

ふうになろうとしているのか、わかっていれば

お伺いしたいと思うんです。

○高屋医療薬務課長 今年度は※23名で要求をい

たしております。それと、昨年度卒業しました

のが２名ですけれども、１人は臨床研修に入っ

ております。22年度に臨床研修を終えて現場に

出ていくという予定でおりますが、もう一名

は、残念ながら国家試験に合格しなかったとい

うこともありまして、今、臨床研修に入ってい

るのは１名という状況でございます。

○丸山委員 枠は23名ということなんですが、

まだ今から応募されるということで、２年生以

降は引き続きやっていただけるかもしれない。

プラス、２年生、３年生から追加である分を含

めて23名分を要求されたという理解でよろしい

でしょうか。

○高屋医療薬務課長 済みません、修学資金の

貸与者について訂正させていただきますが、継

※75ページに訂正発言あり
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続は18名でございます。それと新規が９名

で、27名ということでございます。

○丸山委員 どこまで拘束できるかなんですけ

ども、研修医になられた１名は、ちなみに、宮

崎県内の研修医療、宮大もしくは県病院、どち

らに行かれたというのはわかっていらっしゃい

ますか。

○高屋医療薬務課長 研修先については、時間

をいただきまして、すぐわかりますので後でお

答えします。

○丸山委員 ちなみに、研修生になった分の、

もし宮崎にいていただけるとなった場合の修学

資金の考え方は、医師になった後だったと思っ

ているんですが、研修医までは縛れないという

ことだと思うんですが、それを、できれば研修

医のときにも宮崎にいていただいたほうが病院

としてもいいという話を聞いているものですか

ら、そのような話ができるのかどうかもお伺い

したいと思っているんです。

○高屋医療薬務課長 修学資金を受けている学

生とは定期的に話し合いの場を持っております

ので、その中で県内で研修を受けてほしいと。

強制はできませんけれども、それは話をしてい

るところでございます。

○丸山委員 指導医の養成も必要だということ

で、県立病院等でもいろいろ努力されているみ

たいですし、宮大のほうでも研修医に向けて講

座をつくるとかされているようでありますの

で、うまく連携しながら、指導医をできる限り

県内に残す努力もあわせてやっていただければ

ありがたいと思っております。

○高屋医療薬務課長 丸山委員御質問にありま

した研修先ですけれども、※県立宮崎病院で研修

を受けております。

○丸山委員 できる限りそういう形で研修先の

宮崎に残れるように、先ほど言いましたよう

に、受け入れ先も魅力あるような形を、県とし

てもできる限りいろいろなサポートを、これま

でもしていただいておりますけれども、してい

ただくようにお願い申し上げておきます。

○徳重委員 看護師養成のことについてお尋ね

します。准看護師、歯科技工士、歯科衛生士の

学校にも補助をされていますか。

○高屋医療薬務課長 看護師等養成所運営費補

助金につきましては、看護師課程と准看護師課

程の看護師のほうの養成所に補助しておりま

す。

○徳重委員 今、准看の学校が何校で生徒数は

何人か。それと、歯科衛生士の学校も学校数と

生徒数を教えてください。

○高屋医療薬務課長 看護師課程の学校数は７

校でございます。定員は1,020名。准看護師のほ

うは６校でございまして、604名でございます。

合わせて1,634名ということでございます。歯科

衛生士のほうは調べます。

○徳重委員 准看はもうとらないといったらお

かしいんですが、できるだけ少なくしていこう

というような考え方があったかなと。そういう

説明を前受けたことがあると、私はこう思って

いるんですが、かなり准看の学校、生徒数もい

らっしゃるようですが、この考え方は現在はど

うなっているんですか。

○高屋医療薬務課長 一時といいますか、10年

ほど前にはそういうことで、准看護師はなくそ

うというような動きもあったんですけれども、

日本看護師会あたりからそういう話があったん

ですけれども、現在ではそれほどまではなく

なっておりまして、特に准看護師をなくそうと

いいますか、そういった動きは現在はありませ

※91ページに訂正発言あり
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ん。

○横田委員 医療薬務課の血液対策費ですけ

ど、この前、ある勉強会をしたんですけど、血

液が足りなくて、例えば隣の県同士で融通し

合って、中間地までお互いに行ってそこで借り

る、借りるかどうかはわからないんですけど、

血液を融通してもらって輸血に回しているとい

うようなことを聞かせてもらったんです。本当

に今、血液が足りないんだなということで、こ

の血液対策というのは大事だというふうに思う

んですが、４つ事業が書いてありますけど、も

うちょっと具体的に、どういう事業になるのか

をお聞かせいただけないでしょうか。

○串間薬務対策監 お答えいたします。

この血液対策費では４つのジャンルをつくっ

ております。１の献血推進協議会運営及び献血

普及等事業でございますけれども、これは県に

献血推進協議会等つくっておりまして、献血に

ついての年間計画等を立てると。そして、そこ

で審議していただくというようなことで献血推

進協議会を設けておりますし、また、保健所単

位ごとに地区の連絡協議会を設けております。

ここには献血に協力される団体等いらっしゃい

まして、地区においていろんな献血に対する推

進協議等を担当していただくということでござ

いますし、また、いろんな啓発普及事業等を

やっているのが１のジャンルでございます。

２番目の献血奨励品、これは献血に協力して

いただいた方に寸志といいますか、歯みがき

セット、旅行セットを提供しております。260円

ぐらいのささやかなものですけど、ボランティ

アに対して県からも気持ちをお示しするという

のが２番でございます。

みやざき愛の献血運動推進県民大会、これは

年１回でございますけれども、献血に協力され

た団体等をこの場で表彰するというのがこの県

民大会。県民大会を実施し、献血協力者を表彰

することによって、そういった意義を訴えてい

くということでございます。

それから、がんばる献血応援団でございます

けれども、これはヤングに対する献血の普及、

献血をされた若い方に登録をしていただく。登

録していただくことによって、携帯電話とかメ

ール等をお知らせいただいて、そこにいろんな

献血に対する情報等をお流しする、そして献血

を呼びかける。一本釣りといったらおかしいん

ですけれども、どうしても必要な場合はその方

に献血をお願いするというようなことを実施し

ておりますし、また、１つは、協力された団体

・企業を登録していただいて献血を普及してい

く。企業に対する対応。ですから、若者に対す

る対応と企業に対する対応がこのがんばる献血

応援団には入っております。こういったことで

ございます。

○横田委員 宮崎県でも隣の県と融通をし合う

とかそういうことをやっているんですか。

○串間薬務対策監 おととしまでは、各県の血

液センターで製造しておりましたけれども、今

は、九州は一つということで、久留米の九州血

液センターで製造等をやっております。そこで

製造されたものを各県の血液センターに備蓄す

るということでございまして、県内については

県内の血液センターでやっているんですけれど

も、例えば在庫が不足した場合はお互いに融通

すると。九州は一つであるということで広域的

な献血というものをやっていると。これが一様

に合理的である、そして在庫管理も融通ができ

るというようなことで、ロスを少なくするため

にもそういうことをやっておるところでござい

ます。
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○横田委員 非常に安心をしたところですけ

ど、ライオンズクラブとかも一生懸命献血活動

をやられていますけど、民間にできるだけそう

いう協力体制がとれるような方法で頑張ってい

ただきたいと思います。

次に、衛生管理課の動物管理費ですけど、犬

の捕獲抑留及び処分業務委託費、これは１

億2,890万ということですごいお金だなと思うん

ですけど、どういうことにこんなお金がかかる

んでしょうか。

○宮脇福祉保健部次長 これは犬の捕獲抑留と

処分業務委託事業ということで、財団法人宮崎

県公衆衛生センターというのがあります。ここ

に、狂犬病予防法に違反しているような犬を捕

獲する業務でありますとか、あるいは動物愛護

法に基づいて引き取りする業務であるとか、そ

の後、保管ということが出てきますので、県内

４つの動物保護管理所と１つの支所があるわけ

ですけれども、そこの管理の関係でありますと

か、そういった業務、さらに加えて、動物愛護

とか適正飼養のしつけ方教室をやってもらった

り、そういったもろもろの業務を委託している

ものでございまして、この委託料の中に、狂犬

病の予防の技術員とか動物保護管理所の勤務員

でありますとか、そういった方々の人件費も含

まれているということでございます。

○横田委員 手数料の条例改正が出ていました

ね、37ページですけど、この手数料を新たに取

るということは、これの軽減につなげようとい

うことなんでしょうか。

○宮脇福祉保健部次長 犬引き取り手数料の新

設につきましては、引き取り関係の業務、今ま

では行政サービスということで無料で行ってい

たわけですけれども、直接的には、その経費を

生み出そうということが目的というよりも、や

はり犬を飼うということは、終生飼うんだと

いった意識を高める必要があるとか、保健所に

持ち込めば簡単に引き取ってもらえるんだとい

う安易な引き取りを抑止しようと、こっちのほ

うが本来の目的でございます。

○横田委員 犬の管理所には、前、ポストが

あったと思うんですけど、有料になるというこ

とは、直接お願いしないと引き取ってもらえな

いということになるんですか。

○宮脇福祉保健部次長 かなり前ですね、多

分10年以上前になると思うんですが、不用犬ポ

ストというのを設けた時期がありまして、この

ことはやっぱり動物愛護の観点から、不用とい

うのはいかがなものかという御批判を受けまし

て、もうそういったことはやっておりません。

あくまでも引き取りの際は、保健所に持ち込む

かあるいは動物保護管理所へお持ちいただくと

いうことで対応しております。

○横田委員 健康増進課にお願いしたいんです

が、153ページの母子保健対策費の４番です。難

病の子供の発生予防というのがありますけど、

これは具体的にどういうふうに予防していくん

でしょうか。

○相馬健康増進課長 糖尿病とか心臓病、腎臓

病を持っている子供たちに対する病状の発生予

防を行うもので、１つは、小児糖尿病のサマー

キャンプを医師会に委託して実施しておりま

す。また、「心臓病のしおり」とか、「腎臓病

の手引き」というものをつくりまして、難病の

子供たちに配布をしているところでございま

す。

○横田委員 具体的にこういうふうな治療をし

て予防するんだよとかそういうのじゃなくて、

冊子とか広報に使うお金ということですか。

○相馬健康増進課長 糖尿病の子供のサマーキ
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ャンプというのをやっているんですけれども、

糖尿病というのは、やはり、食生活、運動と

いったものをきちんとやっていくことが非常に

大事ですので、１泊２日か２泊３日かちょっと

覚えていませんけど、宿泊で医師等とお子さま

が一緒に生活することによって、その中で糖尿

病の治療の仕方といいますか、そういったもの

をしっかり学習していただくような機会を設け

ているところです。

○横田委員 老人保健事業費ですけど、私は以

前、緩和ケアのことを質問したことがあったん

です。県病院に緩和ケア病棟をつくってもらえ

ないだろうかという質問をした覚えがあるんで

すけど、今、緩和ケアに対する現状とか取り組

みはどんなふうになっているんでしょうか。

○相馬健康増進課長 県の取り組みとしまして

は、この中で、今年度からでございますけれど

も、がん診療に従事するすべてのドクターに対

して、緩和ケアに関する知識を持って対応して

いただきたいということで、がん拠点病院主催

の医師向けの緩和ケア研修会、また、日本緩和

ケア学会と県内の医療機関が共催で行う緩和ケ

ア研修会等を開催してきているところでござい

ます。これによって、向こう５年間で、県内の

がん診療に従事する半分のドクターがそういっ

た研修を受けていただいて、緩和ケアに対する

知識とか技能の向上を進めてまいりたいと考え

ているところでございます。

○横田委員 緩和ケアの病棟をつくるまではい

かないけど、お医者さんがみんなそういう知識

を持ちながら対応していただくということです

ね。わかりました。

○緒嶋委員 今、僻地診療所というのは何カ所

あるんですか。

○高屋医療薬務課長 僻地診療所でございます

けれども、８カ所でございます。

○緒嶋委員 僻地診療所運営費補助という補助

の根拠というか、診療所の運営費が赤字が出た

分を国と市町村で補てんするということで、運

営費補助の根拠というか、積算というか、そう

いうのはどうなるんですか。

○高屋医療薬務課長 赤字分の補てんというこ

とでありまして、この補助金の申請が県内の※３

診療所から来ております。１つは延岡の島野

浦、２つ目が五ヶ瀬町にあります３つの診療所

からこの申請が来ております。ほかからは上

がってきていないということでございます。そ

して、これは、国庫補助を受けて設置した診療

所に対して運営費の補助を国が行うということ

になっておりまして、国が定めました支出基準

額と診療収入で赤字が出た場合には、その３分

の２の補てんをするということになっておりま

す。

○緒嶋委員 であれば、赤字が出た分の３分の

１を市町村が補てんすれば、運営的にはとんと

んというか、赤字は出ていないということにな

るわけですか、結果として。

○高屋医療薬務課長 補助金の計算上はそうい

うことになっております。

○緒嶋委員 それから、健康増進課、新型イン

フルエンザ対策でありますが、毎年、薬剤購入

ということでその対策は充実してきておると思

うんですけれども、市町村は購入というのは別

に義務的なものはないわけですか。

○相馬健康増進課長 特に義務的なものはござ

いません。

○緒嶋委員 ということは、県下の市町村で購

入しておるところはないという意味ですか。

○相馬健康増進課長 国保病院等を持つ一部の

※83ページに訂正発言あり
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市町村において購入しているところもあると聞

いております。ただ、普通、病院等を持たない

役場が直接タミフルを購入することはできませ

んので、もし購入するとすれば、そういった市

町村立の国保病院を持っているところしか買え

ないのかなと思っております。

○緒嶋委員 本当から言えば、市町村もこうい

うことについてある程度積極的に対応させるよ

うな形が必要じゃないかというふうに思うんで

す。そこの住民というか、市民、町民のあれで

すね。

それと、これは関連ですが、宮崎市は行動計

画まで立てておる。市町村によってはまだ全然

立てていないというか、そういうことを考える

と、やはり住民の安心・安全は市町村が中心に

やってやる。県が音頭を取っても、市町村民を

うまく掌握するということはなかなか容易じゃ

ないと思うんです。そういう点では、貯蔵を県

がするだけじゃなくて、市町村との連携の中で

行動計画を含めてそれをやらなければ、安心と

いうことにはならんような気がするんです。そ

のあたりはどういうふうな方向性というか、将

来的な展望を持っておられるわけですか。

○相馬健康増進課長 緒嶋委員おっしゃるとお

り、新型インフルエンザ対策、県だけでやって

も到底できるものじゃございませんで、当然市

町村なりいろんな関係機関とともに対策を進め

ていく必要があろうかと思っております。特に

今回の国の行動計画でもそうですけれども、社

会・経済機能の維持ということで、市町村等と

の役割も明確にされております。今までも市町

村に対しましていろんな情報提供なり意見交換

をやってきたんですけれども、今後は、さらに

具体的にそのあたりの対策の充実を一緒に図っ

てまいりたいと思っております。

○緒嶋委員 医療薬務課、女性医師等の離職防

止・復職支援事業、代替医師の雇い上げに必要

な経費の補助ということですが、今、医師不足

なのに代替医師を雇い上げるだけの先生がおる

わけですか。

○高屋医療薬務課長 おっしゃるように、今、

大変な医師不足の状況ですけれども、短時間で

も正規雇用を継続できるようにという事業です

ので、アルバイトの医師というのはおりますの

で、正規の職員を雇うということじゃなくて、

女性職員が短時間の正規雇用になった場合は、

その残りの時間をアルバイトなりの医師を雇用

してお願いするという考えでおります。

○緒嶋委員 であれば、アルバイト的に働く医

師というのはかなりいらっしゃるというふうに

理解していいわけですね。

○高屋医療薬務課長 アルバイト的に働いてい

らっしゃる医師はいるということを聞いており

ますので、その確保というのは大丈夫だという

ふうに考えております。現に短時間勤務をされ

ている方もいらっしゃるわけですので、そのカ

バーというのは、それぞれの病院がアルバイト

的な医師を確保しているということでございま

す。

○緒嶋委員 それと、院内保育所を持った病院

というのは県内に何カ所あるんですか。

○高屋医療薬務課長 １月現在で県内に院内保

育所を持っているところは、17カ所でございま

す。県の補助を受けているのがその中の※６カ所

ということでございます。

○緒嶋委員 県病院には院内保育所があるんで

すか。

○高屋医療薬務課長 県立病院にはないという

ことでございます。

※91ページに訂正発言あり
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○緒嶋委員 県立病院につくらんで、民間にだ

けやりなさいというのも責任転嫁みたいなこと

だが、それなら、看護師確保とか含めた、これ

だけやります、補助をやりますというだけじゃ

なくて、看護師さんたちの働きやすい職場をつ

くるためには、県立病院にも保育所をつくるべ

きじゃないかと率直に思うんですが、そのあた

りの検討はされていないわけですか。

○高屋医療薬務課長 福祉保健部では、県立病

院への働きかけというのは直接はやっておりま

せん。

○緒嶋委員 まず病院局に聞かんとだめかと思

うんですけど、こういうことは福祉保健部と病

院局がうまく連携をとりながら、あれだけの看

護師さんが県病院に多いわけですので、ほかの

病院以上にその必要性は逆に言えばあるという

ふうに思うわけです。県は、障がい者の雇用で

も、民間には雇用しなさいと言いながら県職に

雇用する実数は少ないというようなことで、言

うこととすることが違うじゃないかと、逆に私

から言えば言ってもいいんじゃないかという気

がしますので、このあたりは今後の検討課題と

して、福祉保健部のほうとしても病院局と十分

連携をとりながら、やはり一番先に県の職員の

皆さん方が働きやすい職場でその職務につくと

いうことが、私は絶対必要だというふうに思い

ますので、その点は十分考慮していただきたい

というふうに思います。

それと、献血対策でありますけれども、大変

元気のいい答えを返していただきました。しか

し、予算的にかなり昨年から減っているわけで

すね。これは何か理由があるわけですか。

○串間薬務対策監 お答えいたします。

１つは、献血奨励品を半分に減らしておりま

す。と申しますのは、ある程度献血というもの

はボランティアでやるということで、これまで

もずっと減らしてきておりまして、半分に減ら

しておりますので、ここが１つはございます。

これが一番大きいと思います。

○緒嶋委員 ボランティアだから、逆に言えば

献血奨励品はゼロでもいいじゃないかというよ

うな議論があると思うんですけど、これはする

人の思いに比べれば、県がやらなくても市町村

がそのかわりにやってやるところもあるんじゃ

ないかと思うんです。そういうことを含めて、

献血の重要性の認識という意味から、血液を提

供されるわけですから、その志というのはすば

らしいという意味からも、もうちょっと市町村

とも連携しながら、長くしている人は、去年は

これだけもらったけど、ことしは半分かと思っ

ている人もおるかもしれないですね。

それと、久留米のほうの血液センターで需給

の調整はしておると言われましたが、宮崎県だ

け見た場合に、ほかのところに頼るというのも

必要だけど、宮崎県内の需給は県内で賄うとい

う体制が基本的には必要だと思うんです。その

あたりはどうなんですか。

○串間薬務対策監 委員がおっしゃるとおり、

基本的には県内で自給するのが当然だと思って

おります。しかしながら、季節的にどうしても

集まらない場合がございます。特に盆の時期と

かあるいは正月の時期、各県においても同じよ

うな状況でございまして、この場合はお互いに

融通し合うと、九州は一つであるという考えに

立って、道州制じゃございませんけれども、そ

ういった形をにらみながらお互いに融通し合う

と。そして、医療機関に絶対迷惑をかけないと

いうことですね。医療機関に過不足なく供給す

るということを目指しておりますので、御理解

いただきたいと思います。
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○緒嶋委員 献血は、私も、年齢制限のほうを

引き上げて、行く機会も余りないんですけれど

も、やはりこれはみんなの意識というか、お互

い助け合うというか、そういうものが芽生えて

こなけりゃ、今、少子化の時代ですから、将来

的には献血というものは難しくなってくるん

じゃないかというふうに思いますので、この対

策については十分連携をとりながらやっていた

だきたいということを要望しておきます。

○徳重委員 同じく献血についてお尋ねしま

す。何歳から献血できるんですか。

○串間薬務対策監 それぞれジャンルがありま

すけれども、200ミリリットルの献血の場合は16

歳からということになっております。400ミリ

リットル献血が一応18歳となっているんです。

ここにちょっと問題がございまして、今、400ミ

リリットルにシフトしてきておりますので、16

歳となりますと400ミリリットル献血ができない

ということで、若年層献血が減少していく形の

中で、国のほうも、ここを見直す必要があるん

だということで、昨年の検討会の中で、17歳か

ら成分献血ができるようにしようということ

で、委員会のほうで出てきております。これが

実現しますと、2010年からになりますけれど

も、準備を進めて、2010年から17歳から400ミリ

リットル献血。ただし、今のところ男性に限っ

てと。女性はいろんな問題がございますので、

体力的な問題もございますので、男性に限っ

て17歳からやっていこうと。そういった制度の

見直しも今行われているところでございます。

○徳重委員 私はライオンズに入っているんで

すけど、毎年２回やるんですが、何人集めてこ

いとなっているんですが、どうしても限られて

くるわけです。だから、これでは長続きしない

んじゃないかと心配しているんです。今、17歳

ということをおっしゃいましたが、高校生は17

歳、18歳というところでありますから、お互い

にボランティアということで、高校の在学中に

１回はみんな献血するぞというぐらいのそう

いったお願いをするというか、キャンペーンを

張るとか、いろんな考え方をやったほうがいい

んじゃないかと。そして、確実に数がおるわけ

ですから、はっきりしていますから、そういっ

たことができないのかと思うんですが、いかが

でしょう。

○串間薬務対策監 以前、昭和60年ぐらいのと

きは県内でも10万人を超していた。この場合は

すべて200ミリリットル献血でした。この当時は

高校生あたりも高校献血ということで、16

歳、17歳でやっていたんです。ところが、今す

べて400ミリリットル献血にシフトしておりま

す。ですから、先ほど申しましたように、16

歳、17歳はできない。高校１年生、２年生ぐら

いはできないんです。ところが、高校献血の場

合は、３年生になりますと、どうしても受験と

いった問題が出てくるでしょうから、これが17

歳になりますと、400ミリリットル献血が２年生

でもできるようになると。この形になりますと

いろんな意味で啓発がさらにやりやすくなるの

ではなかろうかと考えております。ですか

ら、17歳になったときに、ある程度また一つ進

められていくのではなかろうかと考えておりま

す。

○徳重委員 健康増進課にお尋ねします。小児

慢性特定疾患ですね、県内で何種類ぐらいの病

名がこういう疾患になっているのか。何人ぐら

いいらっしゃるのか。

○相馬健康増進課長 小児慢性特定疾患につき

ましては、対象疾患としまして、悪性新生物と

か腎疾患とか11疾患群で514の病気が対象になっ
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ております。公費負担の受給者でございますけ

れども、宮崎市を除いた数で700数十名という数

になります。

○徳重委員 こういった特定疾患の方は全員入

院という理解でいいんでしょうか。

○相馬健康増進課長 入院及び通院されている

方もおられます。

○徳重委員 それから、155ページですが、４番

目の8020運動推進特別事業というのはどういう

ものか教えてください。事業内容。

○相馬健康増進課長 8020運動というのは、80

歳になって20本の歯を残そうという全国的な運

動ですけれども、それに向けましていろんな対

策を行っております。１つは、8020運動推進協

議会ということで、県全体の関係者を集めた協

議会を開催しますとともに、指導者の研修会と

いうことで、19年度で５回ほど、延べ432名を対

象に行っております。また、高齢者の歯科の実

態調査等々を行いまして、高齢者の歯の実態等

の調査等を行っているところでございます。ま

た、8020の達成のためには、高齢者になってか

らでは遅いわけで、子供のころからのフッ化物

の応用とかそういったものを含めた形で8020運

動の達成に向けて行っているところでございま

す。

○髙橋委員 医療薬務課長、正看護師と准看護

師の県内の就職率ですね、恐らく准看護師は県

内にほとんど就職していると思うんですが、正

看護師は、どうしても県外に出ている数が気に

なるものですから、その就職率というのがわ

かっていれば教えていただけませんか。

○高屋医療薬務課長 まず、看護師課程でござ

いますが、就職率が約90％、89.1％でございま

す。准看護師が87％でございます。

○髙橋委員 私、イメージで申し上げていまし

た。看護師課程は89.1％でしたっけ。

○高屋医療薬務課長 申しわけありません。県

内の就職率でございます。済みません、間違え

ました。看護師課程が県内が※65％、准看が92％

でございます。

○髙橋委員 思っていたとおりだと思います

が、先ほどから議論になっていましたけど、准

看護師の制度をなくそうというのは確かにあり

ましたね。これは、私の記憶違いかもしれませ

んが、医師会が反対されていたような気もする

んです。いろいろと物言いには気をつけなきゃ

いかんのでしょうけど、安くで、従順なんです

ね、准看護師の方々は。ある意味では、一方で

は、看護師の養成は医師会の方々も一生懸命

やっていただいているわけで、正直申し上げて

准看護師の人たちがいなければ地域医療も成り

立っていかない現実があるわけです。だから、

非常に難しい面もあって悩ましいところもある

んでしょうが、実態はよくわかりました。要

は、働き先のいろんな条件があると思いますの

で、ちょっと聞いてみました。

先ほど私、聞き漏らしたかもしれませんが、

僻地診療所の赤字補てんの箇所ですね、申請は

３カ所あって、島野浦と五ヶ瀬町に３つとおっ

しゃったものですから、４つになりますが、ど

うなるんですかね。

○高屋医療薬務課長 延岡市島浦に島野浦診療

所が１カ所あります。五ヶ瀬町に３カ所の診療

所がございます。

○髙橋委員 僻地診療所は県内に８カ所とおっ

しゃいましたね。

○高屋医療薬務課長 補助はその４カ所でござ

います。ほかの僻地診療所、市町村からは補助

の申請は上がってきていないということでござ

※91ページに訂正発言あり
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います。

○髙橋委員 申請が上がっているのは３カ所と

聞こえたもので、聞き違いですね、４カ所です

ね。わかりました。

○高屋医療薬務課長 済みません、４カ所でご

ざいます。

○髙橋委員 委員会資料の25ページでお尋ねし

ていきますが、救急医療利用適正化推進事業の

中身を具体的にお尋ねするわけですけど、事業

概要で、（１）の②で訪問救急教室の実施とい

うふうにあります。医師とか看護師等を派遣す

ると。どこの医師を派遣するとか、どういうふ

うなシステムになるのかというところをお尋ね

します。

○高屋医療薬務課長 これは医師会への委託と

いう形でやらせていただこうと思っています

が、医師会の協力によりまして、幼稚園とか保

育所等を訪問して、基礎的な教育といいます

か、それをやっていただこうという意味でござ

います。７つの医療圏がございますけれども、

各医療圏で５ないし10カ所やりたいということ

で考えております。

○髙橋委員 ７つの医療圏でそれぞれ５カ所か

ら10カ所やりたいという想定ですね。それぞれ

医師会といろいろ協議されていると思います。

（２）とも関連するんですけど、既にオピニオ

ンリーダーという方々はいらっしゃるわけです

ね。私の地元の県南にも「こども・いのち・つ

なぐ会」という組織があって、ここもそれこそ

県の推進事業を打ち出される前に協議されてい

たんです。医師会と話をされていて、私たちが

段取りするから、地域で医師とかを招いて医療

の知識を学ぶ、そういう講座をつくろうという

動きも年明けにされていました。30日の小児科

の存続が決まったころに。ある意味ではそうい

う方々にも金銭的な支援が可能というふうに理

解していいんでしょうか。

○高屋医療薬務課長 このオピニオンリーダー

の育成・強化事業は、今、髙橋委員おっしゃっ

たようなねらいを持っておりまして、この人た

ちが、例えば各種の健診、母子保健活動をやっ

ているところに出かけていっていろんな啓発を

行うとか、あるいは啓発のためのいろんな資

料、情報誌等を配るとか、そういった活動を

やっていただきたいということと、おっしゃい

ましたように、医師会等とも協力して、連携し

て、あるいは住民を巻き込んでの合同の啓発キ

ャンペーンとか、そういったことを実施してい

ただきたい。その活動の経費の一部を助成しよ

うというものでございます。

○髙橋委員 続けて、26ページの離職防止・復

職支援事業の、先ほども議論になっていました

が、（１）の短時間正規雇用支援モデル事業、

短時間正規雇用と、非常勤ではなくというふう

におっしゃいました。その違いをわかりやすく

説明いただけませんか。非常勤ではなくて短時

間正規雇用とおっしゃいましたね。

○高屋医療薬務課長 女性医師に限らないんで

すけれども、看護師さんたちも当然入るわけで

すけれども、育児とか産休でやめざるを得ない

とか、育児の場合は短時間しか勤務できないと

いうような場合に、やめるということではなく

てそのまま正職員として残っていただく。その

ためには短時間勤務になるわけですので、その

残った時間を、先ほど申しましたけれども、ア

ルバイト的な医師にカバーしてもらう。そのた

めの人件費等を医療機関に対して補助するとい

うことでございます。

○髙橋委員 アルバイトは非常勤という認識を

私はするものですから、短時間正規雇用という
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のがぴんと来ないんです。待遇面で何か違いが

あるのかなと。当然これは保険適用外になりま

すね、短時間雇用ですから。そのところをのみ

込めない部分があったものですから、その違い

を聞いてみたんです。

○高屋医療薬務課長 正職員として残ります

と、もちろん退職金も通算されますし、いろん

な保険ということも継続されますので、そこが

非常勤とかアルバイトとは違うというふうに考

えております。

○髙橋委員 まだすとんと来ないんですよ。で

も大分わかりました。結局、不利ですね、短時

間でしか働かないのに、病院経営者としては、

フルで働いてもらわないのに正規でそのまま

残ってもらうわけで、退職金とか加算してい

く。その部分の足らざるところを、県が雇い上

げに必要な経費の補助を行うという理解でいい

んですね。

○高屋医療薬務課長 そういうことでございま

す。

○髙橋委員 委員会資料35ページの動物愛護推

進事業です。動物を大切にしなさいというここ

まで税金を使わなきゃいけないような時代に

なったことに、本当に残念というかそういう思

いがしてならんのですが、冒頭の目的にありま

す10年後の犬・猫の引き取り頭数の半減を目指

す。この表現はいいですね。実際、今現在どの

くらい引き取り頭数があるんでしょうか。

○宮脇福祉保健部次長 昨年、この動物愛護管

理推進計画というのは策定したんですが、その

ときに基礎とした数字が18年度の引き取り数で

ございまして、18年度は2,117頭でございます。

今のは犬でございました。猫の引き取り件数

は18年度は859匹でございます。失礼しまし

た。859件です。子猫の場合、猫は一腹で１件と

カウントするものですから、859件となります。

○髙橋委員 ざっと3,000の数を、10年後に

は1,500ぐらいに目標としたいということでしょ

うけど、条例改正の中で、使用料・手数料の関

係で、引き取りは、今まで手数料がなかったの

が、今度から手数料2,740円ということでいいん

ですか。

○宮脇福祉保健部次長 引き取りについて手数

料は今までありませんでした。新たに設けると

いうことでございます。

○髙橋委員 そうなると、いわゆる廃棄物じゃ

ないけど、あの場合は不法投棄と言いますけ

ど、不法に野放ししちゃう、そういうのも心配

するんですね。こういうお金が絡むと。産業廃

棄物税、あのときにも不法投棄がいろいろと議

論になったところなんです。そういう心配はな

いのか。

○宮脇福祉保健部次長 犬について引き取り手

数料を新設というのは、九州各県で一番早かっ

たのが、鹿児島県が平成18年に導入しました。

それから、佐賀と熊本県が平成20年に導入して

おります。今、委員がおっしゃるような、手数

料を設けると廃棄する人がふえるんじゃないか

という心配は、実は私どもも抱いておったんで

すが、先行県の実態を確認しますと、そういう

現象は起きていないということでございます。

我々としましては、手数料を新設するのにあわ

せて、適正飼養についての啓発を今まで以上に

やるんだと。動物愛護推進事業、譲渡推進サポ

ート事業、これらの事業とあわせて今まで以上

に啓発に取り組むということも考えておりまし

て、そういったことにはならないように努力す

るということでございます。

○髙橋委員 そのために動物の愛護をするため

のいろんな啓発事業が組まれていると思うんで
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す。それでもなかなか難しい面があって、

ひょっとしたら、パトロールみたいな人も、不

法投棄防止のパトロールなんかいらっしゃいま

すけど、そういうところまでせにゃいかんの

か。特に猫の部分は、野良猫は私の近辺でも結

構見かけます。先県の事例で不法に野放しする

ような実態は今のところないということでしょ

うけど、とにかく啓発事業で徹底いただいて、

県民の方々の協力も必要だと思うんですよ、い

ろんな情報をもらったりとか。そういうところ

をしっかりやっていただきたいと思います。

次、行きます。46ページ、健康増進課の健康

づくり応援事業ですが、緊急雇用創出事業でや

られる事業ですから、実施期間が限定されてい

ますね。つまり、単純に、事務局１人を配置す

るということでほとんどはその人件費だと思う

んです。結局３年雇用で雇いどめになるんです

ね。ということでいいんでしょうか。

○相馬健康増進課長 緊急雇用につきましては

３年間ということでございますけれども、その

後も引き続きできるような形を今後検討してま

いりたいと考えております。

○髙橋委員 大変前向きといいますか、すばら

しい答弁をいただきましたが、事務局に１人で

もどうかなという気持ちがあるんです。県内の

指導的な立場でこの方が１人でやられるんです

ね。もうちょっと具体的に教えてください。

○相馬健康増進課長 宮崎県食生活改善推進協

議会にお一人の方を配置することにしておりま

す。食生活改善推進員は、県内27市町村で1,246

名の方がおられるんですけれども、各市町村で

いろんな事業を現在もしていただいています。

そういった事業を県全体としてまとめて、それ

を県全体で利用していただくようなことを考え

ているということで、お一人の方を常勤で配置

していただければ、集約と周知ということは十

分可能なのかなと思っているところでございま

す。

○髙橋委員 食生活改善推進協議会に委託し

て、その中にはメンバーの方がいらっしゃるわ

けでしょうから、その中に専従みたいな感じで

事務局員を置くということで、いろいろと連携

されるでしょうから、その辺をうまく活用いた

だけるといいかなと思います。

○前屋敷委員 医療薬務課でお願いします。122

ページの看護師の確保対策事業です。看護師修

学資金の貸し付けですけれども、昨年度より少

なくなっていますが、20年度の実績を教えてく

ださい。

○高屋医療薬務課長 看護師等修学資金の20年

度の実績でございます。2,383万2,000円でござ

います。

○前屋敷委員 何人でしょうか。

○高屋医療薬務課長 人数が20年度が58名でご

ざいます。

○前屋敷委員 21年度は予定は何名ぐらいを。

申請もあるんでしょうけど。

○高屋医療薬務課長 21年度貸与予定は52名で

上げております。

○前屋敷委員 毎年少しずつ利用される方が少

なくなっているんですけど、条件が、ハードル

が高くなったとか、そういうものはないんで

しょうか。

○高屋医療薬務課長 条件的には同じなんです

けれども、新規の希望者が年々少なくなってき

ているということと、現在貸し付けている人た

ちが就職していくというようなことで、貸与予

定者数が減ってきているということでございま

す。

○前屋敷委員 それぞれの方々の申請によって
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ですので、そこは何ともできないところです

が、広く周知徹底も図って、より活用ができる

ように御努力いただきたいと思います。

それと、あわせて６番の助産師就業促進事業

ですが、今どういう状況なのかを少し教えてく

ださい。

○高屋医療薬務課長 助産師就業促進事業

は、19年度からの３カ年事業で実施をいたして

おります。19年度は未就業者の助産師の掘り起

こしを行いまして、21名の未就業者の助産師を

確認することができたということでございま

す。20年度は、その把握しました未就業の助産

師等を対象にしまして、再就業のための研修と

か実習を行いました。その結果、21名の未就業

者がいたわけですけれども、４名の方が助産所

に就職をすることができました。21年度につき

ましては、再就業した助産師の方に対するフォ

ローアップあるいは交流会等やりまして、就業

の継続を図っていくためのいろんな勤務環境の

整備をやっていきたいというふうに考えており

ます。

○前屋敷委員 一応今年度で終了するというこ

とですが、引き続きそういう事業といいます

か、活動などの予定はないんでしょうか。

○高屋医療薬務課長 21年度で３年間の事業が

終了しますので、その時点での助産師の状況を

見ながら検討していくということになると思い

ます。

○前屋敷委員 今、産科の先生方の問題もいろ

いろありますので、そういった意味では、助産

師の皆さん方の力も大いにかりる必要があるか

なと思っていますので、よろしくお願いしたい

と思います。

続いて、院内保育のことでお願いしたいんで

すが、今まで御説明もありましたが、現在17カ

所で、院内保育の助成を６カ所行っているとい

う御説明だったんですけど、これは申請に基づ

いて助成をするわけですか。

○高屋医療薬務課長 申請によって補助金を交

付しております。

○前屋敷委員 それと、新規事業にもなってい

ますが、新たな院内保育のところにもというこ

とですが、今そういう動きが、新たに設置され

るという病院がありますか。

○高屋医療薬務課長 21年度に設置を考えてい

るというところはあります。ただ、まだ確定は

しておりませんので、これから相手方といろい

ろ協議しながら進めていきたいというふうに

思っております。

○前屋敷委員 院内保育も充実させて、看護師

さんたちが働きやすい環境をつくるということ

も喫緊の課題だと思います。この部分も広く、

制度も含めて、申請しやすい状況もつくって、

大いに活用していただきたいというふうに思い

ますので、お願いしたいと思います。

健康増進課でお願いしたいんですけど、感染

予防の問題で、インフルエンザとかいろいろあ

りますけれども、はしか予防の対策について

は、県としての方向といいますか、そういう対

策はないのかお聞かせください。

○相馬健康増進課長 はしかの予防につきまし

ては、まず第一というか、これしかないという

のは、予防接種の推進だというふうに思ってお

ります。それにつきましては、各種県の掲示板

とか口頭でいろいろ啓発をさせていただきます

とともに、特に、２期の予防接種が就学前の健

診ということで、学校等と協力して、就学前の

健康診断において、入学までにきっちり受ける

ように個別に指導していただいています。ま

た、３期、４期が中学校１年生と高校３年生に
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なりますけれども、これも教育委員会と連携い

たしまして、夏休みとか冬休みの前後に、休み

中に受けるように勧奨して、休み後に接種した

かどうかを確認するという形で、できるだけき

め細かく接種が進まれるように接種勧奨を行っ

ているところです。

○前屋敷委員 予防接種の受診率がなかなか上

がらないという問題も今出されていますので、

その辺のところは、指導、援助を含めて徹底さ

せていただきたいことと、成人になってからの

はしかの問題も、今余り聞かなくなって下火に

なっているのかなと思うんですけれども、その

あたりの対策といいますか、予防接種あたりは

どういうふうに考えておられますか。

○相馬健康増進課長 大人に対する予防接種

は、あくまでも任意で御自分で受けていただく

ことになろうかと思っておりますけれども、特

に、18歳以上の大人についての接種の勧奨は

行っていないという状況です。また、先ほど前

屋敷委員も言われましたように、接種率が、こ

の前も出たんですけれども、本県は、就学前の

第２期の接種が全国で最下位だったということ

で、これにつきましては、３月いっぱいまでが

定期接種の時期ですので、接種を勧奨してくだ

さいということで、保健所はもちろん、医師

会、市町村等にも、３月末までの定期の接種と

いうことで強く呼びかけをしているところでご

ざいます。

○前屋敷委員 よろしくお願いしたいと思いま

す。

それから、156ページ、難病相談センターのこ

とでお伺いしたいんですが、予算額そのものは

前年と変わりはないんですが、今、難病連のほ

うに委託をしているといいますか、頼っている

という状況なんですが、現状について教えてく

ださい。

○相馬健康増進課長 難病相談支援センターに

つきましては、難病連のほうに委託をして運営

していただいています。そういう中で実績等で

ございますけれども、相談につきましては、平

成19年度は276件の相談があっております。ま

た、移動リュウマチ教室とか、難病の患者さん

の交流会等、こういったものも開催をしていた

だいています。また、就労につきましては、就

労のためのシンポジウムも、各関係機関集めま

して、難病患者さんは就労はなかなか難しい面

がございますので、関係機関に対する理解を得

ていただくということで、そういうシンポジウ

ム開催等を行っているところでございます。ま

た、相談員につきましては、保健師等が行いま

すけれども、難病患者さんの立場がわかるとい

うことで、御自分が難病をお持ちの方を相談員

として配置していただきまして、ケアカウンセ

ラーではございませんけれども、同じ難病を持

つ者として相談の対応をしていただいていると

ころでございます。

○前屋敷委員 ぜひ難病連任せじゃなくて、や

はり県との連携も十分にとっていただきなが

ら、常に相談にも応じながら、予算もこれでい

いのかというのもいろいろあるでしょうから、

いろんな要望なども聞く機会も設けていただい

て、充実を図っていただきたいというふうに思

います。

○横田委員 新型インフルエンザについてお尋

ねしますけど、今、いつ新型インフルエンザが

発生するかわからない。危険性が非常に高まっ

ているということでこういう対策を打たれてい

ると思います。例えばこれが５年たっても発生

しない、10年たっても発生しないというとき

に、どこかの時点で、危険性は弱まったとかな
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くなったという判断をするときが来るんでしょ

うか。それとも、ずっと同じ危険性を感じなが

らこういう対策を打っていかなきゃいけないん

でしょうか。

○相馬健康増進課長 感染症につきましては、

新型インフルエンザは、今、東南アジアでのＨ

５が心配されているわけでございますけれど

も、ほかにも、例えばＨ２型というのが1950年

ぐらいですか、アジア型という形ではやったん

ですけれども、これもこの50年ぐらい出てきて

おりません。ただ、こういったものが出てくる

可能性は、Ｈ５に限らず、ほかの型の新型イン

フルエンザの可能性も否定できないと思ってお

ります。現在、愛知県で出ているのがＨ７とい

うタイプでございますけれども、ああいったも

のもヒト型に変わる可能性はあるということ

で、いつ起こるかわからないけれども、専門家

の間では必ず発生すると言われております。た

だ、横田委員おっしゃるように、いつになった

ら安全だと言われる時期が出てくるのか、今の

段階では私も把握しておりません。

○横田委員 タミフルとかも有効期限がありま

したね。ということは、当然、期限が切れたも

のは廃棄とか処分することになると思うんです

けど、ずっとそれの補充をしていかなきゃなら

んということになりますね。

○相馬健康増進課長 今の段階ではそういう状

況かと思います。ただ、いろんな状況といいま

すか、今後の研究の進歩があるのかなと思って

おります。例えば、今の段階ではＨ５のワクチ

ンにつきましても、今、東南アジアで発生して

いるものでしかつくっておりませんけれども、

話によりますと、新しいタイプといいますか、

抗原性の違うところでつくったインフルエンザ

であれば、ほかのインフルエンザに効くような

ものも開発されていると聞いておりますので、

もし、新たに出てくるＨ５に有効なワクチン等

が開発されれば、そういった心配もかなり薄ま

るのかなと思っていますし、今後の研究の進歩

によっては状況が変わってくる可能性はあるの

かなと思っております。

○前屋敷委員 健康増進課にお願いしたいんで

すが、155ページの健康増進対策費の中で、３番

目の市町村健康増進事業費県費補助事業という

のが去年から始まったんですが、ことしは減額

になっているんですが、事業そのものの内容が

変わったのか、規模が小さくなったのか。これ

は市町村へ助成をする。３分の２の補助という

ことだったんですけれども、状況を教えてくだ

さい。

○相馬健康増進課長 平成19年度から、健康教

育とか健康相談とか健康審査、こういったもの

が老人保健法に基づく補助金で行われていたん

ですけれども、平成20年度から基本健康診査等

が特定健診等に移りましたので、その他の事業

につきましては、健康増進法の中で市町村が対

応するようになりました。それに対する補助で

ございます。中身としましては、市町村が作成

します健康手帳の作成費とか、健康教育、健康

相談、肝炎ウイルス検診とか歯周病検診等の健

康診査、そういったものが対象になっていると

ころでございます。

○前屋敷委員 昨年度とするとかなり予算が

減っているというのは、一定事業が終息したと

いうことで補助が少なくなったと見ていいんで

すか。

○相馬健康増進課長 昨年度は8,580万円で当初

組んでいたと思いますけれども、これにつきま

しては、さきの２月補正で4,500万ほど減額補正

をさせていただきました。これは当初の見込み
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が、初めてということもありましたけれども、

大きな理由としましては、肝炎ウイルス検診と

いうのがございまして、平成18年度までは40

歳、45歳、50歳、55歳、60歳と５歳ごとの節目

検診で行っておりました。そういう面で数は多

かったんですけれども、５年ごとの節目検診で

すので、18年度までの５年間で、対象者につい

ては肝炎ウイルス検診は終わったということ

で、19年度から40歳に到達した人だけが対象な

りました。そういうことで一番大きな要因とし

ては、肝炎ウイルス検診を受ける方が減ったと

いうこと、また、その検診の基準単価が3,719円

から2,617円と減ったこと、そういうことにより

まして２月補正で減額をさせていただいたわけ

ですけれども、そういう見直しの中で前年度よ

りも減額となっている状況でございます。

○丸山委員 衛生管理課にお願いしたいんです

が、147ページの犬なんかの処分ですが、実質去

年が何頭で、どんどんふえていっているものな

のか、その辺を教えていただきたい。先ほど引

き取りの話が出たんですが、2,000頭ぐらいあっ

たと。その整合性をお伺いしたいと思っている

んです。

○宮脇福祉保健部次長 犬についてお答えいた

します。処分頭数で申し上げますと、一番新し

い数字で、平成19年度は3,012頭処分がありまし

た。大きく飛びまして平成元年というのを参考

までに申し上げますと、１万2,508頭という時代

もございまして、一貫して漸減傾向にあるとい

うことでございます。この処分の前提として、

捕獲する犬が、平成元年が6,125頭、19年度

は1,673頭、引き取り頭数が、平成元年が7,285

頭、19年度は1,927頭ということでございます。

そういう意味では、大方の飼い主の飼い方とい

いますか、これはかなりよくなる方向へ一貫し

て動いてきているということでございます。

○丸山委員 今回愛護事業を立ち上げられたと

いうのも、減ってきているのにという相反する

ものがあったものですから。しかしながら、今

後そういう気持ちを醸成すべきであろうという

ふうに思っています。

総体的には後から聞きますけれども、続きま

して、食鳥検査等を含めてですけれども、昨年

も聞いたかもしれませんが、獣医師の募集をし

ても、県の職員ですら足りなかったということ

を聞いているんですが、全体的に獣医師がこと

しは足りるのかどうか。県の職員ですら完全に

補充できなかったと聞いているものですから、

その対策はどう考えているのかをお伺いしたい

と思っております。

○宮脇福祉保健部次長 獣医師の募集の関係で

すけれども、昨年度は５名募集しまして４名し

か採用できませんでした。今年度については11

名募集しまして、10名の応募、10名の合格とい

うことで、若干多くなったということでありま

す。ただ、欠員が全部埋められるかどうかとい

いますと、依然として厳しいというふうに考え

ております。

それで、採用年齢の引き上げといったことも

一つはやりました。以前は36歳未満だったの

を41歳未満に引き上げましたり、あるいは県出

身の在学生がいる獣医科大学、これは農政サイ

ドと一緒にですけれども、大学を訪問しまして

面接をし、ぜひ郷土へ帰ってほしいというよう

な呼びかけでありますとか、あるいは大学の職

場体験みたいなことで、食肉衛生検査所とか家

畜保健衛生所に積極的に勧誘したり、そういっ

たことをやっているところでございます。

○丸山委員 鹿児島のほうでは既に獣医師確保

に向けた県単事業をしていると。なぜかという
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と、鹿児島県も畜産県だということで、獣医師

がいない限り、飼育もできない、屠畜もできな

いということになってきていますので、この辺

は農政関係としっかり連携しながらやっていた

だきたい。プラス、食鳥検査は、60歳以上の嘱

託等もかなり応募してもらっているけど、ここ

も結構厳しいという話も聞いているものですか

ら、全体的に獣医師確保に向けては、医師確保

事業はどんどん展開していっているんですが、

農政がやるのか福祉保健部がやるのかわかりま

せんが、もうちょっとこの辺は真剣に獣医師確

保に向けて取り組んでいただかないと、後手後

手になってしまうと、獣医師も６年かかります

ので、そういった事業も今後やはり福祉保健部

もしくは農政水産部で、どちらがやっても構い

ませんけれども、やっていただくことをお願い

したいというふうに思います。

引き続きなんですが、新型インフルエンザに

ついて健康増進課にお伺いしたいんですが、国

から示された追加備蓄計画というのは、県とし

ては何か物を言えるチャンスがあったのか。国

から言われたことをただ受け入れるだけで、備

蓄計画の半分は絶対負担しなくちゃいけない

と。その辺も確かに備蓄したことがいいことは

いいんでしょうけれども、急にぽんと言われる

と、財政的に厳しいときにどんなものかと。先

ほど横田委員が言われたとおり、５年ぐらいで

タミフルは廃棄処分しなくちゃいけないとなっ

てくると、大変な財政負担が来るんですね。こ

の辺が、本当に起こるのかといったときに、起

こる可能性は高いんですけれども、ここまで備

蓄しなくちゃいけないのかというルールが、平

成17年から始めたときには、ある程度、こうい

うことですよ、これで大体足りますねという説

明を受けて、いいですよねと言っておいて、５

年間で切りかえていくから大変ですねという話

をしたのにさらに量がふえているものですか

ら、これはどうなっていくのかと。23年が終

わって25年になったら、もっと量をふやされて

負担がふえると。それに対する国に対しての協

議というのはどのように進んでいるのかをお伺

いしたいと思っているんです。

○相馬健康増進課長 ウイルス薬の備蓄につき

ましては、最初のときもそうなんですけれど

も、17年度から備蓄した段階におきましても、

国のほうには、知事会等を通じまして、国の責

任で備蓄をやってくださいという強い要望を出

してきておりました。今回の追加備蓄につきま

しても、同様に、全国知事会を通じて国のほう

にも強く要請をしていったところなんですけれ

ども、県民の安全・安心というためには最終的

には買わざるを得ないという判断で、今回追加

備蓄を行うようにしたところでございます。

この量がどれだけが妥当なのかというお話も

あろうかと思いますけれども、これにつきまし

ても、諸外国といいますか、アメリカとかほか

の外国の備蓄量と比べると、50％前後、それ以

上を備蓄しているという状況で、国際的に見ま

すと、日本の備蓄量が必ずしも飛び抜けて多い

という状況ではないと。今回やっと諸外国並み

になったのかなというふうに感じるところで

す。

○丸山委員 諸外国と比べてもちろんそうだと

思っているんですが、やはり国が責任を持って

というのが重要だと私は思っているんです。特

に、新型インフルエンザが進みやすいのは都市

部なんですね。地下鉄に乗ったり、人がごちゃ

ごちゃになるとか。逆に田舎のほうはそこまで

は少ない、少ないといいますか、リスクは都市

部からするとかなり違ってくるのじゃないかと
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考えると、国から言われるからというのは、地

方分権と相反することを国からやらされている

んじゃないかという気持ちがあるものですか

ら、強く知事会を通じて国に、しっかりこれは

国策としてやるべきだということを強く言って

いただくことをお願いして終わりたいと思いま

す。

○高屋医療薬務課長 先ほど徳重委員からの御

質問でお答えできなかった歯科衛生士専門学校

の学校数と定員についてお答えさせていただき

ます。歯科衛生士専門学校は宮崎に１校、都城

に20年の４月に開学いたしましたので、宮崎と

都城に合わせて２校ございまして、定員は合わ

せて240名でございます。

それと、申しわけありませんが、お答えした

中で間違っていたところがありましたので、３

点ほど訂正させていただきます。

１つが、医師修学資金の関係で、修学資金の

貸与が終了して現在臨床研修を受けている研修

先ですけれども、県立宮崎病院と申し上げまし

たが、宮大の附属病院でございます。申しわけ

ありません。

それと、看護師、准看護師の県内への就職率

の件ですけれども、先ほどお答えしましたのは

運営費補助をもらっている養成所の就職率とい

うことでございまして、国立、県立、私立の高

等学校の学生のことが入っておりませんので、

それを合わせますと、看護師課程のほうは県内

の就職率が49.4％でございます。

もう一点ですけれども、院内保育所17カ所と

申し上げて、そのうちの６カ所が運営費の補助

を受けているということを申し上げましたけれ

ども、６カ所のうちの２カ所が、減額補正でお

願いしましたけれども、院内保育所の廃止とい

うことと要件に非該当ということで、20年度の

補助金は交付しませんでしたので、20年度は４

カ所に対して補助金を交付しております。

以上、修正させていただきます。

○徳重委員 宮崎校は生徒数は何人ですか。

○高屋医療薬務課長 宮崎が定員が150名であり

まして、現員が132名ということでございます。

都城のほうは定員が90名ですけれども、４月に

開学したばかりですので、現員が８名というこ

とでございます。以上でございます。

○権藤委員長 よろしいでしょうか。それでは

時間が迫っておりますが、提出いただいた資料

の説明があれば説明をしていただいて、それか

ら、委員の皆さんの御協力をお願いしたいの

は、その他については総括の中で、これに関係

する分も総括の中でお願いするということで、

先ほどの医師会の説明だけお願いします。

○高屋医療薬務課長 それでは、前回の委員会

で資料を求められておりましたが、延岡地域と

都城地域の医療事情について御説明をさせてい

ただきます。

お手元にお配りしてありますが、まず、１に

挙げております医療機関数及び病床数について

であります。一般病院数、これは精神病院を除

いた病院でありますが、延岡が14施設、都城

は27施設となっておりまして、人口10万人当た

りでもごらんのように延岡は都城を下回ってい

る状況でございます。また、その右の欄、病院

の病床数を見ますと、延岡が1,533床であるのに

対しまして、都城は2,474床となっておりまし

て、人口10万当たりでも延岡が下回っている状

況でございます。また、診療所数では、有床、

無床合わせまして、延岡が85施設、都城が140施

設となっておりまして、延岡は都城の約６割と

いうふうになっております。

次に、２の医師数でありますが、延岡は254
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人、都城は357人となっております。年齢別に見

てみますと、ごらんのとおりでございます

が、60歳以上では、延岡が63人、全体の25％に

対しまして、都城も約25％とほぼ同じ割合であ

りますが、人数的には都城のほうが上回ってい

る状況でございます。

裏面をごらんいただきたいと思います。３の

自治体の財政負担額でありますが、延岡は、夜

間急病センターに約8,300万円、在宅当番医制に

約1,000万円、合わせて9,400万円の財政支出を

行っております。これに対しまして都城は、夜

間急患センターに約２億2,800万円、在宅当番医

制に約2,300万円となっておりますが、このほか

に２次救急の運営費としまして、都城市郡医師

会病院に対して約4,500万円を支出しておりまし

て、合わせて約３億円の財政支出を行っており

ます。

次に、４の夜間急患センターの比較について

であります。

まず、①にあります診療日・時間でございま

すが、延岡は、金曜日は内科と外科が翌朝の７

時までの準夜・深夜の診療を行っております

が、その他の日は23時までの準夜帯だけになっ

ております。一方、都城のほうは、内科、外

科、小児科とも毎日19時から翌朝の７時までの

診療を行っております。

②に挙げております年間患者数につきまして

は、延岡が１万331人、都城が１万7,321人と

なっております。

次に、③の医師の状況についてであります。

一番上の地元医師会の協力につきましては、協

力医師の年齢についてそれぞれの医師会に問い

合わせて調べましたところ、延岡のほうは年齢

の規定は設けていないということでありました

が、60歳未満が協力医師全体の84％を占めてい

るということでありました。一方、都城は、準

夜帯が55歳から64歳まで、深夜帯が55歳未満と

しているということでありました。また、協力

医師数につきましては、延岡が63人、都城が75

人となっております。その下に挙げております

が、地元以外の医師会等の協力につきまして

は、延岡が４人、都城が13人となっておりま

す。一番下の大学からの派遣につきましては、

延岡が、外科が月４回程度、小児科が月10回程

度、都城は、内科が月12回程度、外科が月22回

程度、小児科が月５回程度、大学からの医師が

派遣されているということでございます。

説明は以上でございます。

○権藤委員長 ありがとうございました。

それでは、今の件についても質疑等があるか

もしれませんが、これも総括質疑の中で出して

いただくということで、医療薬務課、衛生管理

課、健康増進課の審査を終了させていただきま

す。

暫時休憩をいたします。午後の再開は１時20

分とさせていただきたいと思います。

午後０時15分休憩

午後１時18分再開

○権藤委員長 委員会を再開させていただきま

す。

今回は、こども政策課、こども家庭課の審査

を行いたいと思います。それでは、よろしくお

願いします。

○佐藤こども政策課長 こども政策課分を御説

明いたします。

こども政策課の関係分は、議案第１号「平

成21年度宮崎県一般会計予算」、議案第30号

「宮崎県認定こども園の認定基準に関する条例

の一部を改正する条例」及び追加提案をさせて
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いただきました議案第72号「平成21年度宮崎県

一般会計補正予算」の３件であります。

まず、議案第１号「平成21年度宮崎県一般会

計予算」についてであります。

お手元の冊子、平成21年度歳出予算説明資料

のインデックスでこども政策課のところ、ペー

ジでいいますと159ページをお開きください。

こども政策課の平成21年度当初予算は、左か

ら２つ目の欄ですが、総額で78億9,147万円をお

願いしております。前年度との比較につきまし

ては、額にして２億6,067万8,000円の減、率に

して約3.2％の減となっております。なお、この

減の理由は、平成20年度は、こども家庭課分の

職員費をこども政策課で一括計上しておりまし

たが、21年度はそれぞれの課で計上したため、

この分の減が約５億円となり、これを除きます

と２億4,000万円の増、率にして3.1％の増とな

ります。

それでは、重点事業などの主なものについて

御説明をいたします。

161ページをお開きください。下から２番目の

（事項）児童健全育成費３億5,003万5,000円で

あります。これは児童の健全育成を図るために

要する経費であります。

６の放課後児童健全育成事業１億6,3 1 3

万8,000円でありますが、これは保護者が就労等

により昼間家にいない小学校１年生から３年生

の児童に対し、授業終了後に学校の空き教室な

どを利用して適切な遊び及び生活の場を提供

し、その健全の育成を図るものであります。

次に、その下の（事項）少子化対策環境づく

り推進事業費１億1,723万9,000円でありま

す。162ページをお開きください。

３の新規事業、子育て応援のみやざきづくり

事業632万6,000円でありますが、これは、地域

における子育て支援活動に意欲のある県民の人

材情報をストックした子育て応援人材バンクの

構築や、みんなで子育て応援運動の推進等によ

り、社会全体で子育てを応援する機運の醸成を

図るものであります。

次に、４の地域の絆で子育て支援事業516万円

でありますが、これは、失われつつある地域の

きずなや近所づきあいを再生・活用し、子育て

を応援する市町村やＮＰＯ等の子育て支援団体

の先駆的な取り組みを支援し、継続的、自立的

な子育て支援の仕組みづくりを促進するもので

あります。

次に、５のみやざき新たな出会い応援事業160

万円でありますが、これは、少子化の要因の一

つである未婚化・晩婚化対策として、結婚を社

会全体で応援する仕組みとして縁結び応援団を

募集・登録するとともに、独身男女に対し、出

会いの機会づくり情報を提供するなど、結婚の

きっかけづくりを支援するものであります。

次に、６の新規事業、次世代育成支援宮崎県

行動計画策定事業87万5,000円でありますが、こ

れは、次世代育成支援宮崎県行動計画の次期計

画及び青少年の健全育成計画の次期計画を一体

的に策定するものであります。

163ページをごらんください。一番上の（事

項）児童福祉施設整備補助事業費1,033万1,000

円であります。これは児童福祉施設整備に要す

る経費であります。

３の新規事業、幼稚園・保育所耐震対策緊急

支援事業620万円でありますが、これは、私立幼

稚園及び保育所が実施する耐震診断に対して補

助を行うことにより、園舎の耐震診断を促進

し、就学前児童の災害時の安全・安心の確保を

図るものであります。

次に、下から２番目の（事項）私学振興費17
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億6,345万6,000円であります。これは私立幼稚

園の振興のための助成及び指導に要する経費で

あります。

１の（１）一般補助16億3,021万8,000円であ

りますが、これは、私立幼稚園の経営基盤の安

定や教職員の資質の向上、保護者の負担軽減な

ど、教育環境の充実を図るものであります。

次に、（３）預かり保育推進事業補助7,000万

円でありますが、これは、幼稚園の教育時間終

了後等に園児の預かり保育を実施する私立幼稚

園に対して補助を行い、保護者及び幼稚園の負

担を軽減することにより、子育て支援の充実を

図るものであります。

164ページをお開きください。一番上の（事

項）就学前教育推進費188万3,000円でありま

す。これは就学前の幼児教育に要する経費であ

ります。

１の宮崎の就学前教育すくすくプラン推進事

業でありますが、これは、就学前教育の指針と

なる宮崎の就学前教育すくすくプランを推進す

るため、研究推進拠点園を指定する等により、

その実践や研究を行い、その成果を普及するも

のであります。

当初予算については以上であります。

次に、議案第30号「宮崎県認定こども園の認

定基準に関する条例の一部を改正する条例」に

ついてであります。

お手元の冊子、平成21年２月定例県議会提出

議案（平成21年度当初分）の議案第30号のイン

デックスのところ、ページでいいますと125ペー

ジをお開きください。

これは新旧対照表の下線部分にございますよ

うに、今回、国の保育所保育指針が改定され、

またあわせて、これまでの厚生労働省児童家庭

局長通知から厚生労働大臣告示となり、平成21

年４月１日付で施行されることになりますこと

から、本条例の関係する規定を改正するもので

あります。

最後に、追加提案の議案第72号「平成21年度

宮崎県一般会計補正予算」についてでありま

す。

お手元の冊子の薄いほうの歳出予算説明資

料、平成21年度歳出予算説明資料（議案第72

号）とありますものの、インデックスでこども

政策課のところ、ページでいいますと13ページ

をお開きください。

一番上の補正額でありますが、3,379万5,000

円の増額補正をお願いしております。この結

果、補正後の予算額は、右から３つ目の欄にな

りますが、79億2,526万5,000円となります。

次に、15ページをお開きください。一番上の

（事項）私学振興費3,379万5,000円の増額補正

であります。１の新規事業、私立幼稚園子育て

支援充実事業でありますが、これは、国の補正

予算成立に伴い創設されます緊急雇用創出事業

臨時特例基金を活用し、私立幼稚園に子育て支

援専任者を配置することで、子育て相談業務や

園庭開放等の子育て支援機能の充実を図るとと

もに、緊急雇用の場を創出するためのものであ

ります。

なお、こども政策課の新規事業につきまして

は、委員会資料の20ページから22ページ及び47

ページにその概要をお示ししておりますので、

後ほどごらんください。

こども政策課分については以上でございま

す。

○舟田こども家庭課長 こども家庭課分を御説

明いたします。

こども家庭課の関係分は、議案第１号「平

成21年度宮崎県一般会計予算」、議案第３号
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「平成21年度宮崎県母子寡婦福祉資金特別会計

予算」の２件であります。

まず、議案第１号「平成21年度宮崎県一般会

計予算」についてであります。

お手元の冊子、平成21年度歳出予算説明資料

のインデックスでこども家庭課のところ、165ペ

ージをお開きください。

こども家庭課の平成21年度当初予算は、一般

会計の左から２つ目の欄ですが、総額で52

億1,770万9,000円をお願いいたしております。

前年度との比較につきましては、額にして８

億1,540万5,000円の増、率にして約18.5％の増

となっております。なお、この増の主な理由に

つきましては、こども政策課長の話にありまし

たとおり、20年度にこども政策課で一括計上し

ておりました職員費を、21年度からはそれぞれ

の課で計上したため、この分の額が約５億円と

なっておりまして、これを除くと約３億1,000万

円の増となっております。

次に、中ほどの母子寡婦福祉資金特別会計の

当初予算につきましては、総額で６億3,278

万2,000円をお願いしております。前年度との比

較につきましては、額にして3,035万円の増、率

にして約5.0％の増となっております。

これにより、こども家庭課の平成21年度予算

総額は、左から２つ目の欄の一番上になります

が、58億5,049万1,000円をお願いしておりま

す。前年度との比較につきましては、額にして

８億4,575万5,000円の増、率にして約16.9％の

増となっております。

それでは、重点事業などの主なものについて

御説明いたします。

167ページをお開きください。一番上の（事

項）女性保護事業費3,038万3,000円でありま

す。これは、女性保護の推進及び配偶者からの

暴力被害者、いわゆるＤＶ被害者の保護、相談

支援などに要する経費であります。

次に、一番下の（事項）少子化対策環境づく

り推進事業費９億1,013万1,000円でありま

す。168ページをお開きください。これは子供が

健やかに生まれ育つための環境整備に要する経

費であります。

２の子育て支援乳幼児医療費助成事業９億36

万5,000円でありますが、これは、小学校入学前

の乳幼児の入院及び入院外の医療費の一部を助

成することにより、子育て家庭の負担の軽減を

図るものであります。

次に、その下の（事項）児童虐待対策事業

費1,374万8,000円であります。これは児童虐待

の対策に要する経費であり、各児童相談所に児

童虐待対応協力員を配置するとともに、要保護

児童対策協議会などによる関係機関の連携を強

化し、児童虐待の発生予防、早期発見・早期対

応を図るものであります。

次に、その下の（事項）青少年対策総合調整

費1,010万5,000円であります。これは青少年に

関するさまざまな総合的な施策の推進に要する

経費であります。

次に、その下の（事項）青少年育成保護対策

費３億417万2,000円であります。これは青少年

の健全育成対策の推進に要する経費でありま

す。

１の青少年保護対策推進事業586万3,000円で

ありますが、これは、青少年を健やかにはぐく

む社会環境を整備するために、県民意識の高揚

と青少年健全育成条例の適正かつ効果的な運用

を図るものであります。

次に、２の青少年自然の家管理運営委託費２

億9,830万9,000円でありますが、これは青島、

むかばき、御池の３つの青少年自然の家の運営
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を通して、心豊かでたくましい青少年の育成を

図るものであります。

次に、その下の（事項）県民運動強化推進

費810万2,000円であります。これは県民一体と

なった青少年健全育成運動の推進に要する経費

であります。

169ページをごらんください。１の（２）「家

庭の日」強化連携事業278万円でありますが、こ

れは市町村や民間企業と連携し、家庭の日を広

く県民に周知することにより、家庭の果たす役

割についての理解を深めるとともに、家庭の教

育力の向上を図るものであります。

次に、一番下の（事項）母子福祉対策費6,961

万3,000円であります。これは母子自立支援員、

母子福祉協力員の設置及び母子家庭などの自立

促進に要する経費であります。

３のひとり親家庭自立支援給付金事業1,169

万9,000円でありますが、これは、主体的に職業

訓練に取り組むひとり親家庭の母・父に対し、

給付金などを支給し、ひとり親家庭の就業の効

果的な促進を図るものであります。

170ページをお開きください。上から２番目の

（事項）ひとり親家庭医療費助成事業費２

億4,274万7,000円であります。これは、ひとり

親家庭の医療費の一部を助成することにより、

ひとり親家庭の負担を軽減し、生活の安定と福

祉の向上を図るものであります。

171ページをごらんください。一番下の（事

項）児童福祉施設整備補助事業費2,244万3,000

円であります。これは児童福祉施設整備に要す

る経費でありますが、１の新規事業、児童養護

施設「青島学園」機能強化整備事業でありま

す。委員会資料の23ページにもこの資料を添付

させていただいておりますが、これは、虐待を

受けたことのある児童や発達障がいがある児童

などに対するきめ細かな支援を行うため、青島

学園に小規模グループケアのための居室や心理

療法室、また、親子生活訓練室を整備し、要保

護児童の処遇向上のための機能の充実強化を図

るものであります。

一般会計については以上であります。

次に、議案第３号「平成21年度宮崎県母子寡

婦福祉資金特別会計予算」についてでありま

す。

お手元の冊子、平成21年２月定例県議会提出

議案（平成21年度当初分）の議案第３号のイン

デックス、17ページをお開きください。

第１条にございますように、歳入歳出予算の

総額は６億3,278万2,000円をお願いいたしてお

ります。第２条の地方自治法第235条の３第２項

の規定による一時借り入れの最高額は2,000万円

をお願いしております。

特別会計につきましては以上であります。

以上、こども家庭課分につきましての御説明

をさせていただきました。よろしくお願いいた

します。

○権藤委員長 以上で執行部の説明が終わりま

した。説明のありました議案等について質疑が

ありましたら、お出しいただきたいと思いま

す。

○丸山委員 こども政策課にお伺いします。ま

ず、163ページ、もしくは委員会資料の22ページ

に、幼稚園なり保育園の耐震の620万。国が３分

の１、県が３分の１ということであると、私立

幼稚園・保育園が３分の１ぐらいになるという

ことになっているんですが、実際まだ耐震化が

終わっていないと。56年以前に建てられて２階

以上または200平米を超える非木造と書いてあり

ますが、どれぐらいまだ残っているというふう

に思っていいでしょうか。
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○佐藤こども政策課長 県内の私立幼稚園なり

保育所で56年以前に建てられたものが、幼稚園

で49棟ございます。そのうち、耐震診断されて

いないものが37ございます。保育所につきまし

ては、対象となる昭和56年以前に建てられた棟

が66棟ございます。そのうち、耐震診断をなさ

れていないものが60棟でございます。

○丸山委員 パーセントからすると、まだかな

り耐震に取り組んでいないという形になってい

るんですが、この620万で何件実施できる予定と

いうふうに見込まれていらっしゃいますか。

○佐藤こども政策課長 この事業は３カ年事業

で考えております。３カ年で幼稚園を15棟、保

育所を32棟と考えております。これについては

若干補足させていただきたいんですけれども、

耐震診断は先ほどみたいに低い率でございま

す。ただ、耐震率というふうな出し方をします

と、昭和56年以降に建てられたものも含めたと

ころでの耐震率でいきますと、私立幼稚園は現

在71.9％、私立保育所が63.3％でございます。

実は、県のほうの建築物の耐震化計画というの

がございます。具体的には宮崎県建築物耐震改

修促進計画というのがございまして、民間の施

設についての平成27年度末の耐震化率の目標と

いうのを８割にしております。ですから、今回

予算措置をお願いしているものについては、３

カ年で先ほどの71.9％なり63.3％を80％に当面

上げようという計画でございます。その結果、

逆算いたしますと、幼稚園を３年で15棟、保育

所を32棟することによって耐震化率80％に持っ

ていける段取りがつくと。もちろん耐震化工事

までいかないといけませんけれども。以上でご

ざいます。

○丸山委員 目標とかいろいろわかったんです

けれども、少子化の影響があって、耐震化した

いけれども、だんだん減ってくればできないと

いう園も結構あるんじゃないかと思っている中

に、この前の補正で安心こども基金というのが

ありましたので、あれをうまく使い、また耐震

化にも使えるということだったと思っているん

ですが、耐震診断が終わって、耐震化の補助と

いうのは具体的にどれぐらいというふうに見

て、また、幼稚園とか１棟当たりどれぐらいの

負担、大きさによって変わると思っているんで

すが、私立の幼稚園なり保育園の負担はどれぐ

らいを想定されているんでしょうか。

○佐藤こども政策課長 施設整備に対する補助

制度は、幼稚園については文科省の事業でござ

います。これは基本的には３分の１補助でござ

いますが、新年度予算から、倒壊の危険性が高

いものについては、この補助率を２分の１以内

に上げようというふうな予算措置を国のほうで

されているようでございます。保育所に関しま

しては、先ほど出ました22年度までは安心こど

も基金の事業でやりますが、これについての補

助率は国２分の１、市町村４分の１ということ

で、この補助残の分が事業主の負担ということ

になります。もちろん建物の規模によってどの

ぐらいかかるのかというのは開きがあろうかと

思いますが、事業者サイドはかなりの負担にな

るのかなというふうに思っております。

○丸山委員 いずれにしましても、耐震に関し

てはできるだけ進むように、経営者にもこうい

う事業がありますよとうまくＰＲもしていただ

いて、遺漏のないようにしていただければあり

がたいというふうに思っております。

それと、もう一つお伺いしたいのが、164ペー

ジの就学前教育すくすくプラン推進ということ

で、モデルを１園ということだったんですが、

どのような内容で、どのあたりを指定しようと
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考えているのかをお伺いしたいと思うんです。

○佐藤こども政策課長 これは、元気な幼稚園

・保育所をモデルを５施設指定しております。

具体的には、県内の幼稚園を３カ所、保育所を

２カ所指定をしまして、いろんな研究授業なり

公開授業なり、あるいは、園内でのリズム遊び

みたいなことをしたり、親子での子育てカレン

ダーをつくったり、いろんな研究をしていただ

く授業に取り組んでいただいています。これが

平成19年度から３カ年、19、20、21ということ

で、現在進行中ということでやらせていただい

ています。１園当たり30万円出させていただい

て研究をしていただいているということでござ

います。

○丸山委員 モデルをやって、その後、どうい

う子供たちに育てたいということで、教育委員

会の創造プランに引き続き、この就学前のをつ

くっていただいたと思っているんですが、つな

ぎを今後どうやっていこうと、教育委員会との

つなぎといいますか、考えていらっしゃるんで

しょうか。ここで生かしたものをどうやって広

めたいというふうに考えているのかをお伺いし

たいと思います。

○佐藤こども政策課長 これは21年度までの取

り組みでございますが、具体的に、この２年間

の取り組みを現在、実績といいますか、事例を

取りまとめて事例集を作成中でございます。こ

れをいろんな研修の機会とか、あるいは幼稚園

・保育所が集まられる場所で紹介をして、具体

的にほかの園でもこういった取り組みをされた

らいかがですかという形での働きかけをしてい

くということで考えていますし、教育委員会と

の連携となりますと、幼保と小学校の連携とい

うのが一番大きな課題というふうに思っていま

すので、現在、教育委員会も入った会議で就学

前推進会議といった会議もやっています。そう

いったものもしながら、あるいは幼稚園、保育

所の研修事業の中で、小学校を訪問する研修と

いったものも盛り込んでいますので、そういっ

た形で具体的に連携を強化していきたいという

ふうに考えています。

○丸山委員 補正予算絡みの、当初の資料でい

うと、47ページの新規事業についてお伺いした

いんですが、これを見てみますと、私立幼稚園

に子育て支援専任者を配置することでというふ

うに書いてあるんですけれども、これは新たな

雇用を緊急雇用対策でするということですが、

ここに書いてあるとおり、１園当たり96万6,000

円ということですけれども、月額にすると、１

人雇用するに当たってはそんなに高い金額では

ないというふうに思っているんですが、１園当

たりいつから、４月から３月の給料だけという

んだったら少ないように思えるんですけれど

も、具体的にはどのような形でするのか、もう

少し説明していただくとありがたいんですが。

○佐藤こども政策課長 資料は47ページでござ

います。この事業をやるに当たっての基金の仕

組みを若干御説明したほうがよろしいかと思い

ますけれども、この事業目的で、緊急雇用創出

事業臨時特例基金というのがございます。商工

観光労働部のほうで補正で19億7,000万の基金を

創設されたと思いますが、これの目的は、継続

的な雇用というよりは、一時的なつなぎの雇用

をしようということでございます。まさしく私

ども考えております事業も、子育て支援専任者

が求職活動もできると。要するに１日４時間働

いていただこうという想定でおります。残りの

時間は次の仕事を見つける時間にとっていただ

こうということで、時間給で、県内の幼稚園の

初任給の平均から単価割りしますと931円なの
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で、それの４時間分の3,720円を１日当たり支給

しようと。これを６カ月間雇用させていただく

と。１回だけ更新ですので、お一人の方で１年

間雇用させていただくと。その間に次の仕事を

見つけていただくという形で考えています。で

すから、金額的には、先ほどおっしゃいました

ように１日分としては少ないのかなと、そうい

う金額になっております。

○丸山委員 今回は35園ですね、35園に関して

は、早く手を挙げたところがいいということに

なるのか、もしくはどういうスタンスで呼びか

けをしていく予定にしていらっしゃるんです

か。

○佐藤こども政策課長 県内に私立幼稚園とい

うのは117園ございます。皆さんに呼びかけよう

と思いますし、議会を通りましたら、今月中に

幼稚園の方々に集まっていただいて説明会をし

ようと思っています。もちろん早い者勝ちとい

うことではなくて、手を挙げていただく方の中

で、より効果的な事業に取り組む園にお願いを

しようというふうに思っています。いずれにし

ても１年でかわりますので、３年で県内の幼稚

園全部回って子育て支援の充実が図られるよう

に持っていきたいというふうに考えています。

○丸山委員 説明がありましたとおり、緊急雇

用対策の一環でありますので、こういう形もい

たし方ないのかなと思っておりますけれども、

ただ仕事をすればいいだけじゃなくて、子供が

小さいころですので、目的は子育てということ

もしっかり踏まえながら、恐らくそういう人た

ちに来てもらっていると思っているので、その

辺がしっかりできるような体制で、来る人もそ

ういう子育ての意識があるけれどもということ

を大前提にしていただかないと、雇用対策だけ

に走ってしまうときつい面もあるのかなと思っ

ていますので、それは十分にしっかりしていた

だきたいと思います。

○佐藤こども政策課長 もちろん委員のおっ

しゃるとおりでございますが、私どものほうは

子育て支援がまず第一目的でございます。実は

この４月から新しい幼稚園教育要領というのが

できまして、幼稚園の位置づけも、地域におけ

る幼児教育のセンター的役割を担ってくれとい

う位置づけになっております。そういう視点か

ら、子育て支援の分野がなかなか人を雇うお金

がないということで、やりたいけどできないと

いう声もたくさんございますので、こういった

事業で、少しでも地域に開かれた子育て支援と

いったものができるといいのかなという思いで

やらせていただきたいと思っております。

○徳重委員 こども政策課、161ページ、児童健

全育成費というところですが、市町村児童環境

づくり基盤整備事業、どれぐらいの市町村で配

分される予定ですか。そして、どのような事業

を考えていらっしゃいますか。

○佐藤こども政策課長 市町村児童環境づくり

基盤整備事業の内容でよろしゅうございます

か。これは細かく幾つかに分かれておりまし

て、１つは、児童館の活動事業費、そういった

ものと、地域活動クラブ、昔、母親クラブと

言っておりましたが、これの活動費、並びに地

域子育て支援センターの事業費の大きく３つに

分かれております。以上です。

○徳重委員 ６番目の放課後児童健全育成事業

は、対象児童数は昨年はどれぐらいだったんで

すか。

○佐藤こども政策課長 昨年の５月現在で把握

しているところでございますが、県内で6,342名

というふうに把握しております。

○徳重委員 ことしは同じぐらいの児童数と見
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ていらっしゃるんですか。

○佐藤こども政策課長 予算積算上は、子供の

数というよりは、クラブの数で把握しておりま

して、今年度は139クラブを補助対象というふう

に考えています。

○徳重委員 人員じゃなくてクラブに支援され

ているということですね。

○佐藤こども政策課長 市町村を通じてクラブ

に対しての補助でございますが、もちろんその

クラブの人数規模によって金額は違いはござい

ます。

○徳重委員 次に、私立幼稚園の振興費補助関

係ですが、補助率あるいは金額は前年度とどう

変わったんですか。

○佐藤こども政策課長 私立幼稚園の補助事業

のことでございますが、国からの補助も受けた

基本的な補助ということでよろしいでしょう

か。これは金額的には20年度当初16億1,500万で

ございました。これを21年度16億3,000万という

ことでございます。国の単価が若干ずつ毎年上

がるものですから、その分で金額が若干上がっ

ているということでございます。

○徳重委員 下がってはいないんですね。わか

りました。

こども家庭課長にちょっとお尋ねします。168

ページですが、子育て支援の医療費助成事業９

億、大変な金額ですが、前年度は途中からでし

たかね。

○舟田こども家庭課長 前年度、平成20年度

は10月からの拡充となっております。

○徳重委員 20年度10月からということは、３

月まで約半年ですか。

○舟田こども家庭課長 期間としては６カ月で

ございますけれども、金額としては４カ月分の

拡充ということになっております。金額は、平

成20年度の当初予算の分でよろしいんでしょう

か。20年度当初予算分が６億5,750万1,000円で

ございました。

○徳重委員 そうすると、今年度９億しか組ん

でいないんですが、足らないんじゃないでしょ

うか。

○舟田こども家庭課長 ２月補正後の額につき

まして、以前御説明させていただいたと思うん

ですが、所得制限、児童手当の制限が拡充分に

ついてかかっておりまして、全世帯の10％を見

込んでおりましたが、結果的に５％ぐらいとい

うことで、それを見越した数字で平成21年度当

初予算をお願いしているところでございます。

○徳重委員 延べ人員ははっきりわからないと

は思うんだけど、どれぐらいを対象数にされて

いますか。

○舟田こども家庭課長 件数で積算をいたして

おりまして、ゼロ歳から３歳児未満までの入院

・入院外と、３歳から小学校入学前までの入院

と入院外に分けております。※一番最初のゼロ歳

から３歳までの入院・入院外につきましては、

件数が55万8,185件、３歳から小学校入学前の入

院につきましては３万6,572件、３歳から小学校

入学前の入院外につきましては６万2,744件を見

込んでおります。

○徳重委員 170ページ、ひとり親家庭の医療費

助成ですが、この助成金は全額見るんですか。

それとも、何歳までとか何か条件があるんです

か。

○舟田こども家庭課長 ひとり親家庭医療費の

対象といたしましては、20歳未満の児童を扶養

しているひとり親家庭の父・母、それから、ひ

とり親家庭の父・母が扶養する18歳の年度末ま

での児童、及び18歳の年度末までの父母のない

※103ページに訂正発言あり
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児童といった方々が助成の対象となっておりま

す。

○徳重委員 これの何割かということですか、

それとも全額医療費負担するんですか。

○舟田こども家庭課長 自己負担額を１人

月1,000円ということで、その残りを市町村と県

で、本人一部負担割合の分ですね、それを補助

をするという形になります。

○西村委員 徳重委員の関連で、168ページの子

育て支援乳幼児医療費助成制度をもう一度聞き

たいんですけれども、これを導入して楽に小児

科等にかかれるようになったということで、地

域の小児科が、もとから患者が多かったのにさ

らに多くなって大変だということは耳に入って

いないんですか。

○舟田こども家庭課長 全国的なものとして、

いわゆるコンビニ受診等があっているんじゃな

いかというような話は聞いたりしておりますけ

れども、私ども県といたしましては、やはり、

子育てをされる方の負担を軽減する、精神的な

面でも経済的な面でも幾らかのいろんな支援を

していきたいというふうに考えておりますの

で、コンビニ受診等につきましては、県全体

で、また幅広く市町村にも働きかけて、適正な

医療のあり方といいますか、そういったことを

今後とも啓発も含めてやっていきたいというふ

うに考えております。

○西村委員 自分の体験談として言ったら、小

児科の玄関に１日100人までみたいなことが書い

てあるんですね。というのを見たときに、最初

から、診せる前からもうだめよと言われている

んですよ。そういう病院も中にはあるので、

もっと言えば、中の先生たちというのはもっと

過酷な状況になっていっているのかなと思いま

して、県北は特に、私の日向なんかというの

は、夜間はわざわざ延岡まで行かないといけな

いような状況になっておりますので、そういう

ことを踏まえて、小児科医療の充実もあわせて

セットで考えていってもらわないと大変なのか

なと体感しております。

○舟田こども家庭課長 委員がおっしゃいまし

たように、そういった部分につきましては、特

に福祉保健部、病院局、県全体、市町村も含め

て取り組んでいく必要があるというふうに認識

しております。

○髙橋委員 先ほどの所得制限の関係でちょっ

と確認ですけど、子育て支援乳幼児医療費の助

成事業で、20年度中に実施した分について、19

年中の所得ですね、それが10％、見込みが５％

だったということで、21年度の予算編成するに

当たっては、この程度であろうということで

しょうけど、19年から20年はかなり雇用情勢が

変わりましたね。だから５％というのはちょっ

と厳しくて、この当初で上げたやつで、ひょっ

としたら該当者が予想よりもふえるんじゃない

かという見方を私はしたものですから、その辺

の考え方はどうでしょうか。

○舟田こども家庭課長 委員おっしゃいますと

おり、確かに経済状況が悪化して平均所得等も

下がっているのではないかということは推測さ

れるところでございますけれども、市町村等の

これまでの実績とか、この児童手当の所得制限

の対象となるのが、夫婦子供２人のサラリーマ

ン世帯であれば年収が860万円以上の場合といっ

たようなことで、今の見込みでは、５％程度で

積算としては大丈夫ではないかというふうに考

えております。

○髙橋委員 不足する場合にはいろいろとやり

方はあるでしょうから、そのときには言ってく

ださい。
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次に、169ページ、これは制度の中身をちょっ

と教えてください。一番下の３のひとり親家庭

自立支援給付金の事業、簡単でいいですから、

教えてください。

○舟田こども家庭課長 自立支援給付金事業に

つきましては、自立支援教育訓練交付金といっ

たものと高等技能訓練促進費という２種類の事

業から成っております。国の補助が４分の３ご

ざいますけれども、まず、自立支援教育訓練交

付金につきましては、母子家庭の母、父子家庭

の父親の方が、就業をするために必要ないろん

な資格を取る場合に、その受講料の２割、上

限10万といったことがございますけれども、そ

ういったものを補助するという制度でございま

す。それから、高等技能訓練促進費につきまし

ては、就業するために資格を取得する必要があ

り、そして、その間働けないといったような、

生活費の支援等を行うといった内容のものと

なっております。

○髙橋委員 すぐはちょっとのみ込めません

が、聞いたのは、児扶手当をもらえない父子家

庭からの不満もあったりして、そこら辺の手厚

い父子に対する給付事業なのかなというふうに

聞いてみましたら、双方とも支援するという事

業ですね。わかりました。

あと、こども政策課ですけど、委員会資料

の47ページですが、私立幼稚園子育て支援充実

事業、何か無理やり一生懸命検討された結果だ

と思うんですけど、ただ、見て、１年ぽっきり

じゃないですか、１園当たりの事業としては。

何か物足らないような気もしています。そし

て、事業概要を見ると、子育て相談、既に子育

て支援センターでいろいろ補助を受けてやって

いる園もあるわけで、そういうところも対象に

なるんでしょうか。

○佐藤こども政策課長 まず１点目は、雇用期

間が短いんじゃないかという御質問でございま

すが、先ほども若干触れさせていただきました

けれども、今回の基金の性格として、ふるさと

雇用と緊急雇用と２つの基金が今回創設された

と思います。ふるさと雇用のほうが63億でござ

いますが、そちらのほうは、継続的な雇用とい

うところが一番の目的の基金でございました。

それだと、私どもが考えている事業はなかなか

できないと思っておりましたが、緊急雇用のほ

うは、一時的なあるいはつなぎの雇用というと

ころで、基本的には６カ月以内の雇用と。１回

限り更新もできると。そういう基金の基本的な

性格がございました。これを活用することで、

私どもがねらいとしている子育て支援の充実が

幼稚園の部分についてもできるのかなというふ

うな考えでこの事業の仕組みをつくったという

ことが経緯にございます。

もう一点は、子育て支援センターも対象にな

るのかということでございますが、基本的な補

助体系が別でございますので、幼稚園だけを今

回想定しているものでございます。

○髙橋委員 先ほど健康増進課も、同じような

事業で緊急雇用創出事業臨時特例基金、委員会

資料でたまたま隣のページになっていますけ

ど、ここでお尋ねしましたら、ここは３カ年で

雇いどめになるのかと言ったら、検討して継続

的な事業にすることもあり得るということの答

弁をされたんです。いろいろと性格があるとい

うことで課長から説明がありますけれども、

せっかくこういう緊急雇用対策、税金を使うわ

けですから、呼び水になる性格であっていいと

思うんです。継続的な雇用を生み出す呼び水で

あってほしいなというふうに思って尋ねてみま

した。健康増進課の課長は前向きな、３年終了
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後も、健康づくり応援事業の事務局員の配置を

継続してもいいような話があったものですか

ら、尋ねてみました。

○佐藤こども政策課長 健康増進課のほうはそ

の考えがあるのかなと思いますけれども、私ど

ものほうとしましては、幼稚園が地域を対象と

した子育て支援をやりたくても、なかなか人を

雇えるだけの余裕がないと、また、ノウハウも

ないという声を聞くものですから、これをそれ

ぞれ１年なりやっていただくことでノウハウも

身につけていただくとか、そういったことで、

次の展開は基本的には各園で自主的に展開して

いただこうと、そういうねらいでこの事業を始

めさせていただいています。

○髙橋委員 私の言っている趣旨に沿った答弁

だと思います。あとは園が自力でこういう事業

を展開してほしいということでしょうから、わ

かりました。

最後に１点、22ページの耐震対策緊急支援事

業なんですけど、先ほど詳しく棟数もお話しい

ただきました。補助対象は２階建て以上また200

平米を超える非木造の園舎というふうになりま

すね。これでまた絞られてくるんですね、対象

園というのが。どんなものでしょうか。

○佐藤こども政策課長 先ほど申し上げました

棟数は、この条件に合ったところでの棟数が先

ほど申し上げた棟になります。

○髙橋委員 わかりました。非木造ということ

はわかりますが、200平米という基準の根拠とい

うのは何でしょうか。

○佐藤こども政策課長 国庫補助事業の要件

が、こういう広さなり非木造というところでの

要件になっている関係で、このような要件をさ

せていただいています。

○髙橋委員 逆に、200平米以下の園というのは

当然あるわけですね、非木造で。それは把握さ

れていますか。

○佐藤こども政策課長 これ以下については把

握はしておりません。基本的には、国庫補助事

業のこの考えの根底には建築基準法というのが

ございまして、昭和56年に改正されてこういっ

た構造基準が強化されたんですけれども、それ

の尺度となる面積なり、非木造という鉄筋鉄

骨、そういった構造上の要件とかも、その基準

法にのっとってこの補助事業の要件も規定され

ているということでございます。

○髙橋委員 どこかで線引きをされるわけで

しょうけど、この基準はいろいろと出ています

ね、例えばゼロ歳未満は１人1.何ぼとか、そう

いう数字があるじゃないですか、そういう部屋

を設けないと認めないよと。それもおかしいん

じゃないかと新聞で見たこともあるもので。こ

れは国庫補助ということを理由にされればそれ

で話は終わりなんでしょうが、ただ、200平米以

下でも耐震は必要なんですね。そこのところも

調査をしていただいて。今回の事業ではそれは

無理だということはわかります。でも、将来的

に耐震の関係ですべきところは間違いないはず

ですね、200平米以下であっても。そのことを

しっかり念頭に置いていただきたいと思いま

す。この支援事業をするに当たっては。

○舟田こども家庭課長 先ほど徳重委員の御質

問の関係で訂正をさせていただきたいと思いま

す。子育て支援乳幼児医療費助成事業の対象の

件数を申し上げましたけれども、再度20年度

と21年度を比較してお答えさせていただきたい

と思います。

まず、ゼロ歳から３歳未満の入院・入院外に

つきまして、20年度が60万2,563件、21年度が60

万5,600件を見込んでおります。次に、３歳から
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小学校入学前までの入院の分につきましては､20

年度、21年度ともに1,900件ということでござい

ます。それから、20年度の10月から拡充いたし

ました３歳から小学校入学前までの入院外につ

きまして、20年度が22万940件、21年度が通年分

ということでございまして54万件といったこと

で見込んでおります。以上でございます。

○緒嶋委員 こども政策課長、児童館ですね、

クラブから言えば139クラブですが、現下であな

たたちが児童館はどれぐらい欲しいとか、学校

の数からいえばこれは少ないような気がするわ

けですが、児童館の整備費というかそういうも

のから見たらどうですか。児童館は十分事足り

ているのか。小学校３年以下の子供を放課後そ

ういうふうに見守るというようなことから見た

場合。その辺はどうですか。

○佐藤こども政策課長 放課後児童クラブのお

尋ねだと思いますが、補助対象上は139カ所とい

うことでございますが、補助も要件がございま

して、補助対象にならない児童館も含めますと

現在209カ所、来年度予定では221まで延ばした

いと。これは、教育委員会が所管しております

放課後子ども教室、※その分と合わせての数字で

ございますけれども、基本的には、私どもとし

ては、小学校単位に１つぐらいは欲しいという

ふうに思っていますので、分校等除きますとや

はり250近く必要なのかなと思います。ただ、い

ろいろ市町村とお話ししますと、運営費補助と

いうのもございますが、なかなか運営費の予算

も潤沢にないというところもあって、徐々にし

か伸びていないということでございます。

○緒嶋委員 少子化の中では、健全な子供の育

成というのは大きなテーマですので、補助対象

にならないというのは、それぞれ基準があって

だろうと思いますので、できるだけ充実を図っ

ていく必要があろうかと思いますので、頑張っ

ていただきたいというふうに要望しておきま

す。

それから、私学振興費の中で、入園料軽減事

業補助というのがありますが、これは幼稚園だ

けですか。保育所についてはないわけですか。

○佐藤こども政策課長 保育所の場合は、入園

料という形での費用徴収はございません。幼稚

園だけのものかなというふうに考えています。

○緒嶋委員 それから、170ページ、母子寡婦福

祉資金特別会計繰出金264万3,000円と、172ペー

ジの母子寡婦福祉資金一般会計繰出金4,875

万2,000円、これはどういうふうに理解すればい

いんですか。

○舟田こども家庭課長 まず、特別会計繰出金

の264万3,000円、これにつきましては、償還金

のうち、利子等収入の３分の２を貸し付けに係

る事務費の財源に充当した後の不足分というこ

とで、事務費が418万5,000円でございまして、

この分を一般会計から繰り出すということでご

ざいます。

それから、172ページの母子寡婦福祉資金の一

般会計繰出金、これはその上の（３）母子寡婦

福祉資金の償還金もあわせてなんですが、母子

寡婦福祉法に基づきまして、一定の基準を超え

る剰余金の一部を国に償還する。これが過去３

カ年間の貸付金額の平均した分の３分の２を国

に償還するといった形になっておりまして、そ

の残りの３分の１を県の一般会計に繰り出すと

いったようなことになっております。

○緒嶋委員 今のところ、貸付金はうまく償還

ができておるわけですか。

○舟田こども家庭課長 昨年度等につきまして

は、貸付金額以上に償還金については返ってき

※107ページに訂正発言あり
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ていると。いわば貸付金の額が少ないといった

ような御批判にもつながるんですけれども、そ

ういった状況にございます。

○緒嶋委員 借り手のほうが少ないということ

ですか。

○舟田こども家庭課長 19年度で申しまして、

母子寡婦福祉資金合わせまして337件の件数を貸

し出しております。平成21年、ことしの１月現

在で255件ということで、貸付件数というのはこ

こ数年下がってきております。ただ、今年度に

つきましては、これまで以上にこの制度の趣旨

というものを広報・啓発いたしまして、前年度

並みか若干下がるといったような状況にあるの

ではないかというふうに予測しているところで

す。

○緒嶋委員 これは金利はどうなるわけです

か、繰出金で充当した残りの貸付金の本人の利

率は。

○舟田こども家庭課長 貸付金につきまして

も、貸付金の利子収入ということでこの中に上

がってくるということに。

○緒島委員 利率は幾らかと。

○舟田こども家庭課長 貸し付けの利子につき

ましては、ほとんど無利子でございますけれど

も、13種類この資金の種類がございまして、そ

れぞれによって若干違います。例えば、一番貸

し付け件数が多い修学資金とか子供の修学に係

る資金につきましては、無利子になっておりま

す。ただ、住宅資金等につきましては年３％と

いったようなことで、それぞれ資金の種類に

よって利率が違うといったことになっておりま

す。

○緒嶋委員 今のところ、貸付金の焦げつきと

いうか、うまく償還できていないというのは余

りないということですね。

○舟田こども家庭課長 こういう経済情勢でご

ざいますので、毎回御指摘をいただくんです

が、やはり償還状況というのは非常に厳しい状

況にございます。平成19年度で申しますと、母

子寡婦福祉資金合わせまして償還率が48.2％と

いうことで50％を割っていると。このようなこ

とから、これまで以上にこの償還につきまして

は、適正な貸し付けを行いながら、償還につい

ても力を入れていく必要があるというふうに考

えております。

○緒嶋委員 貸し付けの条件は、保証人という

かそういうのは必要ないわけですか。

○舟田こども家庭課長 保証人は必要です。大

きな資金につきましては連帯保証人２名となっ

ております。

○緒嶋委員 最終的に償還が滞った場合はどん

なことになるのか。不納欠損というわけにはい

かん。どういうことになるわけですか。滞った

ままでいくというのは。

○舟田こども家庭課長 まずは連帯保証人等に

ついて、本人にちゃんと償還するように指導し

てくださいといった内容、それが難しい場合に

は連帯保証人の方から納めていただくといった

ような方法で、電話とか訪問指導等を行いなが

ら、根気強く償還指導を行っているといった状

況にあります。ただし、例えば債権の消滅時

効10年が完成し、借り主とか連帯保証人の方が

いらっしゃらないといったようなこと等がござ

いましたら、不納欠損の処理といったようなこ

とになろうかと思います。

○緒嶋委員 最終的にはそこまで行っちゃいか

んわけですが、そういう可能性もあるというこ

とですね。

○舟田こども家庭課長 委員おっしゃいますよ

うに、そのようなことにならないように、まず
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は適正な貸し付けから、そして、滞納が出た時

点で早期に取り組んでいくといったようなこと

から、地道に対策をとっていきたいというふう

に考えております。

○緒嶋委員 もう一つ、青島学園の機能強化と

いうことで、これはいいことだと思うんです

が、青島学園の生徒というのか児童というの

か、どれくらいの人がおるわけですか。

○舟田こども家庭課長 定員が50名でございま

して、２月１日現在では50名、100％の子供さん

が入っていらっしゃる状態です。

○横田委員 １点だけお聞かせください。こど

も政策課の162ページの一番上の５番目、みやざ

き新たな出会い応援事業ですけど、これまでに

具体的にどういう事業をされて、どれぐらいの

参加者がおられて、成果といいますか、結婚ま

で至った例がどれぐらいあるのかを教えていた

だきたいんです。

○佐藤こども政策課長 この出会い事業は、昨

年の８月から具体的に取り組んでおります。大

きな仕組みとしては、縁結びを企画していただ

く応援団を募集するのと、私どもが委託してメ

ルマガをつくって、いろんな縁結びの機会づく

り情報を流すんですが、そのメルマガを読んで

くださる読者を選ぶ。その２つでございます。

まず、縁結び応援団のほうは、現在79団体登

録をいただいています。青年団とか、ホテルと

か、美容室関係の団体とか、いろんな団体がご

ざいます。一方で、メルマガを読みたいという

独身男女が617名でございます。そういった形で

始めてまだ１年もたっておりませんので、具体

的なゴールインというところまでの成果はまだ

聞いておりませんが、引き続き実施すること

で、もちろん出会いだけではなくて、話し方講

座とかスキルアップみたいなところも取り組ん

でいる団体もございますので、いろんな形での

取り組みを応援団にお願いしていこうというこ

とで今進行中でございます。

○横田委員 県としてそういう出会いの場をつ

くって、参加を呼びかけてというわけじゃない

んですね。

○佐藤こども政策課長 県が主催して出会いの

場をつくるというところは考えておりません。

基本的には民間にお任せする。民間でいろんな

取り組みをしていただく機運、環境づくりをし

ようということでの事業というふうにとらえて

おります。

○横田委員 私たちも農協青年部の時代にそう

いう事業を何回も取り組んでやってみたんです

けど、なかなかうまくいかなくて、本当に難し

いなというふうに思いながらやっていたんです

けど、どうしても出会いの場の少ない人たちも

たくさんおられると思いますので、ぜひいろん

な形で頑張っていただきたいと思います。

○前屋敷委員 こども政策課でお願いいたしま

す。161ページの児童健全育成費の中で、今、児

童館の建設の問題も出されましたけど、運営費

その他がなかなか、維持費が大変だというのも

ありましたけれども、もともと児童館そのもの

がなければ、子供たちを放課後安全に過ごさせ

ることもできないわけですから、そこを言って

おったらなかなか進みませんので、ぜひやはり

児童館の建設には力を入れていただきたいとい

うふうに思います。

それから、７番の認可外保育施設安全対策事

業、いわゆる無認可の保育所ですが、昨年も同

じ事業があるんですけど、昨年の半分以下の事

業費になっております。やはり地域的に果たす

役割というのは、無認可といえども大変重要な

位置も占めています。事業対象園をかなり絞っ
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たのか、どういうふうな内容になったのか教え

てください。

○佐藤こども政策課長 認可外保育施設のほう

でございますが、これは、例えば、ガラス飛散

フィルムをしていただくとか、ピアノなど大型

のものを固定する費用とか、そういったものに

対して１施設当たり15万円ということで昨年度

予算化をいたしました。当初44施設ほど想定し

ておりましたが、市町村の負担もあるというこ

ともございまして、結果的に10施設しか実績が

上がりませんでした。これは、もちろん地元市

町村の理解促進も必要ですし、一方で、私ども

の周知が足りなかったということもあると考え

ています。事業量としては、今年度実績よりも

倍増して21施設で来年度予算はお願いしていま

す。そういうことで、20年度の当初からすると

事業量は落ちたという関係で予算も落ちている

ということでございます。

○前屋敷委員 前年度の実績からすれば倍の予

算になっているということのようですけど、今

言われたように、この計画の周知徹底を図られ

て、希望する園については十分計画が遂行する

ように、ぜひ努力をしていただきたいというふ

うに思います。

それから、続いて162ページの児童手当です

が、現状を、何人になっているのかを教えてく

ださい。

○佐藤こども政策課長 児童手当につきまして

は、20年度当初予算で、月平均で換算します

と11万6,125名で考えておりました。新年度の予

算としましては、約2,0 0 0人ほど落ちる11

万4,167名ということで考えております。

○前屋敷委員 続いて163ページになりますが、

新規事業の幼稚園・保育所の耐震の問題です。

説明資料の22ページで御説明いただいて、私が

聞き漏らしたかもしれないんですけど、補助率

が、私立保育所が県は６分の１になっているん

ですが、幼稚園は３分の１なので、ここはなぜ

少ないのか、教えてください。

○佐藤こども政策課長 まず、幼稚園は市町村

が関与いたしません。その分で県が３分の１で

ございます。保育所の場合、基本的に市町村も

関与いたしますので、幼稚園でいうところの県

の３分の１の半分を市町村が、その半分を県が

ということで６分の１というふうになります。

若干修正させていただきます。先ほど緒嶋委

員に対する答弁、放課後児童クラブの数字でご

ざいますが、先ほど言いました数字で、放課後

子ども教室も含めた数字でということで、20年

度209、21年度221と申し上げましたが、子ども

教室を含めない数字で、20年度209、21年度221

ということでございます。修正をお願いいたし

ます。

○緒嶋委員 それを含めたらどうなるんです

か。

○佐藤こども政策課長 含めますと、20年度

で273、21年度予定では302というふうになりま

す。

○権藤委員長 ほかの委員の皆さん、よろしい

ですか。

それでは、こども政策課並びにこども家庭課

の審査を終了いたします。引き続き総括質疑に

入りたいと思いますが、準備のために暫時休憩

をいたします。

午後２時33分休憩

午後２時42分再開

○権藤委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

各課ごとの説明及び質疑はすべて終了いたし
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ましたので、総括質疑に入りたいと思います。

ここで、委員会の傍聴につきまして傍聴希望

の方がいらっしゃっておりますので、お諮りを

いたします。

宮崎市の隈本様ほか１名、合計２名から、執

行部に対する質疑等について傍聴したい旨の申

し出があっております。議会運営委員会の確認

決定事項に基づきまして、許可することに御異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○権藤委員長 それでは、傍聴人の入室を許可

することにいたします。

傍聴人の皆さんにお願いをいたします。傍聴

人は、受け付けの際にお渡しいたしました傍聴

人の守るべき事項にありますとおり、声を出し

たり、拍手をしたりすることはできません。当

委員会の審査を円滑に進めるため、静かに傍聴

していただきたいと思います。また、傍聴に関

する指示には速やかに従っていただきますよう

お願いいたします。

それでは、福祉保健部の当初予算関連議案全

般につきまして質疑をお受けいたしたいと思い

ます。

○丸山委員 これまでもいろいろとやられたと

思うんですが、今年度のを見たときに、介護関

係でも、いきいきはつらつ介護予防事業とか、

医療に関しても、救急医療利用適正化事業、自

殺対策については、自殺ゼロ推進事業とか、ま

た、宮崎県健康づくり応援事業とか、また、子

育て応援みやざきづくり、地域の絆で子育て支

援事業とか、さらには、共に支え助け合うみや

ざき地域福祉推進事業と、それぞれ課が分かれ

て、目的はそれぞれあると思っているんです

が、いいことであろうと思っているんですが、

それぞれだけの事業でやってしまうと連携がと

れていないような気がするんです。なおかつ、

それだけでやっているものですから、ただ市町

村とＮＰＯと会議をやるだけじゃなくて、本当

に地域、地域にマンパワーができるのか、

ちょっと心配な面があるんです。何らかの対策

として、もうちょっと連携をとって、地域、地

域にマンパワーをつくっていくような体制がで

きないのかなと思っているんです。特に、共に

支え助け合うみやざき地域福祉推進事業なん

か、全般的にやるんじゃないかというふうに

思っているんですが、この辺の連携のあり方を

やっていただきたいというふうに思っているん

です。いろいろな事業がありますけれども、私

が最終的に思っているのは、よく話をしますと

おり、老人医療なり、介護保険なり、老人保健

医療含めて国保ですか、350億を超えてしまって

いると、当初予算状態で。これを伸びの抑制を

するには、それぞれのソフト事業がうまく絡ん

でいって達成できるんじゃないかというふうに

思っているものですから、それの基本的な考え

を、今回、推進する事業はいっぱいあるんです

けれども、ばらばらではなくて、できるだけ事

業ごとにちゃんとコーディネートしながらやっ

ていただきたいというふうに思っているんで

す。これはどなたが答えられるかわかりません

けれども、お願いしたいと思うんです。

○畝原部参事兼福祉保健課長 今、委員がおっ

しゃるとおりといいますか、地域で中心になる

方はいろんな事業の核になっていらっしゃると

いうことがございますので、福祉保健課の事業

では、平成19年度から、地域福祉コーディネー

ターという養成事業を行っております。これ

は、市町村社会福祉協議会の職員だったり、施

設の職員だったり、どちらかというと福祉を専

門的にやっていらっしゃる方々に研修をいたし
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まして、何をするかというと、まず、地域にど

ういう方がいらっしゃるかということをリスト

アップしてほしいということが１つ。それか

ら、どういう事業があるかということをみんな

で一回共通認識を持ってほしいということで進

めております。毎年度50人で４年間で200人を一

応計画しているんですが、19年度が定員50名

で53名養成ができました。20年度に55名で、合

計、今108名、地域福祉コーディネーターという

形で養成ができました。ささやかではあります

けれども、知事名の修了証というのをお渡しし

て。名刺判ぐらいですが。

要するに経費をかけずに、今、丸山委員が

おっしゃったように、いろんな事業をつなぎ合

わせるということが１つと、市町村と地域との

橋渡し役をしていただく。そういう役割は民生

委員さんもいらっしゃいますけれども、民生委

員さん方も仕事もあったり、広範囲だったり、

いろんな方が入ってくるので、地域の実情がよ

くわからないという民生委員さんが最近特に都

市部では。そういうこともありまして、昨日も

御説明申し上げましたが、新年度で、共に支え

助け合うみやざきの地域福祉推進事業というこ

とで打ち出しましたのは、ことしも地域福祉コ

ーディネーターを50名養成する予定にしており

ますけれども、既に養成した108名の方々に核と

なっていただいて、いろんな事業のつなぎ合わ

せをしていただこうというふうに思っていると

ころです。

それとあわせて、市町村で今、地域福祉計画

というのをつくっていただいておるんですが、

これは、介護の計画とか障がい者の計画とか大

きい骨太の計画がございます。ただし、その計

画になかなか乗っからないような方がいらっ

しゃいますから、それをつなぎ合わせる形での

市町村の地域福祉計画というのがあるんです

が、これが実は30市町村中13市町村しかまだで

きておりません。ただ、13市町村はできている

ということを評価するといいますか、そのうち

から10市町村については、先駆的な、モデル的

な形でいろんな事業をうまくリンクさせた形で

展開していただこうということで、新年度から

スタートさせていこうというふうに思っており

ます。

先ほど委員が御指摘のとおり、いろんな事業

があって、数はいっぱいあるんだけど、どれが

どうかわからないと。市町村のほうからもそう

いう話を聞くことがございますので、市町村の

職員にはそこら辺のことも啓発を含めながら、

地道に取り組んでまいりたいというふうに思っ

ております。

○丸山委員 きのうも言ったんですが、確か

に、そういう形で地域福祉コーディネーターを

つくっていただくのも、今後の大きなマンパワ

ーの一つになっていくと思っているんですが、

国がつくっていただいたふるさと再生雇用基金

を活用すると、金銭的なといいますか、ある程

度本格的な支援を、コーディネーターの方に同

様な活動を１年間しっかりやっていただいて、

それを身につけていただいて、引き続きやって

いただくというような形をつけていただくため

には、この基金を活用していただきたい。先ほ

ど、こども政策課のほうでも、幼稚園のほうで

４時間働いて、半日は仕事を見つけるというよ

うな形で基金の活用もやっているような形が

あったり、ＮＰＯの中に１人とか、施設に１人

雇用してもらうために１人雇用するとか、いろ

んな形で雇用基金をうまく活用すれば、本当の

地域のコーディネーター、ただ雇用できたと、

登録上できたではなくて、本物をいかにつくっ
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ていくか。今後、高齢化社会が続く、また少子

化が続く中でマンパワーをつくっていくこと

が、宮崎県の大きな力になっていくんじゃない

かと思っていますので、今言いました雇用の基

金の活用の仕方を独自にもう一回、使えないの

か努力していただきたいというふうに思ってい

ますが、その感想をどう思われるでしょうか。

○畝原部参事兼福祉保健課長 個別の基金との

絡みは即答できかねるんですが、今、委員が

おっしゃったような形で、積極的な活用という

ことでそれぞれの事業を見ていきたいというふ

うに思っております。

○丸山委員 ぜひ一つでも多くのマンパワーが

つくっていただけるようにお願いしたいと思い

ます。

あと、別件でですが、福祉保健部のほうで、

総括で見たときに、福祉保健課が福祉センター

を指定管理者制度にしていたり、障害福祉課が

視覚障害者センターを指定管理者にしているん

ですけれども、ほかにも委託業務を出している

ところが、特に衛生管理課のほうにあったと

思ったんです。犬の管理をするところとか衛生

指導センターとか、そういうところは委託業務

をやっていると思っているんですが、その辺が

指定管理者制度に移行できないのか。ほかにも

まだ委託業務をしているものがありそうなんで

すけれども、毎年毎年同じようなことをです

ね。それを指定管理者にしていけないのか。も

しくは、それが県の施設ではなくてそこしか受

けられないからやっているのか。その辺がはっ

きりわからないものですから、その辺をお伺い

したいと思っているんです。

○宮脇福祉保健部次長 まず、動物保護管理所

でございますけれども、これは公の施設ではご

ざいません。県が犬を保管している施設という

ことで、一般県民に利用させる施設じゃないと

いうことでございます。それと、生活衛生営業

指導センターは、施設じゃなくて財団法人でご

ざいます。

○丸山委員 財団法人はここしかないというこ

となんでしょうか。

○宮脇福祉保健部次長 生活衛生営業指導セン

ターといいますのは、実は、「生活衛生関係営

業の運営の適正化及び振興に関する法律」とい

うのがございまして、理容・美容・クリーニン

グとか、旅館とか、飲食店とか、国民の生活に

密着度の高い営業種目13につきまして、都道府

県知事が、その経営の指導なり衛生設備の向上

を指導するための拠点を指定しなさいという仕

組みになっておりまして、宮崎県はこの生活衛

生営業指導センターを指定していると。そし

て、国なり県なりの補助を受けまして、しかる

べき人員体制をとって関係業種の指導をしてい

るという仕組みでございます。そういう意味で

は、宮崎県としてはこれが１カ所でございまし

て、ここにしか委託はできません。

○丸山委員 ちなみに、そこには県関係の職員

が、ＯＢを含めてなんですけれども、派遣され

ているんでしょうか。

○宮脇福祉保健部次長 生活衛生営業指導セン

ターには、センターの経営指導員を３名配置す

るということになっていますが、この３名のう

ち２名が県のＯＢでございます。１人は生活衛

生行政のＯＢ、１人は税務行政のＯＢでござい

ます。そのほかに振興部長と事務局職員、２名

おりますけれども、振興部長も県のＯＢ職員で

ございます。

○丸山委員 ということは何名職員がいらっ

しゃいますか。

○宮脇福祉保健部次長 常勤職員が５名おりま
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す。５名のうち３名が県のＯＢということでご

ざいます。

○丸山委員 技術的にも持っているからだと思

いますけれども、毎年かなりの金額が、委託運

営費補助というか、いっているものですから、

それはちょっと気になる点ではありますが、個

別にまた後からさせていただこうと、次年度以

降もさせていただこうと思っております。

あと、同じようなもので、これは健康増進課

になるんでしょうが、健康づくり推進センター

管理委託費は、どういう形でやっているのかを

お伺いしたいと思っているんです。

○相馬健康増進課長 健康づくり推進センター

の管理運営委託費でございますけれども、市町

村の保健師などへの研修の提供によります人材

の育成とか調査研究、さらに、健康づくり協会

が収集しました各種保健情報等を市町村等に提

供することによりまして、市町村の保健事業の

推進を支援するための専門的・技術的なバック

アップ拠点として健康づくり推進センターの機

能を包括的に発揮してもらうために、健康づく

り協会に推進センターの管理運営委託をお願い

しているところでございます。

○丸山委員 それも指定管理者にはなじまない

ということなのか。また、職員の配置状況をお

伺いしたいと思っているんですけど。

○相馬健康増進課長 健康づくり推進センター

は、一般県民の方が利用するというものではな

くて、あくまでも専門的・技術的なバックアッ

プ機関ということで、公の施設とはなっており

ません。また、健康づくり協会が県内のがん検

診とかいろんな検診事業を行っておりますの

で、そのような情報を集めて推進センターの調

査研究に生かすという面で、健康づくり協会に

これを委託することが望ましいと考えていると

ころでございます。

職員につきましては、県職員を４名派遣して

おります。ＯＢ職員がお二人です。

○丸山委員 今２つ聞いただけなんですけど、

財団法人とか協会とかかなり多くて、そこにそ

れぞれの必要な人員の方が配置されていると

思っているんですけれども、細かくは今後、

きょうは当初予算ですので、次年度以降の中で

少しずつ聞いてみたいと思っていますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

○徳重委員 福祉保健課にお尋ねします。今、

委員からるる質問もあったところですが、私も

確認の意味で一つお聞きしておきたいと思いま

す。

社会福祉事業団に対する自立支援事業という

んですか、自立化への補助金、ことしで５年

目、約40億という大きな金額が持ち出されたわ

けであります。ここの施設数を教えてくださ

い。何と何と何。

○畝原部参事兼福祉保健課長 施設は全部で10

施設でございます。

○徳重委員 施設の内訳を概略、老人施設ある

いは養護施設、障がい施設、いろいろあると思

うんですが。

○畝原部参事兼福祉保健課長 まず、身体障が

い者の施設が１つ、知的障がい者施設が１つ、

救護施設が１つ、軽費の老人ホームが１つ、特

別養護老人ホームが２つ、知的障がい児の施設

が３つ、児童養護施設が１つ、合計10施設。

○徳重委員 それぞれ大変厳しい事業を強いら

れるかと。保育所のような単純なものではなか

ろうと思いますし、さらに、それぞれの施設は

人員がたくさん要ると思うんですね。現在の10

施設で、正職員が何人と臨時職員が何人配置さ

れているか、そして、平均年齢がもしわかれば



- 112 -

教えてください。

○畝原部参事兼福祉保健課長 正規の職員が20

年度で242名です。嘱託と臨時職員合わせまし

て228名。合計470名となっています。

○徳重委員 平均年齢を教えてください。

○畝原部参事兼福祉保健課長 平均年齢は今、

手元に持っておりませんが、確認して後ほど御

報告でよろしいでしょうか。

○徳重委員 それぞれ施設は、人件費が８割と

いってもいいぐらいになっているんじゃない

か、８割を超すんじゃないかと予想されます。

そこで、過去５年間、40億の投資があったわけ

ですが、総体的な数字でいいですが、今日まで

この10施設でどれぐらいの剰余金を持ってい

らっしゃるかわかりますか。

○畝原部参事兼福祉保健課長 今、剰余金額そ

のものは手元に資料を持っておりませんが、先

ほど委員がおっしゃった人件費比率ですけれど

も、実は、経営改善計画がスタートしたとき

は、98％の人件費比率でございました。それが

今回、来年度で５年間ですが、その間に自立化

に向けて努力をしていただいて、69％まで圧縮

してきております。民間法人の平均が大体60

～70％と言われておりますので、ほぼ民間法人

並みの人件費比率に圧縮されてきております。

○徳重委員 それでもここに臨時職員が228名と

いうことで、約半分が臨時職員という状況に

なっているわけです。しかし、当然、職員も変

わっていくでしょうし、入所者も変わっていく

んですが、正規の職員を少しでも多くしていっ

てほしいと、恐らく皆さんそう思われることだ

ろうと思うんです。そこで、剰余金がかなりな

ければ大変困るんじゃないかという気が私はい

たしておりますので、剰余金の状況をまず示し

ていただきたいということが１つ。

それと、今度で終わるわけですが、もう既に

５年たちましたね。その間、修繕とかその他大

きな投資をされたかどうかわかりませんが、か

なり古い施設もこの10施設の中にはあるんじゃ

ないか。これから設備投資その他が経営上要る

んじゃないかと予想されます。そうなりますと

きに、今後、県は、この事業団に一円の支出も

一切しないという考え方が基本的にあるもの

か。

○畝原部参事兼福祉保健課長 基本的に、施設

が老朽化していることで、その修繕費に対して

引き当てるということで、この５年間の中に

は、修繕引当金、退職者の引当金、通常の運営

の不足分、これを合わせて40億円ということで

支出してきております。ですから、通常の補修

という面ではその引当金を使っていただくとい

うことになろうかと思います。ただ、新たな障

がい者施策あるいは高齢者施策の中で事業展開

する必要が出てくれば、ほかの民間法人と同じ

並びで、ケースによっては、県なり国の助成金

を使って施設整備をするということは出てくる

かと思います。ただ、今までのような、いわゆ

る運営費が不足している分とか、あるいは退職

引当金がないからという意味での支援というこ

とはないというふうに考えております。

○徳重委員 恐らくそういうような形になるか

なと予想はしておったんですが、これから大変

だろうという感じがしています。我々が聞くべ

きではないかもしれないけど、一応県も40億出

して、現状を、基本的な数字を把握しておく必

要があるんじゃないか。今後早急に何かをやり

かえなきゃならないとか、いろんなことが起こ

り得るということも想定しながら、基本的なも

のはちゃんと押さえておく必要があると思いま

すが、いかがでしょうか。
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○畝原部参事兼福祉保健課長 御指摘のとおり

だというふうに思っておりまして、委員が御指

摘のように、来年度で支援が終わるということ

で、決算書ですとか、引当金の状況ですとか、

そういうのは事務的には常に、県の職員も派遣

しておりますので、その関係で、逐一報告をす

るなり協議はさせていただいております。

○髙橋委員 午前中の関係で、衛生管理課にお

尋ねしますが、いのちの絆動物愛護推進事業の

数字がちょっと交錯したものですから、もう一

回確認させていただきますね。引き取りという

数字があると思うんです。そして捕獲もあると

思うんです。その中から次の飼い主といいます

か、引き取り手がある。どうしてもいないとい

うことで殺処分。これを、それぞれ直近の一番

新しい、19年度が新しいんでしょうか、もう一

遍数字を教えてください。犬・猫で分けます

か。合計でもいいですけれども、それはある数

字でお任せします。

○宮脇福祉保健部次長 犬について、混乱する

といけませんので説明させていただきます。ま

ず、犬に対する措置について全体的なお話をさ

せていただきます。捨てられた犬とか所有者が

不明な犬、これについては捕獲ということにな

ります。狂犬病予防法の体系のもとで捕獲とい

うことになります。終生養うことができなく

なった犬については、「動物の愛護及び管理に

関する法律」、動愛法に基づいて県が引き取る

ということでございます。そして、県が保管し

ている中から、捕獲された犬の中で、もとの所

有主の方から申し出があれば返還されます。そ

れと、保管している犬の中から、希望者がおれ

ばもちろん無償で譲渡されるということでござ

います。返還も譲渡もされなかった犬について

は、最終的には殺処分ということでございま

す。

その数字を申し上げます。平成19年度が直近

でございますけれども、捕獲が1,673頭、引き取

りが1,927頭、両者を合わせて3,600頭でござい

ます。この中から、返還された犬が287頭、譲渡

された犬が298頭、この２つを合わせますと585

頭でございます。トータルの数と３頭ほど統計

が合っていないんですけれども、そこはちょっ

とあれですが、全体像としては今申し上げたよ

うなことでございます。

○髙橋委員 私も尋ねてみましたが、事業目的

に、10年後の犬・猫の引き取り頭数の半減を目

指すということでお答えになった数字が、18年

度で犬2,117とおっしゃいましたけど、この犬

の2,117の中には、引き取りと捕獲、両方入って

いるんでしょうか。

○宮脇福祉保健部次長 2,117頭は、引き取った

犬だけの数でございます。

○髙橋委員 捕獲は、野放しじゃないですか。

不法といいますか、飼い主がいわゆるサボター

ジュですね。そこも行政としては、いかんよ

と、「おくりびと」にならにゃいかんよという

ことですよね、動物愛護。であれば、この捕獲

の数字を含めて目標の半減にするのが正しい目

標の設定の仕方じゃないでしょうか。いかがで

しょうか。

○宮脇福祉保健部次長 委員おっしゃいますよ

うに、当座の全体像をあらわすのは殺処分の数

だと思います。殺処分数の半減という目標を掲

げられれば非常にインパクトがあるということ

でございますけれども、殺処分数を減らすため

には、譲渡の取り組みをかなり抜本的に講ずる

必要があろうかと思っております。ただ、本県

の現状を見ますと、動物愛護センターを設置し

て、専門の獣医師、職員等を配置しながら譲渡
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業務を推進するという体制までは、ここ当分見

通せるような状況にございません。そういった

こともございまして、引き取り数を半減すると

いう目標を設定したということがございます。

それと、もちろん一番いけないのは、遺棄す

る、捨てるということでございますので、これ

についても、終生飼養、適正飼養の啓発という

意味では力を入れていくということでございま

す。その２本柱としまして、午前中も説明しま

したけれども、いのちの絆動物愛護推進事業と

「命の架け橋」犬ねこの譲渡推進サポート事

業、この２つの柱でもってそのあたりを徹底し

てまいりたいということでございます。

○髙橋委員 次長、いいですか、目標設定の仕

方を私はお尋ねしているんですね。午前中の私

の質疑に対しては、引き取ったのが2,117、これ

の半減。猫は851とおっしゃいました。ざっ

と3,000だから1,500になるんですねということ

でやりとりしたと思うんですが、引き取りとは

別に捨て猫、捨て犬があるじゃないですか。こ

こも把握されているわけで、いわゆる捕獲とい

う分。多分それ以外にもいると思うんです。で

も、捕獲という部分で数字がはっきりしている

わけですから、それをやっぱり半減、それを含

めた部分で半減という目標値にするのが、私は

正しい目標の立て方じゃないですかということ

をお尋ねしているんです。それじゃいかんです

か。

○宮脇福祉保健部次長 委員がおっしゃる意味

を私も理解しておるんですが、この県の計画に

つきましては、平成20年の４月に策定済みでご

ざいます。そのときに計画策定委員会を設置し

て計画の中身を検討したんですが、今、委員が

おっしゃるように、殺処分数を目標に設置すべ

きじゃないかという議論もある中で、結果とし

て、引き取り数の半減ということを設定したと

いうことでございます。

○髙橋委員 どうも目標設定には私とかみ合わ

んところがいっぱいあるみたいですが、いずれ

にしても、10年後に一頭でも多くの犬・猫の処

分がなくなるように努力していただきたい、こ

のことを申し添えておきます。

○宮脇福祉保健部次長 私どもも、この犬の行

政の究極の目標、殺処分数を減少させることと

いうことは十分意識しておりますので、一生懸

命取り組んでまいります。

○髙橋委員 わかりました。ここは殺処分を一

頭でも減らすと書くとよかったですね。

次、行きます。あと一点は、貸し付けの関係

で、先ほど母子寡婦の関係で、回収率が50％弱

ということであったわけですが、きのうは生活

福祉資金も話題になりましたね。24億の原資だ

というふうに聞いていますが、そのうちの３分

の１は回収されていないというふうに伺ってい

ます。いわゆる８億を超えていますね。この母

子寡婦資金についても、借りやすさでいえばど

うかなという部分もあります。件数が減ってい

ますね。特に県社協が取り扱っている生活福祉

資金というのは激減しています。おまけに回収

できていない資金というのが相当ある。母子寡

婦資金についても同じような実態があるという

ものですから、この資金のあり方について抜本

的な見直しをする時期に来ているんじゃないか

な。各県の状況なり、国の厚労省の指導なりい

ろいろあると思うんですが、つまり、いわゆる

素人集団ですよね、金融に関して。ごめんなさ

い、素人集団じゃなく、今のは撤回します。行

政が本来お金を貸す事業をやれるのかなと。貸

せば回収せにゃいかんですね。回収するにはそ

れなりの労力が要ります。当然滞納になれば相
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当その労力が要るわけで、その仕事に労力を費

やすよりも、まだ別の仕事があるでしょうと。

社会福祉の面では。そういう意味では、今のこ

の貸付制度、生活福祉資金、母子寡婦資金、こ

れの何か動きというものがないんでしょうか。

○江口国保・援護課長 生活福祉資金でござい

ますけれども、今、委員が言われますように、

更生資金あたりで、過年度分というので非常に

償還率が滞っているような状況がございます。

ただ、この制度自体は、御存じのとおり、国の

原資も入った貸付金ということでございまし

て、需要も低調な部分もあるということもござ

いますので、原資を国へ返還という動きをする

都道府県もあるわけでございますが、なかなか

それも認められていないというふうな事情がご

ざいます。

それから、今回、年末あたりにも、実際もう

少し緩やかにするような方向で何かあればとい

うことも考えておりましたけれども、そういう

動きも一切国のほうにはない。むしろセーフ

ティーネットとしては生活保護というふうな動

きだったということで、この資金自体について

は、国のほうは積極的に、今、委員が言われた

ような方向では方向性を出していないんじゃな

いかというふうに考えております。

○舟田こども家庭課長 母子寡婦福祉資金につ

きましても、国の原資が入ったもので、法に基

づく制度でございまして、特に動きはございま

せん。貸し付け件数が年々減少しているという

ことを先ほど申し上げましたけれども、最近の

経済情勢が厳しい中で、子供たちが就学するた

めの就学支度金とか、そういったものについて

は、昨年度と比べると、今年度、今現在でふえ

ております。ということは、必要な資金につい

ては、ニーズを踏まえて適正な貸し付けをして

いく必要があるだろうということで考えており

まして、この制度の今後ますますの啓発といい

ますか、出先機関、県、市町村、一体となって

やっていく必要があるのかなというふうに考え

ているところです。

○髙橋委員 母子寡婦福祉資金は不納欠損もあ

るわけで、社協のものは不納欠損はできないら

しいですが、今おっしゃったように、ニーズが

ある分については当然制度としてあったほうが

いいわけで、先ほど13種類というふうにおっ

しゃっていました。これをもうちょっとスリム

化するとか、そういう方向に持っていくべき

じゃなかろうか。

それと、なかなか取り上げてくださいません

が、金融機関、専門のところにお任せすること

に行くべきじゃないか。例えば公金預託をして

金融機関にこの仕事はしてもらう。取り立てま

で。もちろん、そうなると貸し出し利率が若干

上がることも考えられますけれども、それでも

一般の貸し付けよりも低い利率で貸すことがで

きるんです。そういうところも福祉サイドでは

検討いただきたいなと思っています。そういう

意味では、抜本的な方向の転換を図る時期が来

ているんじゃないかということで申し上げてみ

ました。以上です。

○緒嶋委員 福祉保健部の仕事というのは、医

療、介護、福祉の充実を図っていく。一口で言

えばそれが使命だと思うんですけど、その中

で、介護難民というのがまだ多いわけです。と

いうのは、特老に入りたくても、待機者が3,000

人を超す。実数はそれよりちょっと少ないかも

しれん。そういうことになると、家庭介護とい

うのは物すごく家族に負担がかかっておるわけ

ですね。施設に入れば１人月30万以上の金がか

かるわけです。家庭におれば、家庭が犠牲に
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なった上に医療費やらの負担を出さにゃいかん

ということで、家族介護というのは物すごく負

担になると思うんです。施設を減らすというこ

とであれば、家庭介護の家族に対する、親子だ

から当然じゃないか、家族だから銭金じゃない

という意見もありますけれども、施設が公的な

金でそれだけのことをやるなら、家庭におるそ

ういう立場の人たちに対する、家族に対する支

援を強化していかなければ、本当の福祉のそう

いう意味での充実というのは無理だというふう

に思うんですけれども、このあたりをどういう

ふうに皆さんは考えておられるのか、ちょっと

お伺いしたいと思います。

○大重長寿介護課長 介護難民というお話です

けれども、この前、施設整備の見込みをお知ら

せしました。施設を減らすということではござ

いません。数字的に、私どものほうも介護療養

型の医療施設の全廃に伴って、現在値ではなく

て20年度の計画値をもってそこを埋めていきま

すという計画にしております。いろいろとらえ

方はあると思いますが、ある意味、その分は介

護のベッドがふえるということも言えます。も

ちろん在宅で懸命に介護をしていただいておる

現実もございます。

家族介護といいますか、在宅での、要介護度

の重い方、４、５の方につきましては、サービ

スをフルに使っていきますと、ある意味、施設

の基準額、施設の費用に近い月額30万を超える

限度額、もちろん１割負担はございます。30万

の１割ということになると３万円自己負担とい

うことになるわけですけれども、現実には、フ

ルに使っておられる方はそういらっしゃらない

かと思いますが、現実的に家庭で介護をしな

きゃいけないという方々につきましては、居宅

介護のほうも準備をしておりますので、そちら

のほうを御利用いただければというふうに考え

ております。

○緒嶋委員 現実は、それなら待機者がおるこ

とをどう理解すればいいんですか。施設に入り

たいという人がおる。

○大重長寿介護課長 御指摘のように、やはり

家庭での介護といいますのは、それなりの設

備、住宅の改造とか福祉用具の貸与、そういっ

た事業もございますけれども、専門といいます

か、介護を目的とした施設でのスタッフ、機材

に囲まれた介護というものが、やはり家庭では

なかなかできないと。もうちょっと私の家族に

対していい介護を提供できたらという御家族の

その気持ちは、委員おっしゃるとおりだと思い

ます。ただ、施設の数につきましては、先ほど

言いましたように私どもも努力はしております

けれども、繰り返しになりますが、全体的な枠

の中で、宮崎県は全国水準を超えているという

状況の中では、それを超えてということがなか

なか苦しい状況にございます。

○緒嶋委員 私が言いたいのはそういうことな

んです。家庭で24時間見ると、家族のストレ

ス、老老介護にもなっているわけですね、そう

いう人たちは本当に気の毒なんです。今言われ

たように、金で計算すれば施設へ入ったのと変

わらんことができると言われた。それは理屈で

あって、現実は、施設に入りたいと思うのは入

れてあげたい。それと冷暖房完備の施設。家庭

は冷暖房完備というわけにもいきません。緊急

の場合の対応も特に過疎地ではおくれるわけで

す。そういうことを含めたら、全国平均で言う

と現実に困っておる人は物すごくおる。そし

て、ある意味では、施設を充実することでそこ

に雇用の場が生まれるわけです。田舎には特に

雇用がないわけですから。そういうことでやれ
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ば本当に変わってくると思う。それも田舎の中

山間地で。それから、福祉を中心とした雇用を

田舎にいかにつくってやるか、これも福祉国家

として一つの大きな使命じゃないかという気が

する。だから、全国平均をオーバーしておりま

すからということじゃなくて、現実に困ってお

る人をいかに救済するか、そういう視点での政

策をどう立てていくか。それをやっていかなけ

れば本当に大変なことになるということであり

ますので、このあたりをもうちょっと積極的に

やらなければ、福祉の中でもある意味では格差

が生まれている。施設に入っている人で100歳以

上生きている人が県下でどれだけおります

か。100歳以上は何人おりますか。

○大重長寿介護課長 その数字は把握しており

ませんけれども、これがお答えになるかどうか

わかりませんが、今、全国的な水準と申し上げ

ましたけれども、現在、各地でショートステイ

専用の施設が徐々に整備されてきております。

ショートステイ専用につきましては、整備基準

の枠外でございます。ただ、経営の問題はあり

ますけれども、ショートステイ専用施設で、一

定期間の家族の負担軽減には貢献していくので

はなかろうかというふうに考えております。

○緒嶋委員 それはある意味では税制の問題も

あるんです。そういう人を介護しておれば税制

的に軽減するとか、いろいろな施設なんです。

特に高千穂なんかでは、100歳以上の人は施設に

入っている人が半分以上なんです。施設に入れ

ば長生きするわけです。待機者は施設に入る前

に亡くなる。そういうふうな現実なんですね。

家族としては、施設に入れてある意味では長生

きさせたいと思いながらも、空きベッドがない

から入れられん。そうなると不公平感が出てく

るわけです。同じ金でやるからということの認

識だったら、施設はつくる必要はないというこ

とになるわけです。本当に困っておる人を助け

るのが行政でもあり、政治でもあろうというふ

うに思いますので、できるだけそういうことを

やってほしい。全国平均ということじゃなく

て、宮崎県は宮崎県らしい政策はないかという

ことをぜひ積極的に進めてほしいというふうに

思います。

それと、お医者さんの問題ですけど、これは

県病院も一生懸命頑張っておられますけれど

も、福祉保健政策の中で医師対策をどうするか

というのが、私は福祉保健部の一つの大きな使

命だと思うんです。そうなりますと、病院も、

医師が充実したような形の中で予算を組むとい

うような、当面はですね、そういうような見せ

かけの予算を組んで運営をしているわけです

が、医師確保はあと数年すれば大分改善される

とは思うんですけど、当面これについては、福

祉保健部も病院局と一体となって取り組んでい

かなければ解決せんと。宮大もそのほかの大学

も含めてですけれども、これは国の責任でもあ

るわけですが、このあたりのめどをいかに早く

つけるかということが最も重要だと思います。

支援制度をいろいろ学資の問題からやっておら

れますけれども、そこはなかなかですね、延岡

病院の問題を含めいろいろありますので、この

あたりのめどは全然見通しがないのかというこ

とでありますが、医療薬務課長は大変御苦労さ

れておるわけですけれども、どうですか、その

あたり。

○高屋医療薬務課長 福祉、それと医療対策と

して医師確保には取り組むべきだという御意見

でした。現状で申しますと、やはり医療現場の

医師不足ということで、どうしてもそちらのほ

うを優先して取り組んでおりまして、福祉のほ
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うに関係しての目というのはなかなか届いてい

ないというのが現実の問題でございます。しか

し、おっしゃいましたように、これからは福祉

の方面でも医療というのが必要になってきま

す。これは医療だけではなくて看護の面でも同

じだと思っております。そういうことで、現在

の医師確保につきましても、これから10年先に

ついては医師確保の大体のめどがついてくるん

じゃないかと思いますけれども、一方では、そ

の需要というのもふえてくるという現実はござ

います。これにつきましては、中長期的な観点

で、保健のほうとも連携をとりながら取り組ん

でいかなければならないというふうに考えてお

ります。

○緒嶋委員 努力されておることは認めますけ

ど、ぜひ頑張っていただきたい。

それと、県病院は、宮崎、延岡、日南、富養

園があのような形になりましたが、あるわけで

すが、県下の均衡ある医療を行政の立場からや

る上においては、小林とか都城の医師会病院と

かそういうものに対しても、その地域の人は不

公平感を持っているわけですね。地域性を見た

場合。その問題に対してできるだけ、県病院が

ないから支援ができないということではなく

て、県下の均衡ある施設の充実、大きく言えば

福祉の充実ですが、そういうものを含めた場合

には、何らかの支援はやっぱりして当然だと思

うんですけれども、これは福祉保健部長の見解

かなと思うんですけど、このあたりをどういう

ふうに認識されておるかということでありま

す。

○宮本福祉保健部長 県立病院のあるところと

ないところ、そこは、小林とか都城は市立病院

とか医師会病院が代替の機能を果たしておるわ

けですが、おっしゃるように、建てかえという

ことになりますと、地元の負担は大きいという

のはよくわかるわけであります。ただ、これに

つきましては、県の財政状況も厳しいというこ

とでなかなか御期待に沿えないと。前例がない

と言うとすぐ怒られますけれども、市町村立病

院につきましては、今まで改築、新築したとこ

ろ、串間とか高千穂もそうですけれども、起債

でやっていただいておるわけです。そういうこ

とで、小林市の場合は起債でやられるんでしょ

うけれども、都城の市郡医師会病院、これにつ

いては金額も非常に大きいし、どういう財源で

やられるのかちょっと見えていないんですけれ

ども、仮に県が１億、２億補助をしたとして

も、全事業費の数％にもならないようなことに

なるのではないかと思います。県立病院のある

ところとないところの差を言われると説明しが

たいものがあるんですけれども、当面は、都城

に関しては、県としては地元の計画を見ていき

たいということです。

○緒嶋委員 一般会計から50億ほど病院会計に

入れるわけです。１億、２億は数％と言われて

もやっぱりありがたいわけです。だから、何ら

かの形で努力すると。これは部長に言うよりも

財政のほうに言ったほうが早いのかもしれませ

んけれども、そこ辺はやはり何かを考えてやる

のが当然じゃないか。特に基幹的な地域医療の

核となる病院は支援してやる、それが一つの行

政の中の大きな仕事だと思うんです。県病院が

一つもないならそれぞれのところがやればい

い。しかし、延岡は市民病院もないわけです。

そこには県の金を入れる。都城は県立病院はな

いが何も入れない。地域で頑張ってくださいで

は余りに不公平感があるんじゃないかと。金が

ないと言えばそれで終わりなので、何とか知恵

はないかということであるし、あるいは県が起
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債の中の利子だけでも支援するとか、長期的な

中では考えようによっては何らかできると思う

んです。一遍に１億出すよりも毎年1,000万５年

間出しますと。ほんの気持ちですがというだけ

でも地域の人は違うと思うんです。そういう配

慮というか気配りというのが私は絶対必要だと

いうふうに思うんですけど、やっぱり金がない

ということだけで終わるわけですか。

○宮本福祉保健部長 緒嶋委員のお話は非常に

説得力があるわけですけれども、現時点では前

向きの答えができないところであります。た

だ、都城市郡医師会病院の計画というのが、本

当に漠とした計画なものですからあれですが、

そういった計画を見ながら検討をさせていただ

きたいと思います。

○緒嶋委員 大変厳しいことばかり申しました

が、宮本部長は30数年間県庁職をまさに大過な

くということでしょうが、全うされようとして

おるわけですが、今後の福祉、医療、介護を含

めた行政の中で、県のそういう分野での将来の

課題は何だというふうに思っておられるか、そ

のことだけを最後にお聞きしたいと思います。

○宮本福祉保健部長 福祉保健部は、今、委員

が言われたように、医療、福祉、保健、介護、

県民の生活に直結した業務を担当しておるわけ

でありますけれども、県としてやれること、国

の制度に縛りがあってなかなか県独自でやれな

い部分もあるんですけれども、抽象的に言いま

すと、県民が安心して暮らせる生活を確保して

いくということだろうと思います。医療の問題

にしましても、やはり医療がないところには人

は来ないし、人は住めないということで、最先

端の医療を確保するのは難しいかもしれません

が、一般的な医療は県内どこでも受けられるよ

うなそういった医療の確保とか、介護の問題に

しても、おっしゃるように、老老介護とかそう

いったものが悲惨な結果を生まないような、最

低限でも介護をする人を手助けできるような介

護体制を築いていくのが、私ども福祉保健部の

最大の課題だろうと思っております。

○徳重委員 私は都城です。ただいま緒嶋委員

からるるお話をいただいて大変感激をいたして

おるところであります。私が申し上げなきゃな

らないことを全部言っていただいたような気が

いたします。

私も思っているんですが、県病院関係、３病

院で年間50億ぐらい一般会計から繰り入れをし

ています。宮崎病院でさえ年間15億を超す繰り

入れをしていると思います。これだけの病院で

あって、それでも現実に繰り入れしているわけ

です。そうでないと運営はできないということ

でしょう。それはそれで必要なことだと思いま

す。

２次医療、３次医療という高度医療をやる地

域性ですね、延岡、宮崎、南那珂、北・西諸と

いう拠点になるところについては、やはり、政

治決断というか、政治的配慮があっていい。こ

う思うんです。部長の立場ではなかなかそれを

言えないかもしれませんが、政治決断という形

の中でこういうのは取り組まなければ、とても

じゃないができないんじゃないかと思っていま

す。一回限りでいいわけです。県病院を継続し

てやる場合は何とかしなければいけません。だ

から、継続的にお金を投入していかなきゃなり

ませんが、こういう一過性のものでぽんとやる

場合は、これは政治決断だと。

昔、もう12～13年前ですか、シーガイアの問

題が発生したときに、60億というお金をぽんと

入れちゃったんですね。これは政治決断です。

結果としては25億7,000万ぐらいで済んだんです
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けど、これは政治決断だと。一企業に。大変な

問題が起こったことは皆さんも御案内のとおり

で、全国からマスコミが駆けつけて取材をされ

たことも事実ですが、これも政治決断なんで

す。だから、そのことを部長が知事に、「知事

さん、政治決断をされたほうがいいんじゃない

でしょうか」と一口言っておいてくださればあ

りがたいと、こう思います。

それはこれで結構です。それと、要介護の

５、４、３、これの金額をちょっと教えてくだ

さらんですか。

○大重長寿介護課長 居宅サービスにおける(発

言する者あり）正確な数字を今持っておりませ

ん。ちょっと時間をいただけませんでしょう

か。

○徳重委員 要介護５の人が受けられるサービ

スの金額が出ていますね。その金額が、もし家

族で介護した場合は全額その家族にもらえるわ

けですか。どうなんですか。

○大重長寿介護課長 居宅サービスにつきまし

ては、あくまでも介護保険サイドから事業者に

支払う。例えばホームヘルプを夜間も入れる。

その業者に対して時間数に応じて支払っていき

ます。それに対する負担金は、御本人なり御家

族からいただくという形になりますので、御家

族にお金が行くという形はとっておりません。

○徳重委員 大体、家庭にいらっしゃる家族で

面倒見て、介護は外からもサービスを受けられ

ますけど、家族は一時も目を離せないわけです

ね。ずっと24時間毎日いらっしゃるわけです。

その人たちはただおるだけということになると

いう認識ですか。

○大重長寿介護課長 報酬という面からいけば

そういうことになります。家族介護の報酬とい

うものは算定の対象にはなりません。

○徳重委員 私がいつも思っているのはそこな

んですね。外からのサービスより家族のサービ

スのほうが、クライアントそのものは喜ぶわけ

です。対象者は喜ぶんですよ。よその人が面倒

見てくれるより家族が面倒見てくれたほうが。

だから、それに対してそれなりの報酬なり、報

酬と言ったらおかしいな、手当が支給されれ

ば、例えば５の人が35万かかるとすれば、１人

近所の人を雇って家族の人と２人で見ても、１

人15万払っても２人で30万。十分面倒が見切れ

るのかなというような気持ちなんです。そうい

うような方法で介護をしていくような体制がと

れるといいんじゃないかといつも考えているん

ですが、いかがですか。

○大重長寿介護課長 これはまさに制度の根幹

にかかわる問題でございまして、制度上、指定

を受けた事業者のサービスに対して報酬を算定

していくというのが大原則でございますので、

そこはなかなか、おっしゃったようには現時点

ではできないというふうに考えております。

○徳重委員 最後ですが、私はドイツの介護を

見たことがあります。あそこは介護度によって

現金支給なんです。要介護５の人は20万なら20

万、４の人は15万なら15万もらう。５の介護を

受けたければサービスを別に持ってくる。自分

のもらったお金プラスアルファをつけてよりよ

い介護を受けられると。私はこっちのほうが今

の日本の介護制度よりいいんじゃないか、こう

いう見方をしているんですけど、部長、どんな

ものでしょう。

○宮本福祉保健部長 おっしゃるように、ドイ

ツでは現金支給というのがされておりまして、

日本で介護保険が平成12年にスタートする前の

制度設計のときには、家族介護手当、これを出

したらどうかという議論が大分あって、結局大



- 121 -

議論の末にそれはやらないと。ドイツの制度は

まねしないということになって今の状態なんで

すが、２～３日前の新聞に、介護保険制度の中

でも特例中の特例なんですけれども、離島とか

過疎地域で介護事業者が十分にないところ、こ

れについては介護保険の対象にするという制度

がありまして、それを使って、どこの村だった

ですか、どこか東北の村、家族介護に介護保険

から手当を出していると。もちろんフルではあ

りません。業者に頼んだときの３分の１程度

の、30万のときには10万程度を出しているとい

うのをやっているところが実際あるそうですの

で、これは研究してみる必要があるかなと思い

ます。ただし、これをやると、その村の介護保

険財政は物すごく厳しくなってくる。保険料が

上がるということになります。

○大重長寿介護課長 先ほどの数字を御報告さ

せていただきます。要介護度５の居宅サービス

の限度額が35万8,300円でございます。要介護度

４が30万6,000円、要介護３が26万7,500円でご

ざいます。

○権藤委員長 ここで委員の皆様にお諮りをい

たします。本日の日程確認では、おおむね午後

４時となっておりますが、このまま継続してよ

ろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○権藤委員長 それでは、引き続き委員会を続

けます。

○横田委員 先日の平成20年度補正に対する委

員長報告にもあったんですけど、20年度もいろ

んな事業で減額補正がされていて、それぞれの

事業の減額の理由とか背景とかあると思うんで

すが、委員長報告の中にも、県民のために必要

な予算執行がされているのか危惧されるという

ような文面もあったと思います。今回、平成21

年度の予算が提示されて今まで御説明いただい

たんですが、これらの事業はすべて県民のため

に必要だから、大切だからということで予算づ

けがされていると思うんです。別に全額使い切

るべきだと言っているわけじゃありません。本

当に必要だからこそ予算づけされたわけですの

で、それらが県民のために有効に活用されるよ

うに、市町村に対する掘り起こしとか啓発も含

めて頑張っていただきたいというふうに思うん

ですけど、部長、何かコメントがありましたら

お願いします。

○宮本福祉保健部長 おっしゃるとおりであり

まして、お願いしております予算につきまして

は、県民福祉のためにこれだけは必要であろう

ということで、積算の段階でも、前年の実績あ

るいは21年度の見通し等を含めて積算をしてお

りまして、予算が成立いたしましたら、できる

だけ有効に使っていかなきゃいけないと思って

おります。ただ、この前も申し上げたんです

が、やっぱり予測が外れる場合もあります。そ

れと、予算編成のときにどうしても安全率を見

るというところもあります。そういうことで誤

差が出てくるわけですけれども、何というんで

すか、使えるのに使わないというようなことは

絶対ないように、それとおっしゃるように、市

町村が事業をやるケースが多いわけですけれど

も、市町村の事業実施につきましては、私ども

のほうからもお願いし、助言もしながら、でき

るだけ使っていただくということで次年度も努

力していきたいと思います。

○前屋敷委員 重症心身障がい児医療について

なんですけど、新規事業で県内２つの施設への

助成が行われるということで、大変いい施策だ

というふうに思いますし、必要な予算だという

ふうに思います。恐らく日南と川南の施設だと
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いうふうに思うんですが、今、県央に施設その

ものへの要望が非常に強いということもあっ

て、あわせてやはり県の取り組みとして施設設

置に向けての何らかのアクションも強めていか

なきゃならないんじゃないかと思うんですけ

ど、その辺についての取り組みの方向性をお聞

かせいただきたいと思います。

○村岡障害福祉課長 御指摘ありましたよう

に、中央地区については対象者が多いというこ

ともありますので、できれば中央地区につくり

たいというのはあるんですけど、以前はこども

療育センターのほうにということも考えたんで

すけど、財政事情とかそれぞれのものがありま

してなかなか実現できないという中で、今進め

ていますのは、民間病院の中でそういったもの

をつくりたいというところも出てきていますの

で、当面どういう形にするかということで一緒

になって検討している段階です。とりあえず

ショートステイ関係で入っていって、そこで経

験を積みながら、今後どうしていくかというこ

とを検討してみたいという方向性でありますの

で、そういった分については支援をしていきた

いと考えています。

○前屋敷委員 ぜひ積極的に握って離さず、強

めていただきたいというふうに思います。

これは各課に押しなべてのことなんですけ

ど、この予算書の中では、職員の人件費が、昨

年と比較をしますと、総体は変わっていなくて

も人件費そのものが抑えられているというふう

に見ました。平均して年間１人当たり20万か

ら40万ぐらいの減額になっているんじゃないか

と思ったんですが、そのあたりは何かそういう

計画とか思惑とかあっての状況なんでしょう

か。

○畝原部参事兼福祉保健課長 人件費につきま

しては、例えば21年度でいいますと、ことしの

１月１日現在の現員現給で計算するということ

になっています。ですから、実際支給するとき

は、職員が病休だったり、どうしても誤差は出

てくるということです。我が部だけでも700数名

おりますので、人の入れかえでも相当誤差が出

てくるということです。

○前屋敷委員 実質減らされていくと、これは

仮定ですけれども、残業代が頭打ちであると

か、そういう問題にはつながらないのか。

○畝原部参事兼福祉保健課長 これは部でどう

こうというわけではなくて、県の人件費全体の

考え方で言っていますけれども、給与規程に基

づいて適正に支給された結果がこうなっている

ということで御理解いただけばいいと思いま

す。

○前屋敷委員 もともと予算がそういうふうに

少なく見積もってあれば、当然支給そのものに

影響してくるというふうに考えたものですか

ら。

○畝原部参事兼福祉保健課長 少なく見積もっ

ているという意味ではなくて、先ほど申し上げ

ましたように、ことしの１月１日現在の職員が

そのまま来年度も福祉保健部にいると、出先も

含めてですね、仮定をして、その計算を予算要

求して予算化しておりますので、一律何％落と

して予算化したということではございません。

○前屋敷委員 わかりました。くれぐれもそう

いうことのないようにお願いしたいと思いま

す。

○西村委員 緒嶋委員が先ほどたくさん質問さ

れた中に入っているんですが、医師確保につい

て何度もこの委員会の中でも出たんですが、医

師確保に対して多額の予算、事業なども費やし

て、今後地域によっては、この前も言ったんで
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すが、医師の取り合いのような、値のつり上げ

合いのようなことが私は懸念されると思うんで

す。病院のほうからも、それを県病院とか県の

ほうが率先してやらないでほしいというような

意見も聞きます。そういう中で、お金をかけれ

ば医師が来るというのではなくて、この前、延

岡病院であったように、熊本大から派遣されて

いる医師は一生懸命やられている。宮崎から来

る方はなかなか行きたがらないということであ

れば、これは愛着度の問題も非常にあると思う

んです。いかに愛着を持って医療に専念しても

らえるかということ。特に医師の方と直接話す

と、我々はお金じゃないということを盛んに言

われるんです。やはりそれを考えていただかな

いと、何か根本的に間違っていくような気がし

ます。特に、今回は予算ですから、どうしても

お金のこと優先で話が出ていますけれども、か

ければかけるほどいいにこしたことはないんで

すが、それもやはり病院経営とかほかの地域の

病院との格差につながりますので、ぜひそのあ

たりを、どうやったら医師が居心地よくやって

いけるか、地域の医師会との協力ができるか、

そのつなぎをできるのは、福祉保健部の皆さん

方の力が非常に重要だと思いますので、ぜひそ

こをお願いしたいと思います。何かありました

ら、部長、お願いします。

○宮本福祉保健部長 おっしゃるように、医師

が集まるというか、その要因としては、給与水

準も一定程度はないとあれなんでしょうが、そ

れ以外の、例えば来年やろうとしておりますコ

ンビニ受診を抑制して、できるだけ医師の疲弊

を防ぐというようなこと、あるいは地元の住民

の方が、これは県立病院でも民間立病院でもで

すが、やはり医師を大事にしていただく。

ちょっと待たされてなぐるようなことではどう

しようもないと思うんですが、そういうこと

で、医師として情熱を持てるような環境を、県

も、地元の自治体、あるいは地元の医師会、今

までも地域医療協議会という形でいろいろ話は

してきたんですが、今後もっと深いレベルで協

調して話し合いをしていきたいと思います。

○西村委員 そこもお願いしたいんですが、医

師偏在が今度は診療科の偏在にだんだんとつな

がってきています。そのあたりは御承知でしょ

うが、ぜひそのあたりも含めて、高齢化の問題

もありますし、そこも含めて次の展開等、ま

た、スピードをもって対応していただくことを

お願いして終わります。

○畝原部参事兼福祉保健課長 先ほど徳重委員

がおっしゃいました事業団の平均年齢でござい

ますが、正職員だけしかわかりませんが、41歳

と８カ月となっています。

○徳重委員 剰余金はわかりませんか。

○畝原部参事兼福祉保健課長 今まだ最終的な

確認をしております。

○徳重委員 それと、施設は昔、みんな県職員

だったわけですから、どれぐらい天下りという

か、行かれていますか。

○畝原部参事兼福祉保健課長 現職で今３名、

ＯＢが２名役員として行っております。

○徳重委員 最後に、この人たちについては退

職金というのは別枠であるんですか。それとも

職員は、医療事業団とか県の社会福祉施設の退

職金制度がありますね、２つあるんですが、Ｏ

Ｂの人たちの退職金は別にあるんですか。

○畝原部参事兼福祉保健課長 ＯＢ職員に退職

金はございません。

○髙橋委員 今、現職が３名出向されていると

いうことですね。共済保険は使えませんよね。

○畝原部参事兼福祉保健課長 派遣期間中も、
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地方公務員共済の継続適用となります。

○山下副委員長 先ほど緒嶋委員のほうから介

護関係のことをかなり深く出していただいたん

ですが、実は私も、要介護５のおふくろを３年

間、去年６月に亡くなったんですが、見てまい

りました。以前は、要介護３、４ぐらいまでは

家内もちゃんと農業ができたんですが、５にな

りましたら、牛を飼っていたものですから、や

めたんです。その中で、先ほど触れていただき

ましたが、やはり在宅介護の厳しさですね。75

歳以上になると基礎控除というのが所得から控

除になるんですね、55万かな。元気であれば、

親を見ている人たちには恩恵があるんです。つ

くづく私が思うことは、できたら介護度によっ

て、県で決められることじゃないんですが、基

礎控除を100万以上とか150万とかにふやしてい

けば、サラリーマンの皆さん方も、親は必ずお

るわけですから、見るときに扶養に入れるとか

何か制度が変わってくるような気がするんで

す。徳重委員が、我が家で見る人の労働対価と

いうのはないのかということだったんですが、

それは制度上難しいということでありますか

ら、所得的な基礎控除で介護度に応じて位置づ

けをしていけば、奥さんが仕事をやめてでも、

扶養に入れて、控除がされるのであれば、何と

か見てくれるような気がするものですから、そ

の辺のことは考えついていなかったですか。

○宮本福祉保健部長 私自身は考えておりませ

んでしたが、所得税法とか地方税法の問題です

ので、これは法律上の問題だと思いますが、所

得税でも、扶養親族の控除のほかに障害者控除

がありますね。そういうことでいえば、単なる

扶養と、介護によりお金もかかれば手数もかか

ると。それを評価して控除額をふやすというの

は可能ではあろうと思います。

○山下副委員長 先ほど執行部の答弁の中で、

在宅介護でも、訪問介護とか夜間の介護もでき

るんですよということだったんですが、され

ど、やはり見ることは大変なんです。口では言

えるけど、十分利用したらいいじゃないですか

ということなんですが、その中には、家族とい

う中で、できること、できないことが出てくる

んです。精いっぱいやろうとしたときに、親を

亡くして、見ている人は、家内も３カ月ぐら

い、入院まではしなかったですけど、精神的、

肉体的にぼろぼろになりまして、だから、か

えって病気の発症のもとを、在宅介護でやれば

つくっていくような気がするんです。見る人た

ちが新たな病気を起こしていく。そのことも考

えた医療のあり方、介護のあり方も考えてい

く。私は、高齢化がこれだけ進んでくる中で、

皆さん方が、抜本的な改革を、国とかそういう

ところにもどんどん要請していってほしいとい

う思いがあるんです。

それは要望としておきたいんですが、それか

ら、介護報酬の３％引き上げはもう決定したん

ですか。21年度４月以降ですか。

○大重長寿介護課長 21年度からの改定が決定

しております。

○山下副委員長 であれば、昨年からいろいろ

意見を聞いている中で、介護をしてくれる人た

ちが、介護職の人たちが低賃金の中でいなく

なっていると。３％引き上げの中をなるだけ

そっちのほうに回してくれたらいいんですけ

ど、経営者は経営者で、経営的に今大変な状況

だということを僕らも経営者から聞くんです。

その介護報酬３％引き上げの使い道というの

は、県関係が独自に指導とかそういうものはで

きるものなんですか。

○大重長寿介護課長 指導といいますか、私ど
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ものほうでは、３％改定の趣旨は、介護に携わ

る人材の処遇改善なんですということで、事業

者に対して、その制度の趣旨はこうですよとい

うことを徹底していくということを実施してい

こうと思っております。

○山下副委員長 特養関係の施設関係は、監査

に何回ぐらい行っておられますか。

○大重長寿介護課長 国の監査指針が少し変わ

りまして、来年度からは原則として５年に一度

というふうになっております。もちろんいろん

な条件が重なれば随時ということになるんです

けれども、来年度からの方向としては、５年間

で全施設を監査するということになっておりま

す。

○山下副委員長 それは県が監査するんです

か。

○大重長寿介護課長 県でございます。

○山下副委員長 指導監査というのはないんで

すか。例えば福祉事業団が行ってやるとか何と

か。そういうことは確認されておりませんか。

○大重長寿介護課長 従来は指導と監査という

ものを分けてやっておりました。指導をして問

題があれば監査に切りかえる。特に居宅の事業

所のほうはそういう形でやっておりましたけれ

ども、今回の改正で、改定といいますか、国の

方向づけで、監査一本でやるということになっ

ております。

○山下副委員長 施設を持っておられる人たち

から、年に３回監査に来るんですよと。そこは

どこが行っているんですか。

○大重長寿介護課長 私どものほうで、法人の

監査、社会福祉法人が運営をしておりますけれ

ども、法人の監査と施設の監査、それから地域

密着型等があれば、その市町村の担当課が行き

ます。それが日にちを違えて行きますと、３回

行くというのはそのとおりでございます。

○山下副委員長 各施設において、職員への賃

金の差というものがそんなにあったらいかんと

思うんですが、そういう基準というのはあるん

ですか。

○大重長寿介護課長 措置の時代には、公務員

の給与に準じてというような指導基準がござい

まして、私どもも監査に出向いて行ったときに

は、給料表を見ながら、ちょっとどうなんです

かねというような指導もやってきた覚えがござ

います。ただ、介護保険の契約の社会になって

まいりましたときに、経営というものが出てま

いりますので、私どもも監査の中で、手を突っ

込んでこれはというところがなかなか実態とし

てできない状況でございます。

○山下副委員長 この問題は最後にしたいと思

うんですが、介護報酬３％引き上げですね、介

護難民が出ないように、この問題に適切な指導

をするのも行政機関の責任かなと思っておりま

すから、ぜひその点は注意をしていただきたい

と、そのように思っています。

それから、医療薬務課からけさ出していただ

きました延岡と都城の病院の違いですね。前回

委員会で……、その他ということですから、そ

の他で出します。

○権藤委員長 ほかの委員の皆さん、よろしい

ですか。

それでは、時間もかなり経過いたしましたの

で、次に進ませていただきます。

請願の審査に移ります。請願第５号について

執行部からの説明はございますか。

○江口国保・援護課長 特にございません。

○権藤委員長 執行部から特にないようです

が、後期高齢者医療制度の充実を求める請願に

ついてでございますが、質疑という点ではよろ
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しいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○権藤委員長 では、次に進みます。請願第11

号、これも継続分でありますが、障がい者自立

支援法の抜本的改善を求める請願であります

が、この11号について執行部からの説明はござ

いますか。

○村岡障害福祉課長 特にありません。

○権藤委員長 執行部からは特に説明はないよ

うでありますが、委員からの質疑はございませ

んか。

○前屋敷委員 請願者の中から出されている報

酬単価の問題なんですけど、日割りと月割りと

いうのの改定がありまして、事業者もこの点で

非常に苦労しておられるということを聞くんで

すけれども、県のほうではどういうふうにそう

いった声を把握されておられたりしているんで

すか。どういうふうに考えておられるんです

か。

○村岡障害福祉課長 報酬単価の改正につきま

しては、障害者自立支援法の関係は5.1％という

ことになっております。それから、日額と月額

の問題ですけれども、これは特別事業、それか

ら基金の関係で、報酬単価の90％保障とか、定

員については100％、120％認めるとか、そうい

う形で日額の部分をできるだけ、欠席とか病気

のため来られなかった部分を定員120ということ

で多く見るということはできますので、そうい

う形でカバーしております。

○前屋敷委員 障がいを持たれている方々の生

活の中では、事業所も予測が立たないというと

ころが非常にあるわけです。そういった意味で

はそういうカバーも大切かもわかりませんけれ

ども、制度そのものがこういうふうに変わった

という点でいろんな弊害が出ている問題を重視

しなきゃならんというふうに思っているところ

です。

○村岡障害福祉課長 御指摘のありました点に

つきましては、現在、国のほうで検討会を開い

ていまして、与党プロジェクトもたしかきょう

かあした開くんですけど、その中で一つの方向

性が出ていまして、今言われたような部分につ

いては各県から要望等もありますので、介護保

険とは違う形の障がい者自立支援法という流れ

の中に動いていくと思います。

○権藤委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○権藤委員長 特にほかに質疑がないようでし

たら、次に進みます。

新規分でありますが、請願第17号につきまし

て、地域医療の再生を求める意見書提出につい

ての請願書ということでありますが、執行部か

らの説明はございますか。

○高屋医療薬務課長 特にございません。

○権藤委員長 執行部からは特にないというこ

とでありますが、委員の皆さんの質疑はござい

ますか。

○丸山委員 研修医制度の関係なんですが、請

願にも３番に書いてあるとおり、指導医の確保

などということも書いてあるんですが、そうし

たときに、この前聞いたときには、宮崎県全体

で106の研修生を入れる枠があるんですが、県立

病院を見ると、宮崎病院が９、日南が２、延岡

が２と計13あるんですが、実質研修に来ている

のは６、１、１ということで、８名しかいない

ということになっているんですが、宮崎全体で

考えたときに、今の枠がどうなっているのかと

いうのと、枠をするためには、ここに書いてい

るとおり、指導医の確保というのが、研修に来

るのか来ないのかという大きなポイントになる
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というふうに思っているものですから、宮大さ

んとか、ほかの民間病院でも研修医を受け入れ

る研修病院になっていると思っているんです

が、その辺の枠を、今現在、新しく地方に厚く

しようという動きもある中に、直近のデータを

持っていればお伺いしたいと思っているんで

す。

○高屋医療薬務課長 今度、宮崎県も36名増す

るということになっておりますが、現在の研修

病院がどれだけ受け入れられるのかということ

はまだ決まっておりません。あくまで厚労省の

ほうに申請するということになりますので、県

の枠としては決まりましたけれども、それぞれ

がどれだけ受け入れられるのか、それは病院の

規模にもよりますし、研修指導医を何名持って

いるかということにもなりますので、それはそ

れぞれ病院のほうが申請するということになり

ます。

○丸山委員 わかり次第、教えていただければ

幸いと思います。

○権藤委員長 ほかございませんか。

○前屋敷委員 基本的なことで申しわけないん

ですが、各県の研修医の定員ですけれども、こ

れはどういうふうにして決めていくわけです

か。

○高屋医療薬務課長 全体につきまして厚労省

のほうで決めるわけですけれども、それぞれの

各県の枠といいますのは、それも同じように国

のほうで決めて、それを各病院が申請をすると

いうことになります。その結果として、研修を

希望する者と病院側がそれぞれ、自分の病院で

はこういうプログラムをやります、応募する人

はそれに応募してくださいということで、マッ

チングさせて、その結果として現在の研修医が

集まっているというような状況でございます。

○前屋敷委員 国が定員を決めるということで

したが、いろんな基準に基づいて各県の定員

を、国としてはどういう条件のもとに数を決め

ていくんですか。

○高屋医療薬務課長 全体の数はどういうふう

にして決めるのか、私も詳しく承知していない

んですけれども、基本的には、入院患者の数と

病院の病床数によって各病院の受け入れ可能数

というのは決まっております。

○権藤委員長 それでは、次に進ませていただ

きますが、午前中の延岡の医師の年齢あるいは

地域の実在数、こういったこと等の資料が出さ

れておりますが、これを含めましてその他の項

目で意見、質疑がありましたら、お出しいただ

きたいと思います。

○丸山委員 ４番の夜間急患センターの比較と

いう表の中でお伺いしたいんですけれども、延

岡と都城が、それぞれ内科、外科、小児科と分

かれているんですが、延岡の場合、特に、月曜

から木曜、金曜、土曜と分かれているんです

が、何名、何名で対応するのかと、都城ではそ

れぞれ何名、何名で対応しているか、わかって

いれば教えていただきたいんです。

○高屋医療薬務課長 それぞれの診療科が何名

で対応しているのかということまでは把握して

おりませんけれども、夜間対応ということです

ので、それぞれ１名が対応しているというふう

に理解をしております。

○丸山委員 １名ずつということでよろしいで

しょうか。

○高屋医療薬務課長 夜間急病センターですの

で、初期の対応というのが基本ですので、それ

ぞれ１名が対応しているということでございま

す。

○丸山委員 ③の医師の状況の中で、協力して
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いる医者が63名と75名、差が12名なんですが、

あと、地区外からの協力が４名と13名、大学か

らの派遣が内科がなしと月に12回とか、外科が

４回と22回、小児科は10回と５回で逆転してい

るんですが、この辺の差があって、延岡の場合

には、準夜間しかできなくて１日できないとい

うことで見たほうがいいのか。この辺がうまく

回ればできると、ほかの要請をもらえばできる

と。人員が63名と75名とそんなに大きな差じゃ

ないのかなと思ったものですから、その分析は

どう見ればよろしいですか。

○高屋医療薬務課長 都城は、準夜帯、深夜帯

通しで毎日やっております。延岡は、月曜から

木曜とか金曜とか日によって違うわけですけれ

ども、その差が延岡市、都城市の財政負担の差

につながっていると思います。財政負担が少な

いから延岡市はできないということではなく

て、現在、延岡市のほうも深夜帯拡大で医師の

確保、派遣要請に動いておりますので、それが

確保できれば、延岡市のほうもそういう方向で

いきたいという方針をはっきり出しております

ので、それが実現できれば、市のほうも当然そ

れに伴う財政負担、支出はふえていくというこ

とで考えております。

○丸山委員 延岡病院で支援キャンペーンとい

うのを４月にやって、５月に、その前に言いま

すと、平成10年の延岡病院の休日及び時間外が

約5,000人だったのが、19年には9,000人、かな

りふえていて、ここで非常に圧迫しているとい

うデータがあったものですから、これを解決す

るためにこういうキャンペーンを張って、でき

る限りというのをやって、４月にやっただけで

５月に、１カ月やっただけで200人以上少なく

なっているというデータがあるんです。その後

のデータを我々は持っていないんですけれど

も、委員会で質疑したときには、恐らく、県病

院だけではなくて延岡の急患センターも減って

いるだろうということを含めて、民間病院も

減っているんじゃないかということを含めて、

県としては、全体的にチェックしてこれを広め

ていきたいという話もしていたんですが、この

辺の直近のデータというのは、今でもかなり多

くの人が延岡病院に、５月は減ったけど、逆に

６月、７月、12月はふえているという形になっ

ているんでしょうか。わかっていれば教えてい

ただきたいんです。

○高屋医療薬務課長 キャンペーンを張った時

期ほどの減少がずっと続いているということで

はないというふうに見ております。

○丸山委員 キャンペーンを張っただけで、そ

の後続かなかったというのは、もうちょっと

突っ込んでしないとこの解決は進まないという

ふうに思っているものですから、今回、新規事

業で利用適正推進事業がありますね、本当に真

剣にやっていかないと、１次、２次、３次のす

み分けをしっかりしてほしいのに、それができ

ない状況だと、延岡病院だけじゃなくて県北全

体が疲弊してしまったり、それが全県下に広

がったりしないようにしっかりやってほしいと

思っていますので、キャンペーンを張ったのに

なぜ戻ってしまったのかというのを十二分に考

えていただいて、できる限り１次、２次、３次

のすみ分けがうまくできるようなことを、延岡

市並びに医師会と連携しながらやっていただけ

ればありがたいと思います。

○高屋医療薬務課長 啓発というのが一番大事

なことだと思います。県としても、啓発事業に

対して力を入れていくということで予算化をお

願いしているわけですけれども、今、延岡の問

題、日南の問題をきっかけにしまして、県民の
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考え方というのもかなり変わってきておりまし

て、市町村の取り組みも違ってきております。

日南においても、啓発事業に力を入れる、そし

て小児電話相談事業も開始をするということで

ありますし、延岡も２月から電話相談事業を開

設いたしております。それと、かかりつけ医を

持とうというキャンペーンも延岡でも力を入れ

てやっていくということでございます。一番大

事なのは、県と市町村が連携してやっていくと

いうことだと思いますので、引き続き、合同キ

ャンペーンを張るとか、そういうような形で啓

発に力を入れ、取り組んでいきたいというふう

に思っております。

○緒嶋委員 延岡の場合は、深夜の患者数とい

うのは、県病院じゃないとわからんわけです

か。これは準深夜、11時までの年間患者数とい

うことになるわけですか。

○高屋医療薬務課長 年間患者数は、それぞれ

の急病センターでの患者数ということでござい

ます。

○緒嶋委員 都城の１万7,000は、深夜にはどの

くらいが来ておるわけですか。

○高屋医療薬務課長 この資料を作成する際に

分けての調査というのはやっておりません。

○緒嶋委員 延岡が都城と同じような体制が整

えば、県病院には医師の定着は可能と考えてお

られますか。

○高屋医療薬務課長 軽症の患者が県立延岡病

院のほうに深夜に集まってくるということが、

県立病院の医師の疲弊をもたらしているという

ことで、派遣する大学からもそういったことが

問題にされております。専門の医療を行うとい

うことで派遣しているわけですけれども、軽症

の患者を数多く診なくちゃいけないということ

も、派遣する側からは問題というようなことも

考えているようでございますので、このすみ分

けがきちっとできれば、県立延岡病院のほうに

も医師を派遣しやすくなるのではないかという

ふうに考えています。

○緒嶋委員 深夜帯の急患対応が延岡の夜間急

病センターでできれば、医師の確保は、容易と

は言わなくても、今のような状態は解消できる

というふうに理解していいんですね。

○高屋医療薬務課長 先ほど部長の話にもあり

ましたように、医師は、その環境といいます

か、働きやすい環境のところに集まるという傾

向がございますので、この問題が解決すれば、

派遣する側も派遣しやすくなるということにな

ると思います。

○緒嶋委員 環境には、文化的な環境、住環境

とかいろいろあるわけですね。そういう点を含

めて、延岡の医師、これは病院局に聞かにゃい

かんかったかもしれませんが、そういう意味で

の施設というか、過労とか、労働がきついから

医師が、延岡もこういう状態だからということ

もあるが、ほかのことでは、延岡のお医者さん

の住環境含めて、文化とかいろいろ言われる

と、宮崎市やらと比べたらちょっと問題がある

と思うんですけど、住宅環境等は、県立病院の

先生方の住宅は立派なものですか。その辺はど

うですか。

○高屋医療薬務課長 県立病院の近くに宿舎は

準備されているということは聞いております。

宿舎の問題はありますけれども、教育の問題と

か、あるいはその他おっしゃいましたように文

化の問題とか、そういった総合的なことがある

のではないかと思っております。

○山下副委員長 ちょっと確認したいんですけ

ど、１番の医療機関数及び病床数ですが、対10

万当たりの人口比で病床、病院数を出しておら
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れるんですが、（注）の中に書いてあるんです

けど、延岡（旧北川町を含む）、都城地域は三

股町を含むということですが、三股を入れて都

城は19万5,000なんですけど、ここは、曽於市、

志布志市、この辺がかなりエリアに入っている

んです。それを入れてくると、延岡と同等、そ

れぐらいになってくる数字になってきやしない

かなという思いがあるんです。もちろん日向も

入れますけど、その辺で、当初説明のとき、延

岡のほうがこれだけ、何というのか、いわゆる

劣っていますとか、そういう評価の仕方をされ

たものですから、この数字は、もうちょっと経

済圏を広げた中で出してほしかったなという思

いがあります。

それと、３番目の財政負担額の中ですが、１

番の延岡については、診療収入7,316万5,000円

を延岡市の歳入として受け入れておられるとい

うことなんですが、その差額が入っているんで

すね、9,300万というのは。２番目の中で、都城

の診療収入の１億7,800万というのは、これは市

のほうには入っていない数字ですか。これはセ

ンターが取っている金ですか。

○高屋医療薬務課長 設置者が市郡医師会病院

ですので、直接市郡医師会病院に入っておりま

す。

○山下副委員長 それであれば、我々の認識の

仕方は、例えば合計金額のところがあるんです

が、延岡地域では市からの持ち出しは9,300万、

都城の場合は、２億9,600万にプラス１億7,800

万というのが入っていると。４億ぐらいの金が

実際行政当局から動いているということでよろ

しいでしょうか。どうなりますか。

○高屋医療薬務課長 診療報酬は抜いて計上し

ておりますので、実支出額ということでござい

ます。

○山下副委員長 都城のほうですか。

○高屋医療薬務課長 はい。

○山下副委員長 ということは、実質、延岡の

出しているものと都城が出しているものは、２

億9,600万と9,300万というのは、同等の数字と

いう評価でよろしいんですか。

○高屋医療薬務課長 そういうことでございま

す。

○山下副委員長 延岡病院と都城の差というの

が、本会議の一般質問等でもかなり出ました

し、委員会の中でも絶えずそういう言葉が出て

くるものですから、先ほど言われたように、県

西部、都城、西諸のほうですね、非常に医療の

格差があると思うんです。都城の住民からしま

したら。医師会病院の建設計画が上がっている

んですが、これはどうしても具現化していかな

いといけないと思うんですが、さらに、今、医

師不足の中で延岡病院の問題もかなりクローズ

アップされてきた中で、財政負担をかなりまた

今からしていくわけでしょう。今、３病院の中

で50億以上の金を出しているんですが、新たに

医師確保の中で奨学金制度からいろんな対策を

講じていくんですが、その中においては、県立

病院のないところ、ここの過去の今までの取り

組みですね。なぜ都城としてはこれほどの問題

が、医師不足も出てこないのか。そこが我々は

不思議なんですよ。県病院があるところとの差

というのが。かえって役割を担っていかないと

いけない。県の病院があるのに。そこの原点は

やっぱりしっかりと見詰めていただかないと、

その中で都城が取り組んでいる、西部の方が取

り組んでいる評価というのは全く出てこないわ

けでしょう。いい面というのはあるわけです。

その辺のことを分析していただきながら、県病

院のあるところの皆さん方にもいろんなテーマ
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として出していただいたらいいなということ

で、私はこの資料も請求をしたところだったん

です。どうでしょうか。

○宮本福祉保健部長 この資料で最初のほうの

医師数の話とか、対10万ではそう大きく変わり

ませんけど、絶対数の違いですね。２の医師数

を見ますと、延岡地域が254、都城地域は357。

４の急患センターにつきましても、延岡は63人

協力医がいる。医師会の会員数が170で、そのう

ち病院、診療所のＡ会員が77人で、77人のうち

の63人が協力している。都城のほうは、132人の

うち75人とかなり余力があるわけです。深夜帯

が延岡はできないというのは、その下の地元以

外の医師会等の協力あるいは大学からの派遣、

ここが大きな差があると思うんです。なぜそう

いうことになっているかというと、恐らく交通

の便とかそういうことが影響しているんだろう

と思うんです。

それで、こういうことを言っていいのかどう

かわかりませんけれども、延岡地域の医療資源

というのが非常に底が浅いといいますか、それ

に比べて都城地域は、都城市郡医師会病院があ

り、国立都城、民間でも大きな病院が幾つかあ

ります。そこの違いだろうと思うんです。なぜ

そういうことになったかというと、よくわから

ないと言っておいたほうがいいような気がしま

す。県北の方が聞かれたら怒られるかもしれま

せんけど、ちょっと底が浅い状態だと思いま

す。その差が、救急医療などで、県立病院の医

師がいなくなるということで途端に対応ができ

なくなるという事態を招いているんだろうと

思っております。

○緒嶋委員 延岡の場合は、県病院の医師の数

もこれに加味されておるわけですか。

○高屋医療薬務課長 資料２にあります医師数

は、県病院の医師も入っております。

○髙橋委員 この資料を見る限り、医療資源、

医療の環境は、延岡市は劣っていると思うんで

すね。現実だからしようがないと思うんです。

さっき文化とか教育をおっしゃいましたけど、

県の行政も格差を設けている。宮崎市の西高に

中高一貫ができた。都城は泉ヶ丘じゃないです

か。医師の方々はそれなりに教育を子供さんに

かけていらっしゃいますね。私も実際生の声を

聞いたことがあります。延岡はそういうところ

で恵まれていないということもあって、るるそ

ういう総合的な部分があります。

もう一点私が聞きたいのは、以前、私、申し

上げたことがあるんですけど、救急告示病院で

すね、これが圧倒的に延岡は少ない。３カ所で

したね。都城がたしか８カ所ぐらい。結構差が

ある。どこでも告示病院になれるわけじゃない

わけで、設備とか人とかベッド数とか、いろん

な条件が整って初めて告示病院になれるわけ

で、その対象となり得る病院の数が延岡で幾つ

あるのかというのが、お手元にあれば欲しい

し、もしなければ後日でもいいんですが。

○高屋医療薬務課長 対象となる医療機関がど

れぐらいあるかというのは、手元に持っており

ませんけれども、さっきおっしゃいましたよう

な条件がございますので、それをクリアできる

ということが一番問題だと思いますし、また、

仮に医師の数はそろったとしても、救急を担え

る医師がいないと救急医療機関としての機能が

果たせないわけですので、その辺のところの医

療機関がどれぐらいあるのか、そういうことも

含めて調査をしたいというふうに思っておりま

す。

○権藤委員長 それでは、その他につきまして

も以上で締め切らせていただいてよろしいで
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しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○権藤委員長 それでは、以上をもちまして、

福祉保健部の総括質疑を終了いたします。執行

部の皆さん、大変御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後４時46分休憩

午後４時50分再開

○権藤委員長 委員会を再開いたします。

あすの委員会の再開は、午前10時ということ

でよろしくお願いします。

ありがとうございました。御苦労さまでし

た。

午後４時50分散会
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平成21年３月12日（木曜日）

午前10時０分再開

出席委員（９人）

委 員 長 権 藤 梅 義

副 委 員 長 山 下 博 三

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 横 田 照 夫

委 員 髙 橋 透

委 員 西 村 賢

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 壱 岐 哲 也

総 務 課 主 任 主 事 児 玉 直 樹

○権藤委員長 ただいまから委員会を再開いた

します。

意見書の勉強会等を行うというのがございま

すので、一たん休憩して勉強会等に入りたいと

思います。

休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時58分再開

○権藤委員長 それでは、委員会を再開させて

いただきます。

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日ということになっておりますので、あす13

日の13時再開ということでよろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○権藤委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、委員長報告骨子案についてであります

が、改めてあすの採決後に御意見をいただく予

定ですが、特に、現時点で、こういったことは

ぜひ盛り込むべきだという御意見がございまし

たら、お出しをいただきたいと思います。

○緒嶋委員 今度高齢者保健福祉計画を見直す

ということになっているわけですが、きのうも

言ったように、やはり在宅サービスというのが

物すごく負担になっているわけですね。極端に

言うと、ある人は特老に親を入れて、その特老

で働いて金をもらう。自分のところで見る人に

は何も対価はないわけです。親を特老に入れて

自分は特老で働いて金をもらう。現実はそうい

う人も出てきているわけです。自分のところで

見た人には何も対価はないわけです。サービス

はあるじゃないかといっても、24時間見るとい

うことは大変なことです。在宅サービスという

のは家族の負担が物すごく大きくなって、ある

意味では、働きをやめて家で見なきゃいかん。

生活そのものが苦しくなる。親を特老に入れ

て、その特老で自分が働けば給料をもらう。そ

ういう矛盾も実際は出てくるわけです。あるい

はほかの特老に入れておいてほかのところで働

くこともできる。家におると、家庭で介護すれ

ばもうどうにもならん。

そういう意味では、在宅介護の支援をどのよ

うにやるか。在宅でサービスが充実して、在宅

の人でも、親を見ながらでも労働対価的なもの

が幾分かあってもいいんじゃないかと思うんで

すね。施設に入れている人は、自分がそこで働

きゃ、もらうわけですからね、給料を。そうい
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う矛盾が出てきているわけです。ほかの職場で

もだが、特老に親を入れておって、そしてほか

のところで働くことができる。在宅で見る人

は、親を見ながら仕事にも行けんということに

なると、生活そのものが。相当矛盾が出る。こ

れは国の制度の中での矛盾でもあるわけだが、

そういう意味では、ある意味でも、施設をでき

るだけ充実して、老健施設いろいろやって、そ

この施設の中に親を最終的には家族の理解も

あって入れて、家庭生活が守られると。施設サ

ービスの充実を図っていかにゃ、介護難民がふ

えるということは、家庭生活まで犠牲になるこ

とがますます大きくなってくるんじゃないかと

いうことで、全国平均でもういいというけれど

も、保健福祉計画の中で積極的にそういう人に

対する配慮というか、在宅介護の充実という

か、それを求めてもらいたいと思うんだけど、

本当に現実は大変なんです。

○徳重委員 山下さん、あなたのお母さんは介

護度は何ぼだったの。

○山下副委員長 ５。３年でした。

○徳重委員 その介護の実態ですね、例えば家

族で見ていますね。一生懸命見られた。介護度

５だと36万か37万、それを全部介護を受けられ

たんですか。

○山下副委員長 いいえ。

○徳重委員 受けていないでしょう。36万の中

の支援を受けただけしか払わないんですね、会

社は。あとの自分でした分は手出しですね、家

族で。ここが問題だと思うんですよ。今おっ

しゃるような。（「休憩」と呼ぶ者あり）

○権藤委員長 休憩します。

午前11時３分休憩

午前11時14分再開

○権藤委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

緒嶋委員からの審議中の御意見もありました

が、特に委員長報告に盛るべきだという御意見

がございましたが、これにつきましては、高齢

者保健福祉計画が現に作成されておる中では、

施設介護のスピードが緩まった感があるのでは

ないかというような御発言もございました。ま

た、全国レベルの比較がどうだこうだという議

論がございまして、そういう実態が全国的にあ

ることは事実かもしれませんが、本県において

は3,000人以上の待機者がおるという実態を踏ま

えた国に対する意見、あるいは高齢者保健福祉

計画への実態の反映、こういったこと等をいま

一度、高齢者保健福祉計画への内容と国への実

態を強く知事会等でも言っていただくと、そう

いうような内容を委員長報告に加筆してほしい

というようなことでまとめさせていただいてよ

ろしいですか。

ほかにございませんか。

○徳重委員 医療の公平性、県下全体の医療サ

ービスの公平ということを考えますときに、県

央、県北、県南においては県立病院を配置され

ている。その実態から考えて、今、県西、都

城、北諸、西諸、こういった地域でも、２次医

療までは地元でやらなきゃいけないというよう

なことで必死に努力をされているわけです。し

かし、不採算部門もあったり、緊急性があると

いうことで大変苦労されている現状の中で、ど

うしても県が、県全体の医療のサービスの公平

性からして、ある程度の支援はして整備を急が

なければいけない、やらなけりゃいけないと。

ならば、当然のこととして、県はある程度の支

援をして整備を急がせるということが望まれる

ことだと。委員会としてもそういう前向きな姿
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勢で当局に対して要望していただきたいと、私

のほうからお願いをしておきたいと思うんで

す。

○山下副委員長 今常任委員会で、介護支援の

問題、医師の確保の問題、かなり活発な、今議

会でも行われたんですが、徳重委員が言われた

ように、県の財政として、医療の格差があって

はいけないと、そのことは私も強く感じてきて

いるんですが、都城の医療圏、県西部をひっく

るめて、えびのから小林、高原をひっくるめ

て、非常に地域医療が頑張っているんだと、そ

のことを正しく評価していただきながら、さら

にこれを地域医療として継続させていくために

は、やはり県も応分の負担というのはぜひ考え

ていってほしいと。その旨、今回いろいろ活発

な、延岡のほうからもそういう意見をいただき

ましたし、県南のほうからもそういう意見をい

ただきましたし、県の西部としては一丸となっ

て県の医療の平等化というものを求めて、ぜひ

そういう意見を述べていきたいという思いであ

りますから、よろしくお願いしたいと思いま

す。

○権藤委員長 今意見を出していただきました

ように、審議の過程でも、都城市の医療費の負

担とか、あるいは延岡市の医療費の負担とか、

そういったものも議論をされまして、それを踏

まえた形で今お二人の委員から意見が出されま

したが、皆さん方は同じような認識かというふ

うに思いますので、文言は別といたしまして、

そういう趣旨の、強い、平等に扱うべきだと、

公立病院のないところに対する配慮、こういっ

たものは政治的に県が決断すべきじゃないかと

いう御意見も踏まえまして、委員長報告に何ら

かの形でその趣旨が伝わるように盛り込むとい

う方向でいきたいというふうに思っておりま

す。

ほか、ございませんか。

○丸山委員 病院局に対してですが、今回、新

規事業で３億7,000万円の医師確保の事業を上げ

てもらったんですが、大変ありがたいことであ

りますので、医師の確保についても十二分に頑

張っていただきたいということももちろんです

が、さらに、研修医を受け入れる体制の、機器

整備を含めて、指導医の養成含めて、しっかり

取り組んでいただきたいということを書いてい

ただきたいのが１つ。

もう一つが、福祉保健部のほうでは、いろん

なソフトメニューを今回立ち上げているんです

が、ただ、やったんですよ、市町村とＮＰＯと

会議をやったんですよだけじゃなくて、本当の

意味のマンパワーをつくっていただいて、５

年、10年後に、宮崎県は福祉の県だなというぐ

らいの県になるようにしてもらわないと、これ

まで同じような推進事業をやっているものです

から、本当の意味の形でソフト事業を立ち上げ

て根づかせるようなことをやっていただきたい

ということを述べていただければ、先ほどから

問題になっている医療問題なり、介護問題な

り、少しでも克服できる一助になるのではない

かと思っていますので、そういうことも書き込

んでいただければありがたいと思っておりま

す。

○緒嶋委員 それと、自殺対策というのも付け

加えていたほうがいいかもしれませんね。特に

宮崎県は率からいったら全国２位ですから。強

く書き込んでいく。

○権藤委員長 項目としてぴしっとですね。

その他ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○権藤委員長 ないようでしたら、委員会を閉
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じさせていただきます。大変お疲れさまでし

た。ありがとうございました。

午前11時21分散会
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平成21年３月13日（金曜日）

午後０時59分再開

出席委員（９人）

委 員 長 権 藤 梅 義

副 委 員 長 山 下 博 三

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 横 田 照 夫

委 員 髙 橋 透

委 員 西 村 賢

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 壱 岐 哲 也

総 務 課 主 任 主 事 児 玉 直 樹

○権藤委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

本日の予定は採決等でありますが、執行部よ

り資料提出がございますので、よろしくお願い

します。

暫時休憩します。

午後０時59分休憩

午後１時22分再開

○権藤委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

議案の採決を行いたいと思いますが、採決に

つきましては、議案ごとがよろしいでしょう

か。一括がよろしいでしょうか。

〔「議案ごと」と呼ぶ者あり〕

○権藤委員長 議案ごとということであります

が、何号と何号がくくれないというふうに解釈

……。（「反対の議案が１号と39号」と呼ぶ者

あり）

○権藤委員長 議案ごとに採決をさせていただ

きますが、一括できる分は一括でまいりたいと

思っております。

それでは、議案第１号について原案のとおり

可決することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○権藤委員長 挙手多数、よって、議案第１号

については原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。

○権藤委員長 続きまして、議案第３号、第18

号、第19号、第22号、第30号について、原案の

とおり可決することに賛成の方の挙手を求めま

す。

〔賛成者挙手〕

○権藤委員長 挙手全員、よって、議案第３

号、第18号、第19号、第22号、第30号について

は、原案のとおり可決すべきものと決定いたし

ました。

続きまして、議案第39号について、原案のと

おり可決することに賛成の方の挙手を求めま

す。

〔賛成者挙手〕

○権藤委員長 挙手多数、よって、議案第39号

については原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。

次に、議案第72号について、原案のとおり可

決することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○権藤委員長 挙手全員、よって、議案第72号

については、原案のとおり可決すべきものと決
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定いたしました。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

「福祉保健行政の推進並びに県立病院事業に

関する調査」につきましては、引き続き閉会中

の継続審査といたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○権藤委員長 御異議ないようでありますの

で、この旨、議長に申し出ることといたしま

す。

次に、委員長骨子案についてであります。委

員長報告の項目につきましては、昨日御要望い

ただきました項目、１、特別養護老人ホーム等

の老人福祉施設の整備と在宅介護の充実につい

て。２、県全体における医療サービスの公平性

について。３、病院局における医師確保のため

の新たな対策事業等について。４、福祉保健部

の事業について。５、自殺対策等について。以

上、５点であります。このほか、特に御要望が

ありましたらお出しをいただきたいと思いま

す。

休憩いたします。

午後１時28分休憩

午後１時29分再開

○権藤委員長 委員会を再開いたします。

委員長報告につきましては、正副委員長に御

一任いただくことで御異議ございませんか。

○前屋敷委員 陳情が上がってきた分について

の取り扱いですね。以前にも陳情が上がってい

るのもあるんです。難病だけでなくて。やはり

委員会の中で論議もしているのであれば、意見

書までは至らなかったんですけど、そういう陳

情も受け、論議もしたということは入れておい

てもいいんじゃないかと思うんですけど。

○権藤委員長 休憩します。

午後１時30分休憩

午後１時31分再開

○権藤委員長 それでは、再開いたします。

今ございました難病対策の意見書の取り扱い

についての議論は、正副委員長に御一任いただ

くということでよろしくお願いいたします。

次に、意見書の提出でございます。

ここで、暫時休憩いたします。

午後１時31分休憩

午後１時34分再開

○権藤委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

まず、医師の養成・確保対策の充実を求める

意見書についてであります。意見書そのものを

提出することについて御異議ございませんで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○権藤委員長 内容について御協議いただきま

してありがとうございました。それでは、意見

書の内容についてお諮りをいたしますが、特に

御要望はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○権藤委員長 それでは、意見書の内容につき

ましては、お手元の案文のとおりとし、当委員

会発議として取り扱うことに御異議ございませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○権藤委員長 それでは、そのように決定いた

します。

それでは、遠位型ミオパチーの治療薬早期実

現に関する意見書につきましても御異議ござい
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ませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○権藤委員長 それでは、意見書の内容につい

ては、先ほど協議をいただきましたが、正式に

御意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○権藤委員長 それでは、そのように決定をい

たします。

暫時休憩いたします。

午後１時36分休憩

午後１時37分再開

○権藤委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。その他何かありませんか。

大変失礼しました。請願の取り扱いをやらず

に閉会するところでした。

次に、請願の取り扱いについてであります

が、請願第５号の取り扱いはいかがいたしま

しょうか。

○前屋敷委員 今回で採択をお願いしたいと思

います。

〔「継続」と呼ぶ者あり〕

○権藤委員長 複数の委員から御意見もあるよ

うでありますが、継続という声が出ておりまし

て、常任委員会の取り扱い上は、継続の意見が

あればそれを諮るということになっております

ので、そのような手順で行かせていただきたい

と思います。

それでは、お諮りいたします。

請願第５号について、継続審査とすることに

賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○権藤委員長 挙手多数、したがいまして、請

願第５号につきましては、継続審査とすること

に決定をいたしました。

次に、請願第11号「障害者自立支援法の抜本

的改善を求める請願書」についてであります

が、御意見はありますか。

○前屋敷委員 これも前回提出されたものです

けれども、すべての会派で紹介議員にもなって

いることで、中身は十分御承知だというふうに

思います。きのうの執行部とのやりとりの中で

も、国としても見直しも一定進んできていると

いう話もありましたし、それだけやはり問題性

も高いということもあって、それであればなお

さらのこと、地方からもそういった声を直接意

見書として上げるべきじゃないかというふうに

思いますので、今回、採択でお願いをしたいと

思います。

○権藤委員長 採択すべきという意見でありま

すが。

〔「継続」と呼ぶ者あり〕

○権藤委員長 継続という意見がありますの

で、お諮りをいたします。

請願第11号について、継続審査とすることに

賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○権藤委員長 挙手多数、よって、請願第11号

については、継続審査とすることに決定いたし

ました。

次に、請願第17号の扱いはいかがいたしま

しょうか。

〔「採択」と呼ぶ者あり〕

○権藤委員長 それでは、請願第17号「地域医

療の再生を求める意見書提出についての請願

書」について、採択との意見が強うございます

ので、お諮りいたします。

この際、請願を採択することに御異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕



- 140 -

○権藤委員長 請願第17号については、採択す

ることに決定いたしました。

それでは、議事が行ったり来たりしました

が、その他ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○権藤委員長 その他もないようでございます

ので、以上で委員会を終了いたします。委員の

皆様には長丁場の御審議、大変御苦労さまでし

た。

午後１時43分閉会




